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　「人間開発報告書2014――人間が進歩し続
けるために：脆弱を脱し強靭な社会をつくる」
は、人間開発の進歩を確保するうえできわめて
重要であり、また相互に関係する2つの概念、す
なわち脆弱性と強靭性に焦点を合わせている。
　国連開発計画（UNDP）が1990年に最初のグ
ローバル版人間開発報告書（HDR）を発表して
以来、大半の国が人間開発を大きく前進させて
いる。本年のHDRも世界全体の上昇傾向と進
歩の継続を示している。しかしながら、世界で
は今なお自然災害や人為的災害、自然または人
間の行動に起因する危機によって人命が失わ
れ、人々の生活や開発が損なわれている。
　しかし、そのような進歩の妨げは避けられな
いものではない。リスクに対する脆弱性はあら
ゆる社会が抱えているが、災難に見舞われた際
の打撃が比較的軽くすみ、回復の早い社会もあ
る。本報告書は、その差の理由を問い、グロー
バル版HDRとして初めて、人間開発のレンズ
を通して脆弱性と強靱性について分析してい
る。
　脆弱性に関する従来の研究の多くは、特定の
リスクに人々がどれだけさらされているかを問
うものであり、特定の分野に限られることが多
かった。本報告書は、それとは異なる包括的ア
プローチを取り、人間開発に対するリスク要因
を分析したうえで、広範なリスクに対して強靱
性を高める方法を論じている。
　結びつきを強める現在の世界にあって、この
アプローチは特に重要な意味をもつ。グローバ
ル化は多くの人々に恩恵をもたらす一方、新た
な問題も引き起こしている。すなわち、遠く離
れた場所で起きた出来事であっても、その影響
が押し寄せてくるようになっている。社会の脆

弱性を脱すということは、コミュニティと国が
もつ強靱性を高めることを意味する。本報告書
は、そのための基礎を提示している。
　本報告書は、人間開発のパラダイムに沿って
「人間中心のアプローチ」を取った。特に国際格
差および国内格差に強く目を向け、「構造的な
脆弱性」を抱えた人々の集団を特定している。
すなわち、歴史的な原因や不平等な社会的扱い
のせいで他の人々よりも脆弱性が高い人々の集
団である。この種の脆弱性は長年にわたり根強
く残っていることが多く、その要因としてジェ
ンダーや民族性、先住性、地理的な位置などが
挙げられる。最も脆弱な人々とその集団の大半
は、災難に対処する能力に複数の制約がある。
たとえばマイノリティに属する貧しい人々、あ
るいは障がいのある女性は複数の障壁に直面
し、その障壁の負の相互作用によって境遇がさ
らに悪化する状態にもある。
　本報告書は、「ライフサイクル・アプローチ」
を取ることによって、生涯の過程にわたる脆弱
性の変化を捉えている。この分析は静態的なモ
デルと違い、子ども、若者、高齢者がそれぞれ
異なるリスクの集合体に直面し、異なる対処を
求められていることを浮かび上がらせる。また、
生涯の過程で特に重要な段階も特定されてい
る。たとえば、生まれてから最初の1000日間、
学校から仕事への移行期、仕事から引退生活へ
の移行期などである。このような時期に逆境に
陥ると克服が特に困難になるおそれがあり、悪
影響が長引くことになりやすい。
　本報告書は、収集したデータの分析に基づ
き、将来のショックに対する脆弱性の削減と強
靱性の構築に取り組む世界の実現に向けて、一
連の重要な提言をまとめている。具体的には、
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失業保険や年金などの基本的社会サービスを普
遍的に提供すること、完全雇用の実現に取り組
むこと、雇用にはそれによって増大する収入を
はるかに超える価値があるという社会的認識を
確立することである。そのうえで本報告書は、
要請に応える公平な制度、コミュニティレベル
での社会的一体性の強化、潜在的紛争発生可
能性の削減の重要性を検証している。
　政策が脆弱性の削減に大きな効果を発揮して
もなお、破壊的結果をもたらしうる危機の発生
はなくならない。したがって、コミュニティが
ショックを乗り切って回復を果たせるように、
災害への備えと回復能力を高めることが欠かせ
ない。本報告書はグローバルなレベルにおいて、
国境を越えたリスクへの対応には集団的行動が
必要であるという認識に立ち、グローバルなコ
ミットメントと国際的ガバナンスの必要性を訴
えている。
　
　このような提言は、重要で時宜も得ている。
国連加盟国がポスト2015開発アジェンダと持
続可能な開発目標（SDGs）のまとめ上げに入ろ
うとするなか、本報告書が提示しているデータ
と分析、そして人間開発の捉え方は特に大きな
価値をもつ。たとえば、貧困撲滅は新たなア
ジェンダにおいても主要目標となるが、本報告
書で論じられているように、構造的要因と永続

的な脆弱性によって、人々が貧困に逆戻りする
危険を抱えたままでいるならば、開発の進歩は
不安定なままになってしまう。貧困撲滅は単に
「ゼロへの到達」だけでなく、ゼロを保ち続ける
ということでもなければならない。
　世界の国々が貧困を撲滅し、不平等と社会的
排除を減らし、人間開発と持続可能な開発を促
進することを助けるというUNDPのビジョンを
達成するためには、まず脆弱性と強靱性の概念
を深く理解する必要がある。脆弱性の問題に効
果的な取り組みがなされ、すべての人に人間開
発の成果を共有する機会が広げられないかぎ
り、開発の進展は平等でも持続可能でもないと
いうことになる。
　本報告書の目的は、脆弱を脱し強靱な社会を
つくるという政策を通じて、政策決定者や開発
の主体が開発の成果を揺るぎないものにするの
を助けることにある。持続可能な開発の進展、
特に世界で最も脆弱な人々にとっての進歩を願
うすべての人に、このことを推奨したい。
　

Helen Clark
ヘレン・クラーク
国連開発計画（UNDP）総裁
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　人間開発報告書2014は、国連開発計画
（UNDP）と人間開発報告書室（HDRO）、そし
て多数に及ぶ外部の顧問・協力者の方々による
集団的な取り組みの成果である。しかしながら、
本報告書の知見と分析、政策提言は、これまで
の報告書と同様、ひとえに執筆チームによるも
のであり、UNDPおよびUNDP執行理事会の
公式見解を反映したものではない。人間開発報
告書は、国連総会によって、「世界各国の人間
開発に対する認識向上のための重要な手段」と
なった「独立した立場からの知的取り組み」とし
て正式に認められている。1

　本報告書には署名入り書面によりリベリアの
エレン・ジョンソン・サーリーフ大統領、ビル・
ゲイツ、スティーブン・ホーキング、ジェームズ・
ヘックマン、ラジェンドラ・パチャウリ、フアン・
ソマビア、ジョセフ・スティグリッツ、M.S. スワ
ミナサンの各氏の協力も得た。また、人間開発
報告書室が委嘱したリサーチペーパーの作成に
携わってくれた以下の方々にも深く感謝する。
Connie Bayudan、Des Gasper and Oscar Gomez、
Andrew Fischer、Thomas Hale、Khalil Hamdani、 
Abby Hardgrove、Kirrilly Pells、Jo Boyden and 
Paul Dornan、Naila Kabeer、Inge Kaul、William 
Kinsey、Samir KC、Wolfgang Lutz、Elke 
Loichinger、Raya Muttarak and Erich Striessnig、
Rehman Sobhan、Adam Rose、Till von Wachter、
Mary E. Young、Ashgar Zaidi。
　人間開発報告書室の諮問委員会からは、報告
書作成の全段階を通して貴重な洞察と示唆を得
た。特に以下の方々に感謝したい。Hanan 
Ashrawi、Edward Ayensu、Cristovam Ricardo 
Cavalcanti Buarque、Michael Elliott、Patrick 
Guillaumont、Ricardo Hausmann、Nanna Hvidt、

Rima Khalaf、Nora Lustig、Sir James Alexander 
Mirrlees、Thandika Mkandawire、José Antonio 
Ocampo、Rajendra Pachauri、Samir Radwan、
Rizal Ramli、Gustav Ranis、Frances Stewart、
Akihiko Tanaka、Ruan Zongze。
　また、人間開発の各指標の算出に関して、方
法論とデータの選択に専門的助言をいただいた
統計顧問委員会の方々にも謝意を表したい。
Jose Ramon Albert、Sir Anthony Atkinson、Birol 
Aydemir、Rachid Benmokhtar Benabdellah、
Wasmalia Bivar、Grant Cameron、Nailin Feng、
Enrico Giovannini、D.C.A.Gunawardena、Peter 
Harper、Yemi Kale、Hendrik van der Pol、
Eduardo Sojo Garza-Aldape。
　本報告書の構成指標や統計は各分野で世界
を代表する諸機関のデータに基づいており、人
間開発報告書に対する積年の協力にお礼を述べ
たい。本報告書の構成指標に関しては、James 
Foster、Stephan Klasen、Conchita DʼAmbrosio 
の各氏に確認を得た。統計分析の精度と明確性
を保つうえで以下の方々の査読にも助けられて
いる。Sabina Alkire、Adriana Conconi、Maria
Emma Santos、Kenneth Harttgen、Hiroaki 
Matsuura、Claudio Montenegro、Atika Pasha、
Jackie Yiptong。
　本報告書の作成準備期間には世界各地で会
合を行い、個々に名を挙げる紙幅はないが多数
の機関と個人から大きな支援を得た。2012年
4月から2014年2月にかけて、UNDPの国・
地域事務所などの支援を得て、アディスアベ
バ、アルマトイ、ブリュッセル、ジュネーブ、
イスラマバード、ニューヨーク、東京で会合を
開いた。2 協力機関の支援に感謝したい（http://
hdr.undp.org/en/2014 -report/consultations に一
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覧リスト）。また、人間開発報告書室が主催す
る「人間開発の測定に関する会議」の年次会合
においても、人間開発の各指標とその向上につ
いて各国の政府、学術界、市民社会の主要な
パートナーと緻密な対話をすることができた。
　世界各地の多数のUNDP職員も査読グルー
プとエグゼクティブ・グループのメンバーとし
て、報告書の作成過程を通して貴重な洞察を与
えてくれた。特に以下の方々に謝意を表したい。
Adel Abdellatif、Pedro Conceição、Samuel Doe、
George Ronald、Gray Molina、Heraldo Muñoz、
Selim Jehan、Natalia Linou、Abdoulaye Mar 
Dieye、Magdy Martinez-Soliman、Stan Nkwain、
Thangaval Palanivel、Jordan Ryan、Turhan Saleh、
Ben Slay、 Mounir Tabet、Antonio Vigilante、
Mourad Wahba。
　また、ヘルプエイジ・インターナショナル、
国連児童基金（ユニセフ）、国際労働機関（ILO）
の方々も貴重な洞察と意見を寄せてくれた。国
連食糧農業機関（FAO）の Laurent Thomas と Neil 
Marsland からも大きな専門的協力を受けた。
　フランス政府（フランス開発庁）、ドイツ政府
（経済協力開発庁）からの資金提供と、日本政府
（国際協力機構）の東アジア地域諮問会議に対す
る支援にも格別の謝意を表したい。
　本報告書の記述内容の事実確認には、Akmal 
Abdurazakov、Melissa Mahoney、Agnes Zabsonre、
Simona Zampino を中心とするチームに助けら
れた。

　インターンの Caterina Alacevich、Ruijie Cheng、
Bouba Housseini、Yoo Rim Lee、Élisée Miningou、
Ji Yun Sul、Petros Tesfazion、Lin Yang も献身的
に貢献してくれた。本報告書は、惜しみない助
力をしてくれる多数の「人間開発報告書室のフ
レンド」にも恵まれた。特に James Heintz、Shiva 
Kumar、Peter Stalker、Frances Stewart の査読に
大いに助けられた。査読とフィードバックにつ
いては、アマルティア・センとジョセフ・スティ
グリッツの両氏に深く感謝している。
　本報告書の編集作業に関してはコミュニケー
ションズ・デベロップメント社の編集スタッフ 
Bruce Ross-Larson、Joe Caponio、Christopher 
Trott、Elaine Wilson、そしてアキュラト・デザ
イン社の Federica Fragapane、Michele Graffieti、
Gabriele Rossi の尽力にも感謝している。
　そして私は何よりも、UNDPのヘレン・クラー
ク総裁のリーダーシップとビジョン、そして人
間開発の前進を深めるための報告書の作成に献
身的に協力してくれた人間開発報告書室チーム
に深く感謝している。

Khalid Malik
ハリド・マリク
人間開発報告書室長・主筆

注

1 .UN Resolution 5 7 /2 6 4 , 3 0 January 2 0 0 3 .
2 .参加者リストと謝辞については http://hdr.undp.org/en/2 0 1 4 -report/consultations を参照されたい。
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人類の進歩は
自然に起きるわけではなく、
必然的に起きるわけでもありません。
マーチン・ルーサー・キング・ジュニア

概要

　長年にわたり人間開発報告書（HDR）を通
して示してきたように、ほとんどの国で大半の
人々が人間開発において着実に前進している。
技術の進歩、教育の拡充、所得の上昇とともに、
より長寿で健康、そして安全な生活への道筋
が広がり続けている。1　総体的に見て、グロー
バル化は人間開発に大きな成果を生み出して
いる。特に南の多くの国において、その成果
は著しい。しかし同時に、現在の世界には不
安定感も広がっている。自分の生活と安全、
環境、世界情勢に対する不安感である。2　健康
や栄養など、人間開発における決定的に重要
な側面での大きな成果も、自然災害や経済的
低滞によって、たちまち損なわれてしまうおそ
れがある。盗難や暴力が人々を身体的、精神的
に疲弊させ、汚職や国家機構の不備が原因で、
支援を必要とする人々に援助が及ばないこと
も起こりうる。政治的な脅威、コミュニティ内
の摩擦、暴力的紛争、公衆衛生の放置、環境
の悪化、犯罪、差別。これらすべてが個人と
コミュニティの脆弱性の悪化につながっている。
　したがって、人々の選択肢を広げ、教育と
保健に対する権利を拡大し、生活水準を妥当
な水準まで引き上げ、安全を感じさせるだけ
では、人間開発を本当に前進させたことには
ならない。さらなる問題は、そうした達成がど
れだけ確かなものなのか、人間開発の持続に
十分な条件が整っているのかという点である。
つまり、脆弱性の検証と評価なしに人間開発
の前進を完全に捉えることはできない。
　これまで脆弱性の概念は、ショックに対す

る備えや資産・所得の分散化など、リスクの
評価と管理に用いられてきた。3　本報告書は、
それよりも広範なアプローチをとり、脆弱性の
削減と人間開発の前進との密接なつながりに
焦点を合わせる。人々の能力と選択肢に及ぶ
悪影響を捉えるうえで、本報告書は「人間の
脆弱性」という概念を提唱する。人間開発の
レンズを通して脆弱性を見ることによって、個
人とコミュニティと国の状態と成果に生じる悪
化の危険性が浮かび上がる。本報告書では、
脅威に対する備えを整えて、人間開発の前進
をさらに強めるための政策など対応措置も提
示する。
　本報告書は、特に脆弱性の構造的かつ恒常
的な原因に重点を置き、困難を克服しやすい
人々と克服しづらい人々がいる原因を探る。
たとえば、ほぼどの国でも、身の危険に対す
る脆弱性は男性に比べて女性のほうが大きい。
また本報告書では、一部の人々に対して脆弱
性を引き起こしている構造的原因についても
検証する。人々が経験するさまざまな不安定
の度合いはライフサイクル（生涯過程）によって
変わり、それぞれの時期に異なる種類の脆弱
性を抱える。子ども、若者、高齢者は本来的に
脆弱であることから、本報告書では、そうし
た不安定な移行期の脆弱性を削減するために
必要な投資と政策的介入について掘り下げる。
　このような脆弱性は、構造的原因やライフ
サイクル上の要因と結びついていることが多
い。本報告書は、脆弱を脱するには個人と社
会の能力強化を持続させる必要があることを

　チャールズ・ディケンズの古典的名作『二都物語』は、18世紀のパリとロンドンの「最良の時期、最悪の
時期」の対照的な現実の数々を描き出している。それから世界は大きく様変わりしたが、同様の対比は今も
残り続けている。そればかりか、さらに痛烈な対比、あるいはより複雑な対比となって。
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いる。人々のつながりの範囲と規模が加速的
に拡大する一方で、それに伴う不安定化、危
険の波及、自然災害や暴力的紛争の脅威も加
速的に強まっている。グローバル化がさらに
深まっていくなかで、危機や脅威に対処する
能力を強化しようにも各国の政策余地は狭ま
る一方にある。一体化の度合いを増す今日の
世界では、国境を越える貿易、人の移動、通
信手段の発達によって、以前であれば地域的
な問題だったものが世界的な問題に発展する
ようになっている。たとえば、グローバルに統
合されるサプライチェーン（供給網）によって
生産の効率性が高まった。しかし、サプライ
チェーンの1か所で混乱が発生すると、連鎖的
に他の国々でも深刻な問題が生じることになり
かねない。長期的な対処能力の強化と強靭な
社会の構築に必要な公共財が、国レベルでも
世界レベルでも不足している。そして、世界
中の人々が不安を感じている。
　ポスト2015開発アジェンダと持続可能な開
発目標（SDGs）の策定を前に、国際社会は構
造的な脆弱性の削減について考える必要があ
る。そのための変革、国際協力の新しい形を
生み出すべき時である。国連の潘基文事務総
長は2013年7月の国連総会演説で、「最も脆弱
な人々と排除されている人々のニーズと権利
に特別な注意を払う」ことを強調した。4　事務
総長は、人々の広範な期待を束ね合わせて「す
べての人に尊厳ある生活」を確保するための
新しいビジョンの必要性を訴えている。本報
告書では、脆弱性に関する世界的論議のため
の材料を提示し、新しい目標の達成と強靱性
の高い社会の構築につながる政策を提示する。
　ポスト2015開発アジェンダでは、貧困の削
減に加えて、貧困転落に対する人々の脆弱性
を削減することも中心的目標にしなければなら
ない。極度の貧困の撲滅は、単なる「ゼロへ
の到達」でなく「ゼロを維持する」ことでもあ

立証する。強靭な人間開発を育むことこそが
進歩を可能にする。強靱性の意味をめぐって
はかなりの論争もあるが、本報告書では「人
間の強靱性」に力点を置く。すなわち、現在
と未来における人々の選択肢を十分に確保し、
逆境への対処と適応を可能にするということ
である（第1章参照）。
　社会の機構、構造、規範によって、人間の
強靱性は高められも弱められもする。国家の
政策とコミュニティの支援網によって、人々が
脅威に直面したときの克服能力を高めること
ができる。また逆に、水平的不平等は特定集
団の対処能力の不足につながる。
　本報告書は、社会的に排除されている集団
とライフサイクルの不安定期にある人々を主な
対象として、強靭性を社会の素地に織り込む
ための政策と機構改革について検証する。差
別是正の普遍的な方法を探るとともに、国家
機構の対応能力不足とグローバル・ガバナン
ス（統治）の欠陥に起因する脆弱性と、それ
を解消するための協働の必要性に焦点を合わ
せていく。

なぜ今、脆弱性を取り上げるのか？

　人間の脆弱性は新しい問題ではない。しか
し現在、金融の不安定化や気候変動など、人
間開発の進展を大きく阻害するおそれのある
問題によって、人々の脆弱性が強まっている。
現に2008年以降、世界の大半の地域で人間開
発指数（HDI）の3つの構成要素すべてにおい

て上昇ペースが鈍ってい
る（第2章参照）。障害を
取り除いて前進を維持し
ていくためには、現時点
で脆弱性の問題に対処す
ることが必須となる。
　世界は急速に変化して

グローバル化が
さらに深まっていくなかで
危機や脅威に対処する
能力を強化しようにも
各国の政策余地は
狭まる一方にある
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きい人々がいる。そして多くの場合、差別的
な社会規範と機構上の欠陥がそのような脆弱
性を悪化させている。その結果、特定の集団
が生活能力の強化に必要な支援を家族やコミ
ュニティ、国から受けられない状態に陥ってい
る。本報告書は、そのような集団を主な対象
として、その能力を制限し選択肢を狭めてい
る社会の機構と規範に焦点を合わせる。
　最も脆弱なのは、極度の貧困と欠乏の中で
暮らしている人々である。貧困に向けての近
年の成果にもかかわらず、22億人以上が多次
元貧困または、それに近い状態で暮らしてい
る。つまり、世界の人口の15％超が多次元貧
困に対する脆弱性の中に取り残されていると
いうことである。さらに、世界の人口のほぼ80
％が包括的な社会的保護を欠いた状態にある。5　
また、世界の人口の約12％（8億4200万人）が慢
性的な飢餓に苦しみ、6　労働者のほぼ半数（15
億人超）がインフォーマル（非公式）経済部門
の雇用や不安定な雇用の下に置かれている。7

　貧しい人々は多くの場
合、女性や移民、先住民
族、高齢者などと同様に
構造的な脆弱性を抱えて
いる。このような構造的
な脆弱性に直面している
人々の不安定さは、歴史
的な背景の中で永続して
いるものであり、容易に
は克服できない性別、民族、人種、職種、社
会的地位などによる分断が存在している。構
造的に脆弱な人々は、他の人々と同等の能力
をもっていても、不利な境遇の克服という余
計な壁に直面することになる。たとえば、障
がいのある人々は、公共交通機関や政府機関、
病院など公共施設へのアクセスに不利を負う
ことが多く、経済的・社会的・政治的活動へ
の参加がそれだけ困難になる。同様に、身の

貧困削減における
近年の成果にも
かかわらず
依然として
22億人以上が
多次元貧困または
それに近い状態で
暮らしている

る。その達成には、脆弱性と人間開発に対す
る新たな視点が不可欠となる。極度の貧困を
抜け出した人々に対して、社会的・経済的強
靱性を高め、脆弱性の構造的原因を大きく減
らすための公的支援が提供され続けるように
しなければならない。
　明るい材料もある。本報告書で示すように
（第2章）、保健の向上が主な要因となって、不
平等に起因する人間開発の損失が大半の地域
で減少している。しかし、所得格差はいくつ
かの地域で拡大し、教育における不平等も広
い範囲で残り続けている。不平等の縮小は称
讃されるべきだが、所得格差の拡大を保健の
拡充で打ち消すだけでは不十分である。排除
されている集団の脆弱性に取り組むこと、こ
れまでの成果を持続させること、人間開発の
全側面において不平等を減らすことが、きわ
めて重要である。
　大半の国とコミュニティで人間開発の前進
が続いているとしても、脆弱性の大きい集団
と個人は、人間開発の全側面で特別の政策的
配慮と経済的支援を受けなければ後に取り残
されてしまうことになるおそれがある。長く続
く構造的な脆弱性の削減を図る国レベルとグ
ローバルレベルの政策と制度がなければ、ポ
スト2015開発アジェンダも将来的な課題の複
雑性と規模に十分に対処できない。

誰が、なぜ脆弱なのか？

　どの国でも大半の人々が、自然災害や金融
危機、武力紛争などのショックに対して、また
社会や経済、環境の長期的な変化に対して、
ある程度の脆弱性を抱えている。先進国にお
いても、経済的な脆弱性によって社会的合意
が崩れている。また、気候変動の長期的影響
を免れる国はどこにもない。
　しかし、他の人々よりも脆弱性が大幅に大
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の脆弱性を大きく取り上げる。個人の能力は
生涯にわたって構築され、また育成と維持も
必要とする。そうでないと能力の停滞や低下
が生じてしまう。生涯のどの段階でも、生活
能力は前段階までの投資に影響され、また同
時に、短期的なショックから長期的悪影響が
生じうる。たとえば、幼児期における欠乏が
後々の離職傾向や高齢期の生活不安定化、次
世代への脆弱性の連鎖など、生涯にわたって
深刻な影響を引き起こす場合がある。本報告
書では、脆弱性の蓄積性について説明し、時
宜に応じた継続的な政策的介入の必要性を検
証する。特に重要なのが幼児期の教育に対す
る投資、若年期の雇用機会の確保、高齢期の
生活能力強化に対する支援など、ライフサイ
クルの中の不安定期に配慮をすることである。
　課題は、脆弱な人々が極度の貧困と欠乏に
再び陥らないようにするだけでなく、今後数
十年間にわたって人間開発の持続を可能にす
る環境を生み出すことである。そのためには
貧困と欠乏を多面的現象として捉え、その削
減には権利と社会サービスをすべての人に広
げる普遍主義の政策が必要であることを認識
する必要がある。そのような政策において特
に配慮しなければならないのが、社会的排除
を受けている人々に平等な機会、生活能力、
社会サービスへのアクセスを確保することで
ある。これらの政策的介入は相乗効果があり、
社会の強靱性と個人の主体性の強化につなが
りうる。これまでの貧困削減と人間開発の取り
組みで最も成果を上げているのも、医療や教
育機会の拡充などコミュニティ開発のための
政策的介入に所得補助と雇用創出を重ね合わ
せた多面的アプローチである。
　人々や国々の間の格差を埋め、脆弱な人々
の強靱性と能力を高めるための政策は、多重
構造となる。災害による損害の防止を図る政
策は、同時に繁栄の恩恵をすべての人に行き

安全を脅かされる事態に直面した場合にも、
助けを求めにくい。
　困難を克服する上で複数の構造的制約に直
面している人々も多い。たとえば、マイノリテ
ィ集団に属する貧しい人々、障害のある女性
などである。世界の貧困人口の75％は農村部
で生活しており、そこでは農業従事者に貧困
が集中しやすい。低い生産性と季節的失業、
低賃金の中で生活する農村部の貧しい人々は、
気候パターンの変化に対して特に脆弱である。
居住地を追われた民族的・宗教的マイノリテ
ィは、社会的差別に対する脆弱性を抱えてい
る。彼らは司法制度へのアクセスも制限され、
過去の抑圧と偏見の弊害に苦しめられている。
先住民族は世界人口の約5％に相当するが、世
界の貧困人口に占める割合は約15％に及び、

その3分の1が農村部で極
度の貧困の中に暮らして
いる。8　世界全体で60歳
以上の人々の46％強に障
がいがあり、すべての面
で社会参加に大きな困難
を抱えているうえに、社
会の差別的慣習という壁
にも直面している。9

　気候変動はすべての人、すべての国に脅威
を与えているが、やはり他の人々よりも大きな
損害を受けやすい人々がいる。2000-2012年の
間に、開発途上国の人々を中心とする2億人強
が毎年、洪水や干ばつを主とする自然災害に
見舞われている。10　人間開発報告書2011におい
て示したように、地球温暖化のペースに歯止
めをかけることができなければ、貧困撲滅が
危ぶまれる事態になる。なぜなら、気候変動
に伴う気温上昇や海面水位の上昇に対して最
も脆弱なのは、世界の最も貧しいコミュニティ
だからである。11

　本報告書では、ライフサイクル（生涯過程）

課題は、脆弱な人々が
極度の困窮と欠乏に
再び陥らないように
するだけでなく
今後数十年間にわたって
人間開発の持続を
可能にする環境を
生み出すことである
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かし続け、国の発展に長期的打撃を及ぼして
いる。ラテンアメリカ・カリブ海地域では、人
間開発に大きな成果を上げながらも、多くの
人々が殺人などの暴力的犯罪の増加に怯えて
いる。
　女性はどの国でも個人的安全の面で脆弱性
を抱えている。女性は暴力によって権利を侵
害され、身の安全に対する不安によって、社
会生活においても私生活においても主体性を
制限されている。したがって、自由と人間の
安全保障の拡大は、暴力と差別を減らす社会
機構・規範の改革につながる施策を支えるこ
とにも懸かっている。個人的安全の向上は、
個人とコミュニティの認識上および現実の脆
弱性の低減および安心、エンパワーメント、
主体性の向上に大きくつながる。
　紛争や個人の安心に対する脆弱性の削減に
おいては、所得の向上だけでは不十分である。
軽減に長い時間を要する永続的な脆弱性に対
しては、複合的な政策的介入と、寛容と社会
的一体性を高めるための規範の改革が必要と
なる。

強靱性の構築

　人々の幸福は、生活の自由度の拡大によっ
て高まるが、自然災害や人為的災害などの有
害な事象に対処して立ち直る能力によっても
大きく左右される。人間
開発の確保と持続を図る
うえで、どのようなアプ
ローチにおいても支えに
なるのが強靱性である。
強靱性構築の核心をなす
のは、国家とコミュニテ
ィと国際機関が人々を力
づけ、保護する体制を確
立することである。人間

渡らせる効果を伴う。また、社会の強靱性を
強める政策は、人間開発の保護と前進の維持
につながる。ただし、その前提となるのが地域・
国・世界レベルでの緊密な協働、平等で効果
的な組織的対応、先見性のあるリーダーシッ
プである。機会の平等を広げることは、究極
的にすべての社会に恩恵をもたらす。このよ
うに、複数の要因が絡み合っている脆弱性の
削減には多面的アプローチが必要であり、そ
うしなければ人間開発の前進が途切れてしま
ったり、場合によっては退行してしまうおそれ
がある。

人間の安全保障と人間開発

　今から20年前の人間開発報告書1994におい
て、人間開発に不可欠な一側面として「人間
の安全保障」という概念を導入した。本報告
書でも基本的に人間の安全保障のアプローチ
をとるが、焦点は脆弱性に合わせ、脆弱性が
どのように人間開発の成果を脅かしているの
かを検証する。この文脈において特に社会的
暴力と差別との取り組みを通じた格差の削減
と社会的一体性の構築が決定的に重要となる。
　紛争と人々の不安定さが人間開発に負の影
響を広く及ぼし、世界で何十億人もの人が不
安定な境遇に置かれている。人間開発指数
（HDI）低位グループの多くは、人々が長年の
紛争から抜けきっていなかったり、なおも暴力
にさらされている国々である。紛争影響国に
暮らす人々の数は、世界の人口の約20%にあ
たる15億人強に及んでいる。12　近年の政情不安
はおびただしい人的犠牲を伴い、2012年末時
点で約4500万人が紛争や迫害によって居住地
を追われている。これは過去18年間で最悪の
数字であり、1500万人以上が難民となってい
る、13　アフリカの西部と中部の一部地域では、
無政府状態や武力紛争が人間開発の前進を脅

人間開発の確保と
持続を図るうえで
どのような
アプローチにおいても
支えになるのが強靱性である
強靱性構築の核心をなすのは
国家とコミュニティと
国際機関が人々を力づけ
保護する体制を
確立することである
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　基本的社会サービスの普遍的提供は、社会
的能力の向上と構造的脆弱性の削減につなが
る。なぜなら、機会と結果の平等化に強く作
用するからである。たとえば、質の高い公教
育の普遍的提供によって、裕福な世帯と貧し
い世帯の子どもの教育格差を減らすことがで
きる。教育によって得られた能力を家族内で
次世代に引き継いでいけば、教育の恩恵が永
続化する。また、普遍主義の政策は社会的一
体性の向上にもつながる。対象を限定する政
策の欠点は、対象となる人々に社会的烙印が
押されてしまうこと、サービスの質が区別され
ること、脆弱な人々の多くが対象から漏れて
しまうことなどである。14

　よくある誤解として、社会的保護や基本的
社会サービスの普遍的提供は豊かな国にしか
できないという見方がある。本報告書では、
事実はその逆であることを示す。紛争や混乱
のさなかにある国は別として、基本的サービ
スと社会的保護の提供はほとんどの国で可能
であり、また実際に行われている。しかも、国
内総生産（GDP）のごくわずかに過ぎない初
期投資から、その負担をはるかに上回る恩恵
が生み出されている。
　一例として、南アフリカは2008-2009年の
GDPの0.7％の費用による児童扶養手当を通じ
て、子どもの貧困率を43％から34％に引き下
げた。また、ブラジルも2008-2009年のGDPの
0.3％の費用による現金給付制度「ボルサ・フ
ァミリア」を通じて、不平等削減のうちの
20-25％分を達成している。15　東アジア諸国の
ように急速な経済成長を遂げている国々は、
医療のカバー範囲拡大と質的向上、教育、雇
用への投資が成果につながっている。その投
資は歳入や財源に制約があるなかでも継続さ
れていた。
　基本的社会サービスを普遍的に提供すると
いう考え方は、次の2つの前提に基づいている。

開発の一部分は、人々の行動の自由を妨げて
いる障壁を取り除くことに懸かっている。つま
り、恵まれない人々や社会的に排除されてい
る人々が自分の権利を行使できるようにする
こと、そうした人々が問題を訴えて聞き入れら
れるようにすること、自分の運命を主体的に決
められるようにすることである。また、自分が
こうありたいと思う生活を追求する自由、自分
のことを自分で管理する自由をもたらすことで
ある。本報告書は、強靭な社会をつくるにあ
たって、人々の選択肢の拡大と主体性の拡充、
そして社会的能力の強化に求められる主要な
政策と原則と方法を取り上げる。また、人間
開発の達成と持続がショックへの備えと対応
の効果性に懸かっているということも示す。

普遍主義へのコミットメント

　社会サービスの普遍的な提供、社会的保護
の強化、完全雇用の確保に対する国レベルと
世界レベルでの一体的なコミットメントが、
国々とその市民である人々の強靱性の長期的
構築の基礎となる社会的・政治的意思決定に
大きくつながることになる。このようなコミッ
トメントによって、リスクや脅威への露出度が
高い一部の人々には追加的支援が必要である
ことが認識され、個人と社会と国のそれぞれ
のレベルで、有害な事象に対処して立ち直る
能力が高められる。

社会サービスの普遍的提供　教育、医療、上
下水道などの基本的社会サービスに対するア
クセスを普遍的に広げることによって、強靱性
が高まる。基本的社会サービスの普遍的提供
は望ましいだけでなく、開発の初期段階から
可能である。さらに中国やルワンダ、ベトナム
などの最近の事例によれば、基本的社会サー
ビスの普遍的提供は10年足らずで達成できる。
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それでも、労働市場規制は総体としてメリット
のほうが大きく、不平等の削減に寄与するこ
とを示すかなりのデータが得られている。
　社会的保護は開発の初期段階から実施でき、
加えて支出の刺激や貧困削減など、他の効果
も生み出しうる。社会的保護は、可処分所得
の変動幅を小さくすることを通じて生産の不
安定性を和らげる。強力な社会的保護を普遍
的に提供する政策は、個人の強靱性を高める
だけでなく、経済全体の強靱性をも高める。

完全雇用の促進　本報告書で示すように、雇
用の社会的価値は賃金という個人の便益より
もはるかに大きい。人間らしい働き甲斐のある
雇用（ディーセント・ジョッブ、妥当な質の雇
用）に対する普遍的なアクセスは、社会全体
の強靱性構築における中心部分の1つとなる。
職に就いて生計を得る人々の主体性が高まり、
家族とコミュニティに、より大きな価値がもた
らされる。一方、失業は犯罪や自殺、暴力、
薬物乱用など、人々の安全を脅かす社会問題
の増加にもつながりやすい。雇用によって社
会の安定と一体性が強まり、妥当な質の雇用
が確保されれば、ショックや不確実性に対処
する人々の能力が高まる。しかし現在、先進
国でも開発途上国でも、完全雇用を総合的な
社会目標または経済目標として追求している
国はほとんどない。離職者の再雇用を支援す
るための労働市場政策が求められる。たとえ
ば、一時雇用制度や職業訓練制度などである。
雇用創出プログラムは、
貧しい人々や失業者を対
象とする公的雇用プログ
ラムの拡大を通じて、イ
ンフラや情報通信網の整
備などのより大きな政策
目標と完全に一体化させ
ることができる。

第1に、すべての人が自らこうありたいと思う
生活をおくれるように、権利を与えるべきであ
る。第2に、尊厳ある生活の基本的要素に対す
るアクセスは、人々の支払い能力を問わずに
提供されるべきである。基本的社会サービス
がどのような形で提供されるかは、各国の状
況や文脈によって変わりうるが、過去の成功
事例はすべて同一の理念に立っている。すな
わち、国家は市民との基本的な社会的合意に
おいて、すべての人に社会サービスを広げる
第一義的責任があるという理念である。

社会的保護の強化　失業保険、年金制度、労
働市場規制などの社会的保護により、人々は
生涯にわたって、特にそのなかでも不安定性
が高まる時期に、リスクや逆境に対する保護
を得ることになる。社会的保護プログラムに
追加的な支援も用意すれば、一家が資産を売
り払ったり、子どもに学校に行くことを諦めさ
せたり、必要な医療を見合わせるなどといっ
た事態で長期的な幸福が損なわれることも防
げる。そしてさらに、社会的保護プログラム
の管理と給付のシステムを、自然災害や干ば
つなどが発生した際の緊急対応・支援に活用
することもできる。
　社会的保護はプラスの波及効果をもたらす
ものが多い。たとえば、失業保険は労働市場
の働きを高める。なぜなら、失業保険がある
ことによって、失業者は最初に見つかった職
に就くことを余儀なくされずにすみ、自分の技
能にふさわしい仕事を選べるからである。世
帯に対する所得補助は、労働市場への参加を
高める効果をもつことが確認されている。家
族の成員が別の土地に行って職を見つけるな
ど、より良い機会を見つけ出すための費用が
得られるからである。この種の支援は復職へ
のインセンティブを弱めるという議論もある
が、かなりの部分は政策設計に左右される。

雇用の不足に
直面している
開発途上国の場合
雇用の大部分が
インフォーマルな経済部門に
集中しているため
労働市場政策だけでは
不十分である
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的慣習や社会規範に根差した差別と排除を受
けている。社会的不満を引き起こす不公正と
脆弱性と排除を克服するには、対応性と説明
責任を備えたガバナンス機構が不可欠である。
国家の目を脆弱な人々の問題意識と権利に向
けさせるうえで、市民の関与と集団的な動員
も欠かせない。
　国家は、複数の政策手段を組合せて水平的
不平等を削減できる。積極的差別是正措置（ア
ファーマティブ・アクション）のような直接的
介入は、歴史的な不公正の是正に即効力を発
揮しうるが、その長期的効果は明確ではなく、
永続的な不平等の根本にある構造的要因が是
正されるとは限らない。求められる政策は、
脆弱な集団のために素早い対応を取ると同時
に、長期的にも社会サービス・雇用・社会的
保護へのアクセス拡大を持続させることであ
る。その具体的な方法としては、インセンティ
ブと罰則をもつ防止法制などが考えられる。
たとえば、人権に基づいた法律を制定すれば、
脆弱な集団が制度から除外されている場合の
法的手段と公的監視が備わることになり、人々
の境遇の大幅な改善につながる。
　強靭な社会を構築するうえで、必要とされ
ていながら見過ごされがちなのが、寛容と社
会的一体性を高めるための規範改革である。
一体性の強い社会は人々を逆境から守る力が
強い。また、一体性の強い社会では、普遍主
義の原則に基づく政策も受入れられやすい。
社会的一体性の欠如は紛争や暴力と相関関係
にある。このことは特に、国の資源や富に対
するアクセスが不平等な場合、社会や経済の
急激な変化、または経済的ショックや気候関
連のショックに対する適応能力が弱い場合に
著しくなる。平等、包摂、正義を幅広く追求
することによって、社会機構が強化され、社
会の一体性も高まっていく。
　社会変革を生み出すうえで、人々の認識を

　雇用の不足に直面している開発途上国の場
合、積極的な労働市場政策をとるだけでは不
十分である。データが揃っている新興国と開
発途上国の合計46か国において、雇用の大部
分がインフォーマルな経済部門に集中してお
り、約30か国でインフォーマルな経済の雇用
が雇用全体の40％を超えている。16　このような
国々において、完全雇用を追求し、雇用に関
係する脆弱性を削減するためには、雇用創出
を伴う経済成長を図る政策と、社会的保護を
公式・非公式両部門のすべての人々に拡大す
る政策が必要である。
　いくつかの面において、雇用の拡大には、
戦略的産業の発展を促す政策による経済の構
造的再編が必要である。この意味で、物価の
安定と債務の管理だけを焦点とする通常のマ
クロ経済政策から踏み出す必要も出てくる。
また、グローバルな競争の激化が労働基準の
引き下げを競う「底辺への競争」に行き着く
のではなく、すべての人のための妥当な質の
完全雇用の追求に対する合意形成につながる
ようにするうえで、グローバルな協力も大きな
力になる。

要請に応える機構と一体的な社会

　人間の強靱性の構築には、要請に応える対
応力のある機構が求められる。特に貧しい人々
と脆弱な人々に対して、雇用、医療、教育の
適正な機会を与える政策と資金が必要である。
普遍主義の原則の促進、社会的一体性の構築、
危機の予防、そして危機からの回復に高い能
力を発揮できるのは、集団間の不平等（いわ
ゆる水平的不平等）を認識し、その削減に積
極的な行動を採る政府である。
　永続的な脆弱性は歴史的な排除に根差して
いる。父権社会の中の女性、南アフリカや米
国の黒人、インドの被差別民は、長年の文化
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する総合的な取り組みが求められる。
　国家間紛争と市民騒乱も依然、国々の開発
に多大な損失を引き起こしている。この種の
紛争にはさまざまな要因が絡み合っているが、
そのプロセスには共通点がある。すなわち、
排他的な政策、エリート層のレントシーキング
（既得権の乱用）、社会的不満の高まりに対す
る無策などが原因となって、社会的不和の高
まりが生じていること、あるいは少なくとも、
強靭な開発に不可欠な社会の調和と一体性が
損なわれていることである。この点に関しては
第3章と第4章で詳しく説明する。紛争と暴力
に対する脆弱性を抱えているコミュニティや
国々では、社会的一体性を高めるプログラム
によって、予防と回復に対する取り組みを下
支えすることができる。
　社会的排除・追放と闘う政策や制度は、紛
争のリスクを和らげる。人々の帰属意識を生
み出して相互信頼を高め、人々に社会的上昇
の機会も与えるからである。また、情報に対
する社会意識とアクセスを高めれば、平和へ
の社会的支持、争いの少ない政治への社会的
支持を生み出せる。信頼の置ける仲介者や調
停者を立てることによって、敵対する集団の
間に信頼を構築し、選挙の実施方法から新憲
法の内容に至るまで、国として重要な問題に
合意をまとめ上げることもできる。コミュニテ
ィのレベルでは、地区委員会や市民グループ
が信頼の構築と「平和のためのインフラ」の
基礎作りにあたることができる。また、雇用と
生計に対する投資を通じ
て、コミュニティと個人
が危機から回復すること
を支援し、将来の危機に
対する強靱性を高めるこ
ともできる。

変えるためのキャンペーンやメッセージが不
可欠となる。人々が関与して社会機構の説明
責任を維持する仕組みが備わっていれば、法
や政策、教育、規範を通じた改革の効果が最
も高くなる。この意味において、国家の対応
力は、貧しい人々と排除されている人々に対
する開放性と透明性と説明責任が必要であり、
また政府機関と市民参加の間の相互作用を高
めることも求められる。

危機の予防と対処

　自然災害も人為的災害も避けることはでき
ないが、その影響を緩和して回復を早めるた
めの取り組みは可能であり、さらには「原状を
上回る回復」の機会とすることもできる。たと
えば、2004年のインド洋大津波はインド洋津
波警報システムの構築につながった。しかし、
強靱性を高めるための防災・災害対応の枠組
みは、当面の脅威や災難だけでなく、その根
本的原因と長期的影響にも対応する総合的観
点から設計される必要がある。
　兵庫行動枠組にも示されているように、自
然災害に対する防災・災害対応の枠組みには、
リスク情報の質的改善、早期警報システムの
確立と強化、開発計画・政策への災害リスク
軽減の組り入れ、対応のための機構とメカニ
ズムを取り込むことができる。災害への備えと
回復に関しては世界、地域、国、コミュニティ
のすべてのレベルで計画を立て、情報共有と
連帯行動を通じて、その質を高めることがで
きる。前提となるのは、政府とコミュニティが
取り組み体制を整えることである。政策が緊
急対応に傾いていると、災害による影響の軽
減が見過ごされて、ショックがさらなる規模で
再発し、より大きな復旧費用が生じる結果に
なるおそれがある。緊急対応は欠かせないが、
強靱性を高めるには備えと対応の能力を強化

社会的不満を
引き起こす
不公正と脆弱性と
排除を克服するには
対応性と
説明責任を備えた
ガバナンス機構が
不可欠である
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的保護、完全雇用のための各国の政策は、グ
ローバルなコミットメントの下でグローバルな
支援が得られれば実施が容易になる。このよ
うなコミットメントがポスト2015開発アジェン
ダに採り入れられるべきである。グローバルな
社会的合意の構成要素をアジェンダに含める
ことによって、雇用の構築、社会サービスと
社会的保護の提供において、各国が自国の状
況に最も適したアプローチをとれる政策余地
が広がる。しかし、グローバルな合意は欠か
せない。なぜなら、そこから行動と深い関与
が始まり、資金などの支援が生み出されるか
らである。
　社会的保護の公的な提供を前向きに捉える
政策規範によって、各国が自国の人々を守る
ための政策とプログラムを導入できるようにな
る。普遍主義に力点を置く一連の規範によっ
て、各国が普遍的な労働者保護に取り組める
ようになる。それによって搾取的な労働環境
が抑えられると同時に、すべての労働者に対
して、そして働くことのできない人々に対して
も最低限の社会的保護が提供されやすくなる。
　現在、十分な社会的保護の下にある人々は
世界人口の20％に過ぎず、半数以上が社会保
障を完全に欠いた状態にある。17　持続可能な開
発目標（SDGs）の策定は、国際社会と各国が
公共領域を前向きに捉え、医療と教育に対す
る最低限のアクセス、完全雇用、社会的保護
を含む社会サービスの公的提供において、普
遍主義の原則に向かって進むための好機であ
る。これらはすべて、持続可能性と強靱性の
高い人間開発に不可欠な要素である。

グローバル公共財の提供を促進する

　多くのグローバル公共財に社会的価値があ
り、脆弱性の削減につながりうるが、市場に
おいては過小評価されている。感染症対策か

「私たちが望む世界」に向かって進む
グローバルな行動

　グローバル化は世界の国々を結びつけ、新
たな機会を生み出している。しかし同時に、
有害な事象がたちまち広がるリスクも増して
いる。食糧安全保障やエネルギーへのアクセ
ス、金融規制、気候変動など、最近の一連の
出来事によって、グローバル化の管理体制に
大きな不備があることが露呈している。ショッ
クの予防、あるいはショックを最小限に抑える
能力において、グローバルなガバナンス（統治）
体制が整っていないなか、このような国境を

越えた問題は今後数十年
にわたって続く公算が大
きい。政策立案者と指導
者は、そうした変化の速
度と規模に対する備えが
欠けていたことを思い知
らされる結果になりかね
ない。

　新たな脅威が拡大するなかで、国レベルと
世界レベルでの対応と財源確保とリーダーシ
ップが求められている。課題の優先順位を決
め、個々の問題ごとに縦割りに組織化された
壁を越える協力を促進し、より強靭なグローバ
ル・システムの構築に向けて国々と国際機関、
市民社会、民間セクターを束ね合わせるため
の協働が必要である。特に求められるのが、
普遍主義に対するグローバルなコミットメント
の下でグローバル・ガバナンスの欠陥を修正
することによって、グローバル公共財の提供
を促進し、国境を越えたショックの発生頻度
と規模を抑えるための協働を高めることである。

普遍主義に対するグローバルなコミットメント

　社会サービスの普遍的提供、普遍的な社会

グローバル公共財の
提供を促進するうえで
普遍主義に対する
グローバルな
コミットメントに
基づく協働が
必要とされる
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現状のグローバル・ガバナンスのシステムは
人々の能力強化と保護において不十分である
ばかりか、逆に新たな脆弱性を生み出してい
る側面もある。脆弱性の削減におけるグロー
バル・ガバナンスの構造的欠陥は、多くの点
でパワーと発言力と影響力の不均衡から生じ
ている。アジェンダと政策に、後発開発途上
国（LDC）と最も脆弱な人々の利益とニーズ
が十分に反映されていない。最も脆弱な人々
とは、たとえば非熟練労働者、移民、高齢者
などである、ショックに対処する能力と急速な
変化に適応する能力が最も弱い人々は、グロ
ーバル・ガバナンスの規則と規範と目標の設
定に対して最も影響力が弱くなっている。
　グローバルな課題のリ
ストは長く、対応は不可
能なように思えることも
ある。しかし、市場に対
する規制の改善や金融・
貿易システムの調整、環
境上の脅威の緩和が可能
なことは明白である。国々
の協働を促し、グローバ
ル・ガバナンスの一体性
を確保するうえで、グローバルな政策分野全
体にわたる調整を行うことが可能である。こ
のような変革があってこそ、個々の問題に対
する政策と制度が向上することになる。
　まず、グローバル・ガバナンスに対する開
発途上国の平等な参加を実現することが不可
欠である。それによって、後発開発途上国と
小島嶼開発途上国をはじめとする脆弱性の高
い国々のニーズが脇に追いやられることがなく
なる。第2に、国々のグローバルな協働に対す
る支援を得るうえで、民間セクターと市民社
会の視点にも参加の輪を広げることが可能で
ある。第3に、国々の協働は包摂性によって効
果が最大限に高まる。つまり、G20（主要20か

現状の
グローバル・ガバナンス
のシステムは
人々の能力強化と
保護において
不十分であるばかりか
逆に新たな脆弱性を
生み出している
側面もある

らグローバルな市場規制に至るまで、グロー
バル公共財の不足がショックの地域的・世界
的な拡大に結びついている。世界の相互依存
性が範囲も深さも増すなかで、グローバル公
共財の不足に起因する脆弱性がますます顕在
化するようになっている。
　協力の促進とグローバル公共財の提供拡大
を図る多国間の取り組みは、困難さと脆弱性
の中で力不足と考えられる。また、市場の勢い、
コモディティ化の速さ、そして民間の利益中
心の考え方に対しても力が足りていない。国
際的なルールと規範は往々にして、公共財の
提供と社会的利益の優先よりも民間利益の立
場を反映している。18　市場を是正または補足す
るグローバルな公共財と普遍的な社会財は、
大きく不足している。
　ショックに対処する人々の能力を高めるうえ
で、基礎的な社会的保護と社会サービスの提
供に対するコミットメントは、持続可能な開発
目標（SDGs）に含めることのできる重要な公
共財である。しかしまた、気候の安定化や金
融危機の再発防止など、危機の発生を抑える
うえで必要な公共財もある。たとえば天然痘
の根絶など、過去の成功実績もある。現在の
課題は、この種の集団的な取り組みを、異な
るタイプの脆弱性の削減につながる公共財の
提供に拡大することである。

グローバル・ガバナンスの構造的欠陥を修正する

　現状のガバナンス（統治）の仕組みは、脆
弱性とグローバルなプロセスの複雑性に対応
していない。現在の国際的制度の多くは第2次
世界大戦後の世界秩序のために設計されたも
のであり、その改革にも力関係の変化が反映
されていない。しかも、グローバルな知的財
産制度のような新しい制度は往々にしてエリー
ト層にのみ利益をもたらすという偏りがある。
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会的・政治的不満の広がりなど、人間開発
はこれまでよりも多くの有害な事象にさらさ
れている。
　依然として数億人にのぼる貧しい人々や
社会的排除を受けている人々、不利な立場
に置かれている人々が、経済的なショック、
権利の侵害、自然災害、病気、紛争、環境
の悪化に対して、きわめて脆弱なままに取
り残されている。このような永続的な脆弱
性の特定と削減に組織的に取り組まなけれ
ば、今後数十年にわたって人間開発の持続
可能性が脅かされることになる。複合的な
原因によるショックは防ぐことができず、ま
た予測できない場合もあるが、人間の脆弱
性は国家の対応力の強化、公共政策の改善、
社会規範の改革によって削減することがで
きる。

●ライフサイクルの脆弱性、構造的な脆弱性、
生活の不安定性が永続的な欠乏の根本的原
因である。人間開発の成果を確かなものに
して前進を維持するためには、これらの問
題の解決に取り組まなければならない。
　脆弱性の複数の側面が重なり合って永続
的な欠乏を悪化させる場合がある。乳幼児
期から若年期、成年期、高齢期へと至るラ
イフサイクルの中の脆弱性は、生活能力の
形成に悪影響を及ぼす。生涯の中の不安定
期における投資の不足が長期的な脆弱性を
引き起こす。同様に、社会的文脈に組み込
まれた脆弱性が差別的慣行につながり、人
人と集団の権利と選択の行使に対する障壁
が生まれて欠乏が永続化することになる。
また、日常生活における身体的危険に対す
る不安感も人間開発の前進や持続に深い悪
影響を及ぼす。
　経済、環境、身体、健康などに関わる不
安定性から生じる多重的あるいは複合的な

国・地域）や特定の国々のグループの中で意
思決定がなされるのではなく、各国の代表が
参加する国際機構において透明な意思決定が
行われる必要がある。そして第四に、各政策
分野のグローバルなガバナンス機構の間にお
ける調整と協力によって、重複や矛盾を減ら
して目標の整合性を高めることができる。
　本報告書では、グローバル・システムが新
たな脆弱性を生み出し、さらなる不安定化を
引き起こしている現状に対し、人々に新たな
能力を与えるグローバル・システムとなるよう
に再編するうえで、協働が生み出しうる力の
大きさを強調する。国々と国際機関、民間セ
クター、市民社会の幅広い協力は可能である。
グローバル・ガバナンスのシステムによって、
グローバル化と脆弱性の関係を断ち切る必要
がある。グローバルな政策と意思決定に包摂
性と説明責任と調整が伴えば、それが実現し
やすくなる。

本報告書の主要なメッセージ

　本報告書は、脆弱性の削減と強靱性の構築
が持続可能な人間開発に必須である理由につ
いて、理解と認識を高めることを目的としてい
る。ポイントは次のようにまとめられる。

●脆弱性は人間開発を脅かす──政策と規範
を改めることによって脆弱性の削減に取り
組まなければ、人間開発の前進は平等でも
持続可能でもなくなる。
　この数十年間にわたり、世界のほぼすべ
ての国が人間開発の水準を高めているが、
ここにきて前進の道のりは平坦でなくなって
いる。近年の前進は、ショックの多発化と
深刻化による不確実性の増大という文脈の
中にある。金融の不安定化、商品（コモデ
ィティ）価格の高騰、自然災害の多発、社
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どの政策上の失敗にある。長く続く脆弱性
の根底には、公共政策や社会機構、社会規範、
公共サービスの大きな不足や欠陥がある。
たとえば民族や宗教、
性別などのアイデンテ
ィティによる過去およ
び現在の集団的差別で
ある。また、このよう
な現状は、国家と社会
が、脆弱な人々を重大
な外部的ショックから
守る能力と意思に欠け

脆弱性によって、人々の自由と能力に対す
る悪影響が増大する。それで、個人と社会
のショックからの回復が大幅に困難化する。
回復の道筋と公共政策に、強靱性の構築と
将来のショックへの対処能力を高めるため
の施策が織り込まれなければならない。

●脆弱性への政策対応によって、脅威の抑止
と能力の構築、そして人々の保護、特に最
も脆弱な人々の保護を図るべきである。
　大半の脆弱性は長く続いている。その原
因は社会的排除と、公共サービスの不足な

　ミレニアム開発目標（MDGs）の達成期限である2015年まで2年

を残した時点で、アフリカの進捗状況はばらついたままとなって

いる。一部の地域では、初等教育の純就学率、初等教育における

男女平等、意思決定への女性の参画などにめざましい成果が生ま

れている。また貧困削減、予防接種の実施拡大、HIV（エイズウ

イルス）/エイズの感染防止に大きな成果を上げている地域もある。

　このような前進があるとはいえ、まだまだ成果を上げるべき大

きな余地がある。たとえば、サハラ以南アフリカで子どもの最大

の死因となっているマラリアに関しては、マラリア対策の最前面

に置かれるべき一部地域が放置された状態になっている。また、

就学に関する目標に、教育の質を高める必要性が織り込まれてい

ないという問題もある。

　アフリカはこの10年間、政治と経済の改革努力を大きく進め、

それが実を結び始めている。しかし今後の成果は、アフリカ単独

では制御できない数々の阻害要因にさらされている。そのような

要因の是正には、集団的な関与と新しい国際開発パートナーシッ

プが求められる。アフリカでは、いくつかの国が依然として政情

不安に対処し続けているが、もはやそれはわずかな例外であって

通例ではない。2015年に合意される新しいグローバル開発アジェ

ンダは、アフリカが残っている課題に取り組み、世界における地

位を高める機会をもたらすものとなる。

　わが大陸では経済構造の再編が特に重要な優先課題である。そ

れによって、社会的、経済的、環境的なショックに対する私たち

の脆弱性が軽減されることになる。しかし、これはアフリカだけ

の優先課題ではない。世界を景気後退に陥れた最近の経済危機、

社会の不安定化に輪をかける貧富の格差と不平等の拡大、若者の

失業問題の悪化、そして不適切な経済政策が引き起こしている地

球環境問題による脅威、これらはアフリカだけでなく、世界中で

経済構造の再編が必要とされていることを明白に示している。

　国連のポスト2015開発アジェンダに関するハイレベル・パネル

が、「経済変革」という全体テーマの下で、2013年1月にリベリア

で会合を持った際、変革のためのアジェンダに含まれるべきと考

えられる6つの主要な分野を特定した。それは、①不平等を小さ

くする包摂的成長の追求、②経済の多様化と付加価値化の促進、

③民間部門と自由な企業の繁栄を可能にする安定した環境の確

立、④生態系を保護するための生産と消費のパターンの変革の必

要性、⑤公平で透明な制度の確立と強化、そして最後に、⑥すべ

ての人に平等な機会を与える必要性、である。

　このような経済改革は実現可能なだけでなく、低水準の費用で

達成できる機会も整っている。特に情報革命を原動力とする急速

な技術進歩によって、世界経済の一体化、雇用構造の変化、すべ

ての国に対する新たな経済的機会、グリーン成長の促進がもたら

され、多くの低所得国が一気に経済改革を成し遂げることにも可

能性が開けている。

　私たちは変革のための手段と能力をもっている。ポスト2015開

発アジェンダについて世界規模の協議が行われていることは、共

通のビジョンと機会をもつ世界、そして責任を共有する世界に向

けての大きな動きである。アフリカは、取り残される人々がいな

い世界、すべての人が繁栄への平等な機会をもつ世界、人々が地

球環境を尊重する世界を築き上げることに貢献していく。

ポスト2015開発アジェンダ：脆弱性の是正と強靱性の構築

特 別 寄 稿 エレン・ジョンソン・サーリーフ（リベリア大統領）

経済、環境、身体、
健康などに関わる
不安定性から生じる
多重的あるいは
複合的な
脆弱性によって
人々の自由と
能力に対する
悪影響が増大する
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不確実性に直接的に対処する強力な手段で
ある。普遍主義を目標とする社会政策は、
貧困状態にある人々や健康のすぐれない
人々、失業状態にある人々を保護するだけ
でなく、現在は良好な境遇にあっても、境
遇が悪化すれば困窮状態に陥るおそれのあ
る個人や世帯も保護する。また、普遍主義
の社会政策によって将来世代の中核的能力
も確保される。

●強力な社会的保護を普遍的に提供すること
によって、個人の強靭性が高まるだけでな
く、経済全体の強靱性も高まりうる。
　開発段階の別にかかわりなく、基礎的な
社会的保護はほぼすべての国に可能であり、
財政的余力の拡大とともに社会的保護の水
準を高めていくことができる。所得水準の
低い国々は、基礎的な教育と医療から始め、
現金給付プログラムや基本的な労働者保護
の提供へと進んでいける。所得水準の高い
国々は、すでに基礎的な教育と医療が確立
されているので、条件付き現金給付プログ
ラムを失業保険だけでなく、これまで対象
外だった農業労働者や家内労働者なども含
める形にしたり、育児休暇制度の対象に父
親も加えるなどの施策をとることができる。

●開発のすべての段階において、完全雇用を
政策目標とするべきである。
　雇用が得られなかったり賃金がごく低い
場合、脆弱性の大きな原因となって、個人
とその家族、コミュニティに長く悪影響が
及ぶ。人々の能力を高めるうえで、妥当な
質の雇用に就く機会が1つの基礎部分となる
こと、そして完全雇用の追求が賢明で効果
的な社会政策であることを認識すべき時が
来ている。就労を望むすべての成年者に意
味ある雇用機会を提供することが、教育や

ていることも浮き彫りにしている。外部的な
ショックの多くは、時期や影響度まではわか
らないとしても、その種別は予測がつくもの
である。
　したがって強靱性の構築には、個人と社
会と国の有害な事象への対応能力を高める
ことが求められる。教育や保健などにおけ
る中核的能力が不十分な人々は、自分でこ
うありたいと思う生活をおくるうえで主体性
を発揮しにくい。また、そのような人々は排
他的慣行や社会的障壁などによって選択肢
を制限され、それによって公共の制度や政
策に社会的偏見がさらに根を張ることにな
るおそれもある。対応性を備えた社会機構
と効果的な政策介入によって、主体性の向
上につながる個人の能力強化と社会環境に
向けて、すなわち個人と社会の強靱性の構
築に向けて、持続可能な推進力を生み出す
ことができる。

●誰もが教育や医療などの基本的サービスに
対する権利をもつべきである。この普遍主
義の原則を実践するために、特に貧しい人々
など脆弱な集団のための配慮と資金が必要
である。
　普遍主義は国家政策の全側面で指針とな
る。つまり、社会の全集団と全セクターに
平等な機会を確保するということである。
すべての人の能力を高めて選択肢を広げる
ためには、貧しい人々や社会的に排除され
ている人々など、不平等の下にある人々や

歴史的に不利な立場に置
かれている人々に対して、
より多くの資金やサービ
スを振り向けるという不
平等な扱いが必要になる
場合もある。
　普遍主義は、脆弱性の

就労を望む
すべての成年者に
意味ある雇用機会を
提供することが
教育や保健と同様の
普遍的目標と
されるべきである
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　環境汚染、自然災害、紛争、気候変動、
経済危機は国境を越え、一国の政府単独で
は管理できない。現在のグローバルな機構
は断片化した状態にあり、差し迫るグロー
バルな課題に対して十分な説明責任も迅速
な対応能力も備わっていない。ポスト2015
開発アジェンダの不可欠な一部分として、
国境を越えたショックの抑止を図り、気候
変動に対して早急な行動を採るうえで国際
機関間の調整を進めること、そしておそらく
は、より良い機構を創設することが必要で
ある。効果の高いグローバルな行動に向け
て、対応性と代表性を備えた強力なグロー
バル・ガバナンスが必須となる。危機の発
生防止と危機の影響緩和を図るうえで、世
界レベルでも国レベルでも危機対応能力を
高める努力には大きな余地がある。

●グローバル化が人間開発の前進と保護につ
ながるように、グローバルな取り組みが必
要である。グローバルなコミットメントの下
でグローバルな支援が得られれば、各国の
政策実施が容易になる。
　普遍的な社会的保護に対する国際的合意
が形成されれば、すべての人に対するサー
ビスの拡充に各国の政策の余地が開け、グ
ローバルな「底辺への競争」の発生リスク
が弱まる。グローバルな社会的合意によっ
て、すべての人に教育、医療、働きがいの
ある仕事に対する権利、そして自分の将来
に関して発言する権利が認められる。グロ
ーバルなアジェンダは、脆弱性の削減と強
靭性の構築に総合的に取り組むものでなけ
ればならない。持続可能な開発目標（SDGs）
の策定においても、より広範なポスト2015年
開発アジェンダの協議においても、公式な
国際的コミットメントが普遍主義の行動へ
とつながることになる。

保健と同様の普遍的目標とされるべきであ
る。完全雇用は、社会的公正や経済的生産
性の問題としてだけでなく、社会的一体性
と人間の基本的尊厳の問題として、合意さ
れた社会目標となるべきである。
　妥当な賃金を伴う働きがいのある仕事に
は、突然の解雇を防ぐ正式な契約が含まれ、
また社会保障に対する権利も提供される。
それによって、景気後退時に雇用状況が悪
化することは避けられないとしても、被雇
用者の脆弱性が大幅に低減することになる。
したがって、被雇用者の脆弱性の削減は人
間の脆弱性の全体的観点からもきわめて重
要である。ただし、その実現は明らかに容
易ではない。妥当な質の完全雇用の重要性
はかねてから認識されているが、今もなお
大半の国で大規模な失業と雇用不足が続い
ている。

●危機発生時の影響は、危機に対する備えと
回復力を高める施策によって軽減すること
ができ、それは同時に社会の強靱性を高め
ることにもつながる。
　自然災害や暴力的紛争など、災難や危機
の突発が人間開発の前進に破壊的影響を及
ぼすことは少なくない。備えと回復の能力
構築によって、コミュニティは人命の損失
や経済的損害を抑えながらショックに耐え、
素早い復興を遂げることができる。紛争影
響下にある地域での社会一体性構築の取り
組みは、紛争リスクの長期的な削減につな
がりうる。また、自然災害による影響も早期
警報システムと対応体制の整備によって軽
減できる。

●脆弱性は、その根源においても影響におい
てもグローバル性を増す一方で、協働と国
際ガバナンスの改善が必要とされている。
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人権侵害は、テロや抑圧、暗殺だけでなく、
大きな不平等を生む不公正な経済構造によっても
引き起こされている。
ローマ法王　フランシスコ1世

1.
脆弱性と人間開発

　2004年12月26日の日曜日、スマトラ島沖で
発生した地震が史上最大級の被害を引き起こ
した。死者は14か国で約23万人に及び、人々
の生活とコミュニティに計り知れない損害が
生じた。それからほぼ10年が経った今もなお、
多くの人々が生活を取り戻すのに苦労を重ね
ている。
　ショックはさまざまな方向から発生する。地
球環境の変化によって洪水や干ばつなどの自
然災害が起こる。経済的ショックが景気後退
や交易条件の悪化を通じて失業を引き起こす。
健康に関わるショックによって世帯の医療費
が増え、所得が低下する。戦争や内戦は人間
開発に大きな悪影響をもたらす。
　脆弱性を削減する1つの方法は、災害の予防
である。気候変動に対する世界規模の取り組
みとグローバルな金融システムの確立は、シ
ョックの頻度と規模を抑えるうえで決定的な
重要性をもつ。予防が不可能な場合には、備
えを固めて対応能力を高めれば、ショックの
影響を軽減できる。自然災害を予防すること
はできなくても、環境や地震活動を監視し、
早期警報システムを利用することで人命を救
うことができる。2010年にアイスランドのエイ
ヤフィヤトラヨークトル火山が噴火した際、死
者は出なかった。噴火活動の監視に基づく警
報が事前に出され、緊急救難計画の下で地元

住民が前夜のうちに避難していたからである。
また、周辺約20か国の空域に飛行禁止命令も
出されていた。2013年10月に大型サイクロン「フ
ァイリン」がインド東部を襲った際にも、国際
気象観測システムの情報に基づき住民100万人
が避難していたため、死者は50人にも及ばな
かった。同じ地域で1999年にあった同様のケ
ースでは1万人の死者が出ていた。3

　もう1つの方法として、人々とコミュニティ
の強靱性を高めることによっても、脆弱性を削
減できる。強靱性の構築は、たとえば洪水が
起こりやすい地域に住むことを禁止する法改
正など、特定の脅威に焦点を合わせる場合も
ある。その一方で、さまざまなショックに対し
て、人々と社会の対処・回復能力を高める長
期的な強靱性の構築もある。社会的一体性は、
災害復旧から政治の質に至るまで、生活の数々
の側面に深い影響を及ぼしうる。教育と投資
は、特に若い世代に対して、金融危機や自然
災害の影響で生計手段を失った場合の適応能
力を高めておくことにつながる。さらに、社会
的保護と対応性を備えた社会制度を整えるこ
とによって、支援を必要とする人々に公正な
扶助が行き届くようになり、したがって次世代
に及ぶ悪影響も少なくなる。
　「人間の脆弱性」は、人間開発の成果と持続
可能性に悪影響を及ぼす。状況や生活水準が

「人間開発は、人々の選択肢を広げていくプロセスである。最も重要なのは、長寿で健康な生活をおくること、
教育を受けること、十分な生活水準を得ることである」
──人間開発報告書19901

「脆弱性は貧困と同一ではない。脆弱性とは、欠乏や不足ではなく、身を守れないこと、不安定であること、
リスクやショック、ストレスにさらされていることを意味する」
──ロバート・チェンバース2
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は、ショックに対処する人々の能力と、人々に
提供される支援によって変わる。本報告書で
は、人々の対処・適応能力を「人間の強靱性」
とする（BOX1.1参照）。大半の人々は、たとえ
ば小さなショックには適応できるというよう
に、ある程度の強靱性をもっている。しかし、
大きなショック、あるいは持続的なショックに
対して、多大な犠牲を払うことも、また人間開
発に悪影響を受けることもなしに、どこまで適
応できるかは、個人が置かれた状況によって
大きな差が出る。どのような適応が必要とさ
れるかは、ショックの性質と個人の生活状況
によって変わる。したがって、適応しやすい
状態にある人々は強靱性が強いということに
なる。

将来的に悪化するおそれが強ければ、個人（あ
るいはコミュニティ、国）として脆弱であると
いうことになる。もちろん、私たちは不確実な
世界に暮らしているので、そのようなリスクを
完全になくすことはできないだろう。豊かな人
も貧しい人も、誰もがある程度の脆弱性を抱
えている。しかし、本報告書では、生活状態
の大幅な悪化につながるおそれのある脆弱性
に焦点を合わせる。すなわち、人々が貧困と
窮乏という受け入れがたい生活状態に陥るこ
とにつながる脆弱性、あるいは、すでに人間
開発の不足に苦しめられている人々の生活状
態のさらなる悪化につながる脆弱性に目を向
ける。
　ショックが人間開発に及ぼす悪影響の強さ

　強靱性という言葉は学問分野によって異なる用いられ方をして

いる。生態学や自然科学では元来、1つのシステムがショックを

受けた後に、元の状態への回復を可能にする特性と捉えられてい

た。1　しかし最近は、論争もなおあるとはいえ、より動態的に捉え

られるようになっている。気候変動に関する政府間パネル（IPCC）

は、強靱性を「システムとその構成部分が有害な事象の影響を適

時かつ効果的に予期、吸収、順応する能力、あるいは回復を果た

す能力」と定義している。2　関連する概念として「社会的強靱性」

は、新しい状況の下において、必要な場合には新たな手段により、

望ましい結果を確保する個人または集団の能力として定義されて

いる。3

　強靱性は自然科学と工学の研究に起源をもつ概念であるため、

人間のエンパワーメントや脆弱性に関わる能力にはまだ十分に応

用されていない。4　集団やコミュニティの強靱性は他の集団を犠牲

にする場合もある。5　システムの強靱性を評価する際には、起こり

うるトレードオフと、そのシステム内の集団および個人間の非対

称性を考慮に入れなければならない。

　人間開発の観点による強靱性へのアプローチは、人々に焦点を

置くと同時に、力関係や社会的地位が重要な要因となる人々の相

互作用にも的を合わせる。強靱性の構築は個人と社会の両方のレ

ベルにおいて、つまり個人的能力と社会的能力の双方に関してな

される必要がある。

　強靱性の概念を取り入れることによって、システムとその構成

部分間の相互作用、フィードバックの循環に対する理解も深めら

れる。システムそのものが脆弱性の根源となっている場合もある

ので、システムの構造と内部論理を見極めることが重要となる。6　

また、システムの構成部分間の相互作用とその相互作用が意図や

予測を外れた結果につながるプロセスを理解することも有用とな

る。7　気候関連の災害に関する研究を例に採れば、都市部と農村部

の力学的関係や人口移動の動態まで加味して、理解を深められる。

　大半の人々がある程度の脆弱性を抱えているが、本報告書では、

福祉や人間開発の深刻な低下に対して特に脆弱な人々に焦点を合

わせる。ショックが人間開発に及ぼす悪影響の強さは、ショック

に対処して適応する人々の能力によって変わる。この対処・適応

能力を「人間の強靱性」とすることができる。

　脆弱性は個人とコミュニティの両方のレベルで、ショックの予

防と強靱性の構築によって削減することができる。一部の人々は

社会のあり方のせいで選択肢と能力に制限がされている。人間の

強靱性は、人々の行動の自由を阻害する障壁をなくすことにかか

っている。また同時に、恵まれない集団や社会的に排除された集

団の声が聞き入れられるようにして、そのような人々が自らの運

命を主体的に切り開いていけるようにすることにもかかっている。

BOX 1.1

人間の強靱性に向かって──概念と定義

注：1．Holding 1973; Miller and others 2010.　2．IPCC 2012, p2.　3．Hall and Lamont 2013.　4．Cannon and Muller-Mahn 2010.　5．世帯やコミュニティが福祉や自尊心を犠牲にしなければ強靱性を高めることができない場合もある。Béné and others
（2012）を参照。6．Stiglitz and Kaldor 2013a.　7．GallopÍn 2006.

18 人間開発報告書 2014

ショックや永続的な脅威の悪影響を最小限に
抑える人々の能力がクローズアップされる。ま
た、リスク本位のアプローチだけでは捉えき
れないこととして、社会的排除や差別など、
脆弱性の根本にある大きな要因も浮かび上が
ってくる。一部の集団や人々が決まって災害
で大きな被害を受けたり、暴力の脅威を強く
受けて安全な生活をおくりにくくなっているの
はなぜなのか。この点を理解するうえで、脆
弱性の構造的原因がカギとなる。
　リスク本位のアプローチからは、保険による
リスク管理などの政策が提言される。この種
の政策も重要ではあるが、人間開発のアプロ
ーチからは個人と社会の強さを高める広範な
政策が示唆され、脆弱性の削減と強靱性の構
築を図る政策の基本となる原則が浮かび上が
る。
　保健と教育で人間開発が高水準にある人々
は、栄養状態も悪く、教育も受けていない人々、
つまりショックに見舞われた際に仕事や居住
地を移りにくい人々よりも、強靱性が高い。資
産を持っている人々は、生活状況が悪化した
際に、その資産を核となる基本的な生活能力
を維持するために役立てることができる。し
かしその一方で、社会的な文脈と力関係が人々
の脆弱性を大きく左右する。たとえば、マイノリ
ティや障がいのある人々は、健康で教育を受
けている場合であっても、自分たちの問題を
率直に訴えることができなかったり、自分たち
の意見が政治に反映されなかったり、社会制
度の恩恵を十分に受けていなかったりすれば、
やはり弱さを感じることになる。同様に、特に
リスクが永続的あるいは構造的である場合、
リスクの性質が脆弱性の形成に大きく関係す
る。たとえば、海面水位の上昇は、沿岸部の
コミュニティに対して長期的リスクとなる。
　生活状況が一変した際に、人々が幸福を維
持して損失を最小限に抑えるためには、個人

　本報告書では、2つの基本的な論点を提起す
る。まず、人間の脆弱性は、人々の能力と社
会的文脈によって大きく左右される。次に、
人々を脆弱性から守ることができていない原
因の大部分は、政策の不備と社会制度の欠陥
にある。ほとんどの人が何らかの事象やショッ
クに脆弱性を抱えているが、本報告書では、
生活状況の変化や外部的ショックに対して、
特に脆弱な人々に重点を置き、その原因とし
て気候変動や暴力、行動能力の十全な発揮を
妨げる社会的障壁など、人間開発に対する永
続的または構造的な脅威に焦点を合わせる。
　本報告書は二大テーマとして、個人の選択
肢と能力、および社会的能力の持続的な拡充
と保護が必須であることと、人間開発の戦略
と政策は、脆弱性の削減と強靱性の構築を図
るものでなければならないことを論証する。人
間開発の多角的視点から脆弱性と強靱性を理
解することによって、一部の個人やコミュニテ
ィ、国がショックに対して強靭で対処能力が
高いのはなぜなのか、その主な要因と政策の
分析を深めることができる。
　この点に関して、本報告書は次のような核
心的問題に答えを提示する。
● �最も脆弱なのは、どのような人々なのか。ど
の集団が本質的あるいは構造的な脆弱性を
抱えているのか。

● �どのようにすれば、脆弱性を削減して人間
の強靭性を高められるのか。

● �人間開発の向上をより確実にするために、
特にグローバルなレベルで取り組むべき構
造的な問題があるのか。

人間開発の視点

　本報告書では、リスクにさらされるという脆
弱性の狭い捉え方を超え、人間開発の視点か
ら脆弱性を捉える。人間開発の視点からは、
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えば、支援がどの程度、社会的義務として考
えられているか）と、社会としての支援提供
能力にかかっている。6

　人間開発のアプローチは脆弱性と強靱性の
分析を含めなければ不完全である。人間開発
の持続的な進歩とは、人々の選択肢を広げ、
その選択肢が保たれるようにすることである。
ところが、現状は、人間開発の進歩が永続的
な不平等と気候変動によって脅かされるよう
になっている。進歩を持続させるための政策
と行動を見極めるために、脆弱性と強靱性を
従来よりも広い捉え方で理解することが重要
となっている。
　この点は、人間の安全保障をテーマにした
人間開発報告書1994において認識されていた。
同報告書は、人間の安全保障は2つの大きな側
面からなると捉えている。「飢餓、病気、犯罪、
抑圧による不断の脅威からの安全を意味する
とともに、家庭や職場、あるいはコミュニティ
や環境において、日常生活のパターンに突然
の混乱が生じることから守られていることも意
味する」7

　人間開発報告書1994と国連の緒方貞子、ア
マルティア・セン両共同委員長による「人間
の安全保障委員会」は、人間の安全保障は具
体的に次の両面から判断されるとした。すな
わち、十分な水準の人間開発が達成されてい
ることと、経済、保健状態、暴力、環境劣化
から生じる危険に対して、人々が安全度の高
い状態にあることである。8　本報告書では、人
間の安全保障のアプローチをふまえながら、
脆弱性に大きな焦点を置き、人間開発の達成
に対する脅威と、その脅威を削減する方法に
ついて論じる。人間の安全保障のアプローチ
については、1994年以降、さまざまな形で解
釈されてきた。この点と、さらに問題そのもの
の複雑性からして、本報告書のアプローチの
方が、直接性が高いと言える。人間の安全保

や世帯として居住地や仕事を変えたり、支出
を減らしたり、資産を売ったり借金をしたりす
るなど、さまざまな適応策が必要とされること
にもなる。可能な選択の幅は、その人の能力

や社会的地位、年齢など
の要因によって変わる。
貧しい人々や準貧困状態
にある人々など、一部の
集団は頼るべき貯蓄や資

産を十分に持っていない。そのような人々が
逆境に直面すると、食費や医療費、子どもの
教育費を切り詰めるという有害な手段に頼ら
ざるを得なくなってしまう。4

　人間の強靱性とは、今ある機会がこれから
も続くことを確信できる状態も含めて、人々が
安全かつ自由に選択を行使できる状態を意味
する。脆弱性の低下が強靱性の上昇と表裏一
体をなすことも多いが、強靱性は単なる脆弱
性の裏返しではない。ショックや脅威を減らし
て脆弱性を低めることは可能だが、社会の強
靱性はそれ以外の施策もなければ高まらない。
強靱性を高めるためには、コミュニティの構築、
人々の意見表明に対する制約の除去、支援が
必要な人々を助ける規範の強化を図る政策が
求められる場合もある。この関係性をわかり
やすく表すなら「脆弱性から強靱性へ」の移
行である。
　特定の脅威に対する人々の脆弱性は、人々
自身の強靱性だけでなく、逆境に苦しむ他の
人々をどのように扱うかにもかかっている。逆
境にある人々に支援を提供する制度としては
地域・国・国際レベルでの一連の社会制度や
政府機構がある。社会制度は人々が協働する
仕組みであり、利潤を追求する市場や国家機
構は該当しない。5　重要な社会制度としては家
族のつながり（国境を越えたつながりも含む）、
コミュニティ組織、非政府組織（NGO）がある。
社会制度による支援の力は、社会規範（たと

人間開発のアプローチは
脆弱性と強靱性を
分析に含めなければ
不完全である
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って喫緊の重要課題である。
　脆弱性と強靱性の概念
を取り入れることによっ
て、成果だけでなくリス
クと不確実性にも目が向
けられ、人間開発のアプ
ローチは大きく充実する。
人間開発のどのレベルに
おいても潜在的な負の部
分を探り、人々をそこから守って進歩を強靭に
するための政策設計ができるようになる。脆
弱性と強靱性という新しいレンズを通して、持
続可能で安定的な人間開発がクローズアップ
される。ショックに見舞われて人々が脆弱性
に直面し、生活が永続的に制限されれば、人々
の能力が長期的に阻害されることにもなる。こ
のような状態は特に子どもと女性に悪影響を
及ぼし、その影響は世代間にまたがりうる。

脆弱な人々、脆弱な世界

　概念としての脆弱性は、漠然として抽象的
に思えるかもしれない。つまるところ、開発水

脆弱性と強靱性の概念を
取り入れることによって
成果だけでなく
リスクと不確実性にも
目が向けられ
人間開発のアプローチは
大きく充実する

障には、たとえば個人に対する暴力的攻撃か
らの安全とする定義から、9　開発のほぼすべて
の側面を含めた定義まである。10　本報告書の脆
弱性に対するアプローチは、前者の定義より
は幅が広いが、後者の定義ほど幅広くはない。
対象とするのは、人々の能力と選択を脅かす
あらゆる種類の有害な事象に対する脆弱性で
ある。
　このアプローチをとる大きな理由となったの
は、多くの国と多くの側面において人間開発
が進歩している（第2章参照）にもかかわらず、
多くの人々が大きな脆弱性を抱え、しかも脆
弱性が増していると考えられることである。気
候変動とともに自然災害が増加し、グローバ
ル化と2000年代末の景気後退に伴って経済の
揺れも大きくなった。特に雇用の不安定化が
豊かな国でも貧しい国でも強まり、11　また世界
的な感染症拡大の脅威も続いている。中東や
アフリカなどの一部地域では政治的暴力が大
きな脅威となり、世界中がテロ事件に神経を
とがらせている。このような脅威を削減し、人
間の強靱性を高め、災害に直面した人々を守
るための政策を見出すことが、人間開発にと

図 1.1

誰が、何に対して、なぜ脆弱なのか？

出典：人間開発報告書室（HDRO）。

脆弱性

誰が？ 何に対して？ なぜ？
貧しい人々、非正規労働
者、社会的に排除された
人々

経済的ショック、健康に
関わるショック

能力上の制約

ライフサイクルにおいて
場所、社会的地位が不安
定

社会的一体性の弱さ、対
応力のない社会制度、ガ
バナンスの弱さ

自然災害、気候変動、公
害

紛争、社会騒乱コミュニティ全体、地域

女性、障害者、移民、マ
イノリティ、子ども、高
齢者、若者
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は多くの面で欠乏状態にある。十分な有形資
産がなく、教育と保健の水準も低くなりがち
であり、他の側面でも不足を抱えている。同
様に、司法制度へのアクセスも限られてしま
いかねない。13　貧しい人々はそもそも脆弱性を
抱えやすい。
　貧しい人々は、すでに貧困基準以下の状態
にある。貧困基準を割り込む危険に直面して
いる人々を脆弱な人々とするなら、すでに基
準以下の状態にある貧しい人々はすべて脆弱
である。これは定義上、当然のことだが、単
純な定義上の問題にとどまらない。許容でき
る最低限の生活水準に必要なものを欠いてい
る人々のすべてが本当に脆弱なのである。
　多次元貧困に対して脆弱な人々は22億人を
超え、そのうちほぼ15億人がすでに多次元貧
困の状態にある。14　世界の貧困人口の75％は、
低い生産性と季節的失業、低賃金の下で農業
労働者に貧困が集中する農村部で生活してい
る。15　世界全体で12億人（世界人口の22％）が
1日1.25ドル未満で生活している。所得貧困ラ
インを1日2.50ドルに引き上げると、世界の所
得貧困人口比率は約50％、実数では27億人に
まで増加する。16　このように貧困ラインを引き
上げると、貧困や生活の悪化に潜在的な脆弱
性を抱えている多くの人々が加わることにな
る。南アジアでは総人口の44.4％、約7億3000
万人が1日1.25-2.50ドルで生活している。17　近
年、中間層に加わった多くの人々も、状況の
急変によって貧困に再転落するおそれがある。
　世界全体では所得貧困人口も多次元貧困人
口も比率が低下しているが、これは必ずしも
人々の脆弱性が低まっていることを意味する
ものではない（第3章参照）。かなりの割合の
人々が貧困基準に近いところにあり（「準貧困」
人口）、この集中的分布は、特異なショックま
たは一般的なショックによって多数の人々が
貧困に再転落しかねないことを意味している。

準を問わず、大半の人々と大半の社会が多く
の面で有害な事象や状況に対する脆弱性を抱
えており、そのような事象や状況のすべてが
予期あるいは予防できるものではない。今日
の先進工業社会においても、経済的な脆弱性
によって社会的合意が損なわれる。気候変動
の長期的影響を免れる国もコミュニティも存
在しない。しかし、概念としての脆弱性も「誰
が、何に対して、なぜ、脆弱なのか」に分解
すれば抽象性が薄れる（図1.1参照）。

誰が脆弱なのか？

　一般的には、誰もが何らかの有害な事象や
状況に対して脆弱性を抱えているが、他の人々
よりも脆弱性の大きい人々がいる。ショックや
有害な事象に脆弱な人々の集団を特定する1つ
の方法は、基準を見極めることであり、それ
によってある程度の測定も可能になる。貧困
に対して脆弱な人々とは、「保健、教育、物理
的資源、安全などの諸側面にまたがる重要な
選択において、許容できる最低水準を下回っ
ているか、下回るおそれのある」12　人々である。
このような基準は開発のレベルによって異なる
はずである。
　貧困と脆弱性はつながりがあり、どちらにも
多くの側面がある。また、貧困と脆弱性が相
乗的に悪化する場合もある。しかし、貧困と
脆弱性は同義ではない。脆弱性は一般的に貧
困状態の大きな一側面であるが、豊かであれ
ば脆弱でないということにはならない。貧困も
脆弱性も動態的であり、貧しい人々のすべて
が終生貧しいままではないのと同じように、豊
かな人々も常に、あるいは生涯を通じて脆弱
でないわけではない。
　しかし、貧しい人々は、完全な主体的行動
を可能にする核となる基本的な能力が不十分
であるため、本来的に脆弱である。貧しい人々
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経済的な不安定性と脆弱性が高まる。
　保健、教育、資源活用における能力の拡充は、
脅威の克服に向けて人々を力づけることを意
味し、したがって脆弱性の削減につながる。
しかし、能力水準の向上だけでは足りないは
ずである。たとえば、女性は教育が向上して
もなお不安定さを拭いきれない。また、人間
は単独では生きられず、互いのつながり方や
集団としてのあり方によって、危機に直面した
際の守られ方が決まる。制限的な規範や価値
観が女性やマイノリティなど特定の集団の妨
げになっていないか。社
会的一体性の不足が協働
を妨げていないか。その
いずれも、人々とコミュ
ニティの危機や脅威への
対処に影響を及ぼす。
　また、平等性の問題も本質的に関係する。
リスクは一般的に、豊かな人々よりも貧しい
人々に対して大きくなる。貧しい人々と貧しい
国々は特に脆弱性に左右される。というのも、
ショックから受ける影響がより大きくなる一方
で適応能力が低く、受ける補償も少ない、あ
るいは補償がまったくないからである。

何に対して脆弱なのか？

　人々と社会は、どのようなリスクに直面して
いるのか。また近年、人々が脆弱さを強く感
じるようになっている原因は何なのか（BOX1.2
参照）。アナリストたちは一部のリスクが高ま
っているとしている。特に環境・気候変動関
連のリスクと、ボーダーレス化の進展によって
国の政策範囲が狭まっていることが指摘され
ている。22　地球温暖化とともに気象パターンが
変化し、自然災害の頻度と強度が増すなかで、
脆弱性が高まっている。人間開発報告書2011
において示したように、このような脅威の深刻

　脆弱性の裾野はさらに広がっている。健康
状態の悪化、失業、物質的資源へのアクセス
制限、経済の悪化、不安定な気候などが、人々
の脆弱性と経済的不安定に輪をかけている。
リスク軽減の仕組みが十分に整えられておら
ず、社会的保護の施策と保険制度の充実度や
範囲が不十分であれば、その傾向はなおさら
強くなる。国際労働機関（ILO）によれば、総
合的な社会的保護を国民に提供している国は
世界全体のわずか3分の1、世界人口に占める
割合では約28％に過ぎない。18

　このように社会的保護が限られているなか
で金融危機が起これば、たちまち深刻な社会
危機につながるおそれがある。1990年代後半
のアジア金融危機を受けて、インドネシアの
貧困率は11％から37％に急上昇した。19　同様
に、2007-2008年の世界金融危機は、働く貧困
者の急増につながった。ILOの推計では、2011
年時点で働く貧困者はさらに5000万人増えて
いる。2007-2011年の間に1日1.25ドルの所得貧
困ラインを超えることができた働く貧困者は
2400万人にとどまり、2000-2007年の合計1億
3400万人と比べて大幅に減っている。20

　仕事は、人々の生活安定の重要な源の1つで
ある。仕事は生計の支えとなるが、脆弱性の
削減においてさらに重要となるのが、必要とさ
れる社会的保護が伴う妥当な質の仕事へのア
クセスである。現状では、いくつかの要因が
重なって、妥当な質の仕事を見つけることが
一層難しくなっている。要因の1つはグローバ
ル化で、社会的合意に悪影響を及ぼし、各国
の社会に備わった「衝撃吸収」の仕組みが弱
体化する結果となっている。21　そこにさらに、
特に労働市場の柔軟性など市場の自己修正機
能を固く信じる考え方と、完全雇用よりも物価
安定を重視するマクロ経済政策が追い討ちを
かけている。危機が発生すれば、失業の増加
と社会的保護の不備、さらには欠如によって、

社会的保護が
限られているなかで
金融危機が発生すれば
たちまち深刻な社会危機に
つながるおそれがある

第１章　脆弱性と人間開発 23



ている。2011年の東日本大震災で示されたよ
うに、ある国で発生したショックがグローバル
な供給網に混乱を引き起こせば、その国だけ
でなく世界の多くの人々に影響が波及するこ
とになる。1997年のアジア金融危機も影響は
世界的に広がった。また、2008年にニューヨ
ークで起きた銀行破綻も世界各地の金融セン
ターを揺るがし、今なお世界的な経済の停滞
という長期的影響を及ぼしている。グローバ
ルなショックに対して、人々も国々も対応の備
えができていない状態にあり、これまでの政
策対応が逆に新たな脆弱性を生み出している
部分もある。27

　つながりを強めた世界は、これまでとは別
のスキルをもつ労働者のグローバルな需要も
生み出している。このような雇用創出は望まし
いものであり、一般的に人々の生活を向上さ
せる。現在、世界の移民は2億人を超え、一般
的に社会的保護が行き届かない脆弱なコミュ
ニティを形成している。多くの移民、ことによ
ると大半の移民は不十分な権利しかもたず、
確かな将来への見通しをもてていない。彼ら
は収入を増やすことと引き換えに、尊厳の喪
失や家庭の破綻、暴力の危険を甘受せざるを
得ない状況に置かれている。
　ソーシャルメディアの普及とともに、世界中
の人々がつながりを強めている。フェイスブッ
ク（Facebook）とツイッター（Twitter）のお
かげで結びついたコミュニティが、ほんの数
年前まで想像もできなかった形でアイデアや
知識をやり取りしている。しかし、人間開発
報告書2013で述べたように、多くの人々、特
に教育水準が高くソーシャルメディアに精通
した若者たちが、より良い安定した仕事と尊
厳ある扱いを求めている。彼らは各国で政府
に対応を求めている。これは明らかに変革の
力だが、この数年間の経緯が示しているよう
に、社会的・政治的変革は十分に管理されな

化に最大の影響を受けているのが貧しい人々
とコミュニティであり、自然災害による死者と
人的被害の98％が開発途上国に集中してい
る。23　開発途上国では、2025年までに人口の半
数以上が洪水や暴風雨に対して脆弱な状態と
なる可能性がある。24　さらに、サハラ砂漠南縁
部（サヘル）における数十年来の干ばつのよ
うに、環境の変化による脅威の慢性化も進ん
でいる。25　また、米国で森林火災後の自然再生
力が低下しているように、環境の回復力も弱
っている。
　脆弱性と脅威の高まりは国境を越えて広が
っている。26　自然災害や金融危機など、一国に
おけるショックの影響が世界に波及し、世界
中のコミュニティや国々の開発を阻害すること
さえある。国際金融の不安定化、感染症の地
域的流行、気候関連の災害、武力紛争、国際
的な規範や基準の不徹底が、しばしば世界中
の個人と社会の能力に直接的影響を及ぼす。
　国境を越えた脆弱性は新しいものではない。
これまでもコミュニティや個人、組織や企業は、
自然災害や人為的災害、景気変動、感染症の
流行など、混乱を引き起こす外部的事象に脅
かされていた。しかし今日、多様なコミュニテ
ィを結びつけるネットワークが空前の規模に
広がったという点に、ほとんど異論はあるまい。
その結果として現れたのが、まったく新しい
形の深い相互依存関係であり、1人ひとりの人

間の行動が世界中の人、
あるいは来るべき次世代
の人の生活に影響を及ぼ
す可能性を帯びるように
なっている。
　高度に統合化されたグ
ローバルなシステムによ
って、投資、貿易、経済
成長が促されているが、
ショックの伝播も強まっ

高度に統合化された
グローバルなシステムによって
投資、貿易、経済成長が
促されているが
ある国で発生したショックが
グローバルな供給網に
混乱を引き起こせば
その国だけでなく
世界の多くの人々に
影響が波及することになる
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脆弱性の原因

　本報告書では、自分の生活を自分で管理す
る個人の能力を阻害し、社会の基盤を弱体化

いと混迷状態、さらには紛争を生み出すこと
にもつながる。

　人間開発に対する脅威は、さまざまな方向から現れている。1

経済的リスク

　何百万もの世帯が所得と福祉に対するショックの脅威にさらさ

れ、不確実で不安定な生活をおくっている。このような世帯は、

貯蓄や金融資産、国家制度による十分な保護がない状態で、金融

危機や自然災害の脅威にさらされている。開発途上国では、社会

保険の対象にならないインフォーマルな経済部門の雇用が多いこ

とが経済的な不安定性につながっている。アフリカとアジアでは

インフォーマルな部門が年間総生産の25-40％を占めている。2　し

かし、経済的な脆弱性は開発途上国だけの問題ではない。世界経

済危機からの回復が長引いていることから、先進国でも多くの人

が非常に不安定な状態に置かれ続けている。2014年の失業率は、

フランスで11％超、イタリアで12.5％前後、ギリシャとスペイン

では28％に迫る見通しにある。若者の失業率はさらに高く、スペ

インではほぼ60％に及ぶ。3

不平等

　世界で最も裕福な85人の保有資産は、最貧層の35億人の合計資

産に匹敵する。4　1990-2010年の間に、開発途上国における所得格

差は11％拡大した。5　保健と教育における不平等は縮小している

が、一部の地域を中心になお大きな不平等が残っている。保健で

はサハラ以南アフリカ、教育では南アジアの不平等が最も大きい。6　

不平等は特に機会の不平等を反映するものであり、人間開発を大

きく脅かす。7　さらに、一定の範囲を超えた不平等は経済成長、貧

困削減、社会・政治参加の質を阻害する。8　大きな不平等はまた、

共通の目的意識をもつことの妨げとなり、影響力をもつ集団のレ

ントシーキング（企業などによる特殊利益の追求）につながりや

すい。9　パイを大きくするのではなく取り分を増やそうとするレン

トシーキングは、資源の配分を歪めて経済を弱体化させる。10　不

平等は、基礎的サービスに対する投資の減少、累進課税の緩和、

政情不安の危険増大につながり、したがって将来の人間開発を阻

害する。11　集団間の大きな不平等は不公正であるだけでなく、人々

の福祉に悪影響を及ぼし、政治の安定を脅かす。特定の集団が差

別を受けていると、資源と権力が能力主義によって配分されず、

才能ある人々の台頭が妨げられてしまう。このような集団間の不

平等は不満と憤りを引き起こす。12

健康のリスク

　健康に関わるショックは、世帯と社会にとって最大の不安定化

要因の1つであり、飢餓と栄養不足が貧困に伴う健康リスクをさ

らに悪化させる。インドでは、貧困層だけでなく中間層にとって

も医療費支出が貧困化の大きな原因となっている。世帯の主たる

稼ぎ手が健康を損なえれば、その世帯は貧困に陥るおそれが生じ、

そのまま貧困から抜け出せないことにもなりかねない。13

　最近のデータでは、病院に入院している患者の40％超が費用の

借り入れか資産の売却をしており、35％近くが医療費の支出が原

因で貧困に転落している。14　また、HIV/エイズ、マラリア、結核、

デング熱、豚インフルエンザの感染拡大、そして生物テロの脅威

に対して、貧しい人々だけでなくすべての人が脆弱性を抱えてい

る。

環境と自然災害

　環境の変化と気候変動に伴うグローバルなリスクが高まってい

ると考えられる。気候変動によって、乾燥地域で干ばつが増える

一方で、ハリケーンや台風など気象の異常現象も頻度と強度を増

していくことになる。また、海面水位の上昇、洪水、主要地域の

水不足、植生と動物種の移動や絶滅、海洋の酸性化も進んでい

く。15　加えて、工業化の広がりと急速な都市化による環境上の脅

威も発生している。どの国においても、水不足、衛生の不備、土

地の劣化、土壌の浸食、大気汚染、生物多様性の危機が問題化し

ている。気候変動は、生態系に依存する農家の所得と生計をさら

に不安定化させている。16　たとえば、ニジェール西部の牧畜コミ

ュニティでは過度の放牧に干ばつの長期化が加わり、草原地帯か

ら牧草の少ない灌木地帯に移動することを余儀なくされている。17

食料不安

　貧しい人々と貧しい国々に及ぼす影響の大きさから、食料価格

の激しい変動と食料不足は重大な問題である。2008年の世界経済

危機を受けて食料価格が急騰し、景気後退とともに世界の飢餓人

口の減少ペースが下がった。国連食糧農業機関（FAO）は、2012

年時点の世界の飢餓人口を8億4200万人と推計している。18　この数

BOX 1.2

ショックと人間開発への脅威
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ら抑圧に至るまで、何らかの政治的・経済的
排除を受けているマイノリティ集団は90数か
国で合計283以上にのぼる。29　先住民族は特に
所有権の保護が弱く、30　収用や搾取のリスクに
さらされている。
　経済や環境、身体、健康などに関わる危険
から、人々は数々の脆弱性を経験する。構造
的な脆弱性が複合化すると、人々の自由と活
動にきわめて大きな悪影響が及ぶ。高齢者を
例にあげれば、加齢とともに障害の可能性が
高まる。世界全体で、60歳以上の人々の46％超
に障がいがある。31　脆弱性が複合化すると、シ
ョックから立ち直ること、あるいは新たな機会
を能力向上につなげることがはるかに困難に
なる。特に貧しい世帯は、職を失うことや職
を見つけられないこと、子どもが病気になるこ
と、子どもを学校に通わせられないこと、尊
厳を失うことに不安を抱えている。
　このような脆弱性の結果として、排除され
た集団に幅広く永続的な能力格差が生じ、幸
福度の指標にも大きな格差が現れている。た
とえば、先住民族は世界人口の約5％でありな
がら、世界の貧困人口の15％、農村部極貧人
口の33％を占めている。32　また大半の地域で、
女性が政治的排除を受け、自分たちの生活に
影響する立法や政策の策定に対する発言と能
力の発揮を制限されている。国会における女

させる多面的な構造的脆弱性を分析する。こ
の分析では、構造的に最も脆弱な人々の集団
に目を向け、その原因を突き止める。また、生
活能力という概念を深めて、個人のライフサ
イクル（生涯過程）において脆弱性がどのよ
うに変化するのかも検証する。このライフサイ
クルのアプローチは、生涯において特に支援
が必要となる不安定な移行期を特定し、人々
の加齢とともに生じる脆弱性の相互作用と複
合化を見極めるためのものである。
　構造的な脆弱性は、ジェンダー、民族、人種、
職種、社会的地位など、社会における人々の
立場に根差すものであり、長年にわたって変
化しながらも永続している。このような脆弱性
を深く理解することによって、能力は同等であ
りながらも出身や居住地、職種などによる障
壁に直面している実態が浮かび上がってくる。
　貧しい人々は構造的に脆弱な集団である。
しかし、この基準にあてはまる集団は貧しい
人々だけではない。人間開発指数（HDI）の
水準を問わず、世界の国々に政治的・経済的
差別は存在する。マイノリティの集団や社会
的排除を受けている集団は、大きな水平的不
平等のなかにあり、しばしば仕事や司法制度、
社会サービスへのアクセスにおいて差別に苦
しめられている。28　「危機に瀕する少数者
（MAR）」プロジェクト調査によると、放置か

字は、飢餓撲滅と貧困削減に対する世界の取り組みが不十分であ

ることを強く物語っている。

身体的危険

　紛争や戦争は社会と人間の安全保障を大きく揺るがす。部族紛

争やテロ攻撃、ストリートギャングの抗争、抗議行動の暴力化に

よって、人々は生活と生計を大きく脅かされている。そしてさら

に、犯罪と家庭内暴力が人々の身体的安全を脅かしている。世界

保健機関（WHO）の推計によると、意図的な暴力行為によって毎

日約4400人が命を失っている。19　2000年の推計で、暴力に起因す

る死者160万人のうち、ほぼ半数が自殺者、ほぼ3分の1が殺人被

害者、20％が戦争に伴う死者（ほとんどが男性）となっている。

紛争においては、相手側の戦意を削ぎ、コミュニティの社会構造

を破壊する戦略として民間人が惨殺されるケースもある。また、

力と非情さを示す手段としてレイプが行われることも少なくな

い。20

注：1．すべての項目と説明についてはWorld Economic Forum（2014）を参照。2．World Bank n. d.　3．OECD 2013 d. f.　4．Fuentes-Nieva and Galasso 2014.　5．UNDP 2014　6．人間開発報告書室（HDRO）のデータ（巻末「統計表3」参照）。7．
これは、人種や社会経済的背景など、個人の責任範囲を超えた要因と状況による不平等である。Roemer（1993）and Van de Gaer（1993）を参照。8．UNDP 2014.　9．レントシーキングは底辺の人々から最上位の人々への資源の再分配であるので、こ
れはその行動の結果と捉えることもできる。10．Stiglitz 2012b.　11．Pineda and Rodríguez 2006b; Bénabou 2000; Alesina and others 1996.　12．Stewart, Brown and Mancini 2005.　13．Narayan and Petesch 2007.　14．Raman and Björkman 2000.　
15．IPCC 2013.　16．UNDP 2011a.　17．Sinclair and Fryxell 1985; Tshimpanga 2011.　18．FAO, IFAD and WFP 2013.　19．Krug and others 2002b.　20．Krug and others 2002a.
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よって、選択の範囲が決まる。核となる基本
的な能力に不足があると主体性が大きく制限
され、自分のやりたいことができず、脅威にも
対処することができないため、人々は脆弱に
なる。
　脆弱性は多面的かつ動態的である。収入の
低さと不安定さで定義される経済的な脆弱性
に焦点を合わせるだけでは不十分である。人
間の脆弱性を能力、選択、自由の側面におい
て捉えることによって、脆弱性の十全な分析
が可能になる。脆弱性の原因が所得貧困だけ
でないことは明らかである。高所得だが政治
参加の機会がない人は、通常の意味での貧困
にはあてはまらないが、差別や放置に対して
脆弱でありうる。同様に、裕福な人でも暴力
的攻撃に対して脆弱でありうるが、保有資産
によって脆弱性から守られることもまたありう
る。豊かな人ほど多くの逆境から身を守りや
すい。
　社会保障や失業手当を受けられる失業者は、
所得の喪失に対する脆弱性は低いとしても、
失業は生活に他の重大な影響も及ぼす。雇用
には収入を大きく超える価値があることを示
すデータは豊富にあり、34　したがって失業の影
響は所得の喪失にとどまらない。それ以外の
影響としては、就労意欲や自信の喪失など精
神的な打撃、スキルの低下、疾病、さらには
死亡の増加、家族関係や
人間関係の悪化、社会的
排除がある。35

　能力と選択肢という文
脈で脆弱性を捉えること
によって、人間の脆弱性
と、個人差や生活環境の
違い、社会的変数、世帯
内の人間関係と資源配分などとの重要な関係
性が見えてくる。脆弱性は、各自の年齢、ジ
ェンダー、社会的役割、居住地、疫学的環境

性議員の割合が国民の女性比率と同等になっ
ている国はキューバとルワンダだけである。33

　このような脆弱性は、ライフサイクル全体を
通じて一定なのではない。乳児期から幼児期
には最も病気にかかりやすく、また家庭内の
混乱、養育や教育の過怠による影響も重くな
るために特に脆弱性が高い。早期から良質な
医療と知育を施せば、その後の能力発達の軌
道を押し上げることができる。若年期には、
社会・教育の側面と肉体的・精神的健康に関
して機会と脆弱性の両方が現れることになる。
高齢者は介護と公共サービスに依存し、経済
的扶助にも頼ることが多い。「ライフサイクル
（生涯過程）」あるいは「ライフ・ケイパビリテ
ィ（生活能力）」という概念は、このように主
要な移行期を捉え、それが脆弱性削減のため
の政策に意味するものを浮かび上がらせる。

選択と能力

　脆弱性は、選択と能力に対する脅威を反映
している。人間開発とは人々の選択肢を広げ
ることであるとするなら、人間の脆弱性は本質
的に、人間開発に不可欠である選択の制限か
ら生じている。すなわち、保健、教育、物質
的資源の活用、個人的安全に関する選択であ
る。
　選択肢がごく限られていると、人々は脆弱
さを強く感じることになる。経済的に自立して
いる女性は、生計を他者に頼っている女性よ
りも脆弱性が低くなりやすい。同様に、識字
力のない非熟練労働者は仕事の選択肢が少な
いために、十分な教育を受けた人々よりも脆
弱性が高い。負債の多い世帯は搾取に対する
脆弱性が高く、逆境に陥った際に身を守りに
くい。
　選択は能力に依拠する。その人ができるこ
とと、なれるものの総体としての個人の能力に

人間開発とは
人々の選択肢を
広げることであるとするなら
人間の脆弱性は本質的に
人間開発に
不可欠である選択の
制限から生じている
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じる人々が増えている。また、アフリカでは西
部と中部の大部分が、武力紛争や無政府状態
によって人間開発が後退しかねない状況に陥
っている。もしそうなれば、各国の進歩に長
期的影響が及ぶことになる。
　暴力やその脅威の影響を被ることが多いの
は、貧しい人々、社会的排除を受けている人々、
女性など、選択肢と自由や、交渉によって争
いを決着させるための資源や能力をもたない
人々である。暴力は、身体的な危害や恐怖を
通じて自由や選択を制限しようとする力の行
使である。また、社会的・文化的規範を押し
つける手段ともなっている。38

　もう1つの重要な安全確保の分野は経済であ
る。現在の世界では、多くの人々が経済的に
不安定な状態にあり、生活が立ち行かなくな
ることを恐れている。開発途上国では、非農
業部門の雇用の50-75％がインフォーマルな経
済に集中している。39　このようなインフォーマ
ルな経済の労働者は、雇用の安定と社会的保
護がないなかで先行きの危うい生活をおくり、
さらに虐待や汚職、それも往々にして、彼らを
守る役割をもつ監督当局者などによる虐待や
汚職に対して脆弱な状態にある。開発途上国
では世界金融危機の影響がなおも尾を引き、
またギリシャ、アイルランド、イタリアも2008
年の経済の落ち込みからまだ回復していな
い。40　米国は国内総生産（GDP）の成長率をお
おむね回復したが、依然として長期失業者が
多い状態にある。41　また、若年世代全体が仕事
と所得の安定に先行き不安を抱えている。42

　経済的安定と個人的安定はつながっている。
十分な社会的保護があって先行きに自信がも
てれば、人々は安定を実感する。完全雇用には、
一般的に犯罪の減少と幸福度の上昇が伴う。43　
逆に失業の増加は先行き不安をもたらし、絶
望感を引き起こす。同様に、不平等な扱いと
権利の否定という慣行は深い差別につながり、

など、自分の力ではほとんど、あるいはまった
く統制できない変数に依拠する場合もある。36

　年齢と障がいは脆弱性の特に重要な側面で
ある。子どもは本来、脆弱性が高くなりやすい。
たとえば、群衆のパニックや洪水が発生した
場合、あるいはハリケーンに見舞われた場合、
子どもは大人よりも死傷の危険が高い。同様
に、高層マンションに住む高齢者や障がいの
ある人々も、火災に対して逃げ遅れやすいの
で脆弱性が高い。また、若者は、たとえばた
ばこや酒の広告宣伝につられやすいなど、高
リスク行動に対して脆弱である。
　所得や教育の水準が同等の人々でも、人種
や宗教、民族などの違いによって平等な社会
参加ができていなければ、脆弱性に差が現れ
る。このように、社会制度の質が脆弱性と危
機対応能力に影響を及ぼす。
　現実の脅威と認知上の脅威の両方が行動に
影響する。暴力的攻撃に対する恐怖は、世界
中の女性にとって問題となっている。この脆弱
性を具体的に表しているのが「身体の尊厳」
という用語である。37　たとえば、2012年にイン
ドのデリーで起こった残虐なレイプ事件は世
界的に大きく報道され、多くの社会で女性が
直面している日常的な恐怖を浮き彫りにした。
身体の尊厳に対するこのような脅威は、教育
や所得の水準が高くても克服しきれない。

　人間の安全保障の諸側
面のうち、人々にとって
は身体的暴力からの安全
がおそらく最も重要だろ
う。この安全が確保され
ないと、人々は人間開発
の進歩を実感できない。
人間開発が大きく伸びて
いるラテンアメリカ・カ

リブ海諸国でも、殺人などの暴力犯罪が増加
するなかで、人間開発が脅かされていると感

人間の安全保障の
諸側面のうち
人々にとっては
身体的暴力からの安全が
おそらく最も重要であろう
この安全が確保されないと
人々は人間開発の進歩を
実感できない
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では、特定の集団内で社会制度が大きな支え
になることはあっても、全集団にわたってそう
はならない。津波やハリケーンなどの大災害
や戦災に際しては、資金や物資の公的および
民間の国際援助も助けになる。
　国家の政策と国際的行動は相互依存の関係
にある。各国の危機対応の規模と効果がグロ
ーバルなルールや規範、協働に影響されるこ
と、さらには決定づけられることもある。また、
グローバルなルールや規範、協働が逆に新た
な脆弱性を生むこともある。グローバルに統
合されたシステムは、投資、貿易、経済成長
の促進を通じて多大な恩恵をもたらす一方で、
脆弱性の悪化も引き起こしている。1つの場所
で発生した金融危機や自然災害などのショッ
クが、たちまち世界中に伝播するようになって
いる。しかし、人々の経済的・社会的状況が
悪化した際に、国家が社会保険と失業手当を
通じて人々の福祉を図る暗黙の社会的合意は、
多くの先進国と一部の開発途上国に存在する
だけで、グローバルレベルでそれに相当する
ものはまだ存在していない。
　脆弱なのは人々だけでなく、コミュニティ、
地域、国も脆弱になる。一部の国は、他の国々
よりも経済、環境、政治上のショックの頻度や
規模が大きくなっている。また、他の国々より
も強靭な国もあり、ショックに直面しても人間
開発の持続性が強い人々と同じように、貧し
い国々も一般的に脆弱性が強く、ショックがよ
り大きくなって回復しにくくなる。豊かな国の
人々と比べて、貧しい国の人々は脆弱性が強
くなりやすい。また、貧しい国々では社会的能
力も弱くなりがちで、政府が人々を逆境から
守るための資源も乏しいことが多い。
　政府がこのような問題に目を向けることはあ
っても、市場が目を向けることはない。たしか
に市場の働きにより生産や経済成長、所得の
増加は、脆弱性の削減につながりうる。しかし、

集団またはコミュニティが暴力的手段で不平
等の是正に立ち上がる場合もある。インドで
は国内全土のうちの推定10％から30％強の地
域で、共産党毛沢東主義派などの反政府武装
勢力による反乱や武装闘争が起きている。44　水
平的不平等や基本的権利の不備がしばしば集
団的暴力の原因となっている。45

政策と協働

　人間開発の核心をなす側面の1つは、自らが
価値を置く生活をおくり、自分のことを自分で
管理する自由をもつことである。能力の強化、
特に教育による能力強化によって、個人の主
体性、つまり選択能力が高まる。これは自由
の一種、行動の自由である。しかし、能力の
強化だけで十分なわけではない。完全な主体
性をもつためには、行動能力を妨げる社会的・
制度的制約からも自由でなければならない。
エンパワーメントは本質的に個人単位のもの
であるが、それを社会レベルでいえることで
ある。社会的一体性が弱く、民族などの分裂
を抱えた社会は、有害な事象に対する協働能
力が大幅に低くなる。
　前述したように、本報告書は根深い構造的
脆弱性に焦点を合わせたうえで、人々を力づ
け、強靭な人々と社会のための基盤を構築す
る政策と社会制度について検証する。本報告
書では、特定のリスクに対する政策手段や、
自然災害への対処のような特定のリスク管理
システムの問題点の克服には立ち入らない。
　脆弱な人々を助ける責任の中心は政府にあ
る。特に他の制度が機能しない場合はそうで
ある。政府の責任能力は国によって大きくばら
ついている。社会的一体性の強い国では、政
府も社会制度も果たす役割が大きくなりやす
い。46　社会制度は、社会的一体性が強い場合
に脆弱な人々を支える。一方、分断した社会
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果を生み出すことになる。具体的には、人々
の能力の拡充、社会的一体性の強化、欠乏の
削減である。また、人々の多様な声が聞き入
れられ、それが政策に反映される余地を広げ
ることによって、人々と社会が自分たちの問題
に取り組み、着実で持続的な開発の基盤とな
る生活機会の平等化が促されるようになる。

ショックの予防　紛争の予防、経済の安定化、
環境的ショックの影響緩和、疾病の増加防止
を図る政策は、ショックの強度と規模を抑える
ことにつながりうる。国レベルでは、安定した
マクロ経済運営、予防接種プログラム、洪水
対策などを行うことがショックの予防に役立
つ。これに対し、世界の金融と食料価格の安
定化、二酸化炭素排出量の大幅な削減にはグ
ローバルな協働が求められる。グローバルな
協働がないと、各国の政策効果が限られてし
まうおそれがある。
　予防によって動向を変えることもできる。肥
満の増加を例に取れば、現在の動向がこのま

効率と利潤を追う市場は公共財や人間の安全
保障には目を向けず、したがって明らかに脆
弱性を強める。脆弱性を削減するには、市場
を規制し、補足する必要がある。公共財は市
場の機能向上につながり、国内レベルでもグ
ローバルレベルでも、より持続可能な結果をも
たらしうる。したがって、政府と社会制度が市
場の規制と監視と補足をしなければならない。

予防、促進、保護

　政策と施策は、予防、
促進、保護という3つの
主要な側面において、
人々とコミュニティを脆
弱にしている大きな問題

に対する取り組みに役立つ（図1.2参照）。ここ
で目を向けるべきは、3つの側面にまたがって
効果を発揮し、人々と社会の両方の強靱性を
強める政策である。義務教育の提供は、3つの
側面のうちの2つ、または、すべての側面で効

公共財は
市場の機能向上につながり
より持続可能な結果を
もたらしうる
政府と社会制度が
市場の規制と監視と補足を
しなければならない

図 1.2

脆弱を脱し、強靭な社会をつくるための政策

出典：人間開発報告書室（HDRO）。

脆弱を脱し
強靭な社会を

つくるための政策

ショックの予防 能力の促進 選択肢の保護

金融規制

気候変動に対する国際
的取組み

幼児期の人間開発

マクロ経済政策

自然災害のリスク削減

社会的一体化

教育と医療の万人への
提供

完全雇用

ジェンダー平等と集団
間平等の促進

対応力のある制度

災害への準備

社会的保護

雇用の創出

社会的一体性と社会的能力
の促進

法律や規範を変えることで
差別を是正

危機と紛争からの復興
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はなおも発生し、ショックに対処できない一部
の人々が支援を必要とすることになる。景気
の悪化やグローバル化の圧力は、対応が適切
であった場合でも、やはり失業をもたらす。ま
た、家計の担い手が突然死亡すれば、裕福な
世帯であってもたちまち脆弱化する。政策的
対応としては、医療保険、社会的保護、積極
的な雇用創出プログラムがある。また、自分
の家族やコミュニティに支えられることも選択
肢と福祉の保護につながる。

政策の基本となる原則

　人間開発と平等な生活機会の保護の基本理
念をふまえて、本報告書では、脆弱性の削減
と強靱性の構築を図る政策の立案・実施の指
針となる4つの原則を掲げる。すなわち、普遍
主義の採用、人々を第1に置くこと、協働への
コミットメント、国家機構と社会制度の調整で
ある。脆弱性の削減には、人々が直面するシ
ョックの種類に応じた多角的なアプローチと
視座が必要である。この4つの原則は、その点
をふまえた形で人間開発の持続性と強靱性の
向上につながる。

普遍主義の採用　すべて
の人には同等の価値があ
り、保護と支援を受ける
権利をもつ。したがって、
危機や脅威に最もさらさ
れている人々、子ども、
障がいのある人々は、他の人々と同等の生活
機会をもつうえで支援を必要としているという
認識を高めなければならない。この意味にお
いて、普遍主義は不平等な権利と配慮を必要
とする場合がある。万人にとっての平等な思
いやりには、恵まれない人々を優遇するという
不平等な扱いが必要とされることもある。50

万人にとっての
平等な思いやりには
恵まれない人々を
優遇するという
不平等な扱いが
必要とされることもある

ま続くとすると、2030年までに世界の肥満者
数は11億2000万人に達する。2008年の5億人か
ら2倍以上の増加であり、健康悪化に対する脆
弱性が大幅に増すことになる。47　今後の肥満の
急増を防ぐには、現時点で確固とした政策を
とる必要がある。能力の構築にライフサイクル
のアプローチをとることもできる。特に不安定
性が高い幼児期や若年期など、適切な時期に
適切な投資を行うことによって将来の脆弱性
を削減できる。また大半の場合、予防は費用
対効果にも優れている。
　ショックの予防に関わる大きな問題として、
不平等の拡大もある。不平等が一定の水準を
超えると、人口の大部分にまたがる形で隔絶
や社会不安、そして脆弱性が生まれる。48　大き
な不平等は社会的能力の弱体化につながり、
「限界点」を越えると社会の崩壊が避けられな
くなる。49

能力の促進　社会政策と経済政策の改善によ
って、人間の強靱性向上に直結する核となる
基本的な能力の構築を促進できる。また、よ
り良い規範や法律や権利の保障を通してショ
ックに対する人々とコミュニティの行動能力を
妨げる社会的障壁を削減することについても、
同じことがいえる。社会的障壁の削減につい
ては、たとえば差別の撤廃、ジェンダー平等
の拡充、移民への権利付与などによって、機
会と選択に対する制約を減らす、あるいはな
くすための政策も求められる（第4章を参照）。
もちろん、個々の脆弱性に対して特定の政策
をとることが常に重要となるが、本報告書で
は社会全体に関わる脆弱性の削減を図る根本
的政策に重点を置く。

選択肢の保護　ショックを予防し、人々と社
会の強靱性を構築するための政策をとったと
しても、自然災害や人為的災害などのショック
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とが強力な手段となる。アマルティア・センが
指摘したように、「真剣な努力があれば、飢饉
は容易に防げる。また民主政府は、選挙によ
る審判にも野党勢力や独立報道機関からの批
判にもさらされているので、そうした真剣な努
力をせざるを得ない。驚くまでもなく、独立前
のインドは英国の支配下で飢饉に見舞われ続
けたが……［独立後の民主体制下で］飢饉は
なくなった」52

　人々を第1に置くことは、政策と測定の関係
性という面でも意味をもつ。政策と測定は不
可分の関係にある。なぜなら、「何を測るかに
よって行動は左右され、測定に欠陥があれば
意思決定に歪みが生じる」からである。53　これ
まで毎年の人間開発報告書を通じて論じてき
たように、国内総生産（GDP）と成長率だけ
に焦点を絞ることは誤解につながる。経済成
長は重要だが、それ自体が重要なのではなく、
経済成長が生み出す資源によって国と人々に
何が可能になるのかが重要なのである。十分
な雇用を生み出さない経済成長、つまり雇用
なき成長と、十分な雇用を生み出す経済成長
を同等に扱うことはできない。54　仕事は尊厳と
自己価値の源泉である。質の高い仕事、やり
がいのある仕事が社会的一体性と政治的安定
につながる。55　たとえば、財政赤字削減の必要
性は認識されているとはいえ、欧州の緊縮財
政は社会構造を強く圧迫し、若者と高齢者に
重い負担がのしかかる結果になっている。56

　所得、教育、保健の総合指数としての人間
開発指数（HDI）は、1990年にGDPに対抗す
る指標として導入された。このHDIが広く採用
されていることは、人々の生活向上の実態と
要因をつかみたいという国々の姿勢を反映し
ている。さらにHDIの後、人間開発の視座か
ら不平等、ジェンダー、貧困を捉える指標も
加わった。
　これらの指標はいずれも人間開発の成果を

　人間開発の基本理念は、万人が平等な生活
機会をもてるようにすることである。これは、
すべての人間の価値は等しいとするカントの
理念に基づく原則であり、51　国際連合憲章にも
掲げられている。すべての人が価値ある生活
をおくることができる権利を与える必要があ
る。人々の生活機会と能力には経済政策と社
会政策の両方が影響する。平等と公正という
より広範な目標を追うことによって、社会的能
力が高まり、社会的一体性も深まる。政策と
ガバナンス・システムによって、社会の大半
の人々の将来がどれだけ広げられているか。
社会の分断を防ぎ、一体性をどこまで高めら
れるかは、その点にかかっている。

人々を第1に　脆弱性の削減には、人間開発報
告書が1990年に初めて刊行されてから一貫し
て訴えてきた「人々を第1に」という人間開発
の核心をなすメッセージの再認識が求められ
る。すべての公共政策、特にマクロ経済政策は、
それ自体が目的なのではなく、目的に対する手
段として認識されなければならない。政策立
案者は、いくつかの根本的問題を再考する必
要がある。経済成長は、健康、教育、所得、
人間の基本的安全、個人の自由など、本当に
大事な面において人々の生活を良くしている
のか。逆に人々の脆弱感が強まっているので
はないか。取り残されている人々はいないか。
いるとすれば、それは誰で、脆弱性と不平等
をどのように是正すればよいのか。
　「人々を第1に」という考え方は、人々を中心
に置く政策にとどまらず、人々が政策に影響
力を行使するということ、つまり社会の全員が
市民として完全な権利をもち、人々の声が政
策立案に反映されるということも意味する。脆
弱性の削減には、恵まれない人々の声が十分
に聞き入れられることが必要となる。また、リ
スクの削減には、すべての市民を力づけるこ
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いるように、行き詰まり状態を打破することが
できる。57　企業の行動は世界共通の規範と基準
の下に置くことができる。気候変動は緩和す
ることが可能である。しかし、これらはすべて、
世界中の市民と国々が国境を越えた協働とグ
ローバルな公共財の価値を認識し、人々の福
祉を市場の偶発的な働きや国単位の政策に委
ねることはできないと理解することが必須の前
提となる。
　各国の決定が他国に影響を及ぼす一体化し
た世界において、全人類の未来のために相互
責任を社会規範として受け入れることが求め
られている。また世界、国、地域の各レベル
において、脆弱性を予防し、有害な事象に苦
しめられる人々を支援する義務を負う必要も
ある。このような世界的結束を最も明確にうた
っているのは、2000年に189か国が署名した歴
史的なミレニアム宣言と、その直後のミレニア
ム開発コンパクトであろ
う。持続可能な開発目標
に関する各国政府の国際
的対話や、2012年6月の
国連持続可能な開発会議
（リオ＋20）におけるエコ
ロジカル・シチズンシッ
プという意識の高まりな
ど、世界的結束の必要性
は認識されるようになっている。この認識をさ
らに高めるとともに、助けを必要とする人々に
支援を提供する集団的責任として、脆弱性と
いう文脈から世界の結束を解釈する必要があ
る。58

国家と社会の機構の調整　さらに加えて、全
体的な機構の設計上の問題点に目を向け、国
家と市場の力学関係、国レベルで作用する力
とグローバルに作用する力の関係を見つめ直
し、民間領域と公共領域の範囲を検証する必

捉えるものだが、脆弱性の測定は組み入れら
れていない。脆弱性の測定には、人間開発の
成果だけでなく、阻害要因や不安定化要因、
そして特に貧困・貧困に近いレベルにある人々
など、欠乏度の高い集団に影響を及ぼす要因
を捉える必要がある（BOX1.3参照）。本報告
書では、人間の脆弱性の新指標を提示するこ
とはしない。脆弱性を削減する政策には、平
均値よりも踏み込んで収益の確実性を見極め
ることが求められる。また収益がどれだけ全
体に行き渡っているのか、貧困と欠乏はどの
ように減っているのか、良好な質の仕事が十
分にあるのか、人々と社会が災難に対処する
ことを助ける社会的保護が備わっているのか
（第2章参照）。これらの点を通じて、公共政策
が人々を第1に位置づけているか、より幅広い
人間開発の目標が正しく達成されているかを
見極めることができる。

協働へのコミットメント　現在の課題を解決
するには協働が求められる（第4章と第5章参
照）。協働においては、人々が脅威を克服する
ために個々の能力と選択を1つに重ね合わせ
る。その結束から生まれる強靱性によって、
開発の進歩が深められ、持続可能性が高まっ
ていく。同じことは国々の協働についても言え
る。すなわち、国境を越えた脆弱性を削減す
るために、グローバルな公共財の供給に各国
が力を合わせることである。現在の世界は数々
の不確実性に取り巻かれているが、確実に言
えそうなことが1つある。すなわち、パブリッ
クドメイン（公共領域）を前向きに捉えるビジ
ョンは、国内レベルとグローバルレベルの両方
における公共財の供給の成功にかかっている
部分が大きい、ということである。
　これらはすべて実現可能である。金融シス
テムは規制強化が可能である。貿易交渉は、
世界貿易機関（WTO）のバリ合意が物語って

協働においては
人々が脅威を克服するために
個々の能力と選択を
1つに重ね合わせる
その結束から生まれる
強靱性によって
開発の進歩が深められ
持続可能性が高まっていく
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　脆弱性の測定に関しては、過去40年間にかなりの取り組みがな

され、本報告書でも取り上げている種々の脆弱性について、一連

の測定方法が提案されている。たとえば自然災害や所得貧困、食

糧価格の変動など、特定の脆弱性を捉える研究がある一方で、広

範な体系的アプローチをとり、経済や環境のショックに対する脆

弱性を捉える研究もある。しかし、人間開発の成果の脆弱性と持

続可能性を捉えようとする研究は、これまでほとんどなされてい

なかった。

　脆弱性に関する初期の研究は、1970年代の自然災害に関するも

のが主だった。画期的な研究成果として、自然災害の発生と死者

数が世界的に増加していることと、開発途上国の死者数が不釣り

合いに多くなっていることが示された。1　そして、この研究論文の

共同執筆者の1人が、外部的脆弱性（危険にさらされていること）

と内部的脆弱性（人々の対処能力）という概念を提起した。2　さら

にその後、グローバルリスク報告書などにおいて、第3の概念と

して適応（長期的な社会の変化に適応する能力）が枠組みに加わ

った。3

　貧困は直接的に観察できるが、脆弱性は観察できない。脆弱性

は本質的に、将来起こりうる事象に関わるものだからである。貧

困に対する脆弱性の測定は一般的に、脆弱性を引き起こす可能性

の高い原因と脆弱な人々を対象にする。たとえば、エチオピアに

おける研究では、貧しい人々の保健、教育、消費に関して、それ

ぞれの影響と相互関係を調べた結果、慢性的な栄養不足にある

人々と識字力のない人々が貧困に対して大きな脆弱性を抱え、深

い貧困にとどまりやすいことが確認された。4

　国連開発計画（UNDP）の「マクロ経済的脆弱性の評価枠組」は、

各国の短期的な危機対応能力を評価し、長期的な強靱性の構築に

向けて強化されるべき政策分野を特定する。5　この評価枠組では、

脆弱性の根源と伝播経路、対応のメカニズムが勘案される。

　英国のエコノミスト・インテリジェンス・ユニットの世界食糧

安全保障指数は、飢餓に対する脆弱性を測るもので、購買力、供

給力、品質、安全性を構成指標としている。これによると、世界

全体で約8億7000万人が食糧の安定供給を欠いた状態にある。こ

の状況に急速な好転は見られず、食糧供給の不安定状態から脱出

しているのは年間250万人に過ぎない。6　同じく英国の経済平和研

究所の世界平和度指数は、社会内の暴力の有無に関する22の構成

指標から、紛争に対する各国の脆弱性を測る。同種の指標である

ポジティブ平和指数は、各国内の社会的態度、機構、構造から平

和な社会の構築・維持能力を捉えている。7

　これに対し、広範なアプローチは環境や経済上の脆弱性を捉え

る。たとえば、太平洋共同体が開発した環境的脆弱性指数は、危

険（気象の極端現象など）、抵抗力（陸地面積など）、損害（絶滅

危惧種など）の主要3要素で構成されている。8

　国連は、後発開発途上国（LDCs）の定義に経済的脆弱性を含め

ている。その定義は、「人的資源開発の低水準と経済的脆弱性の

高水準として表れる……持続可能な開発を妨げる構造を抱えた」

低所得国である。また、国連はショックによるリスクを反映する

指標として、1人当たり国民総所得（GNI）と人的資源指数ととも

に構造的経済脆弱性指数を採用している。この経済脆弱性指数に

は、ショックの指標（自然災害と外部的ショック）──輸出や農

業生産の不安定度、自然災害による犠牲者数など──と、リスク

への露出度──沿岸の低地に住む人口の割合など──が盛り込ま

れている。この指数は、後発開発途上国と小島嶼開発途上国の高

い脆弱性を浮き彫りにし、後発開発途上国では脆弱性の削減が他

の開発途上国よりも遅れていることを明らかにしている。9

　それよりも難しいのが、人間開発または福祉の低下に対する社

会全体の脆弱性を捉えることである。経済協力開発機構（OECD）

は実験的な試みとして脆弱性を、「リスクに対する強靱性に必要

不可欠な資産」を持たない人々の将来的な福祉の損失と定義づけ

た。そして、経済的資本（貧困）、人的資本（教育）、社会的資本（支

援のネットワーク）、共有資産（基礎的な社会サービスほか）など、

各種の資本に基づいて社会の脆弱性を評価する一連の指標を提案

している。10

　これらのアプローチは考え方にいくつか共通点がある。まず、

何らかの事象の起こりやすさ（露出度）と、その事象が発生した

際に予測される影響度（脆弱性）との相互関係から総合的なリス

クを割り出していること。次に、リスクに対する露出度と、その

対象または適応能力を分けて捉えると、脆弱性の分析と測定がし

やすくなるということ。そして第3に、脆弱性という概念そのも

のが多面的であり、人々の長期的な対処能力（スキル、資産、能力）

と適応能力が関わってくるということである。

　しかし、これらのアプローチはすべて、本報告書で採用したア

プローチよりも脆弱性を狭く捉え、総じて特定の種類のショック

（経済的ショック、飢餓、自然災害）に対する脆弱性を測ってい

るにすぎない。したがって、脆弱性の部分的測定はできても、本

報告書が焦点とする広範な構造的脆弱性を評価することはできな

い。また、システムの構造そのものが脆弱性を生み出していると

いう点についても、深く追うことができない。

　明白な点として、既存の研究から多くを学び取ると同時に、思

考をさらに大きく深める必要がある。本報告書では、新たな測定

方法を提示することはしない。本報告書で行うのは、人間開発の

アプローチのなかに根を下ろしている脆弱性に焦点を合わせるこ

とである。そこから新たな測定方法への道が開ける可能性がある。

BOX 1.3

脆弱性の測定

注：1．O’Keefe, Westgate Wisner 1976.　2．Wisner and others 2004.　3．Alliance Development Works 2012.　4．Kwak and Smith 2011.　5．UNDP 2011d.　6．http://foodsecurityindex.eiu.comを参照。7．http://economicsandpeace.org/research/
iep-indices-data/global-peace-index.を参照。8．www.spac.org/index.php/environmental-vulnerability-indexを参照。9．UNDESA 2013a.　10．Morrone and others 2011.
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汚職の削減、法の支配の強化などである。こ
れらは重要な点だが、本報告書では個々に取
上げていくことはせず、そのすべてが人間開
発の成果にきわめて重要な意味をもつという
ことを論証する。

＊　　＊　　＊

　過去数十年間にわたり、大半の国が人間開
発を大きく向上させている。しかし、脆弱性
の増大、あるいは高水準の脆弱性が人間開発
の成果を危うくしている。したがって、これま
での成果の安定性と持続可能性を確かめ、脆
弱性の削減と強靱性の構築を達成する政策を
見極める必要がある。次の第2章では、特に過
去10年間において、いかに多くの人々の生活
が向上したか、一連の側面について確認する。
その上で、不確実性とリスクが増す状況のな
かで、進歩のペースが鈍っていることを示す
データをまとめる。進歩に関しては、データが
示しているのはどのような人々の福祉なのか
という点を重視し、人々を第1に置く政策立案
に焦点を合わせる。人々の選択肢を広げ、そ
れを将来の人々にも確保するためには、人々
が直面している脅威について理解し、脆弱性
を生み出している根本的要因を見極める必要
がある。

要もある。今日の脆弱性は構造的な脆弱性で
あり、深く根を下ろしている。数々の側面にわ
たってグローバルなつながりが深まったことに
より、これまで各国の政策の下にあった領域
の大部分がグローバルな公共領域に融合し、
さらに拡大を続けている。しかし、そのグロー
バルな公共領域は依然として、自由市場の価
値と機能を過度に信じる通念に支配されたま
まである。カール・ポランニーが1944年に著
書『大転換』59　において発した「市場メカニズ
ムにすべてを委ねれば社会は倒壊する」とい
う警告は、現在もそのままにあてはまる。ポラ
ンニーが見通していたように、現在も必要とさ
れているのは、市場の自己規制機能に委ねる
ことによる危険から人々と社会を守るための国
家介入である。
　個人は1人で能力を伸ばすことはできない。
単独では機能を果たすことすらできない。生
まれた時には、家族に生きていくことを助けら
れる。その家族も社会を離れては機能を果た
せない。政府と社会制度の働きを脆弱性の削
減に沿わせるようにするうえで、社会規範、
社会的一体性、社会的能力を高める政策が重
要となる。市場システムそのものが脆弱性を
生み出している場合には、政府と社会制度が
市場における脆弱性を減らすように導き、市
場が機能していない場では人々を助けなけれ
ばならない。
　政策の成否は成果によってのみ決まる。紙
の上でどれほど素晴らしい政策に見えようと
も、その効果は現実の結果にかかっている。
経済政策には数々の要因が影響を及ぼす。本
報告書では、社会的一体性や市民の政府に対
する信頼など、その一部について触れる。し
かしながら、政策の効果には、このような個
別的問題を超えて、ガバナンスの質が重要と
なる。どの国の人々も政府の働きの向上を望
んでいる。たとえば、良質なサービスの提供、
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世界中の人々は、自分たちの可能性を完全に
発揮できる自由と安全を必要としている。
アウン・サン・スー・チー

どんな愚か者でも、物事を大きく、複雑に、
暴力的にすることはできる。
逆の方向へ動くには、
天才の片鱗と多大な勇気が必要だ。
アルベルト・アインシュタイン

2.
人間開発の現況

　しかし、このような進歩の継続を当然視す
ることはできない。現に懸念材料として、全
体的な進歩の減速を示すデータが出ている。
また、根本的な問い直しも必要である。それは、
「誰の繁栄を捉えているのか」という問題であ
る。個人、コミュニティ、国の平均値や所得
水準よりもさらに踏み込み、人々の福祉向上
がどのように分布しているのかを、これまでよ
りも総合的に捉える必要がある。そしてさらに、
人間開発の成果は揺るぎないものであるのか、
進歩は持続可能なのかという点も見極める必
要がある。端的に言えば、脆弱性と不平等の
力学を深く理解する必要がある。
　近年の成果も決して平坦な道のりではなか
った。金融の不安定化から商品価格の高騰と
不安定化に至るまで、また自然災害の多発か
ら社会的・政治的不満の広がりに至るまで、
世界の不確実性は高まる一方である。その一
方で、国々の相互依存関係が広がり、かつ深
まっている。また、世界の市場の一体化が進み、
人々のコミュニケーションもリアルタイムにな
るなかで、世界のある場所で行われた決定、
あるいは発生した事象が世界中にショックを
引き起こすようになっている。食料価格の急
騰、金融危機、自然災害、武力紛争など、国
境を越えて伝播するショックが世界の人々に
危機感、さらには無力感を引き起こしている。
国々も人々も、国外の決定や事象に対して被

害を受けやすくなり、自らの運命をコントロー
ルしきれなくなっている。このような構造的な
脅威は現在と将来の人間開発を危うくするも
のであり、したがって、その脅威に対する脆
弱性を削減することが決定的に重要である。
人間開発を持続させ、そして加速させるため
には、国内レベルでも国際レベルでも積極的
な政策が求められる。

人々の進歩

　人間開発とは、すべての人が平等に生活機
会を手にできるようにすることである。人々が
健康で安全で、そして生産的な生活を送れる
ようにするために、人間開発は人々の選択肢
の拡大につながる能力強化を目指すが、同時
に次世代に対しても、そのような選択肢を確
保しなければならない。人々に焦点を合わせ
ることには進歩の測定と政策の立案も関係し
てくるので、より広範な分析の枠組みと政策
手段の再検証が必要となる。政策と測定は不
可分の関係にある。なぜなら、「何を測るかに
よって行動が左右される。測定に欠陥があれ
ば決定に歪みが生じることになる」2　からであ
る。

　過去数十年間にわたり、ほぼすべての国が人間開発を向上させ、何十億もの人々の生活が大幅に改善した。
人間開発報告書（HDR）2013で指摘したとおり、人口で世界の過半を占める40か国以上の開発途上国にお
いて、1990年時点の状況から予測されていた水準を超える人間開発が達成されている。1　乳幼児死亡率の低
下、HIV/エイズによる死亡の減少、栄養状態の向上によって、出生時平均余命が延びた。教育水準は投資
の拡大と政策努力によって向上した。国および地域による大きな格差はなおも残されているとはいえ、多次
元貧困も大幅に削減された。
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　すべての地域でHDIは上昇しているが、
HDIの平均年間上昇率が低下している（図2.1
参照）。4　1990年代と2000-2008年を比較する
と、6地域のうち4地域でHDI平均年間上昇率
が高まったが、2008-2013年には全地域でHDI
平均年間上昇率が下がっている。減速が特に
顕著なのはアラブ諸国とラテンアメリカ・カリ
ブ海諸国で、HDI平均年間上昇率がほぼ半減
している。また、アジアもHDI上昇率がかなり
下がっている。世界金融・経済危機の影響の
強さが読み取れる。
　上昇の減速はHDIの3つの側面のすべてに表
れている。1人当たり国民総所得（GNI）の減
少は特にアラブ諸国と欧州・中央アジアで著
しい。出生時平均余命の伸び率は、サハラ以
南アフリカでは上昇したものの、大半の地域
で低下している。予測就学年数も2008年以降、
伸び率が低下に転じている。
　HDI水準別の4グループのすべてにおいて、

人間開発の進歩は不均等で、減速している

　1990年以来、平均余命、平均就学年数、所
得水準を総合する人間開発指数（HDI）は進
歩を測る重要な指標となっている。本報告書
では、187の国と地域のHDIを算出した。HDI
の世界平均は0.702で、大半の開発途上国で人
間開発の前進が続いているが、各国のHDI上
昇率は依然として大きくばらついている（表
2.1参照）。
　地域別でHDIが最も低いのはサハラ以南ア
フリカ（0.502）、南アジア（0.588）である。最
も高いのはラテンアメリカ・カリブ海諸国
（0.740）で、僅差で欧州・中央アジア（0.738）
が続いている。HDI最高位グループの平均値
は0.890で、HDI中位グループと低位グループ
を大きく上回っている。ただしHDI中位・低位
グループではHDIの全体的上昇が続いてい
る。3

表 2.1

2010年と2013年の人間開発指数（HDI）と構成要素

注：PPPは購買力平価。
出典：人間開発報告書室（HDRO）が算出。

人間開発（HD）
グループと地域

人間開発
指数（HDI）

値

出生時
平均余命

（歳）

平均就学
年数

（年）

予測就学
年数

（年）

1人当たり
国民総所得

（2011年ドル
建てPPP）

2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013

人間開発最高位グループ 0.885 0.890 79.7 80.2 11.7 11.7 16.2 16.3 38,548 40,046

人間開発高位グループ 0.723 0.735 73.9 74.5 8.1 8.1 13.1 13.4 11,584 13,231

人間開発中位グループ 0.601 0.614 67.1 67.9 5.5 5.5 11.3 11.7 5,368 5,960

人間開発低位グループ 0.479 0.493 58.2 59.4 4.1 4.2 8.7 9.0 2,631 2,904

アラブ諸国 0.675 0.682 69.7 70.2 6.2 6.3 11.7 11.8 15,281 15,817

東アジア・太平洋諸国 0.688 0.703 73.5 74.0 7.4 7.4 12.3 12.5 8,628 10,499

欧州・中央アジア 0.726 0.738 70.7 71.3 9.6 9.7 13.3 13.6 11,280 12,415

ラテンアメリカ・カリブ海諸国 0.734 0.740 74.2 74.9 7.9 7.9 13.8 13.7 12,926 13,767

南アジア 0.573 0.588 66.4 67.2 4.7 4.7 10.6 11.2 4,732 5,195

サハラ以南アフリカ 0.468 0.502 55.2 56.8 4.8 4.8 9.4 9.7 2,935 3,152

世界 0.693 0.702 70.3 70.8 7.7 7.7 11.9 12.2 12,808 13,723
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1990年時点で、HDI低位グループの国数は47
か国だったが、現在までに16か国がHDI中位
グループへ、1か国（中国）がHDI高位グルー
プへ移っている。1990年にHDI中位グループ
に属していた45か国については、現在までに
29か国がHDI高位グループへ、3か国（アルゼ
ンチン、クロアチア、サウジアラビア）がHDI
最高位グループへ移っている。特に注目され
るのは、1990年のHDI高位グループのうち32
か国（全体のほぼ90％）がHDI最高位グルー
プへ移っていることである。
　一部の国は、所得水準だけでなく人間開発
においても他の国々を大きく上回る成果を上
げている。この点は、1人当たり国民総所得
（GNI）のランキングとHDIランキングとの大
きな差に表れている（表2.2参照）。HDIランキ
ングが1人当たりGNIランキングを大きく上回

HDIの上昇率が下がっている（図2.2参照）。
HDI最高位グループでは、世界金融危機の発
生以前からHDIの上昇が減速している。これ
に対し、HDI低位グループでは2000-2008年に
HDIの上昇が加速していたが、予測就学年数
の伸びが鈍ったことにより、2009年以降はHDI
の上昇が減速している。初等教育における総
就学率が100％に達するという成果は上がった
ものの、中等教育への進学率拡大は難航しそ
うな見通しにある。このHDI低位グループでは、
初等教育に就学した子どもの43％が中途退学
しており、中等教育への進学率はわずか39％
にとどまっている。この低水準の中等教育進
学率は許容できないものであり、将来の脆弱
性を防ぐための投資拡大が必要とされている。
　人間開発の水準別4グループ間の移動につい
ては141か国が対象となっている（図2.3参照）。5　

図 2.1

すべての地域で人間開発指数（HDI）が上昇している一方、減速の兆しが現われている

人間開発
指数の
平均年間
上昇率（％）

アラブ
諸国

東アジア
太平洋諸国

欧州
中央アジア

ラテン
アメリカ
カリブ海諸国

南アジア サハラ以南
アフリカ

注：開発途上国99か国の人口加重パネル。
出典：人間開発報告書室（HDRO）が算出。
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機会と生産性の向上につながっている。また、
現金給付プログラムなどの所得扶助をはじめ
とする社会的保護によって、最も脆弱な人々
がショックから守られている。人間開発の促
進には、これらすべての側面が基盤となる。6

人間開発の不平等が続いている

　開発に対する大きな障害の1つとして、長く
続く不平等がある。不平等は人々の選択肢を
狭め、社会構造を弱めてしまう。所得、資産、
教育、保健など、人間開発の諸側面における
大きな格差がなおも世界的に残り、社会的に
排除されている集団の脆弱性を悪化させ、シ
ョックから立ち直る能力を阻害している。社会

っている国々は東アジア・太平洋諸国と欧州・
中央アジアが中心で、その逆になっている国
はアラブ諸国とサハラ以南アフリカに多い。前
者の国々はHDI水準そのものが高い傾向にあ
り、大部分の国が上位のHDIグループへ移っ
ている。また、不平等の格差が小さいことと、
貧困・準貧困人口が少ないことも特徴である。
これらの国々は一般的に、もともと小さかった
不平等の格差をさらに削減している。それを
支えたのは、人々の保健と教育への投資拡大
と社会的保護への支出拡大である。
　医療サービスへのアクセス拡大によって妊
産婦死亡率と乳幼児死亡率が下がり、さらに
一般的に生活の質も向上した。識字率の引き
上げと技能開発の強化が、人々の能力と雇用

図 2.2

4つすべての人間開発グループで人間開発指数（HDI）の伸びが減速している

注：先進国と開発途上国合計141か国の人口加重パネル。
出典：人間開発報告書室（HDRO）が算出。

人間開発
指数（HDI）
の平均年間
上昇率（％）

人間開発
最高位グループ

人間開発
高位グループ

人間開発
中位グループ

人間開発
低位グループ
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に起因する人間開発の損失は東アジア・太平
洋諸国を除く5地域で縮小している（図2.4参
照）。損失が最も大きいのはサハラ以南アフリ
カ（34％）で、次いで南アジア（29％）、アラ
ブ諸国（26％）、ラテンアメリカ・カリブ海諸
国（25％）と続いている。損失が最も小さい
のは欧州・中央アジア（13％）である。
　HDIの構成要素別に不平等の内訳を見ると、
全体の平均値で保健は19％（2010年の23％か
ら縮小）、教育は27％（2010年と同水準）、所
得は23％（2010年の21％から拡大）となって
いる。保健の不平等が最も大きいのはサハラ
以南アフリカ（37％）で、次が南アジア（25％）
である。ただし、両地域とも不平等の削減に
かなりの成果を上げている。その大きな要因
として、予防接種の普及促進と栄養の向上に
より5歳未満児死亡率が大きく下がったことが

経済的分布で底辺に位置する集団は、偶発的
にそうなっているのではない。そのような集団
は、充実した生活をおくるために必要な一連
の能力に不足を抱えた人々であり、健康に関
わるリスク、自然災害、経済的ショックに対し
て最も脆弱な人々である。
　人間開発報告書2010から導入した不平等調
整済み人間開発指数（IHDI）は、HDIの3つの
側面（平均余命、就学年数、所得）における
向上の分布状況から各国の不平等度を捉え
る。7　つまり、所得だけを基準とする従来の不
平等指標からさらに踏み込み、保健と教育に
おける格差も考慮に入れる指標である。
　ここで捉えられるのは、不平等に起因する
人間開発の損失であり、この損失はHDIと
IHDIの差分のパーセンテージで示される。開
発途上国94か国のデータに基づくと、不平等

図 2.3

1990年以降の水準別グループの昇格状況

注：人間開発グループは、2013年の分類基準値による。データは先進国と開発途上国合計141か国による。
出典：人間開発報告書室（HDRO）が算出。
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では所得の不平等が拡大している。全体とし
て、HDIの格差縮小は保健が原動力となって
いる。所得の不平等は数地域で拡大し、教育
の不平等は広い範囲で横ばい状態にある。
　人間開発報告書2013において、不平等と人
間開発は逆相関関係にあることを確認した。9　
不平等は人間開発のペースを鈍らせ、さらに
は止めてしまう場合もある。HDIにおける不平
等は縮小しているが、所得格差の拡大を保健
と教育の向上で補える域には達していない。

脆弱性の問題に取り組み、これまでの
成果を持続させるためには、人間開発
のすべての側面における不平等を削減
することが必須となる。
　国々の間の所得格差は過去20年間に
わたって縮小している。これは新興諸
国が先進国との格差を縮めたことによ
るが、その一方で、国内の所得格差が
拡大している国も多数に及んでいる（表
2.3参照）。10　この点は、東欧やアジアな
どの先進国において特に著しい。これ
に対し、ラテンアメリカ・カリブ海諸国
などでは、教育の拡充と貧困層への現
金給付プログラムが原動力となって不
平等が縮小している。11

　国際レベルでは所得格差が縮小して
いるが、国内レベルでは所得格差が拡
大している。この2つの動向が互いに打
ち消し合う形となり、世界の市民の所
得不平等が大きいままになっている。12　
所得水準で世界人口の下位3分の2に属
する人々は、その集団全体で世界の総
所得の13％弱しか得ていないのに対し、
上位1％の人々は世界の総所得のほぼ15
％を得ていると推定される。13

　所得のみならず、世界の富の約半分
が上位1％の最富裕層に握られ、世界で
最も裕福な85人の資産総額は、所得水

ある。教育の不平等が最も大きかったのは南
アジア（42％）で、次いでアラブ諸国（41％）、
サハラ以南アフリカ（37％）となっている。欧
州・中央アジアを除いて、教育における格差
縮小はわずかしか進んでいない。8

　所得の不平等が最も大きいのはラテンアメ
リカ・カリブ海諸国（36％）で、次いでサハラ
以南アフリカ（28％）となっている。ラテンア
メリカ・カリブ海諸国では所得の不平等が縮
小しているが、南アジアとサハラ以南アフリカ

表 2.2

2013年のHDIランキングが1人当たり国民総所得ランキングを最も大きく上回った国々

a：キルギスも人間開発中位グループで1人当り国民総所得（GNI）と人間開発指数（HDI）とのランクの差は21。
b：ケニヤとトーゴもランキング格差が13の人間開発低位グループ。
出典：巻末の「統計別表1」のデータを基に、人間開発報告書室（HDRO）が算出。

1人当たり
国民総所得

（GNI）ランク
人間開発指数

（HDI）ランク ランクの差異

人間開発最高位グループ

ニュージーランド 30 7 23

オーストラリア 20 2 18

韓国 33 15 18

アイルランド 28 11 17

ポーランド 51 35 16

人間開発高位グループ

グルジア 116 79 37

スリランカ 103 73 30

トンガ 127 100 27

フィジー 114 88 26

ウクライナ 109 83 26

人間開発中位グループ

サモア 134 106 28

タジキスタン 157 133 24

パレスチナ 129 107 22

バヌアツ 153 131 22

キリバスa 154 133 21

人間開発低位グループ

ルワンダ 171 151 20

マダガスカル 174 155 19

ジンバブエ 175 156 19

ソロモン諸島 172 157 15

ネパールb 158 145 13
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す効果に関するデータ分析では、最も平等度
の高い社会では国民所得の1％増加が4.3％の

準で世界人口の下位50％にある人々の資産合
計に匹敵する。14　これほど大きな格差の背景に
は、グローバル化、技術の進歩、労働
市場の自由化、不適切なマクロ経済政
策があり、このような格差は今後も続
く可能性が高い。
　脆弱性を削減して人間開発の進歩を
維持するには、不平等の是正に取り組
むことが重要となる。先進国と開発途
上国の両方における所得格差の拡大に
は、経済の不安定化と人間開発の減速
が関係している。15　また、長く続く大き
な不平等によって貧困削減も困難にな
る。国民所得の増加が貧困削減に及ぼ

図 2.4

不平等による人間開発指数（HDI）の損失は大半の地域で縮小している

注：「人間開発報告書（HDR）2010」は2000-2010年における不平等を、2014年のHDRは2003-2013年の不平等を反映している。開発途上国94か国の人口加重パネル。
出典：人間開発報告書室（HDRO）が算出。
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不平等による損出（％）

保健における不平等（％）

教育における不平等（％）

所得における不平等（％）

表 2.3

1990-2012年の間に所得不平等が拡大、または縮小した国々の地域別内訳

a：その期間中には、明確な拡大・縮小傾向が表れず、不平等が相対的に一定のままで推移したもの。
出典：UNDESA 2013b.

地域
不平等

拡大
不平等

縮小 動きなしa 合計

アメリカ 13 19 3 35

アジア 18 10 3 31

ラテンアメリカ・カリブ海諸国 4 14 2 20

欧州、北米、オセアニア、日本 30 8 6 44

計 65 51 14 130

国々の割合（％） 50.0 39.2 10.8 100.0

総人口における割合（％） 70.6 25.3 4.1 100.0
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経済的進歩の見直し

　所得分布の偏りを考慮に入れて各国の経済
状態を捉えると、見かけの印象が大きく後退
することになる。たとえば、1人当たり国民総
所得（GNI）で米国はカナダを上回っているが、
不平等調整後の1人当たりGNIでは逆にカナダ
が米国を上回る。ボツワナ、ブラジル、チリも
不平等が大きいため、不平等調整後の1人当た
りGNIは大きく減る（図2.5参照）。
　英国もまた、不平等による調整を加えると
かなり姿が変わる。英国では1980年代に平均
世帯所得が年率3.2％のペースで上昇したが、
ジニ係数による調整を加えると上昇率は2.1％
まで下がる。17　その後の1990年代に英国経済は
伸び悩んだが、平均世帯所得の上昇は調整後
の数値で年率2％であり、ほとんど1980年代と

貧困削減につながるのに対し、最も平等度の
低い社会では0.6％の貧困削減にしかつながら
ない。16　不平等は、最も貧しい人々だけでなく
社会全体に関わる問題である。なぜなら、不
平等は社会の一体性を脅かし、社会の流動性
を阻害し、社会騒乱や政情不安に発展するお
それのある社会的緊張を引き起こすからであ

る。裕福な人々が政策課
題に影響力を振るったり
（たとえば、最富裕層に対
する課税軽減や社会サー
ビスの削減など）、一定の
社会観を広めようとした
りすれば（メディアを通
じて）、大きな所得格差
が民主主義の価値を傷つ
ける結果にもなる。

図 2.5

所得分配による調整を加えると、各国の経済状態と動向は大きく下振れする場合がある

注：不平等調整済み1人当り国民総所得（GNI）はアトキンソン係数を用いて算出。データは2013年のもの。
出典：人間開発報告書室（HDRO）算出。
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ジェンダー不平等

　女性は保健と教育と雇用において、さまざ
まな不利や差別に直面している。この種の格
差を捉えるために、本報告書では148か国を対
象に男女別の人間開発指数（HDI）を算出した。
世界全体の平均値で、女性のHDIは男性の
HDIを約8％下回っている。地域別に見ると、
男女格差が最も大きいのは南アジア（17％）
である。HDI最高位グループでは男女格差は3
％と小さいが、HDI低位グループでは約17％
に達している。また、スロバキアでジェンダー
平等が達成されているほか、女性のHDIが男
性のHDIをわずかながら上回っている国が15
か国ある（巻末「統計表3」参照）。

同水準である。1961-2010年の期間で見ると、
平均世帯所得は年率1.9％のペースで上昇した
が、調整を加えると約1.5％に下がる。
　進歩を評価するもう1つの方法は、所得水準
で総人口の下位40％にある人々の消費の伸び
をたどることである。この評価方法では一部
の国が突出する。ボリビア、ブラジルとカンボ
ジアでは、所得下位40％の人々の消費伸び率
が国民全体のそれを上回っている（図2.6参照）。
これに対し、中国、マレーシア、ウガンダなど、
不平等が大きい国や不平等が拡大している国
では、所得下位40％の人々の消費伸び率が国
民全体のそれを下回っている。

図 2.6

不平等が大きいか拡大している国では、所得水準下位40％の人々の消費伸び率が国民全体の消費伸び率を下回っている

出典：Narayan, Saavedra, Chanduri and Tiwari 2013.
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HDI最高位グループの平均値は0.197、HDI低
位グループの平均値は0.586である。国別では
スロベニアが0.021でトップ、イエメンが0.733
で最下位となっている。
　世界的に、女性は政治参画の点で不利な状
況に置かれている。国会における女性議員の
割合は世界平均で21％に過ぎない。女性国会
議員の割合が最も大きい地域はラテンアメリ
カ・カリブ海諸国で25％前後、最も小さいの

　ジェンダー不平等指数（GII）は、リプロダ
クティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）、
エンパワーメント、労働市場参加率における
達成がジェンダー不平等によって阻害されて
いる度合いを捉える。つまりHDIとは逆に、
GIIは数値の高さが達成度の低さを表す。149
か国のGIIから算出した地域別平均値は、最も
低いのが欧州・中央アジア（0.317）、最も高い
のはサハラ以南アフリカ（0.575）となっている。

　物質的な生活水準は、国内総生産（GDP）よりも世帯当たりの

所得・消費を指標にしたほうが捉えやすい（下図参照）。この傾

向は特に経済の下降期に著しくなる。たとえば欧州のユーロ圏で

は、金融危機に見舞われた2008-2009年にGDPが5.7％の大幅減と

なる一方で、世帯当たり可処分所得は危機前の水準を保った。そ

の背景には、少なくとも部分的な原因として、社会的保護による

自動的な安定化作用と、危機発生後に世帯所得の維持を図った政

策対応がある。また、危機発生前の2007年まで、世帯当たり可処

分所得がGDP成長率を上回るペースで増加していた。したがって、

所得を基準とする従来の測定方法から離れることで、経済と社会

の進歩を新たな視座から捉えることができる。しかし同時に、可

処分所得を基準とすることには欠点もある。この方法は、各国の

税制と社会給付が同等であることを前提とするからである。

BOX 2.1

可処分所得に着目する

注：世帯当り可処分所得は、季節要因調整後の実質家計最終消費支出。GDPはGDPデフレータを用いた実質値。
出典：Atkinson 2013.

2008-2009年にユーロ圏では国内総生産（GDP）が急減したが、世帯当り可処分所得は危機前の水準を保った

指標：
1999年の

第1四半期を
100とする

GDP
世帯当たり可処分所得

46 人間開発報告書 2014

では部分的な構図しか捉えられない。人々は
所得以外の面でも数々の欠乏を抱えうる。た
とえば健康や栄養、教育や技能、生計、世帯
環境にも欠乏は生じ、そのせいで社会的排除
を受けてしまうことにもなる。
　このような貧困の諸側面を捉えるのが多次
元貧困の概念である。開発途上国104か国にお
いて、所得が1日1.25ドル以下の人々は合計12
億人に及ぶ。18　しかし、多次元貧困指数（MPI）
によって捉えられる多次元貧困人口は、開発
途上国91か国で合計15億人と推計される。19　人
間開発報告書2010から導入されたMPIは、保
健、教育、生活水準という3つの側面における
欠乏を捉える。このMPIに基づくと、多次元
貧困および準貧困状態にある人々の数は22億
人に達する。MPIは、欠乏を抱える人口の割
合だけでなく、個々の貧困世帯の欠乏の強度
も捉えるので、貧困の実態がより総合的に浮
かび上がる（第3章参照）。
　多次元貧困人口の割合は通常、1日1.25ドル
未満で生活する人々の割合よりも大きくなる。
たとえばカンボジアでは、2010年のデータで
多次元貧困人口の割合は47％だが、1日1.25ド
ル未満で生活する人々の割合は19％に過ぎな
い。これに対し、ブラジルとインドネシアでは
所得貧困人口の割合が多次元貧困人口の割合
を上回っている。また、多くの国で多次元貧
困も所得貧困も減少しているが、そのペース
は大きくばらついている（図2.7参照）。インド
ネシアでは多次元貧困人口が所得貧困人口よ
りも速いペースで減少しているが、ペルーで
はその逆になっている。

脆弱な雇用と賃金の停滞

　妥当な質の雇用を十分に生み出さない経済
成長は、人間開発の促進につながらない。人
間開発報告書1993は、生産が増加しても雇用

はアラブ諸国で14％弱となっている。
　ジェンダー不平等の大きな要因の1つが、リ
プロダクティブ・ヘルスにおける保健医療サ
ービスの不足で、特に開発途上国において不
足が大きい。たとえばサハラ以南アフリカでは、
妊産婦死亡率が出生10万件当たり474人となっ
ている。子育てをする母親の死が新生児やそ
の兄姉に及ぼす影響は当然のことながら重大
であり、その後の生涯にわたって低水準の人
間開発に封じ込められる結果にもなりかねな
い。10代の出産も、母子双方の人間開発が阻
害される結果につながるおそれがある。サハ
ラ以南アフリカでは、15-19歳の女性1000人当
たりの出生数が110人に及んでいる。
　教育の不足も同様に広がっている。世界の
25歳以上人口のうち、少なくとも何らかの中等
教育を受けた人の割合は、男性が67％である
のに対し女性は60％にとどまっている。この男
女格差は特にHDI低位グループで著しい（男
性29％に対し女性15％）。地域別では南アジア
の男女格差が最も大きく、女性が男性を15％
下回っている。これに対し、HDI最高位グル
ープでは、ほぼジェンダー平等に近くなってい
る（男性が88％、女性が86％）。
　また、女性は労働市場への参加でも後れを
取っている（男性の労働市場参加率が77％で
あるのに対し、女性は51％）。この格差が最も
大きい地域はアラブ諸国で、生産年齢人口の
労働市場参加率は男性が73％、女性は25％と
なっている。サハラ以南アフリカは女性の労
働市場参加率が比較的高いが、その理由は、
生計確保のために女性がインフォーマルな経
済部門で働くことを強いられがちなことにある。

貧困

　貧困の測定は通常、欠乏の重要な側面であ
る所得または消費を基準とするが、この方法
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臨時雇用やパートタイムで働く労働者が増え
ている。そして、実質賃金の停滞が生活水準
の向上を妨げている。大半の開発途上国で脆
弱な雇用が標準的な状態となっている。公式
経済部門における雇用が得られる人々はごく
一部で、大多数の人々が自給農業や露天商な
どの無償労働や自営業に従事し、この状況が
往々にしてショックに対する脆弱性の悪化に
結びついている（第3章と第4章参照）。劣悪な
雇用状況は経済的な悪影響をもたらすだけで
なく、人々が獲得した能力（技能や健康状態
など）を失うことにもつながるおそれがある。
そうなると人々は選択肢と自由が狭まって不
安を抱え、ひいては社会全体に不満が広がる
ことにもなりかねない。
　人々を中心に置く政策の枠組みは、マクロ
経済・構造政策、労働市場への介入、社会的
保護と一体化する必要がある。これらの政策
はすべて、包摂的な経済成長の促進、妥当な
質の生産的な雇用の創出、基本的な社会サー
ビスと社会保障の提供を目標にしなければな
らない──特に平等性と持続可能性に留意し
ながら。現代の社会を取り巻く複雑な諸問題
を解決するためには、人間開発の促進と維持
に相乗効果を生み出す政策について、新鮮な
角度から考える必要がある（BOX2.2参照）。

人間開発の確保と持続化

　持続可能性とは何を意味するのか。持続可
能な進歩であるのかどうかは、どのようにして
見極められるのか。この2点については、かな
りの論争が重ねられてきた。2012年にブラジル・
リオデジャネイロで開催された国連持続可能
な開発会議では、人々の生活機会に影響を及
ぼす3つの主要な側面、すなわち社会、経済、
環境にまたがる持続的な進歩という広い捉え
方がなされた。

の拡大が大きく遅れる「雇用なき成長」に警
鐘を鳴らした。20　この問題が再び顕在化してい
る。2008年の世界金融危機後、失業が大幅に
増加した。65か国を対象とした分析では、失
業率が2012年末時点で危機前の水準に戻って
いない国が全体の3分の2を超えている。アイ
ルランドやスペインなど一部の国では、2007-
2012年の間に長期失業率が20ポイント以上も
上昇した。21　世界の失業者数は現在、約2億人
に達している。
　生産性の大きな上昇にもかかわらず、実質
賃金はほとんど横ばい状態にある。2000-2011
年の間に実質賃金は先進国で5％の上昇、ラテ
ンアメリカ・カリブ海諸国でも15％の上昇にと
どまり、中東諸国では低下した。一方、アジ
アでは94％も上昇した。このような状況の結
果として、世界の多くの国で国民総所得（GNI）
に占める労働者報酬の割合が低下している。
データが揃っている先進16か国において、GNI
に占める労働者報酬の割合は、1970年代半ば
の約75％から、世界金融危機発生前の時点で
約65％にまで低下していた。22

　生活水準の向上には、適切な質と十分な賃
金を伴った雇用が不可欠である。近年の状況
改善にもかかわらず、サハラ以南アフリカと南
アジアでは、脆弱な雇用の下にある労働者の
割合が総雇用の約77％に及んでいる（表2.4参
照）。世界の労働人口のほぼ半数が脆弱な雇用
下に残り続け、不安定で賃金の低い仕事から
抜け出せずにいる。働く貧困者の割合の高さ
は、労働による所得が十分な生活水準を確保
できる域に達しない状態が続いていることを
示している。大きな進歩を遂げている地域も
あるが、サハラ以南アフリカでは労働者の40
％、南アジアでは労働者の24％が依然として、
1人当たり所得が1日1.25ドル未満の世帯で生活
している。
　雇用は先進国の一部でも不安定化しており、
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を重視すると同時に、人間開発の成果をショ
ックや災難から守ることの必要性も浮かび上
がらせる点にある。

　環境の保全は、それ自体に意味があ
るが、アマルティア・センをはじめとす
る識者たちは、それよりも成果が大き
くなるアプローチとして、人々とその選
択肢の持続可能性に焦点を合わせるべ
きだとしている。23　人間は常に自然の恵
みと回復力に依存してきた。しかし、
今後はそれが危うくなっていること、
したがって人々の脆弱性が高まってい
ることは明白である。環境の劣化と気
候変動が人類の長期的生存を脅かして
いる。つまり、進歩を持続させるとい
う課題は、現在世代の選択肢と能力が
将来世代の選択肢と自由の阻害につな
がらないようにするということなのであ
る。24　持続可能性は、調整純貯蓄やエ
コロジカル・フットプリントという指標
でも捉えられるが、どちらの指標も人々
に与えられる選択肢の動態的性質を十分には
反映していない。新しい枠組みの重要な側面
は、現在と将来の選択肢の間にある緊張関係

図 2.7

2005-2012年の間に多くの国で多次元貧困も所得貧困も減少したが、進歩のペースに大
きなばらつきがある

出典：人間開発報告書室（HDRO）が算出。

多次元貧困人口（MPI）

所得貧困人口（1日1. 25ドル）

貧困削減率（％）

ブラジル

カンボジア

インドネシア

メキシコ

ニジェール

ペルー

表 2.4

2010年と2012年の脆弱な雇用と働く貧困層

a：自営業者と無償家族労働者の合計。
b：1人当たり所得が1日1.25ドル未満の世帯で生活している被雇用者。
c：欧州中部・東南部のEU非加盟国。
出典：ILO 2013d.

脆弱な雇用a

（総雇用に占める割合）
働く貧困層b

（総雇用に占める割合）

2010 2012 2010 2012

世界 53.1 49.2 26.6 12.3

先進国および欧州連合（EU） 11.2 10.1 .. ..

その他の欧州cおよび独立国家共同体（CIS） 23.8 19.7 5.0 1.7

東アジア 58.4 48.9 31.2 5.6

東南アジアおよび太平洋諸国 65.2 61.1 33.7 11.7

南アジア 81.3 76.9 43.9 24.4

ラテンアメリカ・カリブ海諸国 35.8 31.5 7.8 3.5

中東諸国 33.5 27.0 1.4 1.8

北アフリカ 42.1 41.4 9.5 6.4

サハラ以南アフリカ 81.8 77.2 56.7 40.1
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限界線との位置関係で決まる。地域レベルの
限界線は国内にある利用可能な資源で決まる
のに対し、世界レベルの限界線は世界全体の
観点から決まる。たとえば天然資源に恵まれ
た国の場合、国内消費量が地域レベルの限界
線以下に収まっていたとしても、1人当たり消
費量は世界レベルの限界線を超えうる。限界
線を超えることは国内外に悪影響を引き起こ
すため、地域レベルと世界レベルの両方にお
いて、どのようにしてバランスを保つかを考え
ることが重要となる。
　天然資源などの資源利用における世代内公

　人間開発報告書2011と同2013において、環
境災害は人間開発を遅滞させるだけでなく、
退行させるおそれもあると指摘した。気候変
動は、持続可能な開発目標とポスト2015年開
発アジェンダの最大の障害になりかねない。25　
環境上の脅威は、現在と将来の世代間に生じ
うるトレードオフを浮き彫りにしている。現在
の世界の消費が地球の限界を超えてしまった
場合、現在世代と将来世代の選択肢が大きく
損なわれることになる。26

　国やコミュニティが持続可能な道筋にある
か否かは、地域レベルと世界レベルの両方の

　2008年に世界金融危機が発生するまで、大半の先進国の財政は

良好な状態にあった。財政赤字は縮小し、債務も安定または縮小

していた。しかし、景気後退が起こったため、失業給付などのビ

ルトイン・スタビライザー（景気の自動安定化装置）が作動する

とともに、財政出動による景気刺激が必要となり、公的支出が増

加した。一部の国の政府は、経営危機に陥った金融機関など民間

部門の莫大な債務を肩代わりした。その一方で、景気後退ととも

に税収がしぼんでいった。財政赤字の拡大と国内総生産（GDP）

の減少が相まって、政府債務が急増し、政府債務の対GDP比率も

急上昇した。

　景気刺激策の効果もあって景気回復の兆しが見え始めていたに

もかかわらず、欧州諸国をはじめとする多くの国で政府が政策の

焦点を緊縮財政に移した。その結果、欧州では公的投資が一気に

しぼんだ。2008-2012年の間に、アイルランドで公的総固定資本

形成が65％縮小したのを筆頭に、ギリシャとスペインで60％、ポ

ルトガルで40％、イタリアで24％、それぞれ縮小した。ユーロ圏

全体（17か国）の公的投資は、2009年に2510億ユーロだったのが

2012年は2010億ユーロと、名目ベースで20％減少した。しかも

1970年代以降、各国の公的投資は対GDP比ベースで確実な減少傾

向にあった。予算削減は公共サービスの提供にも悪影響を及ぼし

ている。経済協力開発機構（OECD）加盟国のうち、3分の1の国々

（ギリシャ、アイルランド、ポルトガル、英国を含む）で2009-

2011年の間に保健支出が縮小した。その結果、疾病予防プログラ

ムの出費が減り、保健サービスへの供給が低減し、医療機関の間

に費用の肩代わりと賃金カットが広がった。また、長期的傾向と

して増加し続けていた教育投資も、2011-2012年の間にOECD加盟

国のうち15か国が教育予算を削減した。

　このような形で政策の焦点が公共支出と債務に偏ってしまった

せいで、より深い根本的な問題がないがしろにされている。その

問題とは、いかに包摂的で持続可能な長期的成長を生み出すかと

いうことである。緊縮財政は悪循環を引き起こす。資本投資や社

会支出など、成長の拡大につながる公共支出の削減は、財政基盤

を弱くすると同時に社会扶助の必要性を増大させ、財政赤字と政

府債務の悪化につながる。そして、その状況は将来のさらなる緊

縮政策に行き着く。また、支出削減は将来の人間開発にも悪影響

を及ぼし、これまでの努力の成果が後退する状況にもつながりか

ねない。さらに、支出削減は不平等の拡大にもつながるおそれが

強い。そもそも不平等は持続的成長の阻害要因であり、また経済・

金融危機の発生リスクを高める要因でもある。

　マクロ経済政策は人間開発に影響を及ぼす。マクロ経済政策に

よって雇用の量と質が左右され、社会的保護と公共サービスの水

準も変わってくる。現状のマクロ経済政策、特に先進国のそれは、

生産と為替相場の不安定化と不平等の拡大を助長し、したがって

人間開発を阻害することを示すデータが揃ってきている。このよ

うな現状は、物価の安定を過剰に重視していることと、緊縮政策

のタイミングが悪かったために、公共部門と民間部門の債務問題

を悪化させ、景気回復への地ならしにほとんど寄与していないこ

とに大きな原因がある。緊縮政策の合理性をあらためて見直し、

政策の焦点を持続的な長期成長への投資拡大に移すべき時が来て

いる。

BOX 2.2

マクロ経済と緊縮政策

出典：EC 2013a,b; Berg and Ostry 2011a; Kumhof and Rancière 2010; Karanikolos and others 2013; Nayyar 2012; OECD 2013c,e Välilä and Mehrotra 2005.
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生産力＝人間の物質的消費と廃棄物の需要を
満たす生物圏の能力）を上回っている（図2.8
参照）。なかでもHDI最高位グループに属する
国々は、バイオキャパシティに対するエコロジ
カル・フットプリントの超過が特に大きい。
　人間開発には、現在世代の人々の選択肢を
広げることが求められるが、世代間公平を保
つために、将来世代の選択肢に及ぶ悪影響も
考慮に入れる必要がある。人間開発が将来世
代を犠牲にすることがあってはならない。人
間開発の確保と持続化、そして地域レベルと
世界レベルの両方における悪影響の回避には、
環境の持続可能性を維持するための大胆な緊
急行動が必須となる。

人間開発に対するグローバルな脅威

　経済、社会、環境上のショックは人々の生

平と世代間公平を両立させるには、ま
ず普遍主義の原則に立つことが出発点
となる。個々の資源の世界的な限界線
については、科学的データが集まって
いる。現在世代にとっての資源利用可
能量に関しては、社会的公正の観点か
ら誰もが平等に利用できることが求め
られる。このような観点から、特に環
境に関する指標に基づいて、持続可能
な開発の道筋にある国々を見分けるこ
とが可能になる。
　環境は現在世代と将来世代の選択肢
に影響する重要な側面だが、重要なの
は環境だけでなく、社会的要因と政治
的要因も選択肢の拡大または制限に関
係する。それでも、地球環境の持続可
能性の限界線を定めることによって、
より正式な評価を行いやすくなる。
　HDI最高位グループを筆頭に、多く
の国が持続不可能な開発の道筋をたど
っている。27　データが揃っている140か国のう
ち、82か国が環境収容能力以上のエコロジカル・
フットプリントに達している。その結果、世界
の1人当たりエコロジカル・フットプリントが
地球の持続可能性の限界線を大きく超えてし
まった状態にある。二酸化炭素排出量は185か
国中90か国で地球の限界線を超え、1人当たり
排出量も地球の持続可能性の限界線を突破し
ている。取水量についても、データが揃って
いる172か国のうち49か国で地球の限界線を超
えている。世界全体として、人間開発の水準
の高さと、持続不可能なエコロジカル・フット
プリントおよび二酸化炭素排出量は正の相関
関係にあり、水の消費量については先進国で
も開発途上国でも持続可能な水準を超えてい
る。28

　現時点ですでに、世界の消費のエコロジカル・
フットプリントは、バイオキャパシティ（生物

図 2.8

世界の消費のエコロジカル・フットプリント（自然環境への依存）は
すでにバイオキャパシティ（環境収容力）を超えている

注：データは2010年。
出典：Global Footprint Network 2014を基に人間開発報告書室（HDRO）が算出。
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阻害する4つのグローバルな脅威について、分
析の要点をまとめておく。4つの脅威とは、金
融の不安定化、食料価格の不安定化、自然災害、
武力紛争であり、いずれも相互に関連性がある。

金融の不安定化

　この数十年間に発生した世界的な金融危機
は頻度も影響度も増す一方にあり、他の経済
部門にもたちまち波及して不確実性を生み出
し、人々の生計と社会的一体性に悪影響を及
ぼしている。先の世界金融危機では、2007-
2009年の間に世界全体で失業者がほぼ3000万
人も増加し、現在の推定失業者数も危機以前
の水準を大きく超えている。30　経済的ショック
は、特に人間開発の停滞と紛争の悪循環につ
ながった場合、悪影響が長期化する。31　干ばつ
などの自然災害、クーデターなどの政治的シ
ョックも通常、人間開発に強い悪影響をもたら
す。しかし、人間開発に減速を引き起こすお
それが最も大きいのは、銀行危機など金融上

活に多大な影響を及ぼすので、人間開発の持
続と進歩にとって重大な課題となる。市場の
あり方や環境・社会に対する人々の考え方に
予想外の変化が起こると、きわめて大きな不

安定化作用が生じ、そし
て現在と将来の人々の選
択肢が制限され、社会全
体の進歩が阻害されるこ
とになる。たとえば、
2007-2008年の世界経済・

金融危機と2007年以降の商品価格の不安定化
に見られるような物価と経済活動の急激な変
動は、人々の生計と社会的一体性を脅かすと
ともに、意思決定とリスクテイキング（危険負
担）に響く不透明感をもたらす。
　近年、金融資産価格や商品価格、資本フロ
ーの変動が特に激しくなっている。29　加えて、
北アフリカやラテンアメリカなど、これまで生
活水準が急速に向上していた国にあっても社
会不安や政情不安が噴出している。本章の最
後に、脆弱性を悪化させて人間開発の進歩を

図 2.9

1980年代の国際資本移動自由化と金融市場統合化の後、銀行危機の発生が急増した

出典：Reinhart 2012.
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2.9参照）。33　1990年代前半の北欧の銀行危機、
1997年のアジア金融危機、そして先の世界金
融危機が不安定化の実態を如実に示している。
　最も貧しい国々は、グローバル資本市場と
の一体化が限定的であるために金融ショック
の発生直後に被る影響は弱いものの、輸出品
の需要縮小や外国投資の減少など、2次的ショ
ックに対してきわめて脆弱な状態にある。開

のショックである。32

　銀行危機の影響を被る国の数は、国際資本
移動の拡大とともに増えると考えられる。資本
規制が通例となっていた1950年代から1980年
代までの間、ほぼどの国でも銀行危機が発生
することはなかった。しかし、国際資本移動
が自由化されて金融市場の一体化が進んでか
らは、銀行危機の発生が一気に増加した（図

　ミレニアム開発目標（MDGs）の取り組み期間における成果は、

めざましいものがある。ごく一例をあげれば、子どもの年間死亡

数は1240万人超から660万人へとほぼ半減した。3分の1にまで減

らすとする乳幼児死亡率の削減（MDG4）の目標には届いていな

いものの、これは人類にとって大きなことである。

　2015年末のMDGsの達成期限を前に、開発コミュニティは、こ

れまでの進歩の上に積み重ねる次のグローバル目標の検討に入っ

ている。この課題に関して国連事務総長が招集したハイレベルパ

ネルは、優先課題の1つとして「データ改革」を打ち出した。そ

の提言によると、開発機関と開発途上国の政府は進歩を加速させ

るうえで、量的にも質的にもデータの拡充を必要としている。

　私ほどデータの力を知る者はほとんどいないはずだと自負して

いる。現に私は、測定の重要性をテーマに2012年のビル＆メリン

ダ・ゲイツ財団年次報告書を書いた。私の経験では、「何らかの

方法で成果が測れるものは必ず成し遂げることができる」という

経営のスローガンは正しい。単純に、重要なことを指標化して追

うようにするだけでも、それらの指標に好ましい変化がずっと生

まれやすくなる。そして第2に、開発に関するデータを分析する

ことから、長期的な成果向上につながる教訓が得られる。たとえ

ば、開発途上国で地域住民主体の素晴らしい医療システムが広が

っていることは、現場で取り組む人々こそが成果を上げる主体で

あることを示す明確なデータによるところが大きい。

　データの重要性と「データ革命」の必要性にコンセンサスが得

られたなら、次のステップは、データ革命の具体的内容について

議論を重ねることである。

　第1の重要課題は、現状のデータ収集プロセスの合理化である。

現状ではデータの供給が極度に細分化されているため、別々の活

動主体が同じ事柄について、わずかに異なる形でデータをまとめ

上げるという重複が起こる一方で、それ以外の有用なデータのま

とめ上げが完全に見過ごされることがしばしば起きている。正し

い目標となるのは、経済開発と人間開発に関して、考えうるすべ

てのデータを集めることではない。それでは費用がかさんだ挙げ

句に行き詰まりに至ることにしかならない。必要なのは、丹念に

追う価値のある指標の選定について、開発コミュニティと開発途

上国自身の合意をまとめる調整の仕組みである。

　第2の重要課題は、開発途上国のデータ収集能力を高めるため

の長期的な投資である。つまるところ、開発に関するデータは、

その国の政策立案者に活用されなければ価値がない。データ革命

も、次のグローバル開発目標の取り組みが始まるから大量のデー

タをかき集めるというような、一時的活動に巨額の資金を投じる

ことであってはならない。長期的な真の改革に必要なのは、開発

途上国の専門人材の雇用・育成を支援することと、各国の将来に

重要性をもつデータの収集システムへの投資を支援することであ

る。この支援には、技術水準が10年遅れの状態にある国々におい

て、デジタル技術をいかにデータ収集能力の強化に活用するかの

検討作業も関わってくる。たとえば、農業生産性を算出するため

のデータ収集で、巻き尺と方位磁石に代えて全地球測位システム

（GPS）を活用すれば、作業が10倍以上もスピードアップすること

になる。

　第3の重要課題は、人間開発に関するデータを広く活用できる

ようにして、公共政策の立案や透明性の向上につなげていくこと

である。そのためにはデータの内容を問わず、すべての政府デー

タに市民、市民社会、ドナー国、企業家、国会議員がアクセスで

きるようにしなければならない。また、政策決定のために専門家

がデータを活用できるようにする必要もある。

　データ改革の利点は、世界の開発と保健における重要課題のす

べてに恩恵が及ぶという点にある。より良いデータによって、子

どもの命を救うことから農業生産性の引き上げ、女性のエンパワ

ーメントに至るまで、各国が自国のすべての目標において成果を

高められるようになる。そして究極的に、より良いデータは何十

億人もの生活向上につながりうる。

人間の進歩を測る

特 別 寄 稿 ビル・ゲイツ
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食料価格の不安定化

　食料安全保障に対して、したがって人間開
発に対して、食料価格の不安定化による脅威
が増している。農産物価格は本来的に変動を
伴うが、2007年以降は食料価格の乱高下が著
しくなっている（図2.10参照）。38　食料価格の高
騰と不安定化は、個人の身体と精神の健康に
長期的影響を及ぼすおそれがある。なぜなら、
貧しい世帯は栄養価の低い安い食料に切り替
えたり、食べる量を減らしたり、場合によって
は食事を抜くことまで余儀なくされるからであ
る。また、働く時間を延ばしたり、保健や教
育への支出を減らしたりする必要にも迫られ
かねない。食料生産者や食料輸出国は価格上
昇によって恩恵を得るが、貧しいコミュニティ
には打撃となる。加えて、食料価格の不安定
化は小規模農家や商業従事者にも悪影響を及
ぼす。
　1960年から1990年までの間、農業技術の進
歩による農業生産高の増加が需要の拡大を上

発途上国は通例、大きな経済的ショックに対
処する能力が弱く、危機からの回復にも長い
時間を要する。たとえば、最も貧しい国々は国
内総生産（GDP）成長率の揺れが他の国々よ
りも大きく（近年は例外として）、経済構造の
多様化が進んでいないことや政策手段が限ら
れていることなどから、大きな景気後退から
の回復に費やされる年数も長くなっている。34

　経済危機が往々にして失業と生活難を引き
起こす一方で、好景気は不平等の拡大を通じ
て次の危機の一因を生み出す場合がある。35　実
際のところ、不平等はマクロ経済不安定化の
原因と結果の両方になりうる。36　所得分配の平
等性を高めることによって、経済成長を押し
上げ、社会と政治の安定性を高めることがで
きる。データを見ても、所得不平等の低さには、
より長い経済成長が伴っている。つまり、経
済の持続可能性が高まるということである。37

図 2.10

食料価格は2007年以降、乱高下を続けている

出典：FAO 2013.
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気候現象の増加、農産物の金融商品化、為替
相場の不安定化という状況の中で、食料価格
はさらに不安定化する可能性が高い。

自然災害

　自然災害は頻度も強度も増し、人々の生命
や生計、社会インフラ、脆弱な生態系に打撃
を及ぼしている。世界のどの国でも、自然災
害によって人々の能力が損なわれ、人間開発

回り、食料価格は総じて下がり続けた。しか
し今後は当面、食料価格の不安定な高止まり
状態が続く公算が大きい。その理由として、
新興国と開発途上国における人口増加と所得
向上を受けて食料需要が空前の水準にまで高
まっている。また、バイオ燃料の需要拡大も
要因に加わっている。その一方で、土壌の劣
化や気候変動、農業投資の不足、特に農業研
究や農業改良普及事業に対する投資の不足に
よって、食料供給は伸び悩んでいる。極端な

　国連事務総長が2012年に立ち上げたゼロ・ハンガー・チャレン

ジは、食料の無駄と廃棄をなくすことと、100％持続可能な食料

システムを確立することを目標に掲げている。どのようにすれば、

この2つの目標を達成できるか。インドのケースを挙げて説明し

たい。

　今から70余年前、インド亜大陸ではベンガル地方で深刻な飢饉

が発生し、300万人を超える子どもや女性、男性の死者が出た。

当時のインドの総人口は3億人だったが、2013年時点で総人口は

12億人を超えている。その間にインドは、1943年の大飢饉当時の

苦境から、食料供給における法的責任を果たす国へと歴史的転換

を果たし、総人口の75％超が安価な国産食料品から必須摂取カロ

リーを得るまでに至った。現在の課題は、気温、降水量、海面水

位に悪影響を及ぼす気候変動の中で「食料への権利」に対するコ

ミットメントを維持していくことである。

　インドの経験は、次のような6本柱の戦略によって課題解決が

可能であることを示している。

●土壌の健全性の拡充と主要な農業適地の保全を図ること。

● 雨水貯留、帯水層涵養、地下水・表面水・下水処理水・海水の

連結使用。海水は地球の水資源の97％を占め、今では塩生植物

や水耕法を活用する海水農業システムの促進が可能となってい

る。

●適正な農業技術と必要な農業機材を行き渡らせること。

●低利融資と効果的な集団保険および個人保険。

●確実で利益も伴う農産物マーケティング。

● 協同組合、自助グループ、生産法人、契約農業を通じて小規模

農家にスケールメリットをもたらすこと。

　また、栄養不足の問題についても、科学的根拠に基づく農産物

の栄養強化によって対処することができる。栄養の確保を達成す

るためには、栄養またはカロリーの不足、たんぱく質不足、微量

栄養素の欠乏による「隠れた飢餓」（鉄分やヨウ素、亜鉛、ビタ

ミンA、ビタミンB12などの不足）のすべてに目を配る必要がある。

たんぱく質不足は、豆類と牛乳と鶏卵の生産・消費拡大によって

改善できる。微量栄養素の欠乏はバイオ栄養強化作物を普及させ

ることで対処できる。微量栄養素の強化作物はすでにコメ、豆類、

小麦など数種類が実用化されている。2014年は国連が定めた国際

家族農業年であり、開発途上国のすべての家族農家がバイオ栄養

強化作物の栽培に取り組むように努力が傾けられるべきである。

また、すべての村で男女各1名の代表者に栄養リテラシーを与え、

「コミュニティ・ハンガー・ファイター」として活動してもらう

ようにすることも目標に掲げるべきである。

　万人の栄養確保を実現するために、清潔な飲み水、衛生、基礎

医療、栄養リテラシーなどの課題に取り組まなければならない。

貧困と栄養不足の克服に向けては、何よりも小規模農家の生産性

と所得の向上に対する支援を重要課題に据えることが最善策とな

る。インドの食料安全保障法は、見倣う価値のある特徴をいくつ

か備えている。たとえば、子どもの生後1000日間に特別な配慮を

払うライフサイクル（生涯過程）のアプローチや、世帯内で最年

長の女性を食料配給の受取人とする制度などである。このように

インドの食料安全保障法は、世帯の食料安全保障における女性の

役割の重要性をふまえている。

　大半の開発途上国において、国民の50％超が作物栽培や畜産、

淡水・海洋漁業、林業、アグロフォレストリー（農林農法）、農

産物加工、農業関連産業に生計を頼っている。このような状況の

中で、もし農業が立ち行かなくなったとしたら、すべてがうまく

いかなくなってしまう。食料価格の最近の動向は、未来を握るの

が武器ではなく穀物をもつ国々であることを示している。

ゼロ・ハンガー・チャレンジの達成に向けて

特 別 寄 稿 M.S.スワミナサン教授
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　熱波、洪水、豪雨の頻度と強度の高まりは
気候変動と関係している。これらの極端な気
候現象は、きわめて重い経済的・社会的損失
をもたらす。しかも、気温と海水温度の上昇、
海面水位の上昇、そして極端な気候現象の一
部は、人間の活動が原因であることを示す科
学的データが積み重ねられている。42　地球温暖
化の進行とともに、重大な非可逆的影響が生
じる危険が高まっている。43　しかし、人間の活
動に起因する極端な気候現象は、予防あるい
は少なくとも緩和が可能なはずである。気候
変動と環境劣化は、人間開発に対する重大な
脅威である。人間開発の確保と持続化には、
気候変動問題をめぐる交渉を通しての世界的
合意など、上述した脆弱性を削減するための
行動が必須となる。

が脅かされることが起こりうる──それが特
に起こりやすいのは、最も貧しい脆弱な国々
である。39　所得と社会経済的地位の上昇には、
損害を吸収する能力と強靱性の向上が伴う。
女性、障がいのある人々、人種・民族的マイノ
リティは、個人資産の少なさや支援に対する
アクセスの不平等によって、災害からの回復
で、より大きな障壁に直面することが多い。40　
特に脆弱なのは子ども、女性、高齢者である。41

　自然災害は頻度も強度も増している。1901-
1910年の気象記録に残された自然災害が82件
であるのに対し、2003-2012年の自然災害は
4000件を超えている。気象記録の精度が上が
ったことを割り引いても、これは大幅な増加で
ある。特に大きな懸念材料として、水害と気
象災害が急増している（図2.11参照）。自然災
害による死者数は減っていると見られるが、
影響を被る人々の数が増えている。

図 2.11

1901-1910年に記録された自然災害が82件だったのに対し、2003-2012年の自然災害発生件数は4000件以上に及んでいる

注：主要な災害は、異常気温、干ばつ（共に気候災害）、暴風雨（気象災害）、洪水（水害）、地震（地球物理学的災害）、疫病（生物学的災害）。
出典：CRED 2013.

年
気候災害 気象災害 水害

地球物理学的
災害

生物学的
災害

自然災害発生件数
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照）。45　非国家紛争の数は近年、急増している。
また、国内紛争の総数は減少しているが、国
内紛争が国境を越えて拡大する事例が増加し
ている。国家間紛争の減少には、大きな要因
として植民地解放戦争と冷戦の時代の終結が
ある。武力紛争はさまざまな理由で発生し、
その背景も紛争ごとに大きく異なる。しかし、
大部分の武力紛争に共通するのが開発の不足、
未解決の対立（過去の紛争を含む）、天然資源
をめぐる権益争いである。
　社会騒乱の発端になるのは、国民のニーズ
や意見が政策に反映されていないという認識
の高まりである。このような認識の高まりは、
ガバナンスの改善を訴える重要な世論として
受け止められなければならない。そこで政府
側に求められるのが、国民の声に対して応答
責任を果たし、具体的な政策対応をとること
である。そのためには、ガバナンスの改善に

武力紛争

　武力紛争は人々とコミュニティ、国に甚大
な損害をもたらす。人命が失われることに加
えて、武力紛争は人々の生計を破壊し、不安
を引き起こし、社会サービスと社会制度、市
場を混乱させる。また、多数の人々が居住地
を追われることにもなる。2012年末時点で、
紛争または迫害によって居住地を追われた
人々の数は4500万人前後にも及び、過去18年
間で最悪の水準となっている。そして、その
うち1540万人が難民となっている。44　居住地を
追われた人々は仕事や資産、人脈から切り離
され、さらなる暴力や病気、貧困、自然災害
に対して脆弱になり、逆境への対処能力が損
なわれてしまう。
　世界の紛争のうち、大多数を占めているの
が内戦や非国家武力紛争である（図2.12参

図 2.12

内戦や非国家武力紛争が世界の紛争の大多数を占めている

a：国際化された内戦を含む。
b：システム外紛争を含む。
出典：UCDPおよびPRIO 2013、UCDP 2013。

非国家紛争
国内紛争a

国家間紛争b

武力紛争
の総数
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ーバルな要因として、国際的な組織犯罪、武
器と軍事サービスの国際市場、急進的過激主
義の広がりがある。しかし、その一方で、経
済的ショックと環境上のショックの頻度と強度
の高まりが人間開発を脅かしている。したが
って、個人とコミュニティと国の脆弱性を削減
し、強靱性を高めるための大胆な政策を国レ
ベルと国際レベルの両方において採り入れる

とどまらない深い変革が必要となる。「アラブ
の春」が示したように、政治参画の裾野を広げ、
市民が主体的行動を取れるようにしなければ
ならない。不平等の拡大と経済的機会の不足
を根因とする経済的・社会的緊張の高まりが、
社会騒乱に発展する構図は、今後も続くこと
になる公算が大きい。46

　紛争の発生と脆弱性の増大につながるグロ

　脆弱性の削減と強靱性の構築に取り組むには、気候変動の影響

に対処する必要がある。気候変動については、温室効果ガス（GHG）

の排出量削減が遅れたり、十分な規模で行われなければ、さらに

深刻化していくことになる。IPCC第5次評価報告書内の第1作業部

会報告書は、最近30年間（1983-2012年）の各10年間の平均気温が、

1850年以降の北半球におけるどの10年間よりも高かったことを明

確に示した。過去1400年間を通じても、1983-2012年は最も気温

の高い30年間であったと考えられる。

　19世紀半ば以降の海面水位の上昇率も、それ以前の2つの千年

紀の平均上昇率を超えている。1901-2010年の間に地球の平均海

面水位は0.19メートル上昇した。大気中の温室効果ガスの濃度を

最も高く見込むシナリオの下では、海面水位は2100年までに0.52-

0.98メートル、2200年までには0.58-2.03メートル上昇すると予測

されている。このような状況の中で、沿海部の低地にある社会や

小島嶼国の強靱性と適応能力が厳しく試されることになる。また、

海面水位の上昇は大規模な高潮の頻発にもつながるはずである。

　地球の陸地の大部分において、暖期が延びたり、熱波の頻度と

強度が増すことになる。温室効果ガス濃度のシナリオによると、

今世紀末までに大半の地域において、これまで20年に1日の頻度

だった異常高温日が2年に1日の頻度で発生するようになる。また

豪雨の頻度、あるいは全降水量に占める豪雨の割合も、今世紀末

までに世界の多くの地域で高まることになる。温室効果ガス濃度

の最大シナリオでは、今世紀半ばまでに北極海も9月にはほとん

ど海氷がない状態となる。同様に気温についても、2081-2100年

の平均気温は1986-2005年の平均気温を2.6-4.8℃上回ることにな

ると予測されている。

　気候変動に伴うことが予測されている変化のなかには、突然生

じるために適応の時間的余裕が乏しくなるものもある。人為的な

二酸化炭素排出に起因する気候変動のかなりの部分は、数世紀か

ら千年紀の時間枠でも引き戻すことができない。たとえば、排出

削減の達成水準によって数字は変わるものの、排出された二酸化

炭素のおよそ15-40％が1000年以上にわたって大気中に残ってし

まう。また、地球の平均海面水位が2100年以降も上昇し続けるこ

とも、ほぼ確実である。海水の熱膨張が何世紀にもわたって続く

からである。また、氷床の融解がさらに大幅な海面上昇を引き起

こす。その後に氷床が回復しても、完全に回復するとは限らない。

温暖化が一定の限界値を超えて進んだ場合、グリーンランドの氷床

は1000年かそれ以上の時間をかけてほぼ完全に融解し、地球の平

均海面水位は最大で7メートル上昇することになると考えられる。

現時点での予測では、その限界値は1-4℃の間である。IPCC第4次評

価報告書の温室効果ガス排出シナリオにおいて、世界の沿岸部人

口は1990年の12億人から、移住の規模次第で2080年までに18億- 

52億人へ増加するとされている。世界人口の増加に伴って、海面

上昇によって被害を受けやすい人々の数も増えることになる。

　極端な気候現象のリスクを削減するためには、漸進的な取り組

みから抜本的転換に至るまで、幅広い行動を起こすことが不可欠

となる。社会と経済と環境の持続可能性は、災害リスク管理と適

応策によって高めることができる。気候変動という文脈で持続可

能性を捉えると、まず必須条件として、長く続く貧困を生み出し

資源へのアクセスを損なう構造的な不平等など、脆弱性の根本に

ある原因に対処しなければならない。

　適応と災害リスク削減の最も効果的な取り組みは、短期におい

ては開発に便益をもたらし、長期においては脆弱性の削減につな

がることが必要条件となる。持続可能で強靭な未来へのアプロー

チと道筋は少なからずある。しかし、社会や自然系のシステムに

関連した限界値、あるいは転換点を超えてしまうと、強靱性の限

界に突き当たってしまい、適応に重大な問題が生じることになる。

したがってグローバル社会は、緩和あるいは適応のどちらかだけ

で気候変動の影響を完全に避けることはできないということを認

識しなければならない。適応と緩和は相互に補完しうるものであ

り、その両方が揃ってこそ、気候変動のリスクを大幅に弱めるこ

とが可能になる。

気候変動に対処する

特 別 寄 稿 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）議長　ラジェンドラ・パチャウリ
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ことが決定的に重要である（第4章と第5章参
照）。

＊　　＊　　＊

　人間開発の継続的な進歩にもかかわらず、
多くの人々が、健康で充実した生活をおくる
能力を阻害するショックに対して脆弱なままで
いる。次の第3章では、構造的な脅威に対して
特に脆弱な集団を見極めるとともに、そのよう
な脆弱性が人間開発に悪影響を及ぼすメカニ
ズムを明らかにする。
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子どもの扱われ方ほど
社会の精神を克明に表すものはない。
ネルソン・マンデラ

石でも時宜を得て投げられれば、
時宜を得ずに与えられる金よりも価値がある。
ペルシャの格言

3.
脆弱な人々、脆弱な世界
 ほとんど誰もが、生涯のどこかの時点で脆弱さを実感させられる。しかし、社会・経済情勢とのつながり
の度合い、あるいは出生に始まるライフサイクル（生涯過程）の中の段階によって、一部の人々や集団の脆
弱性が高くなる。本報告書では、災難によって境遇が大きく悪化するおそれに直面している人々の問題を取
り上げる。個人および社会の性格によって、ショックやリスクの影響度がどのように変わるのか。この点を
検証するうえで、長く続く構造的な脆弱性に焦点を合わせ、「誰が、なぜ、脆弱なのか」を分析する。そこ
から、そのような脆弱性を生み出している根本的要因の一部が浮かび上がってくるはずである。

　教育や保健などの側面において核となる基
本的な能力が不足している人々は、自分が価
値を置く生活をおくることができにくくなる。
そのような人々は、社会的な障壁や排除によ
って選択肢を狭められたり、選択を妨げられ
ることにもなる。このような能力の不足と選択
肢の制限が相まって、1　脅威に対処することが
できなくなってしまう。ライフサイクルの特定
段階において時宜にかなう投資と配慮が不足
すると、能力構築が制限されることから脆弱
性が生じ、その脆弱性が生涯にわたって蓄積・
増大していくことにもつながる。たとえば、幼
児期の認知能力および非認知能力の開発が不
十分だと、後々の労働生活に悪影響が生じ、
さらには薬物やアルコール使用に結びつくこと
さえある。2　ショックや逆境の受け止め方を左
右する要因には、出生時の状況、年齢、アイ
デンティティ、社会経済的地位が含まれる。
これらは、自分の力ではまったく制御できない、
あるいはほとんど制御できない要因である。
　本章では、ライフサイクルの脆弱性と構造
的な脆弱性（および両者の交錯）について検
証する。加えて、個人レベルの不安全状態と
いう観点から、安全が選択肢に及ぼす影響と、
その影響の集団の間の差異にも目を向ける。
●ライフサイクルの脆弱性　とは、乳幼児期
から青年期、成人期、高齢期に至るまで、
個人が生涯の各段階において直面する脅威

を意味する。ライフサイクルの脆弱性と生
活能力の形成に焦点を合わせることによっ
て、個人が特に脆弱になりやすい不安定期
の重要性が浮かび上がる。そのような不安
定期に十分な配慮がなされないと、能力構
築が制限されて脆弱性が高まるおそれがあ
る。早期からの投資と継続的投資が生活能
力の形成を底上げする。このアプローチは、
人間の強靱性の構築（第4章のテーマ）につ
ながる介入と政策の特定に役立つ。

●構造的な脆弱性　は社会的文脈に根差して
いる。構造的な脆弱性に焦点を合わせるこ
とで、集団のアイデンティティなど、逆境に
対する脆弱性と関係する個人および集団の
性格が浮かび上がってくる。回復能力に不
足が生じる原因としては、ライフサイクル全
体にわたる能力構築への投資不足、障がい、
地理的条件などによる隔絶、能力の完全な
発揮を妨げる社会的障壁（差別や女性の排
除など）がある。
　個人が得られる能力と選択肢は、規範を
含む社会制度によって左右される。特定集
団に対する差別、法治・法制の軽視、暴力
による紛争解決などの規範は、個人の自由
を大きく阻害する。構造的要因はまた、人
人や集団に多重の不利を負わせる原因とも
なる。集団に基づく差別や排除は、政治参
加や医療、教育、治安など複数の側面にま
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人間開発のほとんどの側面でより良く機能し
ている。6　国家が十分に機能し、すべての権利
が保護されることによって社会的一体性が強
まる。そして寛容と包摂を重んじる規範も広
がれば、人々の安心感が高まる。さらにその
ような国には、個人や集団が問題を訴えること
にも、支援と保護を受ける権利を主張するこ
とにも、協働のために連帯を組むことにも安心
できる政治空間を生み出す強力な社会制度が
備わりやすい。

生活能力とライフサイクルの脆弱性
──相互依存関係と蓄積性

　能力は生涯にわたって構築され、またその
育成と維持も必要である。それらがないと能
力は停滞してしまう。人々の脆弱性と強靱性
の多くは自らの生きてきた過程の結果であり、
過去の結果が現在のリスクの程度や対処能力
に影響を及ぼす。7　生活能力の形成には2つの
特徴がある。
● �第1に生涯のどの段階でも生活能力は経路依
存的である。つまり前段階までの投資に影
響される。また同時に、生態的関係のもと
で卑近な環境やコミュニティや社会との相
互作用にも影響される。

● �第2に短期的なショックが長期的影響をもた
らすことも往々にしてある。過渡的なショッ
ク（ヒステリシス＝履歴現象）と思えるよう
なことでも、個人が1人で立ち向かうことが
できるとは限らない。たとえば、幼児期に
直面したショックが、後々の労働生活の安
定度、高齢期の生活の安定度、次世代への
脆弱性の連鎖など、生涯にわたって重大な
影響を及ぼすこともある。悪影響のなかか
ら元に引き返すことができる場合もあるが、
常にそうできるわけではない。8　その引き返
しは個々の文脈に左右され、必ずしも費用

たがる場合もある。そのような集団にいる
マイノリティなどの人々は、能力構築と社会
的役割を制限され、長く続く複合的な脆弱
性を抱え込むことになる。

●集団的暴力と不安全な生活　人間開発とそ
の進歩を評価するうえで、脆弱性は重要な
一側面となる。人間開発は、人々の選択肢
を拡大することだけでなく、その選択肢を
確保して将来世代に引き渡すことにもかか
っている。人々が身の安全を確信できず、
暴力の恐怖にさいなまれているような状態
では、選択の自由が阻害される。暴力は、
肉体的な危害と脅威を通じて人々の自由と
選択を阻害する。暴力が横行するのは、政
府が弱体で統治が行き届かず、社会制度も
整っていない国々においてである。暴力は
貧困、不平等ともつながりがある。女性、
性的マイノリティ、民族的マイノリティ、宗
教的マイノリティ、あるいはその他の社会
的差別を受けている集団やコミュニティは、
認識上または現実の身体的危険や暴力の脅
威にさらされやすい。
　長く続く広範なショックに人々とコミュニテ
ィがどう対処できるかは、社会的一体性のレ
ベルによって左右される。社会的一体性の不
足に大きな不平等が加わると、社会制度の歪
みと社会的合意の綻びによって人間開発が脅
かされる。3　不平等が一定の限界値を超える
と、レントシーキング（企業などによる特殊利
益の追求）が横行するようになる。そうなると
経済成長が阻害され、貧困削減が行き詰まり、
社会的・経済的参加の質が低下する。もちろん、
逆にレントシーキングが不平等の拡大につな
がることもある。4　不平等はまた、基本的な社
会サービスと公共財に対する投資の減少、政
治的不安定性の増大を引き起こすことによっ
て、人間開発も阻害する。5　一体性と平等性の
高い社会は、脅威や課題への対応まで含めて、
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にある親から子への脆弱
性の世代間連鎖である。
この構造的な脆弱性とラ
イフサイクルの力学の相
互作用は、社会的文脈と
主体性の度合いによって左右される。人々は
危機をあるがままに受け入れるわけではなく、
自らの運命を自分で切り開こうとする。この積
極性、つまり主体性が個人としても集団とし
ても最も発揮されやすくなるのは、市民が自
分の望む生活についての考えや問題意識を表
明することができ、また合理的な意思決定が
できるような自由度をもつ社会においてである。
　市民が国家に関与できる度合い、あるいは
脆弱性の削減に直接的な行動を取れる度合い

対効果の点で優れたものではない。9

　生活能力への投資が早期になされるほど、
将来の可能性が高まる（図3.1の青い実線を参
照）。逆もまた真である。時宜にかなう継続的
投資がなされないと、人間開発の可能性を完
全に実現する能力が大きく損なわれるおそれ
がある（図3.1の赤い実線を参照）。遅れての介
入は通常、部分的な回復を助けるにとどまる
が、それでも高い軌道へ移ることを可能にす
る（図3.1の青い破線を参照）。
　ジェンダー、民族、集団間不平等などの要
因から生じる構造的な脆弱性は、ライフサイ
クルの力学と相まって、子ども、若年者、働く
人々、高齢者などの特定集団にリスクの悪化
を引き起こす。その一例が、恵まれない境遇

図 3.1

生活能力への投資を早く始めるほど将来の可能性が高まる

出典：人間開発報告書室（HDRO）が算出。

個人の生活能力の潜在的可能性が完全に実現された状態。
ライフサイクルの中で最も不安定な　時期に直面しやすい脆弱性に ｢対処できる能力水準。

ライフサイクルの中の不安定期に脆弱性を克服することができないと、生活能力は低い軌道をたどることになりやすい。

後からの介入は通常、部分的な回復を助けるにとどまるが、それでも高い軌道へ移ることを可能にする。

- 早期のネグレクト
-  栄養不足や出産前後 

の母子ケア不足
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- 暴力・紛争

-  社会的保護の 
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- 介護の不足
- 傷害の増加

- 仕事の質の低さ
- 社会的保護の欠如
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（6.9％に低下）。また2050年の時点で、世界全
体の5歳未満人口比率を上回る地域はアラブ諸
国とサハラ以南アフリカだけとなる。10

　基礎的な医療と十分な栄養の提供、良好な
子育て環境の確保、幼児期開発への政策介入
により、初等教育就学から中等教育進学、成
年期への移行と労働力参加という道筋を整え
ることができる。11

　幼児期の経験は、脳の神経回路、遺伝子と
環境因子の相互作用、体の免疫・神経・内分
泌系の発達に影響を及ぼす。この点が、その
後の人間開発のあり方に関わってくる。12　スキ
ルの構築（対応能力、認知能力、非認知能力）
もスキルの形成過程も、遺伝子と幼児期の環境・
経験との動態的な相互作用の結果として発達
する神経回路に強く影響される。言い換えれ
ば、遺伝形質の違いによって、個人が環境か
ら受ける影響に差が生じうる。また、遺伝形
質が同じであっても、環境が異なれば結果に
差が生じる。13　この相互作用は事象の階層化に
基づくものである。つまり、それまでにできて

は、制度の民主化だけで決まるものではない。
民主主義社会であっても、政治システムがエ
リートによって支配されてしまえば、市民の議
論参加のスペースが狭まり、社会の価値観や
課題の優先順位を批判的に問い直す機会が減
ってしまう。

幼児期──欠乏の世代間循環を断つための強い
基盤の構築

　幼児期は基盤構築の時期である。つまり不
平等を早期に解消し、包摂的で持続可能な社
会的・経済的開発への可能性を開く機会であ
る（BOX3.1参照）。世界の5歳未満人口は6億
5900万人で、総人口の9.1％に当たる。総人口
に占める5歳未満人口の割合が最も高い地域は
サハラ以南アフリカ（16.2％）で、次いでアラ
ブ諸国（12％）、南アジア（10.5％）となって
いる（図3.2参照）。2050年までに、世界人口に
占める5歳未満人口の割合は7.9％に下がる見通
しで、最も大きく下がる地域は南アジアである

　人間開発に関わる経済学や心理学、脳神経科学の研究は近年、

人間の成長メカニズムの解明に収斂している。本報告書は、その

ような知見を政策の指針として生かすためのガイドラインを提示

している。

　充実した人生は数々の能力によって形成される。政策立案者は、

経済協力開発機構（OECD）による生徒の学習到達度調査（PISA）

のような学力検査の得点で人間開発を測る一面的な捉え方から脱

し、生活に不可欠なスキルを幅広く考慮に入れる必要がある。

　人間の能力形成において幼児期は重要な意味をもつ。スキルが

スキルを生み出すこと、充実した人生には幼児期に形成される強

い基盤が求められること、就学以前の段階でスキルに大きな格差

が生じること。政策立案者は、このような知見をふまえて行動す

る必要がある。本報告書には、胎内にいる時期から始まり生涯に

わたって続く人間開発の効果的な戦略に関する指針がまとめられ

ている。

　幼児期の開発に対する投資は、出生時の偶発的事象が生涯に及

ぼす悪影響を削減するうえで重要な役割を果たしうる。投資が最

も生産的になされれば、子育てが向上し、親子の愛情関係が強ま

って相互作用が進む。経済的な境遇よりも、子育ての質がはるか

に重要な意味をもつ。経済的に恵まれていても親の子育ての質が

低い子どもと、経済的には恵まれていなくても愛情深く導いてく

れる親がいる子どもとでは、後者のほうが境遇は恵まれている。

　最新の幼児期研究では、社会的公正が経済的効率につながりう

ることが示されている。親子間の相互作用を促進し子どもの発達

を促すうえで、世帯レベルでの対応の不足を補う良質な支援プロ

グラムは、その費用を大きく超える経済的効果を生み出す。つま

り、質の高い幼児期の開発が、国家の経済開発戦略の成功に大き

くつながりうるということである。

人間開発と幼児期の開発 

特 別 寄 稿 ジェームズ・ヘックマン（ノーベル経済学賞受賞者、シカゴ大学教授）
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レス応答系にかかる負荷が重くなる。17

　しかし、能力が固定化されると考えるのは
誤りである。認知能力、非認知能力の別を問
わず数々の能力が、さらなる学習と能力発揮
を促すさまざまな学習状況の中で、幼児期か
ら継続的に発達していく。そして、そのような
過程の多くが絡み合う。18　たとえば、学業への
意欲は学習成果の向上につながると同時に、
犯罪と関係する薬物・アルコール依存の危険
低下にもつながりやすい。学業意欲のような
性格特性が高まれば、学習が促され、学習成
果が上がっていく。しかし逆に、攻撃的行動
や反社会的行動、規範逸脱行動は、犯罪や労
働市場での落伍につながりかねない。19

　現実問題として、貧困があまりに多くの子
どもの発達を狂わせている──開発途上国の
子どもの5人に1人が絶対的貧困の中にあり、
栄養不良に対する脆弱性を抱えている。20　世界
の子どもの92％が暮らす開発途上国では、子

いた基盤の上に能力の獲得が積み重なっていく。
　認知能力、社会的能力、感情能力、言語能
力は幼児期の経験によって形成され、生涯に
わたる能力形成につながるので、いずれも相
互依存の関係にある（図3.3参照）。14　したがっ
て、社会経済的な欠乏、子育ての乱れ、厳し
すぎる子育てのような幼児期のストレスは、成
人期の慢性疾患などの困難につながりやすい。
ニュージーランドと米国における研究から、幼
児期の虐待などの有害事象は、冠動脈疾患や
高血圧、2型糖尿病、肥満、がん、あるいはう
つ病、アルコール依存、喫煙、薬物乱用など、
身体と精神と行動に関わるさまざまな健康問
題に関係することが示されている。15

　世界のどこであれ、乳幼児は無数のリスク
にさらされており、医療や教育、清潔な飲み水、
十分な衛生や食物へのアクセス不足による影
響に、きわめて脆弱性が高い。16　厳しい状況や
欠乏にさらされる時間が長引くほど、体のスト

図 3.2

総人口に占める5歳未満人口の割合が最も高い地域は、サハラ以南アフリカ、アラブ諸国、南アジアである

出典：Lutz and KC（2013）を基に人間開発報告書室（HDRO）が算出。

総人口に
占める

5歳未満
人口の割合

（％）

アラブ諸国 東アジア・
太平洋諸国

欧州・
中央アジア

ラテンアメリカ・
カリブ海諸国

南アジア サハラ以南
アフリカ

先進国 世界
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場合にも、子どもに悪影響が及ぶことになる。
　基礎的な栄養や医療の不足、健全な成長を
促す発育刺激の不足によって、多くの貧しい
子どもたちが学習のできる状態にならないまま
就学することになる。その結果、授業につい
ていけずに進級できなかったり、退学したりす
ることが多くなっている。就学前の貧困と栄養
不足は、就学年数が2年以上も短くなってしま
うことにつながっている。初等教育に入る6歳
の時点で、貧しい子どもはすでに不利な状況
に置かれている（図3.4参照）25　能力に格差が
生じる時期は早い。たとえば、語彙の蓄積は
かなり早い時期に始まる。米国のデータでは、
36か月の時点ですでに、社会経済的環境の違
いから語彙力に大きな差が現れ、9歳になって

ども100人のうち7人が5歳までに死亡し、50人
が出生届のないままに育ち、68人が幼児教育
を受けていない。また、子ども100人のうち17
人が初等教育を受けず、30人が発育不良とな
り、25人が後々も貧困の中にとどまる。21　栄養、
衛生施設、保健の不足によって、感染症と発
育不良のリスクが増している。栄養不足や感
染症に起因する発育不良の子どもは、世界全
体でほぼ1億5600万人に及ぶ。22　はしか、マラ
リア、肺炎、下痢による死亡の35％に栄養不
良が関係している。23　幼児期における欠乏は悪
影響が最も大きくなる。24　また、暴力、住環境
の悪さ、社会サービスの不足などによって、
母親が貧しかったり、教育水準が低かったり、
あるいはうつ病や過重なストレスを抱えている

図 3.3

認知能力、社会的能力、情動能力、言語能力は、いずれも早期の経験によって形成され
生涯にわたる生活能力の形成につながるため、すべてが相互依存関係にある

出典：Heckman 2013.

社会的能力・情動能力 認知能力

認知能力

よりよい健康習慣
動機が強まり

報酬を認識できる

健康

認知能力

おとなしく座っていること、注意を向けること、学習に身を入れること、経験を受入れること

社会的/認知能力

欠席が少ないこと；集中力

子どもがその環境を理解しやすく、コントロールしやすい

結果

生産性の上昇、所得の向上、健康増進、家庭への投資の増加、

社会的地位の上昇、社会的費用の減少
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　教育の達成度が下がると、その後の子ども
の学習機会と雇用機会が狭まってしまい、脆
弱性が次世代に連鎖してしまうことになる。32　
就学前の貧困と栄養不足は30％超の所得損失
につながっている。33　人々の生涯所得における
格差の約半分は、貧困や集団間不平等などの
構造的な脆弱性を含む18歳以前の生活条件に
起因している。34

　暴力、育児放棄、紛争も幼児期の発達を阻
害する。たとえば、情緒・行動障がいの発生率で、
パレスチナ占領地域のガザ地区の子どもはカ
ナダの中間層の子どもの3倍に達している。35　
また、母親がパートナーに殴られるのを目にし
た子どもは、そうでない子どもに比べて、成
人後に暴力の被害者または加害者になりやす
い。36

　性的虐待を受けるリスクが特に高いのが、
障がいのある子どもと、失業や薬物乱用が広が
っているコミュニティに暮らす心理的または認
知的に脆弱な子ども、37　あるいは親に捨てられ

もそのまま格差が続く（BOX3.1参照）26　貧し
い境遇にあり、親がほとんど教育を受けてい
ない子どもは、学習に遅れが出る。カンボジ
アとメキシコのデータから、語彙的な言語能
力と親の教育水準の強い相関関係が示されて
いる。27

　幼児期における親子間の良好な相互作用は、
脳の発達に不可欠な刺激となるが、必ずしも
経済的な豊かさに依拠するものではない。28　子
どもの認知発達と社会情緒的発達に対して社
会経済的地位の低さが及ぼす影響は、親から
子へのコミュニケーション、子どもの情緒的ニ
ーズに対する親の感受性によって減殺されう
る。29

　経済の下降も子どもの学習発達に悪影響を
及ぼしうるが、特に親が失業した場合にそう
なる。1998年のインドネシア経済危機では
13-14歳の子どもの就学率が5-8ポイント下が
り、30　旧ソ連の中央アジア諸国における危機で
は就学率が3-12ポイント低下した。31

図 3.4�

エクアドルの事例のように貧しい子どもは6歳までに語彙力で不利になる

出典：Paxson and Schady 2007.
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若年期における脆弱性の制御

　15-24歳の若年期は、実社会と仕事の世界へ
の関わり方を学ぶ重要な移行期である。41　多く
の国で若年人口は増加している。世界全体の
若年人口は12億人（総人口の17.6％）であり、
地域別で若年人口比率が最も高いのはサハラ
以南アフリカ（20.2％）、次いでアラブ諸国と
南アジア（共に19.6％）となっている。2050年

た子ども、人身売買や強制労働の被害者にな
っている子どもである。38　施設で育った子ども
も、脳の発達を阻害する深刻な欠乏に苦しめ
られる場合がある。39　さらに学校も危険の源泉
になりうる。現実に、娘の身体的・性的安全
を懸念して学校に通わせない親もいる。40

　貧困と欠乏による最悪の影響を防ぎ、貧困
の世代間連鎖を断つことが、子どもの可能性
を広げることにつながる。

BOX 3.1

意味ある違い─3000万語もの差

　幼児期における言語経験は、世帯の社会的地位と所得水準によ

って大きな差が生じる。米国における研究から、特に社会経済的

な境遇が貧しい子どもにとって、良好な親子間の相互作用と刺激

が重要であり、また家庭とコミュニティも決定的に重要な役割を

果たすことが実証されている（表とグラフを参照）。子どもの将

来は幼児期の家庭環境の質にかかっている。

米国における子どもたちの言語体験

世帯の社会経済
的地位

1時間で耳に
する語彙数

4歳までに耳に
する語彙数

生活保護世帯   616 1300万

労働者階級世帯 1,251 2600万

専門職世帯 2,153 4500万

出典：Hart and Risley 1995.

親が大卒者
親が労働者階級
親が生活保護者

獲得語彙
（言葉の数）

子どもの月齢

格差は就学前に生じている─語彙力
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味する。ところが、若年労働力の拡大に生産
的な雇用機会の拡大が伴っていないという問
題がある。現状の若年失業率の高さは、経済
的発展を脅かすのみならず、50　社会不安や暴
力、犯罪の危険増加にもつながっており、51　人
間開発の可能性に大きな損失をもたらしている。
　労働市場に関して、若年層の期待に応えら
れるようにする積極的な政策が必要不可欠で
ある。「積極的政策」のシナリオに基づけば、
労働市場に参入する若年者が減少すると同時
に経済成長率が上向くことから、世界の若年
失業率は2050年までに5％未満へと低下する。52　
ただし、それでも地域格差という大きな問題
がある。一方、「現状維持」のシナリオに基づ
くと、需給ギャップが拡大し続け、それは特
にサハラ以南アフリカで著しくなる。53　しかし、
積極的政策のシナリオ（教育政策の早期達成
と経済成長の加速）に従えば、南アジアでは
若年労働者の需給ギャップが解消され、サハ
ラ以南アフリカでも需給ギャップが縮小するこ
とになる（図3.5参照）。南アジアでは、教育政
策が人口動態に及ぼす影響（労働市場に参入
する若年者が減る結果になる）と、経済成長
率の上昇という二重の効果により、2050年ま
でに需給ギャップが解消される。サハラ以南
アフリカでは、経済成長の雇用創出効果を高
めるための追加的政策が需給ギャップ解消に
必要となる。
　若年者は、身体、認知、社会、ジェンダー、
情緒の各側面において、生活の不安定化につ
ながるような行動を取りやすいことからも脆弱
性が高い。たとえば、退学・
退職処分になるような危
険を冒したり、社会に関
わろうとしない態度を取
ったりする。あるいは強
制的に働かされたり、性
目的で人身売買されたり、

までに、世界全体の若年人口比率は13.8％にま
で下がる見通しにあり、最大の低下が見込ま
れるのは東アジア・太平洋諸国である（2010
年の17.3％から10.7％へ）。42　また、各国のデー
タでも、総人口に占める若年人口の割合は
2050年までに大半の地域で下がる見通しにあ
る（地図3.1参照）。
　各国政府は、若年者に十分な雇用機会を確
保できなければ、社会不安や政情不安に直面
することになろう。近年の社会混乱は、教育
水準が向上している若年者と雇用機会の齟齬
から疎外感と絶望が広がっていることを物語
っている。ILOの予測では、中東諸国における
雇用創出は横ばい状態であり、雇用機会と求
職の齟齬が続く可能性がある。43

　世界各国で若年者は、労働市場の周縁に追
いやられやすいという大きな脆弱性を抱えて
いる。就職に必要な職歴や人脈、職探しの能力、
経済的余裕をもっていないからである。また
そのせいで、失業や不完全な雇用、悪条件で
の雇用の下に置かれやすい。若年失業率は、
ほぼ例外なく成年失業率を上回り、またマク
ロ経済的ショックの影響も受けやすい。44　世界
の若年失業率は2012年時点で12.7％と、成年失
業率のほぼ3倍に達している。45　経済的ショッ
クに見舞われると若年者は成年者よりも失業
に陥りやすく、景気が回復に転じても失業率
の大きな格差は解消されない。46

　若年者が直面している失業など数々の社会
的・経済的難局は、特殊な人口動態と個別の
経済的文脈の相互作用として理解されなけれ
ばならない。47　多くの開発途上国において、出
生率が大幅に低下した結果、48　過去40年間にわ
たる若年人口比率の上昇によって「若者の膨
らみ」が生じた。この現象は、より教育水準
が高く生産性の向上も見込める労働者が加わ
って労働力が拡大している49　ということにな
るので、人間開発にとっては促進の機会を意

近年の社会混乱は
教育水準が
向上している若年者と
雇用機会の齟齬から
疎外感と絶望が
広がっていることを
物語っている
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が、経済情勢の不安定や技術の変化、政治的
騒乱、紛争（BOX3.2参照）、そして気候変動
によって狭められている。いずれも、働く意欲

不法移民になったりする場合もある。このよう
な行動や境遇は社会経済的環境によってもた
らされる。多くの国において若年者の選択肢

地図 3.1

総人口に占める若年人口の割合は、2010-2050年の間に大半の地域で下降する見込み

注：地図は、正確な縮尺ではなく形を加工してある。また、国や領土の法的地位や国境に関する国連開発計画（UNDP）の見解を反映したものではない。
出典：Lutz and KC （2013） を基に人間開発報告書室（HDRO）が算出。

総人口に占める15-24歳の若年人口の割合（％）

データなし
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知能力テストの得点が低くなっていることが
確認された。また、ベトナムとアンドラでは自
己評価の健康度が低いこと、エチオピアとペ
ルーでは主観的幸福度が低いことが確認され
ている。55

　機会のあり方は通常、都市部のほうが良好
な状態にある。56　アンドラの場合、就学してい
ない若者の割合が農村部では25％であるのに
対し、都市部では15％である。女子は家事や
農作業の人手に必要とされて離学するのに対
し、男子は働いてお金を得るため、あるいは
授業の有用性や質を疑問視して離学している。
指定部族や指定カーストの人々は離学率が2倍
高くなっている。これに対し、都市部では教
育機関の多様性でも農村部を上回っている。57

　若者の学校生活はジェンダー不平等によっ
て左右されている。エチオピアの農村部では、
下位20％の貧困層に属する15歳女子の数学テ

や起業家精神を不満と絶望に変えてしまうお
それがある。
　若年者の社会的移行はまた、貧困やジェン
ダー、不平等、地域的慣習などの構造的要因
によっても左右される。一部の地域では、社
会の変化と就学年数の増加が、若年期から成
年期への社会的移行に変化と制約をもたらし
ている。たとえば、若年者の晩婚化が進み、
子をもつ時機が遅くなっている。
　ライフサイクルの早期における投資は、そ
の後の若年期における成果の向上に効果を生
むことが確認されている。逆に、早期の大き
な欠乏は長期的損失につながるおそれがあ
る。54　12歳の時に食料不足を経験した15歳の若
者を対象とした最近の調査研究がある。ペル
ーのデータでは、肥満指数（BMI）が健全な
水準に届いていない人が全体の60％を占めて
いる。エチオピア、アンドラ、インドでは、認

図 3.5

教育政策の早期達成と経済成長の加速によって、2010-2050年の間に南アジアでは若年労働者の需給ギャップが解消し
サハラ以南アフリカでは需給ギャップが縮小する

出典：Lutz and KC（2013）及びPardee Center for International Futures（2013）を基に人間開発報告書室（HDRO）が算出。

サハラ以南
アフリカ

若年労働力の供給基盤
早期達成シナリオの場合の若年労働力供給

労働力の需要基盤
加速的進歩のシナリオの場合の労働力需要

若年労働力の供給基盤
早期達成シナリオの場合の若年労働力供給

労働力の需要基盤
加速的進歩のシナリオの場合の労働力需要南アジア
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大きな問題の1つに10代の妊娠がある。10代の
妊娠は母子双方に健康リスクをもたらし、周
産期うつ病などのほか、母親の教育と雇用に
も悪影響を及ぼす。60　また、まだ担えない経済
的・社会的義務が生じるなど、10代の妊娠は
男子にも影響を及ぼす。61　早婚にも同様の問題

ストの平均得点が20点満点中2.1点に過ぎない
のに対し、15歳男子は平均7.4点となっている。
ベトナムの農村部では、15歳女子は平均9.4点、
15歳男子は平均18.1点となっている。58

　思春期に入ると新たな脆弱性が生じるよう
になり、男子と女子に相異なる影響が及ぶ。59　

出典：UNDP 2012e.

　紛争下では、欠乏、排除、不満が特に広がる。それを助長する

のが失業、貧困、不均等な権力配分、集団間の不平等であり、そ

の結果としての多重の排除や資源の奪い合いが起こる。ソマリア

では若年者が社会文化、経済、政治の３つの側面で排除を受け、

機会不足の状況に置かれている。このような状況のせいで、彼ら

は紛争の犠牲者であると同時に根源にもなっている。ソマリアの

若年者は紛争と貧困の中に閉じ込められ、仕事も発言力もない存

在となっている。このような若年者の欠乏と不満を捉え、彼らの

変革へのエネルギーと情熱を明らかにするために、「ソマリア版

人間開発報告書2012─平和と開発のための若者のエンパワーメン

ト」が、若年者の現状に関する意識調査を行った。

　それによると、ソマリアの全地域において、若年者は教育機会

と雇用機会のつながりを失い、社会的・経済的エンパワーメント

を阻害されている（図参照）。彼らはまた、社会参画の機会、自

分たちのニーズや願望を表す機会がないと受け止めている。この

傾向は、紛争の影響が最も強いソマリア中南部で特に著しく表れ

ている。発言力も選択肢もない状況が若年者を暴力と紛争への関

与に追いやっている。その動機には経済的・非経済的事情、身の

安全の確保、あるいはアイデンティティや地位、復讐なども絡ん

でいる。

　このような状態を総合的に捉えるために、若年者の不満度を表

す新指標が導入された。ソマリアの若年者のスコアは5ポイント

評価で3.96となっている（5ポイントが最も不満度が高いことを示

す）。不満の最大の原因は、雇用されるための技能がないこと、

雇用機会がないこと、発言力がないこと、余暇活動がないことで

ある。彼らは、実感として、大事な存在として扱ってもらえず、

社会のさまざまな部分で排除されていると受け止めていることは

明らかである。

　ソマリアの若年者は、このような困難な状況にあってもなお将

来への希望と大志をもっている。このことは、彼らに社会的な発

言力を与え、平和構築の役割を託すことの重要性を示している。

BOX 3.2

ソマリア──紛争と若年者の排除

若年者の不満と根本的な原因若年者が感じている排除と反応

中南部
プントランド
ソマリランド

若年者が暴力に
関わる強い動機

若年者の間で
不満が募っている

ニーズや願望を
訴えられない

雇用に適
した技術
の欠如

娯楽施設
が不十分

若年者は国を
離れるように
迫られている

若年者の男性に
比べて女性が排
除されている

技能と求人
条件の食い
違い

若年者が排除
されている

暴力行為に
訴えざるを
得ない
若年者

若年者は
紛争の被害者
加害者ででも
ありもある

中南部
プントランド
ソマリランド

ニーズや
願望を
訴えられ
ない

家族の支援
の欠如

不十分な
統治と司法

雇用機会
の欠如

自尊心
の欠如

屈辱感

薬物乱用
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すい。64　殺人率を基準にすると、この問題が最
も深刻なのはラテンアメリカで人口10万人当た
り70人を超えている。65　若年者の殺人被害者1
人につき、病院での治療を要する傷害の被害
者が20-40人いるものと見られる。男性の殺人
被害率は15-29歳が最も高く、その後は加齢と
ともに下がっている。これに対し、女性の殺
人被害率は男性よりかなり低いが、その水準
は生涯を通じてあまり変化しない（図3.6参
照）66

　若年者は、成人が率いるギャングや犯罪集
団によって犯罪行為を強いられたり、そその
かされたりする危険が特に高い。若年失業率
が高い状況の中で、ギャングは若年者に仕事
やアイデンティティ、帰属意識、社会抗議の
場をもたらす。

がある。早婚は、社会的・経済的事情で選択
肢の限られた男女の間に取り持たれる場合も
ある。62　しかし、世界の大半の地域において、
10代女子の結婚は自分と家族の経済的ニーズ
を満たすためのものとなっている。早婚の慣
習は、若い女性の社会的・経済的機会が限ら
れた社会で続くことになりやすい。
　このような地域的慣習や社会文化的風習が、
若年者の成人への社会的移行を左右する。た
とえば若年男性の場合、高齢になった親の世
話など、世代にまたがる義務を負うことで成
人への社会的移行において影響を受ける。
　また、若年者は暴力に対する脆弱性も高
い。63　暴力は社会的排除や絶望感、人生の目的
意識の喪失、あるいは特に女子の場合、不安
やうつ病、心的外傷後ストレスにつながりや

図 3.6

ラテンアメリカ・カリブ海諸国での殺人発生率は、男性が15-29歳をピークに、年を重ねるごとに減少傾向にある
一方、女性の場合は、はるかに低い発生率で年齢による変化は見られない

出典：UNDP 2013b.

殺人による
死者の割合

1996-2009年
（％）

男性
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歳
以上
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　今日の世界において、労働の尊厳を守ることはますます苦しい

闘いとなっている。現在主流の経済観では、労働は生産費用と見

なされ、グローバル経済の中で競争力を保つために可能な限り低

く抑えなければならない費用とされている。この経済観において、

労働者は消費者と見なされる。労働者の賃金は相対的に低いので、

消費刺激のためにローンやクレジットカードを使いやすくする必

要があるのだという。その結果が、信じがたいほどの債務水準で

ある。個人の尊厳の基礎として、家庭の安定と発展の源泉として、

また平和なコミュニティに対する貢献としての労働の社会的重要

性など、影も形も見当たらない。しかし、それらこそが「ディー

セント・ワーク」（人間らしいやりがいのある仕事）の意味する

ところである。この言葉は、利潤の追求だけでなく人々の生活に

対する政策を考えなければならないのだということを、私たちが

再認識するように掲げられた言葉でもある。国際労働機関（ILO）

憲章が「労働は商品ではない」という原則を掲げている理由も、

まさにこの点にある。1　そして私たちは、労働の質が実にさまざま

な形で社会の質につながることを知っている。したがって私たち

はまず、働く貧困者たちが貧困と非正規雇用から脱し、十分な水

準の生計、自営もしくは正規雇用へ移ることの支援から始めなけ

ればならない。そして政策の焦点も、人々が賃金水準の高い、よ

り良い仕事に移り続けられるようにすることと、労働者の権利保

護、差別撤廃、ジェンダー平等の尊重に合わせなければならない。

そうすることによって、労働者の組織化と団体交渉、普遍的な社

会的保護、十分な年金と医療へのアクセスが促進される。世界中

の何億もの人々がこう訴えている。「働きがいのある仕事に公平

なチャンスさえもらえれば、あとは自分の力でやる。慈善や施し

はいらない」。開発途上国と先進国とでは、取り組みに要する時

間も重点も異なってくるが、ディーセント・ワークという課題は、

すべての社会が直面している。世界金融危機の余波になお苦しめ

られている最中にあって、この点はなおのことである。

　この課題がなぜ、これほど困難になっているのか。歴史的経緯

と政策の両面から数々の説明がなされているが、根本に1つの厳

然たる事実がある。それは、現在の世界では労働よりも資本の価

値に重きが置かれていることである。許容範囲を逸脱した不平等

の拡大から、国内総生産（GDP）に占める総賃金の割合の低下まで、

その表れは至るところに見て取れる。この現状に恩恵を受けてい

る人々も含めて、私たちのすべてが、社会と政治の安定に及んで

いる悪影響についてあらためて考える必要がある。かつてのロー

マ法王ヨハネ・パウロ2世が、こんな言葉を残している。「資本よ

りも労働、私的な利益よりも公共の利益が上であるという根本秩

序が、私たちの置かれている経済システムによって揺るがされる

ことがないよう、誰もが努力しなければならない」。また、ガン

ジーの名言を引けば、「すべての人の必要を満たすことはできて

も、すべての人の欲を満たすことはできない」のである。

　とはいえ、状況に変化も芽生えている。数々の新興国と開発途

上国が危機対応の政策に自律性を発揮するようになり、本報告書

が提言している雇用と社会的保護を重視している。そもそも危機

につながったのは、市場の自己規制能力を過大評価する一方で、

国家と公共政策と規制の役割を過小評価し、環境と労働の尊厳、

社会サービス、社会の福祉機能を軽視する政策だった。それが持

続不可能で非効率、非公正な成長パターンに行き着いた。この連

鎖を断ち切る動きが徐々に始まっているが、それに代わる既成の

モデルはない。私たちは今、グローバルな政策リーダーシップの

確たる源がないまま続く不確実性の時期に入ろうとしている。つ

まり、確固たるグローバルな意思決定がなされることなく、なん

とか切り抜けていくという時期である。国連システムにとって、

これはきわめて大きな政治的機会であり、また知力を試される時

でもある。危機後の世界のあり方を見据えた新しい政策のサイク

ルに向けて、まずは、2015年以降の創造的なグローバル・ビジョ

ンに基づく持続可能な開発目標を第1歩にすることができる。さ

らに私たちは、国連という政府間機構の枠組みを超え、耳を傾け

る必要がある。あまりに多くの国で大きな騒乱や不安定化が生じ

ている。市井の人々の世論調査や投票行動、あるいは声を強める

社会運動から、政財界のリーダーたちに明確なメッセージが突き

つけられている。「あなたがたの政策は、私たちの大多数のため

になっていない」と。

　本報告書が完全雇用と普遍的な社会的保護、ディーセント・ワ

ークの重要性を再認識する必要を強調しているのも、まさにこの

理由からである。この点は、国連史上最大規模となった世界サミ

ットの合意内容をふまえている。その2005年世界サミットの成果

文書に、こう記されている。「我々は、公正なグローバル化を強

く支持し、女性と若年層を含めた全ての人に対する完全かつ生産

的な雇用及びディーセント・ワークという目標を、貧困削減戦略

を含め、ミレニアム開発目標を達成するための我々の努力の一部

として、国家開発戦略と同様、我々の関連する国内的及び国際的

政策の主たる目的とすることを決意する」。2　つまり、明確なコミ

ットメントが少なくとも文書上に存在している。

　最後に、必要とされる変革の1つを例示したい。私の見るところ、

その必要性についてはすでに幅広いコンセンサスがある。それは、

金融活動が主導している現状のグローバル経済のあり方を、雇用

創出効果の高い実体経済への強力な投資が主導するように改める

ことである。ほとんど雇用創出を伴わない金融市場における短期

利益の拡大が、時間枠の長い持続可能な実体経済活動から資源を

奪い取ってしまっている。規制の枠組みによって、貯蓄を実体経

労働の尊厳という価値

特 別 寄 稿 フアン・ソマビア博士（元国際労働機関事務局長）
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ある。さらに、完全雇用は貧困削減にもつな
がる。
　先の経済危機は多くの労働者に長い失業を
もたらした。データが揃っている42か国の過
半において2007年第4四半期以降、かなりの割
合の失業者が12か月以上の失業を余儀なくさ
れた。70　経済の下降が短期間であっても、人々
は悪影響が尾を引く「爪痕」に苦しめられる
場合がある。先進国において、雇用の喪失は
10-25％の収入減につながり、その状態が5-20
年も続きうる。71　不測の失業によって生じる大
きな収入損失は、開発途上国でも起こってい
る。72　開発途上国では、経済危機が収入と家計
消費と貧困に大きな悪影響を及ぼす。73

　妥当な質の雇用の不足は、所得の損失を超
える深刻な影響をもたらす。一時解雇や失業
に伴うストレスから脳卒中や心臓発作が引き
起こされ、寿命が縮む結果に至ることもあ
る。74　また、失業中にはうつ病やアルコール依
存症にもなりやすくなる。75　そしてさらに、ジ
ェンダーによる偏りという問題もある。英国で
は、60歳以上の女性は同世代の男性よりも所
得水準が低い傾向にあり、地位の低い女性や
パートタイム労働をしている女性は、総じて退
職年金が低くなっている。76

　働く貧困者の多くは通常の雇用の外側にい
る。すなわち、先進国では非自発的なパート
タイム雇用や臨時雇用、開発途上国ではイン
フォーマルな経済の雇用である。理論的には、
雇用率が上がれば、このような非正規雇用は

成年者と仕事──賃金を超える価値

　成年者は、有償・無償の労働を通じて自分
と家族の生活を担う役割を担う。就労してい
る成年者は脆弱性が低いと見なされることが
多い。しかし、多くの成年者が不安定な雇用
や失業の中にある。2012年の数字で、世界の
成年失業者数は2億人を超えている。また、総
雇用の半分以上が脆弱な雇用であり、地域別
にその割合を見ると南アジアとサハラ以南ア
フリカが共に77％で最も高く、次いで東南ア
ジアの61％となっている。67　また、雇用下にあ
っても賃金がきわめて低いという場合も少なく
ない。2011年の推計で、雇用下にありながらも、
世帯の1人当たり所得が1日1.25ドルに満たない
15歳以上の人々が3億9700万人に及んでいる。
このような働く貧困者の割合が最も高い地域
はサハラ以南アフリカ（総人口の41.7％）で、
次いで南アジア（同25.7％）となっている。68

　仕事がもたらすのは賃金だけではない。雇
用、特に妥当な質の雇用は尊厳と地位、そし
て一体性が高く安定したコミュニティや社会
につながる。安定した雇用は社会的便益を生
む。つまり、労働力に蓄積される経験と知識
と生産性が増し、したがって経済活動の向上
につながる。69　完全雇用は、女児の福祉向上を
通じて社会的一体性にも寄与する。なぜなら、
女性の雇用が広がることによって女の子の「価
値」に対する認識が改まり、女児の教育と保
健に対する投資が促されることになるからで

注：1．ILO 2010a.　2．UN 2005.

済に回すという金融機関本来の役割を回復させ、現在の過剰流動

性を生産的な投資に向け直す必要がある。同時に、妥当な水準の

インフレ圏内でGDPに占める総賃金の割合を高めれば、実質需要

が拡大して持続可能な開発成長の源泉につながることになる。現

状の最低賃金政策から、生産性の増加分と利益のより公正な分配

に移行することが出発点にならなければならない。

　これは夢に過ぎないのか、それとも可能な現実であるのか。い

ずれ答えはわかるが、これからしばらくの間、この点が政治と社

会的闘いの焦点となることに疑問の余地はない。
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公的な社会的保護がないことで、ショックに
対処する能力が損なわれる。また、インフォ
ーマルな経済で働く人々は当局者のハラスメ
ントを受けやすく、それだけ脆弱性が高まる。
パートタイムや臨時労働に従事する人々も同
様の問題に直面している。医療保険などの保
障や福利厚生における正規雇用者との格差で
ある。
　世界の労働者の半数近くが脆弱な雇用の下
にあり、そのほとんどが労働法制や社会的保
護の枠外で不安定な仕事の中に閉じ込められ
ている。使用者側は、経済の不安定化や危機
の頻発を受けてパートタイム雇用や臨時雇用
への依存度を高めている。82　開発途上地域で脆
弱な雇用の割合が最も高いのは、南アジアと
サハラ以南アフリカである（共に2011年の数

減っていくはずである（図3.7の「カテゴリー1」
を参照）。しかし、データが揃っている国々の
過半において、2007-2010年の間に失業も非正
規雇用も増加した77（図3.7の「カテゴリー4」
を参照）。78

　特に開発途上国にとって問題であるインフ
ォーマルな経済の雇用については、データが
揃っている新興国と開発途上国の合計41か国
で、総雇用の40％超を占めている。79　インフォ
ーマルな経済の雇用はさまざまに定義されて
いるが、一般的に社会的保護、法的保護、規
制された保護を伴わないものである。80　そのよ
うな雇用の下にある人々は、正規雇用の下に
ある人々よりも総じて所得が低くなっている。81

　インフォーマルな経済の雇用下にある人々
の脆弱性は、不安定な低収入にとどまらず、

図 3.7

データが揃っている国の大半で総雇用が落ち込んだ2007-2010年にかけて非正規雇用の数字は増加した

出典：ILO 2012c.
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は15.5％へと倍増し、なかでも東アジア・太平
洋諸国で最も増加する見通しにある（2010年
の7.4％から2050年の22.2％へ）。2050年時点で
60歳以上の人口比率が5％を下回る見通しにあ
るのはサハラ以南アフリカだけである。92

　高齢層にとっては、貧困と社会的排除が問
題となっている。その大きな原因として、世界
の高齢人口の約80％が無年金者であり、労働
や家族の収入に生計を頼っている。93　一般的
に、加齢とともに身体的・精神的・経済的な
脆弱性が増していく。94　高齢期の貧困は慢性化
しやすい。なぜなら、それまでの時期におけ
る経済的機会と安定の不足が積み重なって、
高齢期の脆弱性につながっているからである。
さらにこの点は、若い時期に不利が積み重な
ると、貧困の世代間連鎖にもつながるというこ
とも示している。たとえば、バングラデシュで
は総人口の3分の1近くが高齢者のいる世帯の
中で生活し、さらにそれ以上の数の人々が高
齢者の世話をしたり、あるいは逆に高齢者か
ら助けを得ている。95

　高齢者の脆弱性を高めている要因は所得の
低さだけではない。所得がなくなった上に病
気や障がいが重なって資力が尽きれば、対処
の能力にさらなる不利が加わってしまう。世帯
所得に貢献する能力が弱まれば、たとえ間接
的な形であったとしても、明らかに世帯内での
尊厳とエンパワーメントに悪影響が生じること
になる。家族に食と住を頼れる場合でも、自
分自身に資力がないことで選択の自律性と能
力が弱まり、一家のお荷
物と見なされることにな
りかねない。96

　パートナーの不慮の
死、経済的余裕の範囲内
にある身体・医療ケアへのアクセス不足、社
会参画からの排除、ホームレス、自律性の喪失、
施設への入所、社会との隔絶、孤独、これら

字で77.5％）。83

　世帯内で1人が職を失うと、他の家族がそれ
を補おうとすることになりやすい。84　男性の家
族が失業して、複数の女性家族が働きに出よ
うとする場合もある。しかし、経済の下降期
には女性が労働力から退くことになりやすい。
また、危機を受けて世帯の経済的余裕がなく
なると、女性が無償労働に費やす時間が長引
きやすくなる。85　女性の労働力参加が世帯内の
不和につながる場合もあり、有償労働を始め
た女性は家庭内暴力を受けやすくなるおそれ
がある。86

　親などの成年者が失業すると、子どもも影
響を被ることになる。87　開発途上国では、経済
的事情の悪化によって子どもの就学率が最大
で12ポイント下がるというデータもある。88　ま
た、子どもが働くために学校をやめる場合も
ある。そうなると、将来的に貧困を脱する可
能性が弱まってしまう。
　雇用の向上は、個人のレベルを超える社会
的便益をもたらす。89　すべての人が質的な基準
を満たす雇用機会にアクセスできる社会は、
争いが少なく、人々が強くつながり、公正と正
義の意識も高まりやすい。90　このような結果が
国内の社会的一体性を強め、社会制度の働き
が高まりやすくなる。そして、人間開発を支え
る環境が生み出される。また、大規模な失業
の発生は公的医療支出の増加につながりやす
いため、雇用の向上は社会的支出の観点から
も意味がある。91

尊厳ある加齢──多くの人々にとって遠い現実

　世界の60歳以上人口は5億人を超えている
（総人口の8％弱）。開発途上地域のなかで60歳
以上人口比率が最も高いのは欧州・中央アジ
アである（11.4％、図3.8参照）。2050年までに、
60歳以上の人々が世界の総人口に占める割合

雇用の向上は
個人のレベルを超える
社会的便益をもたらす
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マルな経済部門で働くことになりやすい。高
齢の女性は、特に夫に先立たれたり、子ども
がいない場合、経済的にも社会的にも特に脆
弱性が高くなり、97　中傷や虐待を受けたり、見
捨てられた状況で生活することになるおそれ
がある。98

　大半の高齢者および高齢者のいる世帯で生
活する人々は、貧困率が高くなっている。経
済協力開発機構（OECD）加盟国全体の高齢
者貧困率は13.5％で、世界平均10.6％を上回っ
ており、99　また高齢女性は高齢男性よりも貧困
率が高い（図3.9参照）。多くの開発途上国も同
様の状態にある。ドミニカ共和国、エルサル
バドル、グアテマラ、ホンジュラス、パラグア
イでは、60歳以上人口の40％超が貧困の中に

すべてが高齢者の脆弱性につながる。さらに、
社会的環境や身体的環境も狭まることになり
やすく、それが個人的能力の低下と相まって、
機会はあっても生かせない状況や脅威に対す
る強靱性が低下することにつながってしまう。

　高齢期の貧困にはジェ
ンダーが強く関わってい
る。女性は男性よりも平
均余命が長く、それだけ
男性よりも貧困生活が長

くなりやすい。また、女性のほうがパートナー
を早く失うことになりやすいが、再婚はしにく
い。また、女性の方が教育水準が低く、子育
てをしなければならないことから、インフォー

高齢期の貧困には
ジェンダーが
強く関わっている

図 3.8

世界の60歳以上の人口比率は2050年までに15.5％へ倍増する見通しで、東アジア・太平洋諸国の増加率が
最も大きくなる

出典：Lutz and KC （2013） を基に人間開発報告書室（HDRO）が算出。

総人口に
占める
60歳以

上の割合
（％）

アラブ諸国 東アジア・
太平洋諸国

欧州・
中央アジア

ラテンアメ
リカ・カリブ

海諸国

南アジア サハラ以南
アフリカ

世界

78 人間開発報告書 2014

ある。100

　加齢とともに障がいの可能性も高ま
る。世界の60歳以上の人口の46％強が
障がいがあり、101　障がいの有無を問わ
ず、高齢者の15-30％が単身生活か労働
年齢に当たる成年者のいない世帯で生
活している。102　高齢者の虐待もかなり
広がっている。36か国を対象とした
2011-2012年の調査によると、高齢者の
43％が暴力や虐待をおそれている。103

　高齢者は自分のパートナーや孫の世
話を担う存在でもあり、また自分の親
の世話をする高齢者も増えている。
HIV/エイズが蔓延している国々では、
エイズで親を失った子どもの世話を祖
父母がしている。104　移民に関しても同
様の状況がある。ボリビアからスペイ
ンに渡った移民の約69％が子どもを本
国に残しているが、大半の場合、その
子どもの世話は祖父母がしている。中
国の農村部では、親が都市部に働きに
出ている5歳未満児の38％が祖父母の世
話の下にある。105

構造的な脆弱性

　社会制度や法制度、権力構造、政治
的合意の余地、あるいは伝統や社会文
化的規範が、社会のすべての人に平等
に働かず、一部の人々や集団の権利と
選択に対して障壁を生み出している場
合、構造的な脆弱性が生じることにな
る。構造的な脆弱性は、大きな不平等
と広範な貧困という形で現れることが
多い。この2つは、社会的通念による集団
分けから生じる水平的不平等、つまり
集団間の不平等とつながっている。106　
構造的な脆弱性は、社会的排除、低水

図 3.9

経済協力開発機構（OECD）加盟国では、高齢者の貧困率が国民全体の貧困率を
上回る傾向にあり、高齢者の貧困率では女性が男性を上回る傾向にある
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多数を占めている場合でも、特定集団や貧し
い人々の政治的影響力を阻害する。水平的不
平等は、社会全体でなく特定の集団を優遇す
る政策をエリート層が掌握する結果につなが
りかねない。107　そのような場合、排除された集
団にとっては公共サービスの量と質が下がる
ことになり、したがって脆弱性が高まる。
　また、特定のリスクに対する露出度が高く、
ショックに対処する能力がもともと弱い集団も
存在する。そのような露出度と、集団としての
生来的な性質に対する社会の差別的な扱いが
有害な結果につながる。108　また、ショックも新
たな脆弱性、あるいは脆弱な人々の新たな集
団を生み出す。たとえば、2010年1月のハイチ
大地震で負傷した人々のうち、約20万人が長

準の人間開発、人々の社会的地位によって永
続化し、リスクやショックに対処する人々の能
力を阻害する。
　貧しい人々、女性、マイノリティ（民族、
言語、宗教、移民、性的趣向など）、先住民族、
辺地に暮らす人々、障がいのある人々、辺境
に位置する国々、天然資源の乏しい国々は、
能力の構築や選択の行使、そしてショックが
発生した際に支援と保護を受ける権利の主張
において、より高い障壁に直面しやすい。障
壁が法的な性質を帯びる場合もある。法律上
は差別がない場合でも、効果的な政策がなけ
れば特定の人々が排除されて脆弱になるおそ
れがある。集団間の不平等と排除（つまり水
平的な不平等と排除）は、その集団が人口の

図 3.10

約12億人が１日1.25ドル未満で生活し、15億人が多次元貧困の中にいる

出典：多次元貧困に関しては、ICFマクロ人口・保健調査、UNICEF多重指標クラスター調査、数か国の世帯調査など、一連の世帯調査を基に人間開発報告書室（HDRO）が算出。所得貧困に関しては、
世界銀行の世界開発指数データベースを基にHDROが算出。
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てしまうおそれがある。貧困基準（所得貧困
または多次元貧困）をわずかに上回る人々の
割合が最も大きい地域は、南アジア、サハラ
以南アフリカ、東アジア・太平洋諸国である（表
3.1参照）。
　多次元貧困は農村部で最も多くなる傾向に
あり、したがって地理的性質を強く帯びてい
る。ソマリアでは、都市部の多次元人口比率
が60％であるのに対し、農村部では95％超に
達している。同様に都市部と農村部の多次元
人口比率は、ブルキナファソでは43％と94％、
ニジェールでは56％と96％、エチオピアでは
54％と96％となっている。
　多次元貧困は多くの国において、女性が世
帯主の世帯と60歳以上の家族がいる世帯で多
くなっている。また、もう1つの要因として幼
児期の子どもの存在がある。たとえばボリビ
アでは、国民全体の多次元貧困率が12％であ
るのに対し、5歳未満児が少なくとも1人いる
世帯の多次元貧困率は34％となる。同様に数
字を挙げると、ガーナでは21％と42％、ペルー
では7％と19％、シリアでは4％と11％である。
　脆弱性は、貧困にその他の生活条件が加わ
ることで高まる。114　貧しい人々は、気候変動の
影響に対して脆弱な地域で生活していること

期的に障がいを抱えることになると見られて
いる。109　これほど多数の人が影響を被ること
になったのは、地震のせいだけでなく、国とし
ての脆弱性も相まった結果であると考えるこ
とができる。110

貧困と脆弱性

　貧困と脆弱性にはつながりがあり、相乗作
用が生じる場合も少なくないが、この2つは同
義ではない。貧しい人々の脆弱性が高いのは、
大部分の側面において、他の人々よりもショッ
クに伴う危険が大きい状態にあるからである。
この点は、環境上のショックに関して十分に
実証されている。111

　世界全体で12億人が1日1.25ドル未満で生活
し、27億人が1日2.50ドル未満で生活している
（図3.10参照）。112　また、15億人が多次元貧困の
中にあり、ほぼ8億人が準貧困状態にある。113　
つまり、22億人近くが複数の重要な側面にお
いて欠乏を抱えている。貧困人口は減少して
いるとはいえ、多数の人々が貧困基準をわず
かに上回っただけの状態で生活している。し
たがって、特異なショックまたは一般的なショ
ックの発生によって、たちまち貧困に再転落し

表 3.1

地域別に見た所得貧困と多次元貧困

出典：多次元貧困に関しては、ICFマクロ人口・保健調査、UNICEF多重指標クラスター調査、数か国の世帯調査など、一連の世帯調査を基に人間開発報告書室（HDRO）が算出。所得貧困に関しては、世界銀行の世界開発指数
データベースを基にHDROが算出。

地域

サンプル
国数

所得貧困
人口（％）

準所得
貧困

人口（％）

サンプル
国数

多次元貧困
人口（％）

欠乏の
強度（％）

準多次元
貧困

人口（％）

アラブ諸国 10  6.5 36.4  9 15.5 48.4  8.7

東アジア・太平洋諸国 11 12.7 25.1 10  6.4 44.7 16.2

欧州・中央アジア 15  1.4  6.0 15  1.8 37.3  4.5

ラテンアメリカ・
カリブ海諸国 20  5.7  7.0 14  6.7 42.8  9.5

南アジア  8 30.6 44.4  7 53.4 50.8 17.9

サブサハラ以南アフリカ 40 50.9 27.8 36 59.6 55.0 16.2
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た干ばつでは、子どもの発育不良が増加し、
就学に平均3.7か月の遅れが生じた。子どもの
学業への悪影響は、その後の16年間にもわた
って残った。エチオピアでは2002-2006年の間
に、所得下位20％の世帯の90％が少なくとも1
回は有害事象のリスクを経験したが、多くの
世帯が複数のリスクを経験したと回答してお
り、その数は世帯当たりの平均で4.2に及んで
いる。122　ショックに見舞われた世帯は、食費を
切り詰めたり資産を取り崩したり、あるいは借
入れを増やしたりして対処するが、いずれも
子どもの発達に長期的影響を及ぼす結果にな
りやすい。所得に関わるショックは、貧しい世
帯の子どもの就学と学業成績に重大な影響を
及ぼす。123

　人々とコミュニティに対する災害の影響度
は、災害への対処能力だけでなく資産基盤、
つまり経済資本と自然資本によっても変わる。
たとえば、生態系が大幅に劣化すれば、海洋
生物多様性や非木材林産物、小規模農業や自
給農業、牧畜など、自然資源に直接的に依存
するコミュニティの生計が脅かされる。このよ
うなコミュニティの脆弱性の度合いは、現在
の経済活動および代替の経済活動に活用でき
る自然資源の状態、自然資源の管理体制、生
態系が生産力を回復できなくなる限界点にど
れだけ近づいているか、という要因によって
決まる。環境の劣化と自然資源の枯渇は重大
な脅威となっている。2011年時点で農業労働
者は世界の経済活動人口の40％を占め、その
うちの60％がHDI低位グループに集中してい
る。また、極度の貧困人口の3分の2が農村部
に暮らし、生計を農業資源と自然資源に大き
く依存している。土地の劣化と水不足も大き
な問題である。2025年までに18億人以上が水
不足の影響を受ける見通しにあり、なかでも
農業労働者と貧しい農家が最大の影響を被る
ことになる。124

が多い。たとえば、海面水位の上昇による高
潮や洪水を受けやすい沿岸部の低地、気候変
動による乾燥や干ばつが起こりやすい辺境地
などである。115

　貧しい人々は一般的に、不測の事態に見舞
われた場合に頼れる貯蓄や借入れ、資産を欠
いている。したがって、失業など所得に関わ
るショックに直面すると、食費を切り詰めたり、
医療や子どもの教育に対する支出を減らした
りするなど、弊害が伴う方法に頼ることにな
る。116　貧しくない世帯でも、そのような脆弱性
に大きな違いがあるとは限らない。実際、先
進国でも開発途上国でも数十年にわたって生
活水準が向上してきたにもかかわらず、人々
の経済的な安定感はむしろ弱まっている。117　
　最近の財政緊縮政策によって、半数以上の
欧州諸国において、貧困が増大した。なかで
も特に大きなリスクに直面している集団が、子
ども、移民および移民系の人々、民族的マイ
ノリティ、障がいのある人々である。118

　自然災害による影響は低所得層、高齢者、
障がいのある人々に対して、偏って重くなる。
2005年にインドのムンバイで発生した大洪水
でも、最も貧しい世帯が最大の打撃を受けた。
数字に表れた損害規模を見ると大きくはない
ようにも見えるが、世帯当たりの被害規模は
ほぼ世帯当たりの貯蓄額に匹敵している。こ
の大洪水では、世帯の貯蓄の少なさと資産の
喪失が回復と復興の能力を阻害した。119　2001
年のエルサルバドル大地震では、最も大きな
被害を受けた人々の1人当たり所得が3分の2に
減少した。120　バングラデシュでは、周期的に
発生する大洪水により最大750万ヘクタールの
耕地が被害を受け、貧しい人々に最大の打撃
が及んでいる。121

　災害において、貧しい世帯の子どもは栄養
不足などの長期的影響に大きな脆弱性を抱え
ている。ジンバブエが1982-1984年に見舞われ
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上国の平均値を15％以上も下回り、子どもの
栄養不良率と周産期死亡率が2倍の水準に及ん
でいる。125　子どもの栄養不良率は、女性に土
地所有の権利が認められていない国々では60
％高く、女性が融資を受けられない国々では
85％高くなっている。周産期死亡率も、女性
が身体的に傷つけられやすい国々で総じて高
くなっている。
　経済の悪化に伴う乳幼児死亡率の上昇を見
ると、女子が男子をほぼ5倍も上回っている。126　
先の世界経済危機は、サハラ以南アフリカで
推定3-5万人の乳幼児の死亡増加につながって
いる。127

　女性の政治参加の自由はほとんどの国に広
がっているが、女性国会議員の割合が総人口
の女性比率と同等以上になっているのはキュ
ーバとルワンダの2か国しかない。ルワンダで
は、2013年の下院選挙で女性が80議席中51議
席（64％）を占めた。128　しかし、データが揃っ
ている国々の約60％において、女性国会議員
の割合は20％未満にとどまっている。政治に

ジェンダー

　世界的に最も広範に差別を受けているのが
女性である。各国の法制度には豊かで多様な
文化的伝統が反映されているが、女性の人権
を守る制定法よりも慣習法や宗教法が優先し
ている国々もある。家族や結婚、経済的権利、
暴力をめぐる問題に関して、法律が明確に女
性を差別している場合もある（図3.11参照）。
また、女性に土地所有の権利を制限したり、
避妊や家族計画に配偶者の同意を義務づける
法規定もある。
　女性は社会慣習による差別も受けている。
たとえば早婚、相続上の差別、無償労働の負
担の多さ、女性に対する暴力（BOX3.3参照）、
男子の優遇、公共の場所や生産資源に対する
アクセスの制限などである。女性の権利を侵
害する社会慣習による差別は、人間開発の男
女格差にもつながっている。開発途上国のな
かで最も女性に差別的な社会慣習をもつ21か
国では、女性の初等教育修了率が他の開発途

図 3.11

一部の国には、家族、経済活動、暴力などの問題に関して女性を差別する法律がある

出典：Equality Now 2011.
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を根絶することはできないが、大きな第1歩に
なりうる。
　自然災害と気候変動はしばしば不平等と差
別の悪化につながり、そこにはジェンダーに
基づく不平等と差別も含まれる。129　女性のエ

おける女性の発言力を高めることによって、
女性の一般的地位が大きく高まりうる。ルワン
ダは、女性のエンパワーメントと暴力からの保
護に関して、アフリカで最も進歩的な内容を
含む法律を備えている。法と政策だけで差別

　2012年と2013年に起きた一連の事件によって、世界中のメディ

アが女性に対する暴力の蔓延に目を向けた。パキスタンではマラ

ラ・ユスフザイがタリバンに銃撃され、インドでは女子学生が集

団レイプの末に殺害され、エジプトではカイロのタハリール広場

でレイプやハラスメントが続発した。これらの事件は、女性に対

する構造的な暴力が依然として世界中に蔓延し、女性の社会生活

への参加、コミュニティの安全、ひいては安全保障に対し、きわ

めて大きな障壁であり続けていることをあらためて物語っている。

　世界の女性の約3分の1が生涯において性的暴力やその他の身体

的暴力を受け、その加害者は親密なパートナーが中心を占めてい

る（女性に対する殺人の40％近くが親密なパートナーによる犯行

であり、それ以外にも名誉殺人や花嫁持参金に絡む殺人がある）。1　

このような暴力は、特定のタイプの対人関係に内包される構造的

な「人間関係上の脆弱性」とされる。2　世界保健機構（WHO）の

最近の分析では、世界の女性の7.2％（14人に1人）がパートナー

以外の性的暴力を受けていると見られる。3

　2011年に143か国を対象としたギャラップ社の調査データは、

ジェンダーに基づく暴力の恐怖を浮き彫りにしている。すべての

国において女性は男性よりも危険を感じているばかりか、脅威の

認識におけるジェンダー格差が所得水準に関わりなく現れてい

る。2桁台のパーセンテージのジェンダー格差が多数の中所得国

と高所得国で確認されている。4 

　親密なパートナーによる暴力と貧困は強い正の相関関係にあ

り、その広がり方には地域的パターンが存在する。アフリカの女

性は、欧州の低・中所得国の女性に比べ、暴力を受ける割合がほ

ぼ2倍に達している。東南アジアの女性は、現在または元のパー

トナーから暴力を受けることが、それ以外から暴力を受けること

よりもほぼ8倍多くなっている。

　女性の保護を支持する判決や立法とともに、公共キャンペーン

や市民活動が民事・刑事司法の変革に結実している。多くの国で、

被害者とその子どもを支えるための法的・社会的努力がなされ、

接触禁止命令など、パートナーの暴力から被害者を守る民事法上

の救済手段が法制化されている。しかし、社会規範と法の改革は

往々にして長く険しい道のりとなっている。インドでは、最近の

レイプ事件の多発5　を受けて刑法が改正されたが、夫婦間レイプ

を犯罪と定めるには至らず、6　社会変革の主体としての法の力と限

界を浮き彫りにしている。暴力は、家庭外で経済活動に参加する

女性の能力に悪影響を及ぼす。メキシコでは、女性の労働力離脱

に関して、働くことに反対する夫の脅しや暴力が最大の原因とな

っている。7　インドでは、夫の暴力や威嚇によって、多くの女性が

自助グループへの参加を妨げられている。8　社会規範の問題点（女

性への暴力を許容していること）を訴える公的介入や、心理的な

障壁（女性の恥や罪の意識、男性の敵意や偏見）の削減が、女性

に対する暴力を減らし、ひいては女性のエンパワーメントを高め

ることにつながりうる。その一例に、メキシコの「ジョ・クイエロ、

ジョ・プエド」（「私はそうしたいし、そうできる」）がある。こ

れは個人を出発点として位置づけ、個人の自発性と本来的なエン

パワーメントの意識を過程としても、また状態としても育んでい

くことによって、女性の主体性と持続可能性を高めるプログラム

である。

　それに比べて見過ごされているのが、女性の身体的活動の自由、

精神的な安定、想像力と思考の能力に及ぼされる目に見えない影

響である。これらはいずれも人間の能力の中心的側面である。9　ど

のような暴力も被害者の人格、尊厳、存在価値の意識を傷つける

が、女性に対する暴力は構造的な性質も帯びている。つまり、偶

発的に暴力を受けているのではなく、従属的集団というアイデン

ティティゆえに暴力を受けているという側面がある。アイリス・

マリオン・ヤングの言葉を引いておきたい。「暴力による抑圧は、

直接的な犠牲だけでなく、自分たちは暴力を受けやすいのだとい

う意識が、日常知として被抑圧集団の全成員に共有されることに

も表れる。これは、ひとえに被抑圧集団のアイデンティティによ

るものである。攻撃の脅威の下で生きていること、そのことだけ

によって……抑圧された人々は自由と尊厳を奪われ、費やす必要

のないエネルギーを費やしている」10

BOX 3.3

女性に対する暴力

注：1．WHO 2013.　2．Kabeer, Mumtaz and Sayeed 2010.　3．WHO 2013.　4．Gallup 2013.　5．Parliament of India Rajya Sabha 2013.　6．Harvard Law and Policy Review 2013.　7．Funk, Lang and Osterhaus 2005.　8．Sen 1998; Kabeer and 
others 2012.　9．Nussbaum 2005.　10．Young 1990, p.62.
出典：Chalabi and Holder 2013; Kabeer 2014; Pick and Sirkin 2010. 
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それだけ困難になる。同様に、身体的安全を脅
かされる事態に直面した場合にも、助けを求
めにくい。障がいのある人々のなかでも特に
脆弱なのが、貧困の中に生活する人々である。
また、障がいのある人々は一般の人々より暴
力にも遭いやすい。135　障がいが働きにくさにつ
ながりやすいため、一般的に他の人々よりも貧
しい境遇にある。さらに、コミュニケーション
に障がいのある人々は、介護者も含む他者か
ら虐待を受けやすい。
　障がいのある人々は、
自然災害や武力紛争の発
生時に特に危険にさらさ
れる。認知障がい、知的障
がい、身体障がいは、情報へのアクセス能力と
情報に基づく行動能力に響きうる。136　高度な
医療ケアが必要と思われて避難の際にとり残
されたり、避難所や難民キャンプに受け入れ

障がいのある人々は
自然災害や
武力紛争の発生時に
特に危険にさらされる

ンパワーメントと主体的能力が、この種の脆
弱性の削減につながる。たとえば、2004年の
インド洋津波の発生から3週間後、1993年のラ
トゥール地震（マハラシュトラ州）と2001年の
カッチ地震（グジャラート州）を経験した女性
の村落住民たちが、タミル・ナードゥ州の被
災地まで出向き、同様の被害に遭った女性た
ちに連帯を示して復興活動に協力するなど、
積極的に支援に携わった。130

民族集団とマイノリティ

　先住民族は世界人口の約5％に相当するが、
世界の所得貧困人口の15％、世界の農村部にお
ける極度の貧困人口の30％超を占めている。131　
先住民族の人々は教育水準が低くなりやすく、
機会の不平等に直面し、土地などの生産的資
産に対するアクセスにおいても不平等の中に
あることが多い。132　ラテンアメリカでは、先住
民族の労働者の平均所得が非先住民族の労働
者のそれの約半分の水準にとどまっている。133

　欧州で最も脆弱な集団の1つがロマである。
2011年の数字で、ロマの約30％が1日4.30ドル
未満で生活しているのに対し、ロマ以外の人々
では9％にとどまっている（図3.12参照）。ロマ
の生活水準の向上を図る国レベルと地域レベ
ルの数々の取り組みにもかかわらず、ロマは
依然として社会的排除に苦しめられ、そのせ
いで基本的な社会サービスへのアクセスに制
限を受けている。134

障がいのある人々

　障がいのある人々は、権利の主張と選択の
行使において物理的な障壁に直面している。
公共交通機関や政府機関、病院など公共施設
へのアクセスに不利な状況に置かれることが
多く、経済的・社会的・政治的活動への参加が

図 3.12

2011年時点で、ロマ世帯の貧困率は非ロマ世帯の貧困率を
大きく上回っている

出典：UNDP, World Bank and EC （2011） を基に人間開発報告書室（HDRO）が算出。

非ロマ

1日4.30PPPドル未満を基準
とする所得貧困人口の割合

（％）

ロマ
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人口のわずかを占めるに過ぎないが（2011年
時点で1050万人）、シリア内戦では500万人前
後が居住地を追われている（2012年12月から
2013年1月の間だけで25万5000人超）。142

脆弱な国 と々地理

　個人とコミュニティの脆弱性に対する取り
組みは、その国の脆弱性をふまえなければな
らない。国内政策では容易に対処できない外
部的要因による構造的な脆弱性が存在する場
合は、そのような国を特別に扱うことが合理
的な取り組みとなる。たとえば、後発開発途
上国（LDCs）は、経済成長に構造的な弱みを
抱えた貧しい国々と定義され、他の国々よりも
貧困の中にとどまってしまうおそれが強い。辺
境に位置する開発途上国と小島嶼開発途上国
も、大きな構造的困難を抱えた国々の集団で
ある。
　本報告書では、世界の一体化とともに生じ
ている新たな脆弱性も含めて、国々が直面し
ている構造的な脆弱性の多くを検証する。国々
の脆弱性に関する分析は、地震や火山噴火、
気候ショック（BOX3.4参照）などの環境・自
然災害と、国外需要の縮小や貿易条件の悪化
など外部的な経済事象が中心となる。

集団的暴力と不安全な生活

　人間開発報告書1994において、人間の安全
保障という概念を導入した。その冒頭に「人々
が安全に日常生活をおくれなければ、世界は
平和になり得ない」とある。143　安全の概念化
には、身体的・精神的な脆弱性、リスク認知
も含む能力と限界までふまえたうえで人間を
捉えることが必要となる。144

　2000年の数字で、自死、対人暴力、集団的
暴力による死亡者は世界全体で1日約4400人に

られない場合もある。コミュニティの防災の取
り組みは、障がいのある人々に参加の輪を広
げ、彼らが直面している環境上の障壁や制約
の問題に対処する必要がある。137

　障がいがもたらす脆弱性は、社会的・経済的・
人口的要因によって左右される。たとえば、
障がいのある人々は、障がいのない人々よりも
働く能力が弱くなりがちであり、したがって貧
しくなりやすい。実際に、障がいのある人々は
雇用率が低くなっている。138　51か国を対象とし
た世界保健調査のデータでは、障がいのある
男性の雇用率が52.8％、障がいのある女性の雇
用率が19.6％であるのに対し、障がいのない男
性では64.9％、障がいのない女性では29.9％と
なっている。139　障がいのある人々の障壁と脆
弱性の問題に取り組むことによって、障がい
のある人々の可能性を解き放ち、社会全体に
恩恵を生み出すことができる。

移民

　国際移民は世界人口の3％を占めているが、
正規の移民であっても一般市民よりも権利と
保護が弱く、社会的保護へのアクセスも狭く
なっている。140　多くの場合、移民は社会生活
や公共生活から排除され、投票権を持たず、
受入国の経済発展に貢献していても、自分た
ちの生活に関わる政策に対して影響力をほと
んどもっていない。移民の脆弱性は、その他
の構造的な脆弱性とも重なり合っている。そ
の一例として、女性移民の増加がある。現在、
女性は国際移民人口の半数を占め、一部の国
では70-80％に達するまでになっているが、女
性移民は人身売買による搾取や虐待に遭う危
険性が高い。141

　シリア危機によって如実に示されたように、
紛争の影響で国外脱出を余儀なくされること
も脆弱性の要因に加わっている。難民は移民
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る制約の実態を明らかにしている。148　ギャング
の存在は、社会的な統制や規制など公的な仕
組みの弱さと相関していることが確認されて
おり、そのような状況が犯罪集団にしか保護
を頼れないという事情にもつながっていく。149　
政治、経済、社会の各面で長く続く水平的不
平等は、一部の特定集団など多数の人々の人
間開発を脅かす身体的な暴力行為が広がる状
況につながりうる。殺人と武装暴力は、雇用
の不足、住環境の悪さ、過密、教育水準の低さ、
社会施設の不備を特徴とする都市部の貧困地
区で最も起こりやすい。殺人が起こりやすい

及んでいる。145　そして、さらに多くの人々が何
らかの形で暴力行為の影響を被っている。ま
た、犠牲者の手当てや被害家族への支援、イ
ンフラの補修、加害者の訴追、あるいは生産
性と投資の損失など、膨大な費用も発生して
いる。146

　脅威に対する人々の受け止め方は、生活に
おける不安の重さを表すものであり、政治努
力へのフィードバックとなる。147　コスタリカ版
人間開発報告書2005とラテンアメリカ版人間
開発報告書2013は、人々が暴力を恐れて夜間
の外出や遠出を控えるなど、生活に及んでい

　世界では過去5年間だけで、ハイチの大地震（2010年）、北半球

の熱波（2010年）、日本の大津波（2011年）、東アフリカの干ばつ

（2011-2012年）、フィリピンの超大型台風（2013年）が発生して

いる。このような自然災害が、夥しい人的被害と甚大な経済的損

失を引き起こしている。人間開発の進歩も、このような打撃によ

って弱められ、困難の末の成果が台無しになるケースも出てきて

いる。

　自然災害に見舞われやすい国である日本から、災害に対する強

靱性に関して重要な知見を得ることができる。2011年の東日本大

震災では大津波による死者が1万5000人以上に及び、経済・社会

インフラに大被害が生じた。また、福島県の原子力発電所事故に

もつながった。しかし、大きな人的被害と推計2100億ドルという

空前の経済的損害が生じたとはいえ、被害規模はそれを劇的に上

回ることもありうる状況だった。地震のマグニチュードは9.0で、

1900年以降の世界観測史上4番目の規模だった。また、津波の高

さは40メートルに達し、内陸10キロまで到達した。

　多くの人々の命を救ったのは日本の早期警報システムである。

地震が観測されると瞬時にテレビ、ラジオ、携帯電話のネットワ

ークを通じて警報が出された。そのおかげで、多くの人々が高台

に避難するなどの備えを固め、影響を軽減することができた。ま

た同時に、鉄道の運行や工場の操業もただちに停止され、未然に

被害が食い止められた。警報サイレン、避難経路の設定、啓発プ

ログラムも人命を救うことに重要な役割を果たした。厳格な建築

基準によって高層ビルの耐震性が確保され、防潮堤も津波被害の

防止に一定の役割を果たした。地方自治体の防災体制と避難計画

の整備には国の機関が関与していた。はるかに大きな被害を食い

止めることができたのは、技術と啓発に対する積年の投資があっ

てのことだった。

　日本国内では防災と復興をめぐる批判論も出ているとはいえ、

東日本大震災の事例は、リスクが本質的に開発に関わる問題であ

ることと、総合的なリスク削減と復興が統治の必須部分であるこ

とを浮き彫りにしている。早期警報システム、避難経路、厳格な

建築基準、自治体への関与はすべて、災害リスク削減と復興を優

先課題とする社会制度・法制・統治のシステムに根差している必

要がある。

　2015年３月の国連防災世界会議は、東日本大震災の被災地の1

つである仙台市で開催される。この会議では、参加国が兵庫行動

枠組の実施を振り返り、ポスト2015年の防災枠組を採択する。兵

庫行動枠組は、災害に対する国とコミュニティの強靱性を構築す

る10年計画として2005年国連防災世界会議で合意され、次の5つ

の優先行動からなる。防災を優先課題に位置づけること、災害リ

スクを特定して行動を取ること、理解と意識を高めること、リス

クを削減すること、準備をして行動態勢を整えること。

　それでもなお、防災体制の構築は時間を要し、教育、技術、イ

ンフラ、組織、規制枠組に対する大きな長期的投資が求められる。

強靭で持続可能な人間開発につながる前向きなグローバル・アジ

ェンダをまとめ上げるうえで、最近の被災経験から教訓を得るこ

とが必須となる。

BOX 3.4

災害に対する強靱性──日本の経験

出典：UNISDR 2012 a; Fraser and others 2012.
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的政策やエリート層のレントシーキング、社会
的禍根の放置などであり、いずれも社会的不
和につながるか、少なくとも、強靭な開発に資
する社会の調和と一体性の阻害につながって
いる。この点に関しては、次の第4章で詳述する。
　社会的一体性のある社会とは、すべての人
の福祉に向けて機能し、排除や疎外と闘い、
帰属意識をもたらし、信頼を育み、人々に上
方流動性を与える社会のことである。151　この
ような特性に欠ける社会には紛争や暴力が伴
いやすい。それが特に顕著になるのは、資源
に対するアクセスや自然資源から受ける恩恵
に不平等があったり、急激な社会的・経済的
変化、あるいは経済や気候関連のショックに
対処する能力が不足している場合である。

のは不平等が大きい都会の貧困地区で、たと
えばニューヨークやリオデジャネイロ、あるい
は不平等度の高いアメリカの諸州や諸都市、
カナダの諸州などである。暴力と不平等の関
係性はデータ分析によって実証されている。150　
しかし、暴力と犯罪は、不平等の拡大だけで
なく銃器や薬物の存在とも関係がある。この
点は、不平等が縮小している中南米の中所得
国で暴力が非常に多いことの一因であると考
えられる。
　第2章で指摘したように、国内紛争や社会騒
乱を含む武力紛争が、依然として国々の開発
にきわめて大きな損失を引き起こしている。こ
のような紛争は原因の構成によって識別する
ことができる。共通する特徴としては、排他

　私は理論物理学者として、脆弱性の概念を十分に理解している。

傷つくおそれのないものなど、この宇宙にほとんど存在しない。

そもそも、その宇宙自体、いつの日か終わりを迎えることになる

かもしれない。

　人類は常に何らかの難局に対して脆弱性を抱えてきた。ペニシ

リンから周期表に至るまで、あるいは進化論から電気に至るまで、

偉大な科学的発見に力を得て、私たちが世界に対する理解を深め、

脆弱性を削減し、より強靭な社会を築き上げてきたことに疑いの

余地はない。

　しかし、幅広い大きな進歩にもかかわらず、脆弱な人々、脆弱

な集団がなおも残されている。その最たるものが障がい者である。

国連推計では、10億人以上がなんらかの障がいを抱えて世界の最

貧人口の中に偏在し、暴力や災害、疫病禍など数々の苦難に対し

て、より大きな危険にさらされている。

　障がいのある人々の大多数が、人間開発の用語を借りれば、自

分が価値を置く生活をおくることはおろか、ただ生き延びること

にさえ困難を抱えている。しかしながら、障がいが成功に対する

障壁になるとは限らない。私は大人になった直後からずっと運動

ニューロン疾患を抱えてきたが、だからといって、理論物理学者

として業績を積み重ねることも、幸せな家庭生活をおくることも

妨げられはしなかった。

　もちろん、自分が多くの面で好運であったことはわかっている。

理論物理学の世界で成功を収めたことによって、私は自分が価値

を置く生活をおくることができた。第一級の医療ケアを受けるこ

とができたし、アシスタントのチームが快適で尊厳ある生活と仕

事を支えてくれている。家も職場も私に不自由がないように造ら

れている。コンピューターの専門家たちが意思伝達装置と音声合

成装置を作り上げてくれたおかげで、講義や論文をまとめること

も、さまざまな人たちとコミュニケーションすることもできる。

　障がいのある人々が脆弱である原因は、心理的障壁、身体的障

壁、経済的障壁という直面する障壁の多さにある。私たちの力の

及ぶ範囲で、このような障壁を是正すること、それは私たちの道

徳的義務である。さらに、この道徳的義務以外にも、私たちが行

動すべき理由が数多くあることを思い起こすべきだろう。障がい

者支援の法制化は、将来のいずれかの時点で、ほぼすべての人に

恩恵をもたらすことになる。なぜなら、私たちの大部分が生涯の

いずれかの時点で障がいを抱えるか、障がいを抱えた人の介護を

することになるからである。光学文字認識や脳操縦技術などの発

明も、障がい者の支援にとどまらず数々の恩恵をもたらす。

　しかし最も重要なのは、障壁をなくすことによって、世界に多

大な貢献を果たしうる実に多くの人々の可能性を解き放つことで

ある。もはやどの国の政府も、保健やリハビリテーション、支援、

教育、雇用に対するアクセスを閉ざされ、輝く機会を与えられて

いない何億人もの障がいのある人々を見過ごすことはできない。

障がいと脆弱性

特 別 寄 稿 スティーヴン・ホーキング（ケンブリッジ大学理論宇宙学センター研究部長）
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暴力や排除行動で対応し、それを受けて抗議
側がさらに団結を強め、平和的だった抗議行
動が暴力に転じてしまう結果になりかねない。
　さまざまな集団が平和的に意見を交わし合
い、人々が他者の視点を自分の世界観に組入
れられるような文化的空間を生み出すうえで、
社会の制度、特に良好な国家機構が重要な機
能を果たす。このことは紛争の平和的解決に
きわめて重要であり、暴力的紛争の予防にお
ける役割の大きさを指し
示している。160

　包摂的で代表性の高い
制度は、排除にあらがう
行動を取って公共財・サ
ービスの提供における不
平等を正すことができる
ので、紛争の危険低下に
つながりうる。水平的不
平等を削減する政策の実例として、フィジー、
ナミビア、マレーシア、ジンバブエでは、国有
地の払い下げ、土地の強制収用、所有制限に
よって、集団的所有の改善が図られている。
また、公共セクターにおける雇用割当もインド、
マレーシア、スリランカで採り入れられている
（南アフリカでは民間セクターに平等な雇用が
義務づけられている）。161

　武力紛争は、社会全体のみならず特定の集
団に対する影響も伴うため、人間開発に重大
な脆弱性をもたらす。カシミールでは、妊娠
中の女性も暴力にさらされていることの影響
が子どもの身長の低さに表れている。紛争の
影響が強い地域の子どもは、影響が弱い地域
の子どもと比べて標準偏差0.9-1.4の低身長に
なっている。この影響は、暴力が激化した時
期に生まれた子どもに、より強く表れてい
た。162

　紛争は、人々に家と生計を捨てて逃げるこ
とも余儀なくさせる。世界の難民と避難民の

　資源に対するアクセスの不平等や、文化的
相違に起因する結果の不平等は、さまざまな
形の政治的騒乱や激変に行き着くことになる
おそれがある。その根本にあるのは、排除さ
れた人々や剥奪された人々の憤りだけではな
い。恵まれた人々が恵まれない人々に対して、
資源や政治力を求めることを封じる動きに出
た場合にも、騒乱や紛争が起こりやすくな
る。152

　ほぼすべての国に、社会的排除を受けてい
る集団がいる。153　社会的排除は、社会制度が
一部の集団に対して、社会生活への完全な参
加に必要な資源と認知を与えていない場合に
起こる。154　水平的不平等と社会的排除は長期
にわたって続きうるものであり、一部の集団に
対する権利の否定や社会サービスへの不平等
なアクセスを伴うおそれがある。不平等や剥
奪が数世紀にわたって続いているケースもあ
る。155

　集団間の不平等と暴力的紛争の相関性を示
すデータもあり、政治的・社会経済的不平等
が高まると暴力的紛争が起こりやすくなる。156　
たとえば、経済と社会の水平的不平等が深刻
な国は紛争発生率が大幅に高くなっている。
同様に、開発が弱く宗教的分裂が大きい場合
にも暴力的紛争が起こりやすくなる。157　平和な
多文化社会も数多く存在するが、文化的な絆
は、経済的・政治的剥奪と交合することによ
って動員と紛争の強い力にもなりうる。158　さら
にまた、集団間不平等が急激に拡大した場合
にも緊張と紛争のおそれが強まる。159

　たとえ平和的な抗議行動として始まった場
合でも、政府の対応しだいで、社会的排除を
受けている集団が暴力に訴えることも起こりう
る。平和的な抗議行動であっても、国家が抗
議行動に制限をかけたり保護を怠った場合、
ほとんど何の変革も生まれないことになる。そ
うなると、不満がさらに高まるなかで国家側が

資源に対する
アクセスの不平等や
文化的相違に起因する
結果の不平等は
さまざまな形の
政治的騒乱や激変に
行き着くことになる
おそれがある
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80％が女性と子どもである。163　2012-2013年に
紛争や迫害が原因で母国を逃れ出た人々は100
万人を超え、その大部分はコンゴ民主共和国
東部、マリ、スーダン、シリアから逃れた人々
である。164　 国連難民高等弁務官事務所
（UNHCR）の統計では、世界の難民と避難民
はほぼ3600万人に達している。165

　国際武力紛争による死者数は1995年を境に
大きく減り、現在は年間約32万人となっている。
しかし、武力紛争は依然、特にHDI低位グル
ープの人間開発を大きく妨げている。166　2012
年の数字で、世界では41の紛争によって3万
7941人の死者が出ている。167　紛争は、基礎医
療168　や教育などの基本的な公共サービスに混
乱を引き起こし、人々に終生にわたる悪影響
をもたらす。紛争地の子どもは健康に問題を
抱えることになり、初等教育の修了率低下に
つながる場合も多い。加えて、暴力的紛争は
重い精神的苦痛ももたらす。169　家族やコミュ
ニティの喪失、家や生計の喪失、避難生活、
生活の混乱は精神的健康に大きな悪影響を及
ぼし、国外移住も含めて、多くの世帯が重大
な決断を迫られることになる。170

　一部の紛争では、コミュニティの士気をくじ
き、社会構造を破壊する意図的な戦略として
民間人が惨殺されている。また、レイプも敵
全体に屈辱を与える手段や報復手段にされて
いる。171　たとえば、ボスニア・ヘルツェゴビナ
紛争では、1万-6万人の女性がレイプされたと
推計されている。172
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邦
くに

に道あるに、貧しくて且つ賤しきは恥なり。
邦に道なきに、富みて且つ貴きは恥なり。
論語

私は発言力を得るまでに大変長い時間がかかった。
発言力を得た今、黙っているつもりはない。
マデレーン・オルブライト（女性初の米国国務長官） 

4.
強靱な社会をつくる──自由の拡大、選択肢の確保
　ここまでは、人間開発に対する永続的な脅威と脆弱性の性質について論証した。また、人々の脆弱性が生
涯の節目となる重要な移行期に高まること、および、社会的文脈によって一部の人々の脆弱性が悪化するこ
とも明らかにした。自然災害や武力紛争などの危機によって、コミュニティ全体の能力と有形資産が消耗し、
したがって脆弱性が増大する。脆弱性を削減する政策は、このような要因を考慮に入れる必要がある。

　強靱性を高めるためには、脆弱性の削減以
上のものが求められる。必要とされるのはエ
ンパワーメントと、主体性の行使に対する制
限を弱めること、つまり行動の自由である。加
えて、人々が有害な事象に対処することを支
える強力な社会制度と国家機構も必要となる。
人々の福祉は、人々が身を置く自由の文脈に
よって大きく左右される。社会の規範と慣行
は偏見性を帯びることがある。したがって、
行動の自由を拡大するためには、そのような
規範を改めることが必要となる。
　第1章において、政策選択の指針となる基本
原則を示した。その原則をふまえたうえで、
本章では個人と社会の双方のレベルにおいて、
脆弱性の削減と強靱性の構築につながる主要
な国家政策に重点を置く。本章で提示する政
策は決してすべてを網羅するものではないが、
主な柱となるのは基本的サービスの普遍的な
提供、ライフサイクル（生涯過程）の脆弱性
への対処、完全雇用の推進、社会的保護の強化、
社会的包摂の促進、危機への備えと回復の能
力構築である。
　このような政策に焦点を合わせるうえで、
基礎となるポイントがいくつかある。第1に、
これらの政策は多角的に脆弱性を削減する。
たとえば、基本的な社会サービスを普遍的に
提供することは、基本的な権利を支払能力か
ら切り離すことによって、社会全体にわたる機
会の促進につながる。同様に雇用の拡大は、
人々の福祉に大きな好影響を及ぼすと同時に、

暴力の減少と社会的一体性の向上につながる。
　第2に、これらの政策は相互に関係し、強い
相乗効果を伴う。すべてのステークホルダー
（利害関係者）の声をふまえていない開発の道
筋は、望ましいものでも持続可能なものでもな
い。すべての声が聞き入れられる余地をもつ
社会は、政策立案者がマイノリティなどの脆
弱な集団の意識とニーズに気を配ることに結
びつく。そして、人々は主体性と同時に進歩の
恩恵も得ることができる。また、このような社
会は、雇用の創出と普遍主義に基づく社会政
策を重視することにもつながる。現実問題と
して、完全雇用によって課税基盤が拡大すれ
ば、質の高い社会サービスの提供に必要な財
政余力が生まれることにもなる。
　第3に、これらの政策は、個人のライフサイ
クルおよび国の開発過程の段階によって変化
する脆弱性に対応する。適切に設計された社
会サービスを通じて、子どもが生涯で最も重
要な時期にケアと教育を受け、人々が必要に
応じて適切なケアを受けられるようになる。完
全雇用政策は、若年者にとって最も重要な学
業から仕事への移行を容易にする。また、こ
れらの政策は、国の開発過程を下支えする好
循環も生み出す。韓国からスウェーデンに至
るまで世界中の国々が、産業化の過程におい
て、教育された労働力の恩恵にあずかっている。
　ただし、これらの政策は、人々と社会の強
靱性の構築に至るまでには時間を要する。そ
れでは、短期的に強靱性を高め、将来世代の
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　国連はかねてから、すべての側面における人間の安全保障を強

調している。1　私が世界銀行の首席エコノミストを務めていた当

時、世界の貧しい数千人を対象に、彼らにとって最大の問題は何

かを調査したことがある。最も多かった回答は不安定性、つまり

脆弱性だった。むろん収入不足や、自分たちの生活に関わる問題

に対する発言力の弱さという回答も多かった。2

　脆弱性は最も基本的なレベルにおいて、生活水準が大幅に下が

るおそれにさらされている状態と定義される。特に問題なのが、

そのリスクが長期化している場合と、生活水準が危機的水準を割

り込んで欠乏に至っている場合である。

　経済学者は、伝統的に国内総生産（GDP）ばかりに目を向けて

きたため、脆弱性が視野に入っていない。人はリスクを回避しよ

うとする。したがって、人々の脆弱性を認識することは、人々が

実際にショックの影響に直面するには至っていなくても幸福に大

きな損失が生じている、という認識につながる。現在の経済的指

標は、個人と社会の幸福に対する安定の重要性を十分に捉えてい

ない。このことは、「経済パフォーマンスと社会の進歩の測定に

関する委員会」（スティグリッツ委員会）がまとめたGDP批判の中

心的論点となった。3

　脆弱性を削減する政策を作り上げようとするなら、その脆弱性

を生み出しているものを幅広い観点で捉えることが必要となる。

経済学者が「ショック」と呼んでいるもの、つまり生活水準の大

きな低下につながるおそれのある有害な事象に、個人と社会がさ

らされることは避けられない。他の条件は一定とすれば、ショッ

クが大きいほど、その深さと持続期間は増し、脆弱性が高まる。

しかし、人々と社会はショックに対処する仕組みを作り上げるこ

とができる。ショックに対処する能力の強化において、より大き

な成果を上げている社会と経済が現実に存在する。脆弱性が最も

強くなるのは大きなショックにさらされている状態にありながら、

人口の大部分に適正な対処の仕組みを備えていない社会である。

負のスパイラル

　脆弱性について考える場合、必然的に負のスパイラルが想起さ

れる。強靭なシステムには良好なショックアブゾーバー（緩衝器）

が備わっており、ショックに直面した個人も速やかに回復を遂げ

ることができる。破産法の働きの1つは、過剰な債務を背負った

人々に再出発の機会を与えることである。それで債務者の問題が

すべて解決するわけではないが、少なくとも債務者が負債の山に

のみ込まれてしまう事態は防げる。しかし不幸にして、世界中の

多くの社会でかなりの割合の人々がなおも高い脆弱性を抱え、そ

のような負のスパイラルに大きくさらされている。しかも一部の

社会では状況がさらに悪化している。

　負のスパイラルは数々の経路を通じて広がる。所得が不十分な

人々は十分な食生活をおくりにくく、したがって病気にかかりや

すい。そして病気にかかった場合、十分な医療を受けられる経済

的余裕がない。公的な医療サービスが十分に提供されていない社

会では、病気やけがが「終わりの始まり」になりかねない。十分

な医療を受けられないと、稼得力が大幅に下がることになりやす

く、収入が減れば、さらに医療を受けにくくなってしまう。

　最近の研究から、貧しい人々は現在のこと、つまり生存という

切迫した問題に精神的エネルギーを奪われすぎていることが示さ

れている。貧しい人々は、戦略的に思考することも長期的な計画

を立てることもできない。したがって、貧困からの脱出につなが

る意思決定（投資も含む）ができないということも、まったく驚

くにはあたらない。

経済的な脆弱性

　世界の関心が自然災害の被災者に向けられるのは当然のことで

ある。たとえば津波や洪水、地震などである。しかし、経済的な

災害も自然災害とまったく同様に甚大な被害をもたらす。

　近年のグローバル経済における変化が数々の新たな脆弱性を生

み出している。銀行と国々の結びつきが深まり、2008年の世界金

融危機のような危機の伝播が発生しやすくなった。このような状

況は、サーキットブレーカー（取引の一時中断措置）や資本取引

規制のような金融規制の重要性を物語っている。景気後退や何百

万人もの貧困転落など、2008年の金融危機が世界経済に及ぼした

悪影響の甚大さは、これが金融業界だけの問題ではないことを如

実に示している。これは、さらに広く人間開発にとっても重要課

題なのである。

　グローバル経済に生じた変化によって、リスクへの露出度が高

まっただけでなく、社会が最も脆弱な人々の危機対応を助けるた

めの仕組みも弱体化してしまっている。それが特に顕著なのが、

伝統的に社会と家族の絆が社会的保護の中心となっていた開発途

上国である。多くの国において、そのような絆の弱まりに、国家

制度による社会的保護の導入が追いついていない。

政策が悪化させた脆弱性

　ワシントン・コンセンサスに基づく政策に対しては、構造的な

脆弱性増大につながったという大きな批判が向けられている。個

人と経済に対するショックを増幅させると同時に、対処のメカニ

ズムを弱体化させているという論点である。資本市場の自由化（国

境を越える資金移動の波が大きくなる）などの政策によって、開

発途上国も国外のショックにさらされやすくなった。金融市場の

自由化と規制緩和は、必ず崩壊することになる信用・資産バブル

脆弱性に対する考え方を広げる

特 別 寄 稿 ジョセフ・スティグリッツ（ノーベル経済学賞受賞者）
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長期的な悪影響を最小限に抑えることである。1　
世界金融危機後に生じた2008年の食料価格高
騰に際しては、現金給付の増額によって悪影
響が軽減された。この種の政策以外にできる
こととしては緊急支援もあるが、どれほど内
容が優れていても長期的な最善策にはならな
い。現金給付プログラムは、より総合的な社
会的保護に向かう第一歩として比較的容易に
導入することができ、ブラジルのように既存の
インフラを活用できれば予算も一定の範囲内
に収まる。この種のプログラムは、能力の確保、
特に次世代の能力確保を目的に置いて設計さ
れる必要がある。

選択と能力を守るための具体策はあるのだろ
うか。第3章において、脆弱性の根本原因を見
極めるには視野を広くする必要があることを
説明した。つまり、脆弱性の削減には幅広い
取り組みが求められ、したがって時間枠も必
然的に長くなる。それでも、短期的な施策を
長期的なニーズに沿わせることは可能である。
　永続的なショックに対しては、確固とした長
期的な公共政策が必要とされる。しかし、対
応のシステムによって、選択肢を保護して長
期的な悪影響を最小限に抑えつつ、短期的適
応能力を向上させることも可能である。一例
として、ブラジルの現金給付プログラム「ボ
ルサ・ファミリア」がある。このプログラムの
目的は、子どもの就学と健康の維持を通じて

といった国内的ショックの増大につながった。それと同時に、社

会的保護システムの弱体化によって自動安定化のメカニズムが働

きにくくなり、財政政策が逆に自動不安定化作用を引き起こして

ショックの影響が増大することにもなった。さらに加えて各国の

大多数の人々が、このような政策のせいでショックへの対処能力

が下がってしまった。ワシントン・コンセンサスに基づく政策は、

往々にして社会的保護システムの弱体化を伴った。脆弱性に対す

る悪影響は明白なはずである。

　かくして、「改革」が個人の脆弱性と経済システム全体の脆弱

性の両方を悪化させる結果となった。たとえば、高く評価されて

いた確定給付から確定拠出への年金制度移行も、現実には個人と

システムの脆弱性を悪化させた。

　それでもなお、グローバル化した世界で競争力を保つためには

福祉国家と社会保護のシステムを削らざるを得ないとする声が先

進国でも強かった。そのせいで、中間層以下の人々の脆弱性が増

してしまった。

　また、ワシントン・コンセンサスに基づく政策は不平等の拡大

につながることも多かった。政府が積極的な保護策を講じないか

ぎり、当然のことながら底辺の人々の脆弱性が高まることになる。

脆弱性を抑える

　脆弱性を抑えるための政策介入として、いくつかの方法が知ら

れており、人間開発の領域にも従来から重ね合わされている。た

とえば、教育と社会的保護の拡充である。この観点から捉えると、

教育は、個人が可能性を十分に発揮することを可能にして生産性

の上昇につながるだけでなく、ショックに対処する人々の能力を

高めることにおいても重要性をもつ。たとえば、教育水準が高い

ほど転職が容易になる。このような政策がもたらす便益について

は言うまでもないかもしれないが、その決定的重要性は今後も変

わらない。

　しかし、それほど明白ではないこともある。今日の経済システ

ムは、実はリスクの吸収につながる数々の側面をもっている。つ

まり、脆弱性の軽減につながるということである。たとえば、米

国式の破産法があることによって、債権者が最も恵まれない境遇

にある人々から取れるだけ取るというのではなく、一般市民（債

務者）が保護されることになる。これは、きわめて重要なことで

ある。十分な内容の破産法が存在することで、個人が再出発を図

れるようになる。

　所得連動返還型奨学金は、世帯が貧困の罠から脱け出す第一歩

を助ける。十分な水準の社会的保護システムは、上述のように、

苦境にある人々の福祉だけでなく経済システム全体の働きにも恩

恵を及ぼす。

　脆弱性には多重の原因があり、その影響もまた多重である。人

間開発の向上を図るいかなるアジェンダにおいても、脆弱性の削

減が重要な要素となる。しかしながら、脆弱性の削減に成功する

には、幅広い包括的アプローチをとる必要がある。

注：1．Ogata and Sen 2003.　2．Narayan and others 2000.　3．Stiglitz, Sen and Fitoussi 2010.　4．国際通貨基金（IMF）が、この点を重視するよう求めている。Berg and Ostry（2011b）を参照。5．もちろん、不平等がもたらす悪影響は他にも数多く、
Stiglitz（2012b）において詳述している。不平等は経済成長の低下、民主主義の阻害、社会的摩擦の増大、信頼の低下にも結びつく。
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現時点では問題がなくても、先行きに問題が
生じて苦しむことになるおそれのある個人や
世帯も保護の対象とする。これは、将来世代
の中核となる基本的な能力を確保することに
もつながる。
　基本的社会サービスの普遍的な提供は必須
の義務であるが、開発の初期段階から可能で
ある。最近の事例は、基本的社会サービスの
普遍的提供が10年足らずで達成できることを
示している。さらに加えて、対象を限定する
政策よりも優れている。対象を限定する政策
には、対象となる人々に社会的烙印が押され
てしまうこと、サービスの質が区別されること、
脆弱な人々の多くが対象から漏れてしまうこ
となどの欠点がある。
　基本的社会サービスの普遍的な提供は、い

基本的な社会サービスの国民皆保障

　普遍主義は、人々が核となる基本的な能力
の開発に対して平等なアクセスと機会をもて
るようにすることを意味する。教育、医療、水

道・下水、治安などの基
本的な社会サービスに対
する普遍的なアクセスは、
強靱性の拡充につなが
る。普遍主義は、脆弱性
の不確かな性質に直接的
に対処する強力な方法で
ある。普遍主義を目標と
する社会政策は、現時点
で貧困や病苦、失業の下
にある人々だけでなく、

基本的社会サービスの
普遍的な提供は
次の2つの前提に基づいている
第1に、すべての人が
自分が価値を置く生活を
おくれるように権利を
与えられるべきである
第2に、尊厳ある生活の
基本的要素に対するアクセスは
人々の支払能力を問わずに
提供されるべきである

図 4.1

社会保険政策の導入は、現在の南アジア諸国の1人当たりGDPを下回る状態でも行われていた

出典：Maddison（2010）を基に算出。
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だけでは不十分であり、予算をいつ、どのよ
うに使うのかも同様に重要となる。基本的な
社会サービスをすべての人に広げるためには
予算拡大が必要となる可能性が高いが、脆弱
性の削減においては、時宜を得た中程度の投
資によってかなりの成果が得られうる。サービ
スと機会に対するアクセスの平等化には、予
算に加えて法的措置なども求められる。

普遍的提供と限定的提供

　この数十年来、社会支出を伴う政策には、
開発から貧困削減へ移る世界的なシフトが起
こっている。5　その結果、社会支出を貧しい人々
のためでなく、すべての人のために充てること
には風当たりが強まっている。対象を限定し
たサービス提供のほうが効率的で費用も低く、
再分配効果が高いと見なされているからであ
る。しかし、現実はそれよりも複雑な構図とな
っている。むしろ普遍的提供のほうに、より大
きな貧困削減と再分配、不平等の縮小が伴っ
ているケースも数多い。理論的には限定的提
供のほうが再分配効果が高いはずであり、こ
れは逆説的な現象である。6　1つの大きな要因と
して、サービス提供の対象が狭く限られた場
合、中間層とエリート層は納税者として費用
負担に消極的になる。これに対し、普遍的提
供の場合はエリート層の抵抗感が薄れ、また
予算規模の大きさによって再分配効果の低さ
が部分的に相殺される。7

　欧州の福祉国家では、中間層の要求が社会
保険の普遍的提供の原動力となった。8　同様
に、北欧諸国で教育と医療の普遍的提供が維
持されたのは、質の高い教育と医療の恩恵を
誰もが受けられたからである。だからこそ中
間層が税負担に応じた。このような経緯から、
連帯の政治を求める声が生まれた。つまり、
普遍主義の原則に基づく社会サービスの提供

くつかの経路を通じて社会的能力の向上につ
ながりうる。まず、機会と結果の平等化に強く
働き、大きな社会的エンパワーメントを可能に
する。質の高い公教育の普遍的提供によって、
裕福な世帯と貧しい世帯の子どもの教育格差
を減らすことができる。教育によって得られた
能力を家族内で次世代に引き継がせていけば、
教育の恩恵が永続化する。また、普遍主義に
基づく政策は社会的一体性の向上にもつなが
る。2

　基本的社会サービスの普遍的な提供は、次
の2つの前提に基づいている。第1に、すべて
の人が、自分が価値を置く生活をおくれるよう
に権利を与えられるべきである。第2に、尊厳
ある生活の基本的要素に対するアクセスは、
人々の支払能力を問わずに提供されるべきで
ある。国連事務総長の2013年の報告書「すべ
ての人に尊厳のある生活を」は、ポスト2015
年の持続可能な開発アジェンダの必要条件の1
つとして、「国連憲章、世界人権宣言、国連ミ
レニアム宣言にうたわれているものも含め、人
権および普遍的に受け入れられた価値観と原
則に基づく将来ビジョン」をあげている。3　ま
た、2010年9月のミレニアム開発目標（MDGs）
国連首脳会合の成果文書にも、「社会サービス
に対する普遍的アクセスの促進と基礎的社会
保障の提供が、開発のさらなる進歩の強化と
達成に大きく寄与しうる」と書かれている。4

　基本的社会サービスの普遍的な提供に対す
るコミットメントには、深い社会的・政治的決
意を要する。その決意には、人々が求める社
会の姿が映し出される。サービス提供の形態
は、その時々の各国の状況や文脈によって異
なることもありうるが、成功に通じる考え方は
次の一点に尽きる。国家には、国民と国家の
間の基本的な社会的合意において、社会サー
ビスをすべての人に広げる一義的責任がある。
　政策レベルにおいては、予算に目を向ける
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に、その導入は、独裁制から高度な民主制に
至るまで、さまざまな政治体制の下で行われ
ていた。そして第3に、社会サービスの普遍的
提供は、初期に導入した国々においては達成
までに数年、一部の国では数十年を要したが、
最近導入した国々ではさほど時間を要してい
ない。ただし、普遍的提供が実現されるかな
り前の時点から、提供の拡大による便益が生
まれ始めている。
　コスタリカ、デンマーク、韓国、ノルウェー、
スウェーデンは、1人当たり所得がまだ低かっ
た時期に基本的な社会サービスの普遍的提供
に向けて動き始めた。コスタリカは1949年、暴
力的な政治闘争による民主化直後の憲法改正
により、教育投資、公衆衛生、社会保障に関
する総合施策を採用した。その時点でのコス
タリカの1人当たり国内総生産（GDP）は、
1990年の国際ドル換算で2123ドルだった。ス
ウェーデンは1891年、デンマークは1892年に
疾病保険法を施行したが、1人当たりGDPはそ
れぞれ1724ドル、2598ドルだった。ノルウェ
ーは、1人当たりGDPが1764ドルだった1894年
に労働者災害補償法を施行した。韓国は、1人
当たりGDPが1500ドルに達していなかった
1960年代前半の時点で、早くも教育において
大きな成果を達成していた。11　ガーナは、1人
当たりGDPが1504ドルだった2004年に医療保
険の普遍的提供に踏み出した。まだ国民皆保
険には至っていないものの、医療費の自己負
担が大幅に削減されている。12　これらの国々
は、1人当たりGDPが現在のインドやパキスタ
ンの水準を下回る状態で、社会保険制度の導
入を開始した（図4.1参照）。
　スウェーデンが義務教育制度を開始した
1842年の1人当たりGDPは926ドルで、現在の
南アジア各国の1人当たりGDPよりも低かっ
た。つまり、基本的な社会サービスの提供に
対する広範な投資において、国民所得の高さ

に中間層の利害を関係させ、それによって貧
困層と非貧困層を一体的にまとめ上げるとい
う図式である。9　対象を限定する社会サービス
の提供は、二層構造のシステムを生んで連帯
を損なうおそれがある。その二層とは、不十
分な予算で貧しい人々を対象とする質の低い
公的サービスと、中間層・富裕層を対象とす
る質の高い商業的サービスである。
　社会政策における普遍主義の原則はかねて
から知られ、実際にいくつかの国々で長年実
践されている。普遍主義の原則は各国の憲法
に理念として掲げられ、世界人権宣言にもう
たわれている。しかし、地域や開発段階の別
にかかわらず多くの国が、まだ基本的な社会
サービスの普遍的提供に取り組んでいない。
長年の懸案となっているのが十分な財源の確
保である。たとえば、医療の普遍的提供には、
経済成長による財源拡大が前提となるという
暗黙の常識がある。2008年の世界金融危機以
後は、先進国においても財政余力がなくなり、
緊縮財政が広がっている。10　しかし、財政上の
制約がただちに普遍主義の社会政策の制限に

つながるわけではない。
財政上の制約は確かに問
題となるが、他の資源の
活用、財政構造の再編、
支出優先順位の見直し、
サービス提供の効率化な
どの制度的改善によって、
さらなる選択肢を生み出
すことが可能である。

普遍的提供は開発の初期段階でも可能

　普遍主義の原則を導入した国々の初期状況
分析から、3つの事実が浮かび上がっている。
第1に、ほとんどの場合、普遍主義原則の導入
は産業化と経済発展の前に行われていた。第2

財政上の制約は
確かに問題となるが
他の資源の活用、
財政構造の再編、
支出優先順位の見直し、
サービス提供の効率化などの
制度的改善によって
さらなる選択肢を
生み出すことが可能である
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は歳月を要しているが、近年の事例ではペー
スが速まっている。デンマーク、ノルウェー、
スウェーデンでは19世紀後半に義務教育と社
会的保護が開始されていたが、一連の社会サ
ービスの完全な普遍的提供が実現したのは、
第2次世界大戦終結から10年以上を経た1955-
1963年の時期である。韓国では高校までほぼ
国民皆教育となっているが、この状態に至る
までに約50年を要した。14　これに対し中国、ル
ワンダ、ベトナムでは、ごく低い水準にあった
医療保障のカバー率がほぼ普遍的な水準に達
するまでに10年もかかっていない。15

　大きなショックの発生によって、基本的な社
会サービスの普遍的提供を含む人間開発の進
歩が押し戻されてしまうことも起こりうる。し
かし、適切な短期的対応によって長期的損害
は防げる。1990年代後半のアジア金融危機の

は必要条件ではない。ここに挙げたすべての
国で、公共サービスに対する投資は経済発展
の前に始まっている。
　教育、医療、社会的保護の普遍的提供に向
かう最も初期の施策は、さまざまな政治的状
況の下で採用されていた（図4.2参照）。フラン
スと北欧諸国では、福祉政策の導入前に平等
主義の精神と、福祉を市民権として捉える連
帯意識があった。ドイツはプロイセン王国時
代に大衆教育が始まっていた。韓国は1940年
代後半の独立当初から教育に重点投資し、そ
の後の政情混乱と戦争の中でも教育の拡充を
続けた。13　インドをはじめとするインド亜大陸
諸国と同様に植民地から独立したスリランカ
は、長年の内戦にもかかわらず、ほぼ普遍的
な教育と医療を達成した。
　普遍的提供への移行は、初期の導入事例で

図 4.2

各国における医療保障カバー率の推移

a. 推計。
出典：ILO2011b.
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いる。22　実際、基本的な社会サービスに対する
支出規模を変えなくても、保障の範囲と質を
高めることが可能である。また、財源の確保
に革新的な手法を採り入れることもできる。た
とえば、1997年に国民年金制度を導入したボ
リビアは、公営企業の民営化によって得られ
た資金を年金財源の一部とした。さらに、年
金給付開始年齢を65歳から60歳に引き下げた
2007年の制度変更においても、炭化水素資源
への課税を主要財源とした。23

　社会支出は、国民全体のためであると同時
に下位集団の貧困削減につながると見なされ
てきた。24　国民の所得の中央値の半分を貧困ラ
インとした場合、北欧諸国は1990年代半ばに
再分配を通じて、子どものいる世帯の貧困率
を80-90％削減した。25　またベルギー、フラン
ス、ドイツ、オランダ、スペインなどの他の欧
州諸国も、子どものいる世帯の貧困率を50％
以上削減した。スウェーデンは、資力調査に
基づく追加給付とは別に、資力調査のない福
祉受給権制度によって貧困率をほぼ72％削減
した。26　アルゼンチンは2009年に普遍的な児童
手当を導入し、子どもの85％がカバーされた
ことで22％の貧困率削減、42％の極度の貧困
率削減につながった。27

　社会政策における普遍主義は経済成長にも
つながり、したがって成長と人間開発の間に
好循環が生まれることにもなる。特に東アジ
ア諸国は、教育と職業訓練の急速な拡充を通
じて、知識主導型のグローバル経済の波に乗
れるようになった。基本的な社会サービスの
普遍的提供は、さまざまな経路で開発に影響
を及ぼす。その1つは、成長に資する人的資源
が強化されることであり、そこから好循環が
始まる。たとえば、人口ボーナスの恩恵を受
けた国々は、ほとんどが高成長の開始以前に
教育成果を向上させていた。人間開発と経済
成長は一対一対応の関係にはないが、経済成

後、インドネシア、韓国、マレーシア、タイな
どの国々は、市場の失敗と資本流出のショッ
クに揺れ続けた。雇用の縮小と経済成長の低
下の中で多くの労働者が収入の道を失い、家
計支出と消費の縮小による影響はたちまち医
療と教育に及んだ。
　つぶさに見ると、これら各国の対応はそれ
ぞれに異なっていたことがわかる。16　インドネ
シアは、国の指導層が政情混迷の中にあり、
公共セクターへの支出が減少していた。社会
の騒乱が続くなか、コミュニティの絆も困難な
状況に対処する力に衰えをきたしていた。世
帯の医療・教育支出も減少し、罹患率と離学
率の上昇に行き着いていた。17　これに対し、タ
イ政府は雇用、医療、教育に支援策を打ち出
した。18　インドネシアは、この種の対応策を実
施しにくい状況にあった。この両国の違いは、
つまるところ政府の積極姿勢の差から生じた
という解釈が一般的になされている。19

マクロ的な便益など

　普遍的提供には至っていない段階でも、基
本的な社会サービスの提供を拡大することは
貧困と不平等の削減につながりうる。社会政
策の内容と到達範囲によって、人々の生涯稼
得力における不平等度が左右される。メキシ
コでは、現金給付プログラム「オポルトゥニダ
デス」によって1997-1998年の間に貧困率が17
％削減された。ブラジルでも、現金給付プロ
グラム「ボルサ・ファミリア」によって極度の
貧困率が16％削減された。20　欧州では基本的な
社会サービスの普遍化につれて所得格差が縮
小し、社会支出の規模と不平等削減の関係性
を「規模分布論」として捉える考え方が現れ
た。21

　その後の一連の研究から、支出規模よりも
制度設計の重要性を示唆する分析結果が出て
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1978年の対外開放開始後、市場原理への移行
と医療費の高騰に加えて農村部の協同医療制
度が破綻し、人口のかなりの部分（都市部の
集団も含む）が低負担の医療を受けられなく
なった。2009年に発表された医療制度改革は、
都市部と農村部のすべての人をカバーする医
療保障の確立を目標に掲げている。30　2013年末
時点で、新たな農村部協同医療保険制度を通
じて、中国の農村部人口の99％が医療へのア
クセスを得たとされている。31

　普遍主義に基づく社会政策に画一的な形態
はない。貧しい人々と脆弱な人々も含めて、
社会的に疎外・排除されている集団には追加
的な施策と予算を振り向ける必要がある。現
実問題として、普遍主義の政策は往々にして、
貧困ラインに最も近い貧困層の引き上げのよ
うな「達成しやすい部分」から着手されている。
この過ちを避けるには、「最後の一部分」から
始めること、つまり最も貧し人々と最も脆弱な
人々に対して、そのニーズを満たす基本的な
サービスへのアクセスを開くことから始める必
要がある。
　2つめの問題は、質である。大半の国が初等
教育の普遍化に近づいているが、初等教育の
修了率は普遍化とは程遠い状態にある。加え
て、公立校の教育の質がきわめて低いことも
少なくない。公立校と私立校が併存している
場合、公立校が予算不足状態にあると構造的
な質的格差が生じかねない。また、人々が費
用を負担して利用できる医療の質と、普遍的
な医療保障でカバーされている医療の質との
格差からも、結果に大きな違いが生じうる。
公立校に十分な予算が充てられれば、私立校
に勝るとも劣らない成果が生まれる。32　このよ
うに、基本的な社会サービスの提供における
カバー範囲の拡大には、公共と民間の適正な
バランスを明確に見極めることが求められる。
公共と民間の「混合システム」は、サービス

長によって国の可用資源が増すことが人間開
発に重要な意味をもつ。
　教育と医療の拡充によって人口ボーナスの
恩恵が得られた国々もある。28　たとえば韓国で
は、1960年代に年少従属人口指数が1966年の
ピークを挟んで74-81％の間で推移していたが、
その後は低下に転じ、2011年時点で22％とな
っている。韓国の高度経済成長は1960年代半
ばに始まったが、やはりそれ以前に教育が大
幅に向上していた。1945年当時の韓国では大
半の人が学校教育を受けず、中等教育以上へ
の進学率は5％にも満たなかった。それが1960
年までに初等教育就学率が3倍増（小学校1-6
年生の学齢期児童の96％が就学）、中等教育就
学率は8倍増、高等教育就学率は10倍増となっ
ていた。1990年代前半には高校修了率が90％
に達した。この教育革命は政情不安の中でも
貧困と戦争の中でも途切れることなく、高度
経済成長の前に普遍的教育が達成されていた。
　中国は、それよりも複雑な構図となっている。
1960年代の中国の年少従属人口指数は70％を
超えていた。それが低下に転じたのは1978年
の対外開放の直前で、2011年時点の年少従属
人口指数は26％となっている。中国の成年女
性の識字率は、統計が開始された1982年時点
で51％だった。29　それが2000年時点で87％、
2010年には91％超となっている。初等教育修
了率は、統計が開始された1997年時点で94％、
女性のそれは92％だった。初等教育への就学
は2007年前後に普遍化が達成された。その結
果として、中国の製造業は過去20年間、労働
力の拡大のみならず、労働力の教育水準と生
産性の向上に支えられて成長を続けた。
　しかし同時に、中国では医療保障と社会的
保護に綻びが生じてもいる。中国では1950年
から1970年代末まで、公共医療のネットワー
クと都市部・農村部の医療保険により、医療
はほぼ普遍的に提供されていた。しかし、
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育・福祉支出を増やす方式では、きわめて重
要な幼児期の能力開発が促進されない（図4.3
参照）。
　幼児期の能力開発に対する政府支出が大き
い稀な事例として、スウェーデンがある。34　こ
れは、脳の発達にきわめて重要な出生前後の
時期に決定的な投資が行われていることを意
味する（図4.4参照）。国として大規模なプログ
ラムを導入したり、プログラムを拡大する際に
は、出生前後のケア、親の教育、所得、栄養
を特に重視する必要がある。第3章で示したよ
うに、人間の脳は幼児期にきわめて急速に発
達し、その後はごく緩やかな発達となる。とこ
ろが、公的社会サービスの予算配分は逆に幼
児期が最も少なく、その後に増えている（図
4.3参照）35

　早期の効果的介入による成果は、その後も
質の高い教育への投資を続けることで最大限
に生かされることになる。幼児期の能力開発
に対する政策介入だけでは不十分である。個
人の能力が最大限に高められるように、若年
期、成年期、高齢期にわたる生涯学習に対し
て補足投資をする必要がある。しかし、現状
の教育・職業訓練投資は的がずれている場合
が多く、人生における成功を決定づける社会
的スキルや自己規律、動機づけなどの「ソフト・
スキル」よりも、認知的スキルに重点が置か
れやすくなっている。
　教育の成果は早い時期（7-8歳前後）に定着し、
家庭環境から不平等が生じうる（図4.5参照）36　
特に重要なのが親などの保護者との相互作用
である。37　遊びや言語コミュニケーション、顔
の表情、身体的接触など、その相互作用の度
合いと質が子どもの後の行動や認知能力、情
緒の形成に関係する。38　子どもの世話の大部分
が無償労働と非市場労働である。
　乳幼児期は生涯の中で最も重要な形成期の1
つである。子どもに対する時間やお金などの

提供の区分化につながりやすい。つまり、富
裕層と中間層が公立校を敬遠することになり
やすく、したがって、公的システムによって質
の高い教育を提供することへのコミットメント
が弱まってしまうことになる。

ライフサイクルの脆弱性に対する取り組
み─タイミングの重要性

　すべての人をカバーすることには、生涯に
わたる強靱性構築のために、ライフサイクル
（生涯過程）の段階によって異なるニーズに応
じて社会サービスを提供することも含まれる。
ライフサイクルにおいて特に不安定性が高い
のが幼児期、成人への移行期、そして高齢者
への移行期である。投資のタイミングが決定
的に重要である。なぜなら、適切な時期に能
力開発を支援しないと、後々の修正に余計な
費用が生じることになるからである。ライフサ
イクル全体にわたる能力開発を支える投資に
おいて、普遍主義の力の大きさを示す好例に
幼児期の能力開発があげられる。

　本報告書では、幼児期
の能力開発に焦点を合わ
せる。もう1つの不安定期
である成年への移行期に
ついては、学業から仕事
への移行と雇用の不安定

が最大の問題である（雇用政策については次
のセクションで、年金と障害保険については
社会的保護のセクションで取り上げる）。
　理想的には、子どもと世帯の生涯にわたっ
て、政府が医療、教育、社会的保護のサービ
スを一体化させることが望ましい。しかし現
実には、幼児期の能力開発に対する投資は相
対的に少なく、1人当たりの社会支出は年齢が
増すとともに増えていくのが通例となってい
る。33　ライフサイクルが進むにつれて保健・教

ライフサイクル全体にわたる
能力開発を支える投資において
普遍主義の力の大きさを
示す好例に幼児期の能力開発が
あげられる
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図 4.3

年齢を重ねるにつれ教育・保健・福祉支出を増やしていく方式はきわめて重要な幼児期の能力開発の
促進・支援に寄与しない

出典：Karoly and others 1997.

図 4.4

乳幼児期における投資：スウェーデンの事例

出典：Dalman and Bremberg 1999.

脳の
大きさ

支出比率

各年齢時の
支出比率

各年齢時の脳の大きさ

年齢

政府支出
（スウェーデン

クローナ）

医療
学校教育

就学前教育
現金給付

年齢（歳）

第４章　強靱な社会をつくる──自由の拡大、選択肢の確保 103



ばならず、したがって子どものために時間をか
けることが困難になる。それに対し、より恵ま
れた境遇にある世帯では、子どものために使
えるお金と時間が多くなる。社会経済的地位
と幼児期の発達との相関性は、このことから
説明がつく。39　したがって、機会の平等化とい
う観点から、幼児期の能力開発を支援する施
策への普遍的アクセスが重要な意味をもつ。

完全雇用の促進

　目標としての完全雇用は、1950-1960年代の
マクロ経済政策の中心課題だった。その後、
1973年と1979年のオイルショックを経て安定
期に入ると、完全雇用は世界の政策課題から

投資によって、子どもの将来的な選択肢が広
がり、能力も高められ、したがって人間開発
の持続的向上につながる。しかし、貧困の中
に生まれ、栄養も世話も十分に得られない子
どもは、学業成績も健康状態も劣りやすく、
十分な質の仕事に就ける可能性が下がってし
まう。そして自分が親になっても、子どもに対
する投資が過少になり、脆弱性の連鎖を引き
起こしてしまう。長く続くショックの中にある
世帯に対しては、ボルサ・ファミリアやオポル
トゥニダデスのような現金給付プログラムによ
って、子どもの離学や栄養不足のリスクを減
らすことができる。
　困窮状態にある低所得世帯では、親などの
保護者が生計を得るために長時間働かなけれ

図 4.5�

親などの保護者との相互交流の度合いと質が、子どもの後々の行動様式、認知能力、情動発達に関係する

出典：Young 2014 .
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価値ももたらす。
　しかし現在、先進国でも開発途上国でも、
完全雇用を総合的な社会目標または経済目標
としている国はほとんどない。ほぼどの国も、
マクロ経済政策の焦点を物価安定と債務管理
に置いている。そして、その政策が達成でき
ていないと見なされた国は、グローバル化し
た金融市場にたちまち罰せられる。市場は、
情報の壁や労働市場の摩擦などの問題ゆえに、
完全雇用をもたらすことができない。まして現
在の自由化された市場では、望ましい雇用状
況はなおさら生まれにくくなっている。
　雇用の創出と保護に向
けて、各国が完全雇用に
対するコミットメントを
強め、積極的な公共政策
を導入する必要がある。
あらためて思い起こすべ
きこととして、1995年のコペンハーゲン宣言に
盛り込まれた完全雇用の公約が、2008年にミ
レニアム開発目標（MDGs）のターゲット1-B
に追加されている。
　雇用を破壊するのではなく拡大・保護する
ことこそが、創造的かつ積極的な労働市場政
策の指針となるべきである。失業給付や労働
災害補償は、どれほど有用であっても事後策
でしかなく、主として経済的な脆弱性に対応
するものである。積極的な労働市場政策は、
臨時雇用制度や職業訓練などを通じた労働者
の雇用復帰支援によって、脆弱性の克服を図
る。たとえばシンガポールは、経済下降期の
雇用安定を重視し、使用者側に賃金補助金を
出すことによって（労働者への失業給付では
なく）、低所得労働者の賃金を底上げしている。
　しかし、雇用が不足している開発途上国で
は、積極的な労働市場政策だけでは不十分で
ある。完全雇用を追求するには、貧困削減に
資する経済成長を促進し、社会保障の枠組み

雇用を破壊するのではなく
拡大・保護することこそが
創造的かつ積極的な
労働市場政策の
指針となるべきである

姿を消すことになった。しかし今ふたたび、
進歩の強化と持続に向けて、完全雇用へのコ
ミットメントに立ち戻るべき時が来ている。普
遍主義は、保健や教育、子育て、所得扶助な
どの社会政策に関して論じられることが多い。
しかし、普遍主義は労働市場にもあてはまる。
すなわち、十分な水準の有償雇用に対するア
クセスをすべての人に確保することである。
すべての人が有償雇用を選択するわけではな
いが、有償雇用を選択しない人々にも選択肢
そのものは与えられるべきであるというのが、
普遍主義の考え方である。十分な水準の雇用
機会に対する普遍的アクセスは、しばしば完
全雇用政策という形で打ち出される。完全雇
用は、普遍主義を労働市場に広げるだけでな
く、社会サービスの提供を支えることにもつな
がる。現実として、完全雇用は北欧モデルの
維持に重要な役割を果たした。高水準の雇用
が、社会サービスの普遍的提供の財源となる
税収の確保に寄与したのである。
　完全雇用は社会的便益の面でも望まれる。
失業は大きな経済的・社会的費用を伴い、生
産の永続的な減少、労働技能と生産性の低下
につながる。生産の減少とともに税収が減る
と、失業保険に対する公的支出を増やさなけ
ればならなくなる。また、長期失業は健康（身
体的・精神的健康）と生活の質（子どもの教
育を含む）を深く脅かす。さらに失業は、犯
罪や自死、暴力、薬物乱用など社会問題の増
加にもつながりやすい。このように、雇用の社
会的便益は、賃金という個人的便益よりもは
るかに大きい。
　雇用によって社会の安定と一体性が高まり、
適切な質の雇用が確保されれば、ショックと
不確実性に対する人々の能力が高まる。職に
就いて生計を得ることで人々の主体性が強ま
り、家族とコミュニティに、より大きな価値が
もたらされる。安定した雇用は大きな心理的
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段階において、人々と社会の脆弱性を削減し
て強靱性を高める戦略的目標として、完全雇
用の実現に力を傾ける動きが広がっているこ
とを示している。
　しかしながら過去数十年間、大半の開発途
上国のマクロ経済運営は完全雇用でなく物価
安定に焦点を合わせ、それが低成長と高失業
につながる結果となっている。40　この問題は先
進国でも明白である。現在の緊縮政策は、総
需要の拡大が必要な時期に総需要をさらに縮
小させるものであり、経済下降に伴う失業を
さらに悪化させている点で、不適切なマクロ
経済政策であると考えられる（BOX4.1参照）。

を確立する政策が必要である。また、物価安
定と債務管理に終始しないマクロ経済政策も
求められる。開発途上国においては通常、失
業率そのものは低く、むしろ失業は裕福な人々
だけが享受できる地位になっている。このよう
な国々は、今後の若年人口の急増に向けて、
大幅な雇用創出という課題も抱えている。
　世界各国で、雇用問題に対する有望な取り
組みが始まっている。たとえば中国は、労働
力の増加を吸収する高成長に努力を傾けてい
る。インドは農村部雇用保障制度によって、
すべての人の基本的権利として雇用を確保し
ている。このような事例は、開発のさまざまな

　完全雇用は、20世紀半ばに欧州と北米で実現が図られ、大半の

国で達成された。東アジア諸国も1970年代と1980年代の高度成長

期に同様の成果を上げた。高い貯蓄率と総投資率（共に国内総生

産比で約30%）によって、経済の構造転換を伴う包摂的成長が生

み出され、完全雇用につながった。1

　しかし、他の多くの開発途上国では依然として大半の雇用が脆

弱で不安定な状態にある。社会保障がほとんど受けられない、あ

るいはまったく受けられない貧しい人々は、失業者になるわけに

はいかない。職種や賃金水準を問わずに雇用を受け入れざるを得

ず、往々にしてインフォーマルな経済の仕事に就くことになる。

目標となるのは、十分かつ適切な質の完全雇用を達成し、生産性

と付加価値と報酬体系の向上に進んでいくことである。一般論と

して、これは農業から他の経済部門への移行を意味する。したが

って、農地改革を進め、農業部門から不安定な雇用を救い上げる

ための政策が求められる。また、完全雇用は財政政策にも影響す

る。たとえば、中国では1990年代半ば以降、都市部の公式経済部

門で雇用が拡大し、賃金も上昇しているが、それを支えているの

は地方政府の借金である。2　同様に、インドも税収を農村部雇用保

障制度の財源に充てている。

　経済の下降期には、財政出動による景気刺激が総需要の拡大に

つながりうる。したがって、マクロ経済政策は、複数の目標（イ

ンフレ管理だけでなく）と複数の手段（金融政策だけでなく）を

兼ね合わせたうえで、人々の脆弱性を軽減するだけでなく経済の

安定化にもつながる普遍的な社会的保護を提供する必要がある。

ただし、雇用創出に構造的障壁を抱えている一部の開発途上国で

は、景気安定化策が最初のステップになるとは限らない。

　先進国では、伝統的に完全雇用の回復に3つの政策アプローチ

がとられてきたが、あらためて完全雇用が経済政策の重要目標で

あることを認識し、財政と金融のマクロ政策に組み入れる必要が

ある。3つのアプローチの第1は、景気後退期には財政赤字拡大を

許容するケインズ主義のマクロ政策と、物価とともに雇用の安定

を指針とする金融政策を組み合わせるやり方である。最近の景気

後退期には、先進国の一部（米国、景気後退局面初期の英国）と、

いくつかの中所得国がケインズ主義の財政赤字政策をとった。3

　第2のアプローチは、雇用の脆弱性を抑えながら構造変革を進

めるために、他部門に移る労働者のための失業給付を確保したう

えで、研究開発政策によって技術革新を促し、新たな雇用源の創

出、労働力の教育向上、職業訓練および再訓練を図るやり方である。

　第3のアプローチは、より高度な経済活動への移行によって、

雇用の不安定化と賃金の低下を伴いやすい労働市場改革の必要性

を減らすやり方である。より生産性の高い経済活動への移行を促

すうえで、最低賃金の引き上げが求められる。4　一般論として、新

自由主義の労働市場改革は、雇用の脆弱性削減の観点から慎重に

見直される必要がある。高所得国と中所得国では、この3つの政

策アプローチが一体として雇用の脆弱性の削減につながることに

なる。

BOX 4.1

完全雇用のためのマクロ経済政策

注：1．Muqtada 2010.　2．Fang, Yang and Meiyan 2010.　3．Jolly and others 2012.　4．ブラジルは経済危機に最低賃金の引き上げで対応し、それが賃金・所得分布の改善につながった（Berg 2009）。
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部分の脆弱性を削減するために、それ以外の
政策が必要である。つまり、旧来の経済部門
とインフォーマルな経済部門にとどまる労働力
のために、脆弱性の削減と生計の確保を図る
政策が必要不可欠である。
　第1に、中・長期的にはマイクロクレジット
制度や小規模な技術開発・改良の支援、小規
模農家に対する技術・資金・市場支援など、
さまざまな政策介入が役立つ。改善された雇
用状況の支えになるのが社会と機構のイノベ
ーションである。極度の貧困の中にいる生産
者の生産性と交渉力を高めて取引条件と所得
の向上につなげるうえで、農業協同組合や女
性林業グループなど、さまざまな活動が力に
なりうる。43

　第2に、短期的なショックへの対応策によっ
て、極度の貧困の中で経済活動を行っている人
人に対する支援、特に逆境にある場合の支援
を強化することができる。たとえば、現金給
付（条件付きおよび無条件の）、高齢者年金（そ
の世帯の福祉に寄与する）、食料配給や炊き出
し、補助給食プログラムによる栄養補助、低
保険料の保険制度などである。主たる稼ぎ手
が病気になった世帯には、使途を限定した現
金給付が無料の医療サービスとともに役立つ。
　第3に、妥当な質の雇用創出プログラムによ
って、脆弱な雇用下にある人々を助けること
ができる。貧しい世帯に低賃金で終身雇用を
提供するプログラムもある。また、景気後退
期や紛争後の状況における雇用の不安定化に
対して、貧しい世帯に一時的雇用を提供する
短期的プログラムもある。どちらのプログラム
も、規模が十分であれば雇用の脆弱性の削減
につながる。具体例をいくつかあげよう。44

● �インドの農村部雇用保障制度は、すべての
農村世帯を対象に、妥当な水準の賃金で年
間100日間の雇用を保障する。45

● �アルゼンチンが2001年に経済危機対策とし

妥当な水準の賃金、突然の解雇を防止する契
約、社会保障に対する権利を伴った妥当な質
の雇用は、労働者側の脆弱性の削減に大きく
つながりうるが、景気後退期には効果が弱ま
ってしまう。したがって、人間の脆弱性を削
減するうえで、脆弱な雇用の削減がきわめて
大きな意味をもつ。十分な質の完全雇用の重
要性はかねて認識されていながら、景気安定
化策を伴わないマクロ経済政策の継続によっ
て、大半の国で失業と雇用不足が続いている。
　上に挙げた政策分野は、それぞれ相互に関
係するため、労働市場の欠損に対処するには
各分野を横断する総合的アプローチが必要と
なる。そして、最終的に必要なのは経済の構
造再編である。戦略的な部門と活動の開発促
進に的を絞った政策を用いて、高生産性・高
付加価値の経済に移行しなければならない。41

開発途上国には特定の政策が必要とされる

　開発途上国における完全雇用の追求には、
上にあげたものとは異なるアプローチが必要
となる。上述のような伝統的政策は先進国に
適したものであり、雇用の脆弱性の削減、公
式経済部門におけるマイノリティの支援には
わずかしか寄与しない。したがって、先進国
や中国、韓国など多くの新興国において見ら
れたように、労働力の大部分が公式経済部門
の雇用に移行していけるようにする構造変革
の促進が長期的目標となる。過去の成功事例
に見られるとおり、このような構造変革に農業
から工業やサービス産業への移行が伴い、そ
れを支えるのがインフラと教育と職業訓練へ
の投資である。42

　中・長期的には、雇用の脆弱性を削減する
うえで、構造変革の支援、公式経済部門の雇
用拡大、労働条件に対する規制強化の政策が
求められる。しかし短期的には、労働力の大
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アクセスの改善が求められる。これらすべて
に公共投資が必要となる。
　開発の進展とともに労働者は、生産性は低
いながらも安定性が高い農村部の多様な労働
生活から、賃金や給与などによる所得の安定
性が低い生活に移行することになる。52　労働市
場の柔軟性を高める政策は生活の不安定化に
つながるため、まず人々が一定の自律性をも
って妥当な質の雇用に移れるようにする公共
政策が求められる。中国と韓国の事例からも
わかるように、そのような公共政策によって、
人々は社会経済的な構造変化の中で自分の技
能により適した仕事に移れるようになる。
　農業や自給生活から移行する人々が開発の
過程に伴う有害な経済事象に備え、雇用の不
安定性にも対処できるようにするうえで、普遍
性の高い社会保障と社会的扶助が役立つ。移
行期における人々と社会の能力を高めるため
に社会保障制度は必須である。53

　この移行を促して生産的な雇用を拡大する
には、インフラに対する公共投資の拡大、人
間の能力開発、イノベーションの積極的な推
進、輸出を主体とする戦略的な貿易政策など、
より効果的な経済開発戦略が求められる。
　東アジアの一部諸国は、農業からの急速な
移行を促進している（BOX4.2参照）。韓国では、
第1次産業（主として農業）の就業者比率が

て導入した失業世帯主プログラムは、2003
年末までに200万世帯をカバーした。46

● �バングラデシュが1975年に導入したフード・
フォー・ワーク（労働の対価としての食料
援助）プログラムは、特に農閑期の農業労
働者をはじめとする貧困軽減に寄与してい
る。提供されている労働日数は、年間400万
人を対象に延べ1億日に及んでいる。47

● �インドネシアは1998-1999年に金融危機対策
として労働力集中プログラムを導入し、失
業した人々に雇用を提供した。48

● �ネパールの緊急雇用プログラムは辺地のコ
ミュニティを対象に、紛争後の雇用ニーズ
と平和の配当を満たすことを目的として、総
人口の約5％に広がった。49

　労働市場において、より大きなリスクと不確
実性に直面している集団があり、その人々の
技能と教育に対する投資が重要となる。50　居住
地の分離や交通手段の不備、転職費用の重さ
などの問題に対処することによって、労働市
場の統合を進め、雇用機会へのアクセスを広
げることができる。51　雇用機会に関する情報を
提供し、より良い雇用を探している人々を新
たな機会と結びつけるようにすれば、労働市
場の機能が高まる。インフォーマルな経済部
門の雇用下にある人々に関しては、その多く
が自営業者であることから、融資と市場への

　東アジア諸国における雇用問題解決のためのさまざまな政策措

置は、労働市場の柔軟性を高める改革とも、また純粋な市場原理

のアプローチとも異なっている。その特徴的性格は、国家の介入

とともに、生計と雇用の安定と過剰な社会的騒乱の防止を図る施

策なども加えた産業育成として捉えることができる。

　国家主導の産業政策によって、農業部門の労働力が生産性と付

加価値の高い公式経済部門の雇用へと移行する条件が整えられた。

また、総需要を下支えする金融政策は、雇用を最大限に増やすた

めに中程度のインフレを許容した。韓国、中国では、短期的には

必ずしも収益につながらないが雇用を生み出す産業政策とインフ

ラ建設などの経済活動に対して、国有金融部門が資金調達を担っ

た。貿易政策、マクロ経済政策、金融政策、産業政策のすべてに

よって、雇用の質と量が引き上げられた。また、財政政策も同様

に雇用創出に向けられた。

BOX 4.2

東アジアにおける政策の成功
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に、雇用者の社会保障負担を一時的に引き下
げる措置を採っている。57　さらにシンガポール
政府は2009年、景気後退期に企業の雇用維持
を助ける1年間の雇用確保支援制度も導入し
た。2013年のシンガポール政府予算には、低
所得労働者の賃金を引き上げる賃金確保制度
が盛り込まれた。このような制度により、使用
者側が生産性向上による成果をすべての労働
者と分かち合うことへのインセンティブが生み
出された。
　中国は、1990年代から全国規模で実質賃金
を押し上げ、都市部において国有部門の雇用
全体にわたる賃金均等化を図っている。これ
とともに、非国有部門の企業とインフォーマル
な経済部門の実質賃金も上昇したと見られる。
欧州諸国も企業の失業者雇用に助成金を出し
ている。ドイツは2003年、中年失業者の再雇
用全体の約6％を助成金で支えた。58　助成金に
よる再雇用の対象となった労働者も賃金水準
は通常の労働者とほぼ同等だが、離職率が通
常の労働者よりも低く、累積賃金では大幅に
上回る結果となった。59　また、助成金による雇
用拡大は税収と社会保険料収入の増加、失業
給付の減少にもつながった。
　しかし、経済状況が良好でも雇用が難しい
集団もある。特に若年者と長期失業者がこれ
にあたる。米国では、この問題に対処するた
めに、子どものいる労働者を対象に給付付き
勤労所得税額控除を実施している。賃金補助
と社会的移転を組み合わせたこの制度は、貧
困削減に大きな効果を生み出している。チリ
は、1991年に雇用と職業訓練を結びつける賃
金助成プログラムを導入した。このチリ・ホー
ヴェン・プログラムにより、若年失業者を雇用
して職業訓練を行う使用者には訓練費用が補
助される。60　調査データによると、訓練終了か
ら3か月後の時点で参加者の半分が職にとどま
り、大半が訓練内容と関係のある職種に就い

1980年の30％から2006年の9％へと低下した。
マレーシアでは、その比率が1960年代の55％
から2000年の16％へと低下した。さらに中国
では、1952年に84％だったのが1970年に81％、
1980年に69％、1990年に60％、2000年に50％、
そして2010年には37％にまで低下した。54　この
ような移行ペースは注目に値する。
　それよりも移行が緩やかな国々もある。たと
えばブラジルの場合、第1次産業の就業者比率
は1980年の29％から2006年の20％への低下と
なっている。インドではほぼ横ばい状態にあり、
1960年から2005年にかけて70％前後で推移し
ている。55　インドの脱農業化の遅れは是正され
る必要がある。ビジネスプロセス・アウトソー
シング（企業の業務の外部委託）が流れ込ん
でいることは国際収支上のプラス要素だが、
大規模な雇用創出につながるには程遠い状態
にある。
　多くのラテンアメリカ諸国では、移行した労
働力のかなりの部分がインフォーマルな経済
部門の不安定な雇用に行き着く結果となって
いる。このような状況を避けることができれば、
成功と見なすことができる。世界全体で約10
億人56　が労働市場外での経済活動や自給農業
などによる不安定な生計の下にあり、妥当な
質の雇用を拡大しなければ、そのような人々
の生活を長期的に向上させることはできない。
短期的には、移行期に生計を脅かされる人々
を守るために、すべての人を対象とする社会
的保護が不可欠である（「社会的保護の強化」
のセクションを参照）。

雇用の維持

　多くの国が、対象を特定する労働市場介入
によって、脆弱性の高い労働者の雇用を安定
化させている。シンガポールは1980年代以降、
経済下降期の雇用喪失を最小限に抑えるため
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会政策の包括度が高い北欧諸国は回復が早く、
2010年の生産性で他の欧州諸国を上回り、国
民全体の雇用率も51％に達した。これに対し、
英国とアイルランドは総生産が12％減少し、
雇用も9％縮小した。大陸欧州諸国の労働生産
性は北欧諸国と同等だったが、雇用率が軒並
み北欧諸国を下回った。また失業率について
も、北欧諸国は平均値で欧州のOECD加盟国
を大幅に下回った（図4.6参照）。世界金融危機
前後の失業率が北欧諸国よりも低かったのは、
オーストリア、ルクセンブルク、オランダ、ス
イスだけである。
　長期的な人間開発の政策の枠組み内にあれ
ば、短期的行動によって強靱性を高めること
も可能である。
　ここまで本章では、長期的な脆弱性の削減
と強靱性の構築、すなわち全体的な向上を生
み出す人間開発の政策について説明してきた。
しかし、危機発生時には政府がただちに対応
する必要もある。長期的な人間開発に悪影響
を及ぼさない緊急対応は可能なのか。
　有用な分類として、2011年の報告書64　が危
機後の政策を2つに大別している。その1つは、
雇用維持のための労働時間短縮、緊急融資と
いった危機の影響を緩和するための政策であ
る。もう1つは、教育に対する投資、気候変動
に適応するための農業改革など、長期的に回
復を図るための政策である。一部の政策には
トレードオフが伴う。たとえば、危機の影響緩
和を図る政策が長期的回復の妨げとなる場合
もありうる。インドの農村部雇用保障制度に対
する数少ない批判の1つとして、仕事が容易に
得られる状況は、労働者が生産性のより高い
経済部門に移ることの妨げになり、したがって
長期的な経済成長が阻害されるとする論があ
る。65　影響の緩和と回復の促進を両立させるウ
ィンウィンの政策について、特に熟考される必
要がある。

ている。
　経済協力開発機構
（OECD）加盟国のうち、
少なくとも10か国が障が
いのある労働者のための
政策を実施している。デ
ンマークは1998年、積極

的な社会政策をさらに拡充し、病気または障
がいのある労働者の長期雇用に賃金助成金を
出す「フレックス業務」制度を導入した。こ
の制度の効果に関する研究は少ないが、1994-
2001年の間に雇用にかなり大きな効果を生み
出したことを示唆する分析結果がある。61

社会的保護の強化

　社会的保護62　によって、人々を生活全般の
リスクや災難から守ることができる。特に決定
的な転換期や移行期において、その意義は大
きい。困窮した世帯が頼れる追加的支援を提
供することによって、子どもに学校をやめさせ
たり、必要な医療を先延ばししたり、資産を
切り売りしたりなどという長期的弊害を伴う対
応策を防ぐことができる。社会的保護プログ
ラムの運営と給付のネットワークは、自然災害
の発生時にも社会的セーフティネットの恩恵を
行き渡らせることに役立つ。
　社会的保護は、開発の初期段階にある国に
も可能であるばかりか、総需要の刺激や貧困
削減など他の効果も生み出す。社会的保護に
は、可処分所得の補償を通じて生産を安定化
させる効果もあり、景気の波を和らげることに
つながる（第2章参照）。
　強力な社会的保護を普遍的に提供する政策
によって、個人の強靱性も経済の強靱性も高
まる。その好例として、2008年の世界金融危
機後に1人当たり国内総生産（GDP）の5％超
の落ち込みを経験した欧州が挙げられる。63　社

社会的保護によって
人々を生活全般の
リスクや災難から
守ることができる
特に決定的な転換期や
移行期において
その意義は大きい
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（性と生殖に関する健康）も含めて医療を優先
課題とする必要がある。なぜなら、リプロダク
ティブ・ヘルスは世代にまたがる長期的結果
につながるからである。リプロダクティブ・ヘ
ルスに関しては、予算と能力の不足が絡んで
困難な決断になりやすい。意思決定の指針と
なる最低限の基準として「リプロダクティブ・
ヘルスのための最低限の初動サービスパッケ
ージ」などがあるが、調査結果からは、訓練
不足などの問題によって必ずしも成果に結び
ついていない実態が明らかにされている。67

　ブラジルのボルサ・ファミリアとメキシコの
オポルトゥニダデスもウィンウィンの政策事例
である。強靱性の構築における短期的対応と
長期的政策の関係強化について、3つの教訓を
挙げることができる。第1に社会インフラの整
備で、危機発生と同時に速やかに社会的セー
フティネットにアクセスできるようにしておく

　もちろん、ウィンウィンの政策を見出すこと
は必ずしも容易ではない。また、計画をまとめ
上げればいいというものでもない。計画の実
施能力が伴わない場合もあるからである。実
際にどのような行動を取れるのかは、費用と
制度の対応力によって決まる。前述の報告書
は、「危機に際しては政府予算が減少すること
が多く、そのような場合には、どのような政策
を追加するかよりも、どの政策を維持するか
を考えることが妥当である」としている。66　つ
まり、実行可能かつ柔軟性のある介入でなけ
ればならないということである。報告書はさら
に、備えがカギであり、備えには時間を要す
ることを指摘している。社会的セーフティネッ
トなどの制度や新たな政策を危機の最中に立
ち上げようとしても、困難な作業に時間を費や
す結果になる。
　危機に際しては、リプロダクティブ・ヘルス

図4.6

2008年の世界金融危機後、北欧諸国では失業率が他の欧州諸国よりも低かった

出典：OECD （n.d.） を基に人間開発報告書室（HDRO）が算出。
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的なショックの悪影響を緩和するために、速
やかに規模を拡大することも可能なプログラ
ムとなっている。
　同様の事例は世界各地にある。タイでは
2009年、世界的な大不況のあおりで国内総生
産（GDP）が2.3％縮小した。しかしそれでも、
2007-2010年の1人当たりの実質消費は、貧し
い人々、都市部の世帯、農村部の世帯、男性、
女性、子どもを含む大半の集団において2008
年の水準を上回った。消費が減少したのは輸
出産業に従事するバンコクの住民で、特に
20-29歳の労働者と販売・サービス業の労働者
の消費が大きく落ち込んだ。しかし、景気後
退の中でも就学率が下がることはなく、耐久
消費財の購入は逆に増加した。
　タイ政府は2008年、400億バーツ規模の減税
を実施し、総額4000億バーツの緊急融資とエ
ネルギー価格引き下げに加えて、総額500億バ
ーツの交通補助金も導入した。さらにタイ政
府は翌2009年、景気刺激策の第一陣として、
それまでの政策の継続に加えて1170億バーツ
の追加予算を組んだ。低所得世帯には2000バ
ーツの小切手が送られ、年金受給者にも500バ
ーツの手当が与えられた。また、公的教育は
15歳まで無償化された。2009年5月までに予算
の半分が執行され、貧困救済に効果を生んだ
と見なされている。68

　ブラジルとタイの社会的強靱性は、長期的
政策を補完する短期的対策の実施に立脚して
いる。

ビルトイン・スタビライザー（自動安定装置）

　経済の縮小期には、ビルトイン・スタビライ
ザー（自動安定装置）と景気対策によって生活
水準の維持を可能にすることができる。2008
年に始まった大不況後の欧州に、このことを
見て取れる。北欧諸国では、景気対策によって

必要がある。第2に条件付き現金給付プログラ
ムで、若者をはじめとする人々の教育と健康
状態を守り、負の世代間連鎖を削減すること
に役立つ。そして第3に最も脆弱性の高い集団
を守ることから始まる社会的支援で、将来の
総合的な基礎的社会保障の土台になりうる。
　社会インフラは、支援を必要とする人々に
公的機関が現金給付を行う運営上の枠組みと
して機能する。正式な社会的保護システムの
確立には時間がかかるため、ボルサ・ファミリ
アのようなプログラムの基礎インフラを活用す
ることで、迅速かつ効率的な給付が可能にな
る。経済の下降など有害な事象が発生した際、
このような現金給付が貧しい人々などの脆弱
な集団を守ることになる。
　長く続くショックや災難には長期にわたる総
合的政策が必要とされるが、緊急対応システ
ムによって、長期的な選択肢を守りながら有
害な事象への短期的適応を促すことも可能で
ある。たとえば、ボルサ・ファミリアには短期
的な緊急事態対応としての役割も企図されて
おり、2008年の世界金融危機後には条件付き
現金給付の増額によって基礎的消費の水準が
維持された。さらに、「条件付き」であること
によって子どもの就学と健康が保たれ、した
がって長期的な能力形成が保護された。

　より包括性の高い社会
的保護が整っていくにつ
れて（下記参照）、予算
と社会インフラの両面で
現金給付プログラムの実
施がしやすくなる。ボル
サ・ファミリアのような
現金給付プログラムの成

功の一因は、人々の能力を保護することに目
的が置かれている点にある。加えて、2008年
の世界金融危機後にブラジルが経験したよう
な突然の景気後退や食料価格高騰など、短期

長く続くショックや災難には
長期にわたる総合的政策が
必要とされるが
緊急対応システムによって
長期的な選択肢を守りながら
有害な事象への短期的適応を
促すことも可能である
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インセンティブを弱め、失業保険は復職への
インセンティブを弱めるとする論である。73　こ
の点については、政策の設計しだいで左右さ
れる部分が大きい。しかし、労働市場規制は
便益のほうが大きく、不平等の削減につなが
ることを示すかなりの実証データがある。74　多
くの社会的保護にプラスの副次効果が伴う。
失業保険があることによって失業者は、最初
に見つかった仕事に就くのではなく、自分の
技能により適した仕事を選ぶことができる。75　
世帯に対する所得補助によって、移住して職
を得ることも含めて、世帯の成員がより良い
就業機会を探せるようになり、したがって労
働市場参加が促される。76

　先進国では、社会保険
によって短期的な代替所
得、場合によっては中期
的、さらにはそれ以上の
期間に及ぶ代替所得が提
供されている。便益の面
では、この代替所得によ
って短期的失業がカバーされている。しかし、
失業の長期化傾向が進んでいる現在、失業期
間が想定の範囲を超える可能性が増し、また
通常、保険の対象は失業（賃金の喪失ではなく）
であることから、失業給付が短すぎて少なす
ぎることになるおそれがある。
　経済開発と社会保険制度を一体化させるう
えでの原則は、東アジアの後発工業化諸国の
成功事例に示されている。その東アジア諸国
は、出生率の早急な引き下げと雇用創出の両
方に大きな成功を収め、人口ボーナスの恩恵
にあずかっている。このことは、どのようにし
てなされたのか。答えは、積極的な産業政策
と教育・保健における普遍的な社会政策との
結合にある（ただし、普遍的な社会福祉政策
は含まれない。欧州の福祉国家と大きく異な
り、これら東アジア諸国では1990年代まで最

社会的保護は
緩和効果を生み出しうる
実際に医療・教育支出が
大きな国は
金融危機に直面しても
強靱性が高かった

生活水準が維持されたことから、国民総所得
（GNI）が減少するなかで、GNIに対する可処
分所得の割合が増加した。しかし、国内総生
産（GDP）に対する社会支出の割合が低い国 6々9　
を中心として、一部の欧州諸国では生活水準
（可処分所得を基準とする）が低下した。70

　公的社会支出には生産の変動を抑える効果
がある。経済協力開発機構（OECD）の調査
が明らかにしたように、いくつかの欧州諸国は
社会的移転、税制優遇措置、財政出動による
景気刺激策を通じて、2008年の世界経済危機
の悪影響を緩和した。71　たとえば、ノルウェー
とスウェーデンは可処分所得低下による影響
の多くを免れ、社会サービスのコスト効率の
良さと金融緩和政策、税収の巧みな管理（ノ
ルウェーの場合）、財政の自動安定化機能（ス
ウェーデンの場合）によって、速やかな回復
を果たした。これに対し、フィンランドはユー
ロ圏内にあるために利下げができず（スウェ
ーデンは利下げを実施）、失業率がより高くな
った。ノルウェーは急速な成長を迎え、2013
年に政府予算を拡大した。所得を押し下げて
不平等化が進む方向に働く圧力に対しては、
税制優遇措置と社会的移転が自動安定装置と
して働き（景気後退下での所得税減税と社会
的移転の増加）、圧力が軽減された。貧困に対
する危機の悪影響は社会支出の水準によって
変わる。社会的保護は緩和効果を生み出しう
る。実際に、医療・教育支出が大きな国は金
融危機に直面しても強靱性が高かった。72　景気
後退による人的損失は、社会的保護を普遍的
に提供している国々において、より小さかった
と結論づけることができる。
　社会的保護の政策には失業保険や年金制度、
最低賃金法や保健・安全基準などの労働市場
規制などが含まれる。社会的保護に対しては、
意図せぬ結果を生むおそれがあるという批判
論もある。最低賃金法は新たな雇用創出への
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に広げていくことができる。すでに基礎教育・
医療と条件付き現金給付が確立されている所
得水準の高い国々は、失業保険の対象を農業
労働者や家庭内労働者など、これまで除外さ
れていた人々にも拡大したり、育児休暇制度
の対象に父親も含めて拡充することができる。
　「社会的保護のフロア」政策によって貧困が
削減される。国際労働機関（ILO）の推計によ
ると、タンザニアでは、普遍的な高齢者年金
と学齢期児童を対象とする児童手当によって、
国民の貧困率が35％削減され、子どもと高齢
者のいる世帯の貧困率は46％削減された。80

　社会的保護に対するアプローチは、その国
の状況と資力によって異なり、また開発の水
準によっても変わる。恵まれない世帯を対象
とする条件付き現金給付など、付加レベルの
社会的保護に伴う追加費用は比較的小さい。
インドの雇用保障基金は2008年時点で国内総
生産（GDP）の約0.3％程度に過ぎない。81

　世界の貧しい人々に基礎的な社会保障を給
付する費用も、世界のGDPの2％未満に過ぎな
い。82　ILOの2010年の推計によると、アフリカ
とアジアの低所得国12か国で普遍的な高齢者・
障害者年金、基礎的な児童手当、基礎医療に
対する普遍的アクセス、社会扶助、100日間の
雇用保障といった社会的保護のフロアを提供
する費用は、GDP比でブルキナファソの10％
強からインドの4％弱という範囲に収まる。83　
パキスタンの場合について見ると、基礎的な
社会的保護に対する推計総支出額のうち、国
内財源で賄われているのは5％弱に過ぎない。
しかし、基礎的な社会的保護の規模が政府支
出の20％相当に拡大した場合、総費用のうち
国内財源によって賄われる部分は30％（ブル
キナファソの場合）から100％（インド、パキ
スタン、ベトナムの場合）に拡大することにな
る。低所得国でも資金の再配分と国内での資
金調達、それに国際資金援助を合わせれば、

小限の社会福祉しかなかった）。国家主導の産
業政策の大きな特徴として、その基盤は国有
企業と資本収支の管理にあり、また競争力強
化と雇用創出の両立という目標にも立脚して
いた。
　教育と保健の急速な普遍化が雇用創出と工
業化を下支えした。また、大規模な農地改革
と中等教育以上の急速な教育拡大も開発戦略
の一部分として推進された。
　2008年の世界経済危機後、東アジアの一部
諸国は雇用と社会的保護を拡大する政策をと
り、国内の総需要を安定させるとともに脆弱な
人々を保護した。国際労働機関（ILO）の推
計によると、このような社会的保護の政策によ
って、2009年にG20（主要20か国・地域）全体
で700万-1100万人の雇用が創出・維持され
た。77

社会的保護の基盤（フロア）

　国連の「社会的保護のフロア・イニシアティ
ブ」は2009年、医療や初等教育、年金、失業
補償、児童保護など、必須の社会的移転と社
会サービスに対する普遍的アクセスに関して
グローバルな枠組みを打ち出した。78　このイニ
シアティブは、開発段階の別にかかわりなくほ
ぼすべての国が、部門横断的な調整の強化な

どを通じて基礎的な社会
的移転を提供できるとい
う見地に立っている。ま
た各国に対して、財政に
余力のある限り、社会的
保護の水準を高め続けて
いくよう促している。79　所
得水準の低い国々は、基
礎教育・医療から着手し、
その後に条件付き現金給
付や基礎的な労働者保護

国連の「社会的保護のフロア・
イニシアティブ」は2009年、
医療や初等教育
年金、失業補償
児童保護など、
必須の社会的移転と
社会サービスに対する
普遍的アクセスに関して
グローバルな枠組みを
打ち出した
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社会の規範と法によって保護されていない場
合には、特にそうなりやすい。
　各国の社会は、さまざまな方法でショック
や災害、逆境に対処している。危機への対処、
危機からの回復において、より高い強靱性と
能力を示している社会がある。その一方で、
悪循環に陥って危機の影響を深刻化させてし
まう社会もある。社会の危機管理能力には、
経済的不平等、社会的分裂の度合い、制度の
適合性など、特定のマクロ変数が大きく影響
する場合がある。また、この3つの要因は相互
に影響する関係にある。つまり、社会的一体
性が制度の質と能力を左右するということで
あり、したがって貧しい人々のための政策の
立案と実施にも影響を及ぼす。87

集団間不平等を是正するための直接的施策

　直接的な施策としては通常、積極的差別是
正措置が想定されている。積極的差別是正措
置は、差別されている集団を対象として、雇
用や資産、サービス、政府契約、政治参加に
対するアクセスを改善するための施策であり、
数値目標や割当、優遇措置を伴う。このよう
な施策には直接的な効果が見込めるが、長期
的な影響が不明確であり、歴史的な不公正に
対処する方法としては議論を呼ぶこともある。
批判の論拠として、社会の分裂を長引かせる
おそれや、社会的烙印が押されてしまうこと、
あるいはエリート支配や逆差別につながるこ
とが指摘されている。直接的な措置は差別の
現れの一部分を是正するものであり、永続的
な不平等の背後にある構造的要因の是正には
必ずしもつながらない。直接的な措置が最も
効果を生むのは、より幅広い貧困削減政策と、
逆差別を防ぐための適用期限規定がある場合
である。

基礎的な社会的保護パッケージの提供は可能
である。84

社会的包摂への取り組み

　水平的不平等に対しては、国民全体に行き
渡る特定の施策が必要となる。水平的不平等
を解消するために、政策介入のポリシーミック
スが試みられてきた。具体的には、直接的介
入（積極的差別是正措置など）、間接的な施策
（防止法や罰則規定など）、包摂の拡大（規範
や教育の改革による）である。社会制度は調
整機能を担い、応答責任を高める働きを通じ
て政府の政策を強化する。市民社会がまとま
って問題意識を訴えれば、国民のニーズと政
府の政策との合致度が高まる。
　永続的な脆弱性は歴史的な排除に根差して
いる。たとえば、南アフリカや米国の黒人、イ
ンドの被差別民は深刻な差別を受けてきた。
父権社会の中の女性も依然として、長年の文
化的慣習や社会規範に根差した差別と排除を
受けている。多くの国が積極的差別是正措置
などの特別措置を試みてきた。85　平等な機会へ
のアクセスを広げるために、このような集団に
属する人々を優遇する規範や法によって、より
公正で強靭な社会にしていくことができる。
　一体性の強い社会は人間開発の大半の側面
において、一体性の弱い社会よりも大きな成
果を上げやすい（図4.7参照）。86　深い分断と歴
史的背景をもつ排除の是正に対して、社会は
どのように取り組めばよいのか。その答えは、
基本的な社会サービスを活用すること、雇用
政策を強化すること、社会的保護を拡大する
ことである。しかしながら、このような普遍主
義に基づく政策も、特定の集団の社会的排除
や水平的不平等の是正につながるとは限らな
い。政治機構や市場を含む公的生活面におい
て、差別に直面している特定集団の権利が、
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数値目標や割当制を導入し、多様性を高める
とともに、十分に意見が反映されていない集
団や脆弱な集団に機会を生み出している。

南アフリカ──直接的効果は断定しきれず
　南アフリカでは、女性とマイノリティの採用
を促進する雇用政策によって、その労働参加
率が高まった。アパルトヘイト撤廃時の南アフ
リカの労働市場は人種によって区分されてい
た。熟練労働は白人、非熟練労働はその他の
集団に区分され、黒人、女性、障がいのある人々
に対する構造的な差別が残っていた。91

　このような背景の中、民主化された南アフ
リカは、労働市場における不平等を是正する
積極的差別是正措置を打ち出した。1998年の
雇用均等法により、歴史的に不利な立場に置
かれてきた集団の人々を熟練労働者として雇
用するインセンティブが、企業に対してもたら

ブラジル──数字に表れている改善
　ブラジルは人種間格差の削減に取り組んで
いる。88　ブラジルの総人口2億人のうち半数以
上がアフリカ系と混血系の人々で、政府は教
育に積極的差別是正措置を導入した。89　2012
年8月に制定された関連法により、国立大学59
校と国立技術学校38校を対象に、地域人口に
占めるアフリカ系・混血系人口の割合（たと
えば北東部のバイア州では80％、南部のサン
タカタリーナ州では16％）に従って入学定員
枠が設けられた。1997年時点で、18-24歳のア
フリカ系・混血系人口に占める大学生の割合
は2.2％だったが、2012年には、その割合が11
％に達している。90　また、国立大学の職員数に
ついても、恵まれない層に対する割当が法制
化されて3万人から6万人に倍増した。ブラジ
ルの教育機関は、女性や有色人種などの十分
に意見が反映されていない集団を対象とする

図 4.7

一体性の強い社会は、一体性の弱い社会よりも成果が高い傾向にある

出典：Easterly, Ritzen and Woolcock 2006 および人間開発報告書室（HDRO）の推計。
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いが、各国の事例から、積極的政策は特定の
文脈において脆弱な集団の境遇改善につなが
りうることが示されている。カギとなるのは、
そのような直接的施策が単体としてではなく、
不利な立場に置かれた集団の境遇を改善し、
集団的排除の特定要因を是正するための総合
的コミットメントの内在的な一部分になってい
るかどうかである。成功の可能性が最も高い
のは、政策介入が総合的な貧困削減の中に組
み込まれ、法などによる正式なインセンティブ
や是認を伴い、世論と社会規範の変化に支え
られている場合である。

法と規範──差別解消に取り組み、行動を変え
させる

　歴史的に定着化した差別は、公共領域にお
ける社会的相互作用と一体化している。積極
的介入の成否を分けるのは、そのような社会
的相互作用のあり方である。96　個人の意思決定
と公共政策は、個人と社会の選好、明確な実
質的ないし精神的インセンティブ（法律）、社
会的是認や社会的報酬（規範）によって形成
される。97

　法や規範の変革によって望ましい行動を促
すこともできる。たとえば、米国におけるたば
こ消費の削減と規範の変革には、社会啓発と
法的規制が主導的役割を果たした。同様に、
手洗いやマラリア予防のための蚊帳の使用な
ど、衛生習慣の促進も公衆衛生の向上につな
がっている。また、行動変容のための社会的
マーケティング戦略も、民間セクターの広告や
マーケティング、コミュニケーションを活用し
ながら、個人と集団の行動変容を通じた公衆
衛生の向上に大きくつながっている。
　規範に基づくメッセージやキャンペーンは、
社会的に「受け入れられる」あるいは「望ま
れる」行動や価値観に向けて、人々に認識を

された。2009年の調査結果は、熟練労働者と
半熟練労働者の両方において失業と貧困の削
減が達成されたことを明らかにしている。92

　積極的差別是正措置がこのような改善を生
み出したとする捉え方には、今なお異論も出
ている。批判派によれば、直接的な施策は、
雇用または賃金の格差削減にごく部分的な効
果しか生み出さない。状況改善の原因は、教
育の拡充と質的向上を図る総合的取り組みと、
経済成長の加速による雇用効果に求めること
ができるという。93　それでも、包括的な政策と
具体的な施策が相まって、南アフリカの労働
力の構造的不均衡を是正し、歴史的な不公正
を減らし、歴史的に排除されてきた集団の労
働参加を高めたという点に、異論の余地はない。

マレーシア──意図せぬ結果への対処
　一部の識者によれば、直接的な施策は是正
されるべき深い構造的問題の解決につながら
ない。94　たとえばマレーシアでは、先住のマレ
ー系住民を多数派の中国系住民や少数派のイ
ンド系住民よりも優遇するブミプトラ政策によ
り、マレー系住民は教育と雇用に対するアク
セスが広がり、経済的可能性を実現しやすく
なった。しかし、中国系住民とインド系住民は
国立大学入学定員枠が合計30％に抑えられて
しまっているため、私立大学や海外の大学に
進学することが多く、マレーシアを離れる若者
も少なくない。2011年の数字で、総人口2900
万人のマレーシアで約100万人が国外に流出し
ている。その大半が中国系住民で、教育水準
の高い人々が多くを占めている。95　マレーシア
から国外に移住した熟練労働者の約60％が、
社会的不公正を大きな理由に挙げている。

文脈の決定的重要性
　積極的差別是正措置が集団間格差の削減に
つながるか否かについて、絶対的な答えはな
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　脆弱性の大きな構図の1つとして、自分の生活に影響する意思

決定に対して人々が影響力をふるうことができず、意思決定が権

力のある人々に握られているという状況がある。しかも、意思決

定をする人々が脆弱な人々の境遇を理解していなかったり、脆弱

な人々のためを思っていなかったりする場合もある。1　このような

状態を正すには、国家が脆弱な人々の問題を理解し、適切な介入

で対応する必要がある。そのためには何よりも、貧しい人々と排

除されている人々の意思決定に対する発言力を高めるとともに、2　

権利の侵害や差別を受けた場合の法的解決に機会を開く必要があ

る。調査研究から、国家機構との関わりにおいて、女性のほうが

男性よりも、社会的無視や賄賂の強要、ハラスメントを受けやす

いことが示されている。3

　脆弱性の削減を図る政策を立案するうえで、脆弱性の原因を理

論的に解明するだけでは不十分である。まずリスクが生じる過程

を明らかにし、その是正に向けて政治的インセンティブと政治的

意思をまとめ上げなければならない。この点に関しては、ジーン・

ドレーズとアマルティア・センが、飢饉発生時の政府の応答責任

に対するメディアの役割をテーマとした論考において強調してい

るように、政治的自由が1つの大きなカギとなる。4　また、より広

範な政治経済における直接代表や社会運動、労働組合、市民社会

による圧力も政策立案と政治プロセスに影響を及ぼし、脆弱な集

団の利益のための重要な存在となる。

　研究結果から、貧しい人々5　と脆弱な人々のニーズに対して国

家機構の対応が強まるのは、次のような場合であることが示唆さ

れている。

● 行政機関が政策の実施を担い、対象となる人々に対しての透明

性と応答責任、対応性が確保されている。そのために汚職やハ

ラスメントが起こりにくく、貧しい人々のための公的活動に対

する予算配分において、国家権力が積極的に活用されている。

有望な事例として、ボツワナと南アフリカにおける市民サービ

ス改革があり、省庁内の改革と組織の合理化によって、サービ

ス提供の強化と効率化を図る取り組みがなされている。6

● 法制度が権利の付与と保護において貧しい人々の力となり、ま

た貧しい人々が法制度にアクセスできる状態にある。有望な介

入の事例としてカンボジアにおける仲裁評議会の創設がある。

これは裁判によらずに争いの解決を図る国家機関である。また、

モザンビークでは革新的な土地法が制定され、貧しい人々に土

地所有の機会が開かれている。7

● すべての人に公共サービスが提供され、エリート層や支配的集

団による支配が最小限に抑えられるように、中央政府と地方政

府の機構が一体化されている。排除されているコミュニティのニ

ーズや問題に対応するための地方分権が、多くの国でさまざま

に進められている。たとえばフィリピンは、早くからパラワン島

の先住民族の権利と森林利用権の回復に取り組み、1991年地方

政府法によって先住民族に行政と森林管理への参画を認めた。8

● 政府自らが、貧しい人々のための施策を受け入れようとする社

会的機運を盛り上げ、貧しい人々との接触を広げ、貧しい人々

の政治的能力を高めることによって、貧しい人々のための公的

な取り組みに対する政治的支持をまとめ上げているブラジルの

与党は、そのような社会運動や政治活動を追い風にして貧困削

減政策を導入し、さらにはアパルトヘイト後の南アフリカの政

治指導層のアジェンダ設定も支援した。9

● 法の支配を尊重する政治体制の下で、自由な政治的発言が許さ

れ、脆弱な人々も政治参加ができるようになる。10　その一例とし

て、ボリビアにおける平和裏の民政移管があり、人口の多数を占

める先住民族が長年の社会的排除の末に政治権力の座に就いた。

　それでもなお、対応性を備えた機構の構築は多面的課題である。

政治的意思のまとめ上げから、市民サービスや裁判所を含む国家

機構の能力強化に至るまで、数々の課題がある。また、インドの「情

報に対する権利法」のような透明性の強化を図る施策によって、

応答責任が向上するとともに汚職や賄賂が発覚しやすくなり、効

率が高まることになる。予算編成への参加や政治参画の拡大など、

参加機会を広げることによって、排除されている集団の発言力を

高めることもできる。

　経済の激変や危機に見舞われた場合、財政の圧迫に対する政府

の施策としてあまりにも多いのが、社会支出にしわ寄せが及ぶ緊

縮財政である。第1章と第2章で述べたように、緊縮財政は往々に

して、すでに圧迫されている最も脆弱な人々に最大の悪影響を及

ぼす。また、景気拡大期に税収が増加しても、次の経済下降期に

備える社会的保護の予備財源、あるいは機構的対応能力や社会の

強靱性を高めるための財源として蓄えられることよりも、減税の

財源に回されてしまうことが多い。

　十分な社会サービスを提供するだけでは事足りない場合もあ

る。制度そのものが、社会の支配層だけでなく、すべての人のニ

ーズに対応できるように設計される必要がある。国家機構は、そ

の国の歴史と政治から生まれているが、さまざまに変化する状況

の中でも参加と応答責任を維持する力が高い国家機構11　は、国民

の多様性をすくい上げやすく、12　平和的な権力の移行に結びつき

やすい。13　また、そのような国家機構の下では、司法などの独立

性と一貫性14　や軍の文民統制も保たれやすい15　三権分立のチェッ

ク・アンド・バランス（抑制と均衡）を通じて。16　このような特

徴は安定期にも重要であるが、特に危機に見舞われた際、脆弱な

人々の権利保護にとって重要となる。

　機構の形態は社会によって異なるが、市民の権利保護は一義的

BOX 4.3

対応性を備えた機構を通じての脆弱性削減
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た。この成功事例を受けて、グアテマラの各
都市における治安部門改革と市民安全保障計
画の策定を統括する国家安全保障会議が新法
により設置された。また、クロアチアでは「よ
り安全なコミュニティ」プロジェクトにより、
若者の娯楽施設の不足が犯罪増加につながっ
ているとする調査結果がまとめられた。その
後、古い公園にスケートボード場を新設する
などして、若者の交流の場に活用する再整備
が行われた。紛争終結後もクロアチア系住民
とセルビア系住民の分裂状態が続くなか、こ
の施設は双方の若者が交流する場となり、分
断したコミュニティ間をつなぐ懸け橋として機
能している。101

国家と市場をつなぐ市民社会
　乗り越えがたい困難や永続的な不平等の中
にあっても、人々は力を合わせて状況を改善
し、社会制度を自分たちのニーズに沿うもの
に変えようとする。市民社会は、貧困削減に
資する開発に向け、国家に政治的応答責任の
履行を求めるうえで大きな役割を果たしてい
る。しかし、そのような成果は、市民社会が
透明性と応答責任の問題に関与する機会があ
る場合に限られる。96か
国を対象とした分析か
ら、参加型の政治体制は
社会的紛争に対する仲裁
機能が高く、市民集団間
に譲歩を引き出しやすい
ことが示されている。こ

改めさせることを目的とする。98　それを通じて
政策介入の正当性と効果が高まり、特に政策
介入が既存の社会階層構造とぶつかる場合や、
既存の力関係を変えることを目的としている場
合、信頼性と支持の裾野が広がることにな
る。99　社会変革の効果と持続性を維持するうえ
で、人々の価値観や行動に的を合わせること
が必須となる。

暴力的紛争に規範の変革と包摂の拡大で対処
　紛争を抱えた国々からの教訓をふまえて、
国際社会は安全保障に対する政策介入と開発
に対する政策介入を一体化させようとしてい
る。これは、社会的一体性によってコミュニ
ティの安全を高めるという考え方である。幅
広い国家主体と市民社会の活動主体が一体と
なって、コミュニティレベルでの脅威の削減
と、国レベルでの達成を可能にする環境の構
築に向けて協働している。このような社会的
一体性とコミュニティの安全というアプロー
チは、参加型関与の拡大、サービス提供の改
善、社会集団間の関係拡充による社会的排除
の削減、民主的ガバナンスの強化に力点を置い
ている。100

　グアテマラのサンタルシア市では市民安全
委員会により、酒場への銃の持込み禁止、ア
ルコール飲料の販売規制、街路灯の増設、コ
ミュニティによる自警活動、公共スペースの再
収用、浮浪者対策を骨子とする行動計画がま
とめ上げられた。その後2年間のうちに、殺人
率は10万人当たり80人から50人弱まで減少し

規範に基づくメッセージや
キャンペーンは
社会的に「受け入れられる」
あるいは「望まれる」
行動や価値観に向けて
人々に認識を
改めさせることを目的とする

に国家の責任であると見なされている。しかし、グローバル化が

ますます進むなか、人々は別の場所で発生した事象や動向に脅か

されるようになっており、もはや国家の責任だけで十分とは言い

切れない。国レベルにおける対応性を備えた機構の確立には、そ

れを支援・強化する国際的レベルでの並行的な取り組みが伴う必

要がある。

注：1．UN 2012a.　2．Mearns and Norton 2010.　3．UNDP 2012d.　4．Drèze and Sen 1989.　5．World Bank 2000.　6．UNECA 2010.　7．UN General Assembly 2009.　8．Seitz 2013.　9．Heller 2014.　10．UNSSC 2010.　11．McGee and 
Gaventa 2011.　12．Temin 2008.　13．DFID 2010.　14．UNOHCHR 2003.　15．Sulmasy and Yoo 2007.　16．Waldron 2013.
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はほぼ半減し、1991-2004年の間に女子の初等
教育就学率は83％から95％に上昇した。また、
長年にわたる不平等を削減するための所得再
分配と、教育、医療、水道、衛生サービスに
対するアクセスの普遍化によって、所得下位
20％に属する世帯の子どもの発育不良も大幅
に減少した。104

　ブラジルの市民社会は、このような取り組
みの全体を通して政党からの独立性を保ち、
公共政策の立案に対する影響力と、地域レベ
ルの成果に対する国家機関の応答責任の向上
につながる幅広い参画の仕組みとプロセスの
確立に貢献した。ブラジルの「土地なき農民
運動」（MST）は、農地として使用されていな
い土地を収用し、協同組合方式の入植地とし
て約100万世帯に開放するとともに、学校を設
立して数万人に読み書きを教えた。105　2002年
の労働者党の政権獲得にもMSTの支持が決定
的な役割を果たし、基本的なサービスと現金
給付に対する支出拡大と教育に対するアクセ
ス拡大につながった。2001-2007年の間に、所
得下位60％の人々が国民総所得の増加分に占
める割合は18％から40％に上昇し、ジニ係数
も0.59から0.53に改善した。106

　バングラデシュの市民社会は、自然災害の
頻発をはじめとする幾多の困難に対応するな
かで、世界最大級の非政府組織（NGO）セク
ターを形成するまでに急成長を遂げた。NGO
は社会と国家の隙間部分で活動し、草の根の
取り組みを通じて人々の福祉向上を図る。ま
た、サービス提供のための重要な機構や実施
パートナーとしても働いている。そのプログラ
ムは救援・復興からマイクロクレジット融資、
女性のエンパワーメントにまで多岐にわたり、
特に環境災害に際して大きな役割を担う。バ
ングラデシュの市民社会の拡大は現場の実態
を反映しているが、同時に政界と国家のつな
がりに対する疑問も浮き上がらせている。より

の調査報告書は、「民主主義は私たちの利己心
を抑えて公共心を高める」としている。102　また、
先進国と開発途上国合計82か国を対象とした
計量経済学的研究においても、効果的な政策
行動を取る国家能力は、官僚の専門的能力と
政治的意思だけの問題ではないと結論されて
いる。103　果断な政策行動を生み出す政治的柔
軟性もまた、社会の分裂や紛争によって大き
く損なわれる。社会の分裂は公的機関の信頼
性と機能の低下にもつながる。
　生産者団体や労働組合、社会運動など、個
人が単独でなく集団として行動することによっ
て圧力を高めることができる。協調行動を取
ることで市場内での交渉力や使用者に対する
交渉力、国家に対する交渉力が強まる。自営
業者、小規模農家、牧畜業者、漁業者などの
経済的に脆弱な集団が結束することは多く、
フェアトレード産品や地域産品の普及促進活
動なども行われている。地域レベルでは、新
たな形態の協働と市民活動を通じた政治参画
も広がり始めている。たとえば、ブラジルのポ
ルトアレグレの自治体予算編成に対する市民
の関与、インドの情報公開法、あるいは社会
監査制度などによって、自治体の社会政策予
算の配分に関する透明性と応答責任が向上し
ている。
　国家と市民社会の相互作用の重要な一側面
は、市民社会が人々のための政策と成果にい
かに影響力をふるうかである。ブラジルは、
不平等と人種的・民族的分断の中で開発と民
主化に乗り出した。ブラジル政府は雇用市場

の拡大、重点投資、現金
給付、業務的初等教育の
拡充、ジェンダーおよび
民族間格差の是正という
公的介入のポリシーミッ
クスを実施した。1996-
2006年の間に乳児死亡率

国家と市民社会の
相互作用の
重要な一側面は
市民社会が
人々のための政策と成果に
いかに影響力を
ふるうかである
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危機への準備と危機からの復興のため
に能力を高める

　生活の向上を図るコミュニティに対して、そ
の社会的・物理的環境は複雑性と予測不能性
を帯びている。地球の断層線に関する知識の
蓄積にもかかわらず、地殻変動災害の頻度と
強度はほとんど予測できない。また気候変動
によって、これまで安全と見なされていた地
域が気象災害の破壊的影響にさらされるよう
になった。内在的な脆弱性の削減に政策がど
れほど効果を上げようとも、災害の突発性は
なくならず、2010年のハイチ大地震のような発
生確率の低い大災害も起こる。また「アラブ
の春」が示したように、社会騒乱や暴力的紛
争につながりうる特定の要因が深く理解され
ている場合であっても、暴力的紛争の発生を
予見して防止できる保証はない。こうしたショ
ックは、人間開発の進歩に対して、そして国、
コミュニティ、世帯、個人の強靱性に対して、
避けることのできない破壊的影響を及ぼしう
る。
　脆弱性は、ショックと
社会の基礎的状態を通じ
て顕在化する。ショック
が発生すれば必然的に危
機対応に動くことになる
が、その後には将来の危機を見据えて、より
包括的な対応策をまとめ上げることも同じよう
に重要な課題となる。危機の防止、危機への
対応、危機からの回復を図る政策は、危機の
影響を被ったコミュニティに対する急場の緊
急援助に依拠するのではなく、特に平常時に
おいて人間開発の政策と戦略の不可欠な一部
分にならなければならない。政策の軸足を緊
急対応に置くと、影響を緩和する政策が看過
されることになるおそれがあり、ショックがさ
らなる規模で再発し、その後の対策により大

脆弱性は
ショックと
社会の基礎的状態を
通じて顕在化する

効果的で持続可能性の高い国家機構の確立に
対する投資が依然として不十分であるため、
市民社会のほうがサービスの確保と提供にお
いて急速な拡大を遂げ、能力とカバー範囲の
点で上回っている。バングラデシュでは、国
家機構が市民社会と同等の活力を得るまでの
間、NGOセクターが社会的強靱性の構築能力
の源泉として、かけがえのない存在であり続
けることになる。
　しかしながら、地域やコミュニティのレベル
を超えて、市民社会と民衆の活動が国の統治
機構と開発成果に及ぼす総合的影響を検討す
る必要がある。この点に関しては、地域・ミク
ロレベルの社会活動をどのようにスケールアッ
プして、マクロレベルの課題に結びつければ
よいのかを検証することが重要となる。107　社
会活動の事例分析からは、地域性の高い取り
組みが開発に及ぼす影響は薄いことが示され
ている。そこで必要となるのが、大幅なスケ
ールアップの妨げとなる国レベルの障壁につ
いて精査し、市民社会の関与と社会活動の新
しい創造的モデルを考え出すことである。た
とえば、貧しい人々を投資家・株主として関
与させる社会的企業がその1つである。108

　市民社会と広範な社会活動を通じて、本質
的な権利の主張に声を合わせて進歩的な公共
政策を促すことができる。市民社会の強靱性
は、活力ある市民社会の積極的関与を可能に
する環境と余地を生み出す国家によって、さ
らに高められる。市民社会が国家機構に取っ
て代わることはできないし、また取って代わる
べきでもない。しかし、市民社会と国家機構
の積極的な共生関係が相互強化につながる。
したがって市民参加は、公式・非公式の社会
制度を人々のニーズや要求への対応に動かし、
社会制度による脆弱性への対応を平等で効率
的なものにするうえで不可欠な主導力となる。
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の対応プログラムがそれである。111　自然災害
は複数の国を同時に襲うことが多いため、早
期警報における地域協力には特に高い効果が
見込まれる。早期警報は災害リスク削減の大
きな一部分である。早期警報によって人命が
救われ、経済的・物理的損害が軽減される。
兵庫行動枠組は、対応行動の明確な指針とな
る理解しやすいリスク警報のリアルタイムでの
提供に関して、地方と国、地域の早期警報シ
ステムの重要性を強調し、明確なコミットメン
トをうたっている。
　国として備えを固め、優れた政策の枠組み
をもっていたとしても、ショックは発生するも
のであり、しばしば破壊的影響を被ることに
なる。したがって、中心に置くべき目標は回復
であり、その一方で社会的・物理的・制度的
な強靱性を高めておくということになる。異常
気象が発生した場合の対応に関しては、国家
機構の不備や紛争の影響で事態が悪化するこ
とも起きている。どのような危機であっても、
最初の対応は必然的に人道的対応となる。重
要な点として、人道援助のあり方によって長
期的な復興への移行の基礎が定まる。初期回
復のアプローチは、人道的対応と開発上の対
応の要素を束ね合わせ、長期的な国家能力と
対応行動に弊害を生じさせることなく初期の
ニーズを満たす対応戦略でなければならない。
　国の強靱性には、災害からの素早い回復能
力が含まれる。まず災害直後の影響を把握し
たうえで、社会経済的な影響拡大を防ぐ具体
策を講じることである。ショックへの対処に備
えができていない社会は、被害と損失の拡大
と長期化を招く結果になりやすい。たとえば、
ハイチ大地震による損害規模は同国の国内総
生産（GDP）の1.2倍に及び、数十年間に及ぶ
開発投資に損失が生じた。112　しかし、この数
字だけで影響の深さを捉えることも、回復に
要する時間の長さを捉えることもできない。回

きな費用がかかる結果になりかねない。緊急
対応活動の必要性と重要性は言うまでもない
が、ショックや危機に対するコミュニティの備
えと回復の能力を高める総合的な取り組みが
強靱性の構築に必要な基礎部分となる。

災害リスクの削減と対応

　自然災害は、貧困や不平等、環境劣化、統
治の弱さなどの脆弱性を顕在化させ、脆弱性
の悪化も引き起こす。備えが足りなかったり、
リスクを認識していなかったり、あるいは最小
限の予防能力しかもっていない国やコミュニ
ティは、災害による影響がそれだけ大きくなる。
また、貧しい国々も被害が甚大になりやすい。
世界全体で過去20年間に少なくとも130万人が
災害によって死亡し、44億人が災害の影響を
被っている。世界経済に生じた損失は少なく
とも2兆ドルに達している。109　それでも、早期
警報・対応システムの整備によって、自然災
害による死者数は減っている。たとえば、バ
ングラデシュでは1991年の超大型サイクロン
によって14万人の死者が出たが、2007年の超
大型サイクロンによる死者は4234人にとどまっ
た。サイクロンによる死者が減少した要因は、
早期警報システムの拡充、避難所と避難計画
の整備、防潮堤の建設、防潮林の管理と増強、
そしてコミュニティレベルでの防災意識の向
上である。110

　国と地域の早期警報システムの強化に、さ
らなる努力が求められる。2003年の第2回早期
警報国際会議において、次のような主要行動
分野が特定されている。開発プロセスと公共
政策への早期警報の統合促進、資料データの
利用可能性拡充、さまざまな時間枠における
リスクの予測と管理、特に開発途上国での早
期警報システムの能力強化、人々を中心に置
く早期警報システムの構築、ショック発生時
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をめぐる争いの減少、集団間の摩擦緩和など
前向きな結果につながっている。113

　社会的一体性を高めるための取り組みは、
国情や個々の状況によって異なるが、共通す
る要素として次の4つを見て取ることができる。
●人々の意識を高めて、情報へのアクセスを
広げる　平和、開発、争いの少ない政治に
向けて人々を啓発する取り組みが可能であ
る。ガイアナでは、2006年の国政選挙が独
立後初の平和的な選挙
となった。その実現に
中心的役割を果たした
のが、それまでの暴力
と決別すべく2002年に
導入された社会的一体
性プログラムである。114　
このプログラムの柱は、
大統領が指揮する国政をめぐる国民的対話、
コミュニティレベルで民族間関係の改善を
図る総合的な取り組み、そして平和的な国
家アイデンティティを高める社会キャンペー
ンだった。後の2011年国政選挙も平和裏に
行われた。

●信頼の置ける内部的な仲介者と調停者　客
観的な独立組織によって、争いや対立の中
にある集団やセクターの間に信頼を構築し、
国として重要な特定課題に対する合意を促
すことができる。ガーナでは、2008年と
2012年の国政選挙に国家平和評議会が積極
的役割を果たした。国家平和評議会は2006
年に独立機関として創設され、対話の促進、
政治とアイデンティティをめぐる論争の仲
裁、平和的選挙の支援の任を負った。この
役割は、国内の全指導者と西アフリカ平和
構築ネットワークの現地支部に受け入れら
れた。
　さらに最近の例として、チュニジアが「ア
ラブの春」後の体制移行の管理に取り組ん

復が部分的にとどまり、強靱性の構築に向か
うことができなければ、災害の影響は長く尾を
引くことになり、人々の生涯にわたって残存す
るおそれも生じる。
　強靱性の構築は、永続的な脆弱性を生み出
して強靱性を阻害している構造とシステムを
変容させることにかかっている。外部的ショッ
クが、この変容へのインセンティブを生み出す
場合もある。変容を実現するためには、ショッ
クへの備えと回復に関わる施策について、国
またはコミュニティによる運営を可能にする法
や政策、制度と一体化させる必要が生じる場
合もあるだろう。予算と資源が得られることに
よって、開発の全段階を通じて、コミュニティ
から国までの全レベルでリスク削減を課題と
して取り込むことができるようになる。このよ
うな形で災害リスクの削減は、追加的政策で
はなく初期段階から中核的部分として開発に
組み入れられる。

紛争の防止と回復

　紛争の影響下にある地域において、強靱性
を高め、紛争の発生を防止する効果的な戦略
は、社会的一体性の強化である。しかし、紛
争が起こりやすい国々、あるいは紛争後の復
興期にあるコミュニティにおいて、社会的一
体性を高めることは特に難しい。そのような国
やコミュニティでは、深い分裂があったり、人々
の生計が脅かされていたり、あるいは制度が
脆弱で、分裂を修復するための政策立案・実
施能力が弱いこともありうる。（BOX4.4参照）
それでも、ボリビア、ケニア、ネパール、ペル
ー、キルギス、東ティモール、トーゴといった
多様な国々が、信頼できる仲介者と「平和の
ためのインフラ」を通じて、信頼構築と協働
と対話の促進を図る施策に投資を行っている。
このような施策が平和的な選挙、土地や資源

回復が部分的にとどまり
強靱性の構築に
向かうことができなければ
災害の影響は
長く尾を引くことになり
人々の生涯にわたって
残存するおそれも生じる
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社会復帰、あるいは避難民や難民となった
人々の再定住も課題となる。雇用機会と生
計の再創出によって、コミュニティを安定さ
せ、暴力への再転落を防ぐことができる。
　一般的な現実として、社会的一体性を高め
る取り組みは、紛争後の平和構築に実のある
形で反映されていない。紛争後の平和構築に
おいて、投資の大部分は選挙の実施や経済復
興の物質的ニーズに向けられている。そのよ
うな投資は不可欠であるが、将来の争いや危
機を平和的に解決できるようにするうえで、こ
れまで交渉ではなく紛争や対立を通じて利益
を図ってきた集団間に、協働の組織的能力と
新たな政治的文化を生み出す必要がある。国
民対話のプロセスが強調されるようになって
いることは、この方向を目指すうえで歓迎され
る変化である。しかしながら、上述のような初
期的成果を今後につなげていくためには、効
果に対する総合的な監視と評価を伴う社会的
一体性への大きな投資が必要である。

＊　　＊　　＊

　本章で示した政策提言は、分析の内容とデ
ータの大部分も含めて、すべての国の政府の
ためのものである。しかし、すでに数々の事
例があるように、さまざまな脅威や危険が国
境を越えるようになっている。各国政府と国際
機関の協働を高め、脆弱性の削減に向けて相
互支援の形で取り組めるようにするために、
国レベルの取り組みと国際レベルの取り組み
を重ね合わせるべき時が来ている。

でいる。政治的暴力の散発はあっても緊張
の高まりはなく、多党制の枠組みの中でイ
スラム政党と世俗派政党が協働の道を見出
している。このような移行の重要な要因とし
て、チュニジア労働総同盟が仲介役を果た
している。1948年に発足したチュニジア労
働総同盟は、チュニジア社会の各方面に深
く浸透しており、その地位を生かして、紛
争から政治対話への移行、そして社会的・
経済的課題の解決へと向かう流れを生み出
している。

●地域委員会と市民組織　コミュニティグル
ープは、争いの防止に貢献して地域レベル
での信頼構築を促進することができる。ガ
イアナでもチュニジアでも、市民組織が監
視と仲裁にあたる代表者を出し、問題の悪
化と政治プロセスの停滞を未然に防いで信
頼構築と緊張緩和に貢献した。ガーナの国
家平和評議会は法的に地域・地区レベルの
同様の組織とつながっている。イエメンで
は、青年組織が若者の求職や経済的問題へ
の対処を支援し、コミュニティ活動をまとめ
上げている。そのような活動への参加を通
じて協働、連帯、公共意識が植え付けられ、
社会的一体性の向上につながっている。115

●生計の再建　各国の事例から、人々の生計
と経済的回復に対する支援が社会的一体性
の向上につながることが示されている。生
計支援によって、紛争の影響を被ったコミ
ュニティと人々の早期回復が可能になり、
将来の危機に対する強靱性も高まる。雇用
機会は、紛争地域で強く必要とされる信頼
感の創出につながる。欧州諸国とラテンア
メリカ諸国の国際分析から、雇用は他者や
制度に対する信頼につながりうることが示
されている。110　危機や紛争後の状況にある
コミュニティは、数々の経済的・社会的課
題に直面する。武力紛争後には、元兵士の
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私たちがしていることと、私たちにできること、
その差の力だけでも
世界のほとんどの問題を
解決するのに十分だ。
マハトマ・ガンジー

まったく新しい道に踏み出すのは困難だが、
すべての女性を成長させない状況に
とどめておくことほどの困難ではない。
マヤ・アンジェロウ

5.
進歩を深める──グローバル公共財と協働
　この章では脆弱性のグローバルな側面に焦点を合わせ、それが国とコミュニティと個人の脆弱性にどのよ
うにつながっているのかを検証する。この分析から、脆弱性の広範な相互依存関係の深さが見えてくる。そ
のうえで、グローバル化を人々の幸福につなげるためには、現状よりもはるかに大きな取り組みが必要であ
ることを示す。

　現状のグローバル化は、十分な数の人々に
恩恵をもたらしておらず、逆に新たな脆弱性
を生み出す結果にもつながっている。たとえ
ば、人間開発の諸側面における慢性的な国際
格差、一部地域における脆弱な雇用下にある
人々の割合の多さ、疫病の大流行や自然災害、
武力紛争、金融混乱など、予測できない数々
の世界規模のショックがある。確かに、グロ
ーバル化は多くの勝者を生み出し、全体的な
進歩を生み出しているかもしれない。国境を
越えた結びつきや多国間協定は知識の共有や
相互援助、さらには少なからぬ面で強靱性の
向上にもつながりうる。今日の世界を特徴づ
ける制度やつながりの密接なグローバル・ネ
ットワークは、強靱性の強化に生かすことが
できる。しかし、変化の方向性や世界の一体
化による便益のあり方について、すべての人
が発言力をもっているわけではない。また、
世界規模の課題が増すなかで多国間行動によ
る対応も遅い。
　現在、世界や地域の協働を必要とする不安
定要因が増している。金融システムは規制の
余地がある。貿易交渉の行き詰まりも打開す
る必要がある。市場を規則と基準の下に置く
必要もある。気候変動の緩和策も求められる。
システムの強靱化に向かうプロセスは始まっ
ているが、重要な公共財の提供に大きな改善
の余地があり、グローバルなガバナンス・シ
ステムの高度化も必要である。
　本章では、国境を越えた一体化が人間開発

と人々の強靱性の向上に新しい機会を生み出
す一方で、新たな脆弱性も引き起こしている
ことを検証する。具体的な問題点は、公共財
の不足（普遍的な社会的保護、気候変動に対
する有効な連携体制を含む）と、過剰な金融
変動につながっているグローバル・ガバナン
スの設計上の欠陥である。また、既存のグロ
ーバルな取り組みの検証から、ショックに対す
る国々と人々の能力強化につながる公共財と、
ショックの発生頻度と影響の抑制につながる
ガバナンス改革を見極め、ポスト2015開発ア
ジェンダ策定に寄与する提言も示す。
　これらの点はすべて、各国の政府が国と人々
の強靱性を高めるために、どのような形で政
策余地を広げられるかに関係する。全体に通
じるメッセージとして、システムの強靱性を高
めるためには、人々の安定性向上につながる
公共財の提供に対する国際的なコミットメント
が必要であり、そのためには個人とコミュニテ
ィと国の協働が前提となる。

国境を越えた脆弱性と共通の脅威

　貿易、金融、移住、コミュニケーション・シ
ステムの国際的統合とともに、グローバル市
場への参入、知識と技術の共有を通じたイノ
ベーション、グローバルなネットワークの活用
に機会がもたらされ、人間開発の前進が支え
られている。人々を結びつけ、グローバルな
資源と能力を確保することによって、個人と国
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気の感染ペースが劇的に速まり、鳥インフル
エンザがジェット旅客機で世界中に広がるの
に何日とかからない。
　現在のグローバル化も、世界規模または地
域規模の経済的、政治的、社会的な結びつき
としては古い歴史がある。しかし、世界的な
結びつきが加速したのは近年のことである。
1999-2012年の間に、世界の総生産に占める貿
易の割合は37％から51％に増加した。1　世界の
国際移民数は2000-2013年の間に1億7500万人
から2億3200万人に増加。2　世界の資本フロー
に占める国際資本フローの割合は、1970年に
31％だったのが2007年には180％を突破した。3　
外国為替市場は実質上の24時間体制で週5日営
業し、2013年4月の数字で1日の平均取引高が
5.3兆ドルに達している。4　多くの財やサービス
がグローバルなバリューチェーン（価値連鎖）
によって、大陸をまたいで生産されている。フ
ェイスブックやツイッターなどのソーシャルネ
ットワークによって、人と人とがつながる地理
的範囲がますます広がっている。
　このような動向は多くの人々に重要な便益
や機会をもたらしている。しかし、金融や安
全保障、環境など広範な分野で、結びつきの
ペースと規模に対して、新たな脆弱性を削減
する施策、つまりショックを予防し、能力を高
め、人々の選択肢を守るための施策が追いつ
いていない。たとえば、グローバルなバリュー
チェーンによる生産の統合は、重要課題であ
る雇用創出につながっている一方で、投資を
引きつけようとする争いから「底辺への競争」
（労働規制や環境規制が最低水準に向かってい
くこと）が生じる危険もはらんでいる（BOX5.1
参照）。

伝染のリスク　一国におけるショックによっ
て、あるいは政策変更という程度でも世界的
影響につながりうる状況となっている。その影

と世界の強靱性の向上に多大な機会が開かれ
ることになる。しかし、国境を越えたリスクが
高まっていることも見てとれる。第1章と第2章
で、気象パターンの変化、自然災害の発生頻
度と強度の高まり、紛争と感染症の拡散、金
融資産価格、商品価格、資本フローの不安定
化など、人間開発の長期的進歩を脅かす世界
の動向について説明した。第2章では、食料価
格と金融の不安定化が人々の生計を脅かし、
社会的一体性を阻害していることを指摘した。

　これらはそれぞれ個別
の脅威だが、共通する側
面もいくつかあり、その
共通性を理解すること
で、効率的かつ効果的な
解決に向けて協働の方向
性を定めることができる。
結びつきの範囲と規模の
拡大とともに不安定性が
高まるなか、悪影響がグ

ローバルに広まる危険も増している。国レベ
ルでは、能力強化の政策余地が狭まる傾向に
ある。加えて、グローバルなシステムが個人
の能力を圧迫している。国境を越えた脆弱性
の大部分は、公共財の不足と国際ガバナンス
の欠陥に根本的原因がある。公共財と適切な
政策・制度によって、強靱性の構築につなが
るバランスの是正を図ることができる。

脅威の増大

結びつきと不安定化の加速的な高まり　国境
を越えた一体化と、それに伴う脅威は新しい
現象ではないが、その脅威が加速度的に増し
ている。人間は常に病気の蔓延に脆弱性を抱
えてきた。14世紀には隊商や商船が大陸をま
たいでペストを運び、アジアと欧州の全域で
膨大な数の人命が失われた。しかし現在、病

結びつきの
範囲と規模の
拡大とともに
不安定性が高まるなか
悪影響がグローバルに
広まる危険も増している
国レベルでは
能力強化の
政策余地が
狭まる傾向にある

128 人間開発報告書2014

ューヨークの一銀行の経営破綻が発端だった。
2010年のアイスランドの火山噴火では、欧州
全域の航空網が混乱したためにラテンアメリ

響は個人の能力と選択肢にも直接的に及び、
遠く離れたコミュニティや国の開発を阻害する
おそれまである。2008年の世界金融危機もニ

　製品の生産プロセスは、グローバルなバリューチェーン（価値

連鎖）に沿って大きく分散するようになった。多くの場合、原材

料の供給、部品の生産、組立て・マーケティング・製品出荷が別々

の国、さらには別々の地域で行われている。現在、世界貿易の約

60％を中間財・サービスの貿易が占め、その貿易高は約20兆ドル

に達している。1　貿易参加国には、雇用と輸出、そして必要な資本

と技術の入手にもつながる外国直接投資の恩恵が及ぶ。それによ

って強靱性が高まりうるが、その関係は複雑で、新たな脆弱性が

生まれる場合もある。

利益は労働者に行き渡っているか？

　グローバルなバリューチェーンは、賃金と利益と雇用規模に関

係する分配上の問題をもたらしうる。アップル社のiPodのバリュ

ーチェーンの研究から、ほとんどの関連雇用がアジアに集中する

一方で、賃金の大部分は米国で支払われていることが明らかにな

った。2006年のデータで、iPod関連の雇用の30％が中国にありな

がら、中国のiPod関連の労働者は、iPod関連の労働者全体の所得

のわずか3％しか得ていなかった。2

　iPhoneの利益と投入費用の割合も同様のパターンをたどってい

る。2010年のデータ分析で、iPhoneの生産による収益はアップル

に大きく集中している。一方、中国の労働者は雇用の恩恵にはあ

ずかっているものの、その賃金が最終販売価額に占める割合は2

％にも満たない（図参照）。3

危険な低賃金労働

　グローバルなサプライチェーン（供給網）の一部となっていな

い労働者の場合は、往々にして劣悪な労働環境が現実となってい

る。しかし、グローバルな生産システムも競争圧力によって、特

に低熟練労働者の労働環境悪化を引き起こしうる。一部の労働者

は多国籍企業による正規雇用という恩恵を受けられるが、バリュ

ーチェーンは孫請けの拡大にもつながっている。低賃金労働者を

流動的に使う孫請け業者は、強制的な手段によって人手を集める

こともある。最悪のケースとして、債務超過や人身売買もある。4

　各国政府が民間投資と雇用創出を求めるのは当然であるとして

も、その過程において規制緩和や民営化、金銭的インセンティブ、

例外規定の拡大適用などを通じて、産業側に野放図な自由を与え

ることになりやすい。投資を引きつけて雇用を増やす方法が労働

基準や環境基準の緩和しかないような場合、国々は困難な状況に

陥り、グローバルな「底辺への競争」（最低基準に向かう競争）

が生じかねない。現実に1980年代と1990年代、外国直接投資の獲

得を争う国々において労働法の遵守が弱まったことがデータで示

されている。5　多くの多国籍企業が行動規範を備えているが、その

対象範囲はおおむね支社や関連会社までで、下請けやその他の仕

入れ先には必ずしも適用されていない。6

　このような政府と企業の怠慢に対し、ここにきてメディアの調

査報道や市民社会運動、消費者の反発が起こるようになっている。

アパレル産業では、市民社会団体と業界労組が企業側にサプライ

チェーンのガバナンス改善を求めて成果を上げている。たとえば、

バングラデシュで2013年、アパレル企業150社以上の署名によっ

て法的拘束力のある「火災と建築安全に関する協定」が結ばれた。7

iPhoneで誰が儲けたか

BOX 5.1

グローバルなバリューチェーン（価値連鎖）──利点と欠点

注：1．UNCTAD 2013.　2．Linden, Kraemer and Dedrick（2011）のtable 2とtable 3を基に算出。3．Kraemer, Linden and Dedrick（2011）を基に人間開発報告書室（HDRO）が算出。4．Barrientos 2013.　5．Davies and Vadlamannati 2013.　6．
UNCTAD 2012a.　7．Bangladesh Accord Foundation 2013.
出典：Kraemer, Linden and Dedrick（2011）を基に人間開発報告書室（HDRO）が算出。

iPhoneの販売価格に
占める割合（％）

投入費用：中国以外での労務費（％）

投入費用：中国での労務費（％）

韓国企業の利益

日本企業の利益

EU企業の利益

アップル社以外の米国企業の利益

アップル社の利益

投入費用：原材料

不特定利益
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ぐ移動が増加するなかで、人々が新たな不安
定要因やなじみのない社会的文脈にさらされ
るようにもなっている（BOX5.2参照）。ライフ
スタイルの脆弱性、構造的な脆弱性、個人的
安全の脆弱性（第3章参照）に対して、世界的
な事象やシステムに起因する数々の脅威が降
りかかりうる。また、強靱性の構築には第4章
で提示した政策に加え、各国の政策余地を広
げてグローバルなショックの脅威を弱めるため
の世界的な行動と協調も必要とされる。

共通する原因

　国境を越えた脆弱性はすべて、同一の問題
の表れとして捉えることができる。その問題と
は第1に、ショックに対処する能力の強化につ
ながる公共財が不足していることである。そ
して第2に、世界の一体化が進むなかでのグロ
ーバルな課題の規模と、ショックの予防または
最小化に必要なグローバル・ガバナンスの仕
組みとが噛み合っていないことである。安定
した気候のようなグローバル公共財を確保す
る最善の方法は世界規模の協働であり、国境
を越えた脆弱性の削減に対して各国が単独で
できることには能力上の限界がある。ただし、
各国が脆弱性の問題に取り組むうえで、最大
の道筋となるのは国内政策の立案である。ま
た、重要な公共財が市場によってのみ提供さ
れる場合もある。8　現状は、国内政策立案の方
向性と政策課題のグローバル性との齟齬が大
きくなっている。
　気候安定化の促進や金融危機の再発リスク
軽減などに関してグローバルなガバナンス・
システムの構築が求められる状況の中で、国
際協力は多くの場合、それぞれの課題分野で
縦割り構造のガバナンスによって断片化され、
拡散してしまっている。国際社会は経済問題
や武力紛争、大国間の摩擦など数々の混乱要

カやアフリカで輸出用生鮮産品が腐る事態が
発生し、ケニアでは農業労働者5000人が失業
し、生花生産業界だけで1日当たり130万ドル
の損害を被った。5　2011年の日本の大津波で
は、米国の自動車メーカーに対する部品供給
が途絶え、すでに不安定化していた雇用情勢
の中でさらなる悪影響が多数の労働者に及ん
だ。6　2012年にはコンゴ民主共和国、マリ、南
スーダン、スーダン、シリアにおける紛争で合
計110万人が国外への避難を余儀なくされた。7　
2013年にバングラデシュで発生した工場崩落
事故は、欧州と北米での百貨店に対する市民
による抗議行動につながった。

政策余地の縮小　世界の一体化は、各国の政
策余地の縮小、脆弱性への対応能力の低下に
つながるおそれがある。国際的な競争圧力に
よって各国政府の選択肢が狭まり、雇用の創
出と保護、普遍的な教育と医療と社会的保護
の提供が困難化する可能性がある。1950年代
と1960年代には完全雇用を見据えていた世界
の国々も、現在ではむしろ失業保険に対する
消極姿勢が現れているケースも多く、社会的
安定の大きな低下が懸念される。ポスト2015
開発アジェンダに雇用政策と社会サービスと
社会的保護に関する集団的合意を取り込めば、
各国の政策余地が広がり、第4章で示した脆弱
性削減のための政策導入に向けて政府が力を
得ることになりうる。

グローバルな影響　人々の生計、個人的安全、
そして福祉は、各国の状況の変化だけでなく、
世界と地域の構造や事象にも影響される。世
界的な景気後退下での失業、世界的な食料価
格急騰に伴う栄養摂取への悪影響、あるいは
社会騒乱や紛争の拡大に伴う個人的安全に対
する危険など、国境を越えた不安定要因の影
響は人々の生活にも及ぶ。また、国境をまた
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国際社会はどうすればよいのか。マラリア研
究や環境汚染の軽減、貧しい農家に活かせる
農業の革新など、多くのグローバル公共財は
社会的価値をもち、脆弱性の削減に役立つが、
市場においては高く価値づけられていない。
食料の価格変動、世界規模の景気後退、気候
変動の管理や制御も、市場によって供給され
難い必須の公共財である。その一方、グロー
バルな目標の達成につながる私的財を市場に
生み出させようとするのが最近の傾向となっ
ている。しかし私的財は、脆弱性の削減に重

因に直面している。国際機関は、資金不足の
状態で緊急の人道支援にもあたらなければな
らない。自然災害と人道危機には素早い対応
も見られるが、それと比べてグローバル規模
の長期的課題の解決に向かおうとする勢いは
弱い。現下の脅威やショックの根底にある原
因を是正する長期的な取り組みは、協働を通
じて生まれる総合的観点から始まる。

グローバル公共財の不足　強靱性の向上につ
ながるグローバル公共財を確保するうえで、

　国際移住者は、無数のリスクと障壁に直面する最も脆弱性の高

い集団の1つである。2013年時点で2億3200万人が本国外で生活し

ている。1　先進国でも開発途上国でも移住者は脆弱な状態にある。

特に不法滞在している労働者は、通常の労働者に対する保護から

外れ、労働組合に入れない場合もある。また、労働市場の変化に

よるショックを緩和する社会的保護プログラムの対象にも入りに

くい。加えて、人種的・民族的・宗教的差別と社会的排除も受け

やすい。

　移住の過程そのものも危険に満ちている。一例として2013年10

月、イタリア南端にあるランペドゥーザ島の沖合で難民船が転覆

し、約300人のエリトリア人が死亡した。パプアニューギニアと

ナウルの収容所で多数の庇護希望者が足止めされる事態も起きて

いる。2　また、本国にいる家族との関係や家庭環境にも悪影響が生

じうる。ライフサイクルの観点から特に重大なのが移住に伴う子

どもへの影響で、いじめを受けたり学業に身が入らなかったり、

あるいは違法な活動や薬物・アルコールの乱用に向かいやすくな

る。3

　移住に伴う人々の脆弱性は武力紛争によって特に悪化しやす

く、また危害や迫害から逃れた人々にも同じことが言える。紛争

によって居住地を追われる人々の数が近年増加し、この20年ほど

で最悪の水準に達している。4　加えて、自然災害による難民も発生

しており、気候変動の進行とともに増加していく可能性が高い。

小島嶼開発途上国の人々については、海面水位の上昇によって国

内に住めなくなった場合にどこへ行くのかという問題が取りざた

されているが、これまでのところ難民申請は多くの場合、却下さ

れている。5　また、不法滞在している移住者の脆弱性に加えて、難

民は大半の受入国で労働を認められないという問題がある。その

場合、サービスが不十分で安全も保証されない一時収用施設で生

活することになる。

　移住者が直面するリスクの一部は、移住の管理によって削減で

きる。たとえば韓国の外国人雇用許可制度は、家事労働の人手不

足に対処すると同時に、移住労働者の権利保護、移民手続きの透

明化、安全の向上を図るものである。6　しかし、現状の移民の規模

と範囲からして、2国間制度には限界が生じている。加えて、こ

の種のプログラムは、脆弱性の高い非正規移住者でなく正規の移

民を主な対象としている。

　移住に伴う脆弱性に対しては、国際的な移民管理制度を通じた

協調対応が必要である。さまざまなタイプの移住と、移民、難民・

避難民、無国籍者が直面する危険を管理するためには、各国単位

の制度では不十分である。移住をグローバル公共財として扱い、

共通の利益と目標を明文化することへのコンセンサスをまとめ上

げることに、努力を傾ける必要がある。特に重要なのが人権の保

護、移住費用の低減、本国送金の費用低減、そして移民と移住に

対する社会認識の改善である。本国送金の費用を引き下げること

は、移民出身国側のマクロ経済的安定にもつながる。7

　人身取引などの特定の問題に関しては、市民社会と非政府組織

（NGO）が各国政府を対話と協力に引き入れている。このような

前進に基づいて、より幅広いアプローチを確立し、移住に関する

規範と国際管理体制を築き上げることが可能である。移住に関す

る最近の国連対話は歓迎される第一歩であり、移住をポスト2015

開発アジェンダに組み込むための努力がなされるべきである。8

BOX 5.2

国際移住

注：1．United Nations Population Division 2013.　2．UN News Centre 2013b.　3．UNICEF 2007.　4．Internal Displacement Monitoring Centre 2013.　5．Welford 2013.　6．ILO 2010b.　7．Bettin, Presbitero and Spatafora 2014.　8．UN 2013a.
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は明らかに実現可能である。天然痘の根絶を
例に取ろう。1966年に世界保健機関（WHO）
の主導により、世界規模のワクチン接種プロ
グラム、新たな感染の監視、間欠的流行の封
じ込めが開始された。この結果、低水準の費
用で1980年に天然痘は根絶された。13　この成功
事例から、同様の協働が他の感染症に対して
も広がる結果になり、医療の進歩と保健対策
における世界的努力のおかげで、感染症の大
流行に対する国々の強靱性が高まった。また、
官民で費用を共同負担する保健イニシアティ
ブも成果を上げている。たとえば、ビル＆メリ
ンダ・ゲイツ財団14　が資金拠出している一連
のプログラムや、国境なき医師団（MSF）に
よる人道医療援助のための民間資金調達や抗
レトロウイルス薬の普及活動などである。15

　今後の課題は、この種の協働を他のグロー
バルなリスクに対しても広げていくことであ
る。それに必要なのが、一体性と効率性の向
上が今後も持続され、また世界レベルと国レ
ベルにおける公共財の提供も支えられるよう
に、グローバルなシステムとガバナンス構造を
再編することである。そのためには、市場か
ら取り残されている財と人々を特定し、より強
靭なグローバル開発の道筋を確立するために、
どの財を公共領域に持ち込めるのかという点
について、世界的な議論を行うことが必要で
ある。
グローバル・ガバナンスの構造的欠陥　グロ
ーバルレベルでの行動と協力に向けた努力に
もかかわらず、グローバルなリスクに対処し、
人々の生活をより安全なものにするうえで、グ
ローバル・ガバナンスの構造的欠陥が進歩の
ペースに遅れを引き起こしている（BOX5.3参
照）。具体的には、ガバナンスの仕組みがグロ
ーバルなプロセスの脆弱性と複雑性に合致し
ていない。現状の分断化した国際機関は、グ
ローバルな課題に対応できるだけの即応性を

要な役割を果たす公共財を十分に生み出せな
い。9　市場は特に、ショックの軽減と強靱性の
構築に向けてグローバル・ガバナンスの構造
を調整する役割には適さない。必要不可欠な
公共財を普遍的に提供するには国家間の協働
が求められる。単独の国やコミュニティによっ
て、グローバル市場が機能しない部分を補う
ことはできないからである。
　グローバル公共財の必要性は数々の研究で
裏付けられている。10　感染症対策からグローバ
ル市場に対する適切な規制に至るまで、グロ
ーバル公共財の不足が原因でショックが地域
や世界に波及する状況となっている。脆弱性
の削減につながる旧来の公共財に加えて、社
会の安定と前進の継続に不可欠な「グローバ
ル価値財」あるいは「普遍的社会財」も必要
である。11　最低限の社会的保護と、社会サービ
スの提供に対するコミットメントを「グローバ
ル価値財」として捉えることができる。つまり、
平等性の向上と世界的な共通価値の強化に向
けて、国レベルおよび国際レベルで普遍的に
提供される価値財である。12　この種の財は脆弱
な集団に保護をもたらし、ショックのリスクを
軽減するグローバル公共財と併せて提供され
れば、グローバルレベルでの強靱性の構築に
つながりうる。
　このような財の一部については、多国間の
取り組みを通じて提供への協力が広がってい

るが、課題と脆弱性の規
模に比べて取り組みは十
分な強さに達していない。
また市場の勢い、商品化
のペース、民間利益の力に

対しても、十分な取り組みがなされていない。
包摂性と持続可能性の高い経済成長に向けて
市場を是正・補完するグローバル公共財と普
遍的社会財は、その大部分が不足状態にある。
　公共財を確保するためのグローバルな協働

ガバナンスの仕組みが
グローバルなプロセスの
脆弱性と複雑性に
合致していない
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大させる金融政策は人々の安全に対する悪影
響につながりうる。
　脆弱性の削減におけるグローバル・ガバナ
ンスの構造上の欠点は、多くの面で権力と発
言力と影響力の極端な不均衡から生じている。
国際的な行政機構の多くは、第2次世界大戦後
の世界秩序のために設計されたものであり、
その改革にも力関係の変化や課題の性質的変

もっていない。16　国際機関は多くの場合、グロ
ーバルな脅威に対して、委託された権限も資
金もない状態で場当たり的に対処している。
また、組織と規定が個々の課題別に設定され
ているために、政策領域間に矛盾が生じる結
果にもなる。たとえば、特定の種類の医薬品
に対するアクセスを制限する貿易政策は保健
に対する悪影響につながり、また不平等を拡

　グローバルな課題の規模と緊急性に対して、現状のガバナンス

機構が能力的に合致していないことは、特定の課題分野だけにあ

てはまる問題ではない。グローバル・ガバナンスの行き詰まりは、

特定の課題に限った特異な現象ではなく、構造上の問題点と歴史

的経緯から生じている。現状ではグローバルな課題が縦割り組織

の中で議論され、あたかも個々の課題における協働への障壁が個

別に存在しているように受け止められている。つまり、個々の問

題は個別に解決可能であるという前提に立つ捉え方であり、それ

は逆に解決策の模索を妨げることになりかねない。むろん現実問

題として、政策は個々の課題を対象とする。しかし、気候変動対

策の遅れから世界貿易機関（WTO）貿易交渉のドーハ・ラウンド

の停滞に至るまで、数々の課題におけるグローバル・ガバナンス

の行き詰まりは構造的な問題である。その問題点は、多極化の進

行、機構の機能不全、問題の複雑化、組織の分断化としてまとめ

ることができる。

多極化の進行

　過去半世紀の間に国々の数が増え、グローバルな問題の解決に

向けた協力に欠かせない国々の数も増えた。また、グローバル・

ガバナンスの取引費用も増大した。ブレトンウッズ機関が創設さ

れた1945年当時、世界経済のルールは実質的に一握りの大国グル

ープによって定められていた。それが現在、G20（主要20か国・

地域）が重要なフォーラムとなっている。というのも、より多く

の国が関与しなければ問題を解決できなくなったからである。グ

ローバルな意思決定に多くの国が関わることは歓迎されるが、そ

れに伴ってグローバル・ガバナンスの取引費用が増大している。

機構の不活化

　国連安全保障理事会とブレトンウッズ機関を含めて、第2次世

界大戦後のガバナンス秩序の構造は、当時の豊かな大国に特権を

与える形で設計された。その目的は、特定の国々がグローバル・

ガバナンスに関わるようにすることだった。しかし現在、南の台

頭とともに1940年代の世界秩序から離れるパワーシフトが起こ

り、最もグローバル性の高い課題に対しては、幅広い参加による

普遍性の高い包摂的アプローチが必要とされている。しかし、既

存のガバナンス機構は、地政学的な分断化におのずと適応できる

ようには設計されていないので容易に適応することができない。

問題の複雑化

　国際協力を必要とする課題の規模が拡大し、これまでよりも幅

広い範囲の国と個人に影響を及ぼすようになっている。また課題

の難しさも増し、各国の政策余地と各国間の相互作用に深く入り

込むようになっている。環境問題を例に取れば、従来は主として

地方レベルの水質汚染や大気汚染の問題だったのが、現在は気候

変動や生態系の喪失など、深い相互関係を伴うグローバル規模の

体系的課題となっている。このような変化によって、グローバル

な合意に向かっていくことに求められるインセンティブが複雑化

している。

組織の分断化

　国境を越えた課題に対する取り組みは、多国間組織やトランス

ナショナルな組織が密集する国際システムの中で行われている。

このこと自体に問題はないが、個々の組織の任務に重複が生じた

り、協調を欠いた政策介入が行われたり、乏しい資金をめぐる争

いが起こるおそれがある。そのような状態になった場合、組織が

拡散していることで、公共財の提供における多国間組織の能力が

低下することになる。焦点を絞り込むことによって、政策の方向

性、協力の性格と態様が定まりやすくなる。

　どのような課題であっても、グローバルレベルの問題解決には、

まずこのような状況を認識する必要がある。困難な条件の中で国

際協力を強化するにはどうすればよいのか、創造的で綿密な思考

が求められる。

BOX 5.3

協働に対する構造的障壁
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て国際ルールと規範に、公共財の提供と社会
的利益の促進よりも私的な利益が反映されや
すくなっている。17　このことが明白に表れてい
るのが金融ガバナンスである。金融の基準を
定めるバーゼル委員会では、民間利益が対抗
勢力のない状態で優遇されている。18

　現状のガバナンス・システムは、保護の提
供と能力の強化に不足を生じさせているだけ
でなく、新たな脆弱性を生み出すことにもつな
がっている。金融分野では、規制緩和と自由
化に焦点を合わせた金融政策が金融システム

化が反映されていない（BOX5.4参照）。その
一方で、知的所有権の世界的保護のような新
体制は、往々にして民間の利益のために傾き
過ぎている。アジェンダや政策に、開発水準
の低い国々や最も脆弱な人々（たとえば非熟
練労働者、家内労働者、移民、高齢者）の利
益とニーズが十分に反映されないことも多い。
グローバル・ガバナンスの規定と規範と目標
の策定に対して最も関与していないのが、シ
ョックに対処する能力や変化の速さに適応す
る能力が最も弱い人々である。その結果とし

　暴力と紛争を抑制する国際協力の障害になっているのが、安全

保障の協定・制度・政策のグローバルシステムと、安全保障上の

緊急課題との間の齟齬である。この制約から、個人の安全の確保、

紛争の発生と拡大の抑止、危機からの回復に対する支援において、

国際社会の能力に限界が生じている。いずれも、南スーダンやシ

リア、サヘル地域および東アフリカ大湖地方の諸国などの人々の

深刻な脆弱性を削減するうえで、不可欠な能力である。

　問題の根源は、第2次世界大戦後に確立された安全保障機構の

あり方が、現在の安全保障上の脅威と合致していないことにある。

国連は、主権国家の集団的安全保障を支える目的で創設された。

国連の全加盟国が、他国による侵略から守られることを保障され

ている。国連憲章第7章の下で国連安全保障理事会には、侵略な

どによって平和を脅かす国に対して武力行使を含む必要な措置を

とる権限が与えられている。

　このシステムは大国間の戦争を防ぐことに貢献した。しかし現

在、安全保障上の課題は南の諸国の内乱や内戦に焦点が移ってい

る。その中心はアラブ諸国、南アジア、サハラ以南アフリカであり、

1940年代と比べて武力紛争の発生数が大幅に増えている（第2章

の図2.12参照）。これまで主流だった軍事力の構成、すなわち国家

間戦争（過去半世紀にわたって減少している）を想定した国家の

軍事支出に基づくモデルは、現在、安全保障が最も必要とされて

いる地域への介入に適していない。紛争の解決と危機後の復興に

は各国の軍隊と国際社会の協力・協働が必要であり、焦点を内戦

の原因に合わせることが不可欠となる。

　このような安全保障上の脅威の変化に加えて、国家主権を国家

の自律性として捉える従来の概念から、一連の国際条約の下で市

民の諸権利を守ることへのコミットメントというはるかに広い捉

え方への移行も起きている。2005年には国連史上最大規模の首脳

会合において、各国と国際社会が、世界のすべての人に対する「保

護する責任」を負うことが全会一致で採択された。しかし、この

原則の採択に対する合意は、実施方法をめぐる深い対立によって

引き裂かれている。

　国連安全保障理事会は人間の安全保障を支える枢要であり続け

ている。だが、国連安保理は国家の安全保障を支えるために設置

された組織であり、常任理事国である5大国のコンセンサスに依

拠する1945年当時のガバナンス構造のままである。したがって必

然的に、国連安保理の決定は5大国の国益に影響されることにな

る。常任理事国の意見が食い違えば、国際レベルで何の行動も取

られない結果になる公算が大きい。国連安保理が決定を下せた場

合でも、安保理の決議を実施するのは各国の軍隊、あるいは北大

西洋条約機構（NATO）やアフリカ連合（AU）などの地域機構で

あり、行動が弱まる可能性が生じる。

　国家間紛争から内戦へという動向の変化に伴って、紛争防止と

回復の焦点も変化した。この変化に新しい人権保障の国際体制が

相まって、国家主権の性質に根本的変化が生じている。そして同

時に、世界の安全保障のガバナンスの行き詰まり、特に多極化の

下での問題の複雑化と国際機構の機能不全によって、集団的安全

保障という目的を満たすための新たな機構の創設、あるいは機構

改革が妨げられている。その結果として生じているガバナンスの

欠陥によって、安全保障上の緊急課題に対処する国際社会の能力

が阻害され、紛争影響国の人々が重荷を背負わされる状況となっ

ている。

BOX 5.4

安全保障におけるグローバル・ガバナンスの行き詰まり

出典：Hale 2014.
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グローバル化した世界で人々を最優先
に考える

　人々の能力を強化し、選択肢を確保するこ
とによって、国境を越えた脅威に対処する人々
の能力を高め、脆弱性を削減することができ
る。また、ショックの頻度と強度と規模を抑え
ること、あるいは完全に予防することも可能で
ある。このような目標を達成する方法は二段
構えになる。第1に、特定の種類の公共財を提
供すること。具体的には、グローバルな社会
的合意の構成要素になりうる公共財であり、
それによって各国の政策余地を広げ、人々が
有害な事象に対処するのを助けることができ
る。そして第2に、グローバル・ガバナンスの
システムを拡充することによって、公共財の提
供を促進し、国境を越えたショックの頻度と
規模を抑えることができる。

グローバルな社会的合意の構成要素

　人々の能力の強化と選択肢の確保は、国レ
ベルでは教育、医療、水道、電気などのサー
ビスの普遍的な提供と、外部的なショックに
対処するための資金を与えて個人を力づける
普遍的な社会的保護を通じて達成されうる（第
4章参照）。このような公共財は、個人が困難
な意思決定をしなければならない事態を和ら
げる。子どもをもつ人が失業した場合、ある
いは学校の授業料が高すぎる場合に、どの子
に就学をやめさせるかを決めなければならな
いというようなことがあってはならない。また、
食費や家賃を工面するために、子どもに性労
働をさせたり、ごみあさりをさせるというよう
なこともあってはならない。
　グローバルなコミットメントの下で国際的な
支援を得ることができれば、各国の政策実施
が容易になる。この点から、ポスト2015開発

の脆弱性を悪化させている。また、経済状態
を反映した融資の引き締めが金融の安定につ
ながりうる状況の下で、ローン資産価値比率
の維持のような金融政策がとられ、銀行が資
産バブルを煽る結果につながっている。19　ガバ
ナンス・システムの構造上の欠陥によって、
包括性と持続可能な強靱性の構築に向けて既
存のシステムを是正・補完するグローバル公
共財、価値財、普遍的社会財に不足が生じて
いる。20

　このまま何も行動を取らなければ、金融危
機、気候災害、大量失業、貧困などが引き金
となって社会の不安定化につながるおそれが
ある。現実に、このところの各国内や世界規
模の抗議行動の件数（2006-2013年の間に843
件が記録されている）は、暴動の波が起こっ
た1848年、1917年、1968年に匹敵する水準で
ある。21　抗議行動は通常、地方や国のレベルで
起きているが、その矛先は世界に共通する生
活の不安定化や不平等の拡大に向けられてい
る。また同時に、公共財と社会福祉を顧みな
い現状のグローバル化に対する反発の現れで
もある。
　グローバルなシステムが、新たな脆弱性と
さらなる不安定化をもたらさずに、人々に新た
な能力を与える方向で、協働によってシステ
ムを再編することができる。国家間、国際機
関間、民間セクターと市民社会の間での協力
が可能であり、国々の間と政策領域の間で生
じうる齟齬とフィードバックを確かめるグロー
バルな体制も求められる。グローバル・ガバ
ナンスのシステムによって、グローバル化と脆
弱性の連鎖を断ち切ることができるが、その
ためには、グローバルな政策と意思決定の包
摂性と応答責任と協調性を高める必要がある。
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きない人々や労働者に、最低限の社会的保護
を提供することを促す。現在、世界の労働年
齢人口のうち、十分な社会保障の下にある人々
の割合は20％に過ぎず、多くの人々が完全に
社会保障を欠いた状態にある。24　公共領域を前
向きに捉えることによって、人々の危機対応能
力を高める普遍的な公共サービスと社会的保
護へ向かう動きが強まることになる。
　社会サービスと社会的保護の必要性は、ミ
レニアム宣言をはじめとする国際的合意や国
際条約ですでに確立されている。25　社会保障を
受ける権利については、世界人権宣言（1948年
採択）26　の第22条、第25条、第26条に明記され、
また「経済的、社会的、文化的権利に関する
国際規約」（1966年採択）27　の第9条にもうたわ
れている。2007年には、欧州連合（EU）がリ
スボン条約で社会的包摂と社会的保護に関す
る政策協調の手順を定めている。28　また2009年
には、19の国連機関、主要国際金融機関、14
の開発パートナーによって「社会的保護のフ
ロア・イニシアティブ」が立ち上げられた。そ
の目標は、保健、教育、住居、水、衛生に対
する普遍的アクセスと、所得と食料と栄養の
安定的確保に対する社会移転の実現である。29　
「児童の権利に関する条約」（1989年採択）の
第26条にも、すべての子どもに社会保険を含
む社会保障給付を受ける権利を認めることが
明記されている。30　国際労働機関（ILO）の「社
会保障（最低基準）条約」（1952年採択）は、
疾病、失業、高齢、けが、障がい、出産に対
する給付の義務を締約国に課した初期のイニ
シアティブの1つである。31

　さらに最近では、2012年の国連持続可能な
開発会議（リオ＋20）において、一連の持続
可能な開発目標が打ち出された。32　この目標
は、平等性と持続可能性を世界の開発活動の
中心に置くもので、より安定した公共領域の
創出につながりうる。持続可能な開発目標は、

アジェンダには、各国における普遍的な公共
サービスと最低限の社会保障、完全雇用の実
現を国際社会の主要目標として取り入れるべ
きである。これらのグローバルな社会的合意
の構成要素は、世界の一体化による便益の最
大化と、不安定性と費用の最小化との両立に
つながる。このような目標に対するグローバル
なコミットメントによって、各国が雇用の創出、
社会サービスと社会的保護の提供に対して、
自国の状況に最も適したアプローチをとれる
余地が広がる。しかし、そのためにはグロー
バルな合意が不可欠である。グローバルな合
意によって行動とコミットメントが促され、資
金的・制度的支援が生み出されるからである。
　従来の政策規範は、市場の効率性と民営化
に対する強い確信に大きく傾いている。世界
中の政府が公共事業の民営化、資本移動制限
の緩和、労働市場の規制緩和を行い、新たな
知的財産制度を導入した。22　同様のイデオロギ
ーが個人のレベルでも根付いている。人々は
個人主義、自助、起業家精神を重んじることを
求められ、自己利益の追求がすなわち自由で
あるとされる一方で、政府は非効率と腐敗に
結びつけられている。23　このような確信が、公
共財の確保と政府による支援を最も必要とす
る脆弱な集団の間にまで広がっている。

　公共と民間の利益のバ
ランスを良くするグロー
バルな公共領域によっ
て、各国の政策余地を広
げることができる。社会
的保護の提供を前向きな
手段として捉える政策規

範の下で、各国は自国の人々を守る政策とプ
ログラムを採用して実施することができるよう
になる。そのような規範は、搾取的な労働環
境を減らしていくことと同時に、失業やけが、
障がい、高齢、出産などの理由で働くことので

公共と民間の利益の
バランスを良くする
グローバルな
公共領域によって
各国の政策余地を
広げることができる
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を示した。脆弱性評価がまとめられた最初の
国の1つがシエラレオネで、かなりの進歩が確
認された一方で、資金と人的資本の不足とい
う課題も明らかになった。36　脆弱国における社
会的合意の確立と実行への支援を拡大するこ
とが、社会的保護と社会サービスと雇用に対
する普遍的コミットメントの不可欠な一部分と
なる。

財政上の余地　普遍的な社会的保護と社会サ
ービスを提供するための財源は、どこから得
られるのか。その一部は、ミレニアム開発目標
（MDGs）において政府開発援助（ODA）の拡
大を約束した従来のドナー国から得られる。37　
一部の新興国も、公共財の財源に充てられる
莫大な外貨準備をもっている。38　また、国際取
引に対する課税強化と不法な資金移動の規制
によって、各国が資金を調達することも可能
である。税率の低い国への本社移転によって
合法的に租税回避をする企業の課税逃れによ
って、各国政府は歳入を失っている。2013年
に英国と米国で開かれた公聴会で、議員側は
グローバル企業（アップル、アマゾン、スター
バックスなど）による課
税逃れを指弾している。39　
法人税率の低さで資本を
引きつけようとする国々
の競争を防ぐうえで、国
際協議による共通ルール
の設定が可能である。40　
それによって多くの開発途上国の税基盤が広
がり、公共投資の財源拡大につながる。41

　不正な資金移転を食い止めるための国際協
調も求められる。後発開発途上国（LDCs）で
は、不正な資金移転が1990年の97億ドルから
2008年の263億ドルに増加し、増加分の79％が
不正な貿易価格設定によるものとなっている。こ
れを開発の文脈で捉えると、1990-2008年の間に

策定中のポスト2015開発アジェンダとともに、
国際社会と加盟各国が普遍主義の原則を推進
する機会を切り開くものである。すなわち、社
会サービスの公的提供、医療と教育に対する
普遍的アクセス、完全雇用と社会的保護にお
ける普遍主義である。人間開発の持続可能性
と強靱性を高めるうえで、このすべてが必須
要素となる。

脆弱国と紛争状態　脆弱国と紛争状態下の人
人の選択肢を守ることに、特別な配慮が必要
である。脆弱国において、社会的保護、教育
や保健などのサービス、雇用に対するアクセ
スを確保することは特に重要であり、また最も
困難な開発課題の1つである。脆弱国において
何も行動を採らないことは、国・地域・国際レ
ベルの安全保障と安全と繁栄に悪影響が及
ぶ。33　脆弱国においても社会的合意を築き上げ
ることは可能であり、普遍主義と社会的保護
に対するグローバルなコミットメントによっ
て、国際社会から得られる取り組みへの支援
が増し、脆弱国内のエリート層のコミットメン
トが高まることにもつながりうる。34

　脆弱な国における社会的合意の構成要素を
支える1つの基礎として、脆弱な国のグループ
「G7+」の19か国とドナーコミュニティの共同
イニシアティブである「脆弱な国のためのニュ
ーディール」がある。35　このイニシアティブは、
国家オーナーシップに基づく解決策を促進し、
開発と安全保障において包括的アプローチを
とるものである。成功は結束した努力と効果
的なリーダーシップから生まれるという観点に
立ち、すべての参加国が協働と「ニューディ
ール」実施のための改革に関与している。
2011年の合意以来、アフガニスタン、中央ア
フリカ、コンゴ民主共和国、リベリア、シエラ
レオネ、ソマリア、南スーダン、東ティモール
が「ニューディール」のパイロット事業に関心

脆弱な国において
何も行動を
採らないことは
国・地域・国際レベルの
安全保障と安全と繁栄に
悪影響が及ぶ
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が進められている。45　このほかにも検討に値す
る構想として、たとえば「アフリカ進捗パネル」
がある。これは石油、天然ガス、鉱物関連企
業の課税逃れに対処する取り組みである。経
済協力開発機構（OECD）も租税委員会の「租
税回避・脱税に関する作業部会」を通じて、
自主的なコンプライアンス（法令順守）と情
報開示を促している。46　次のステップとして
は、総合的な国際投資制度と税制の調和化に
向けて、各国と国際機関による一貫性の高い
広範な取り組みが考えられる。この取り組み
を、各国の政策余地の拡大と他の目標に対す
る前進につながるものとして位置づけ、ポスト
2015開発アジェンダに組み入れることも可能
である。

後発開発途上国が受入れたODAは、平均して
1ドルにつき60セントが国外へ不正流出してい
たということである。42　開発途上国では、不正
な資金移転による税収損失が2002-2006年の平
均で年間980億-1060億ドルにのぼっている。43　
アフリカ諸国全体で、2008-2010年の間に不正
な貿易価格設定や架空取引によって失われた
税収は年間380億ドルにのぼり、さらにその他
の不法な資金移転で250億ドルが失われてい
る。この数字は、同時期のアフリカのODA受
入額を上回る。44　透明性を高めるための取り組
みも打ち出されているが、グローバルなイニシ
アティブによって国際資金移転の透明化を促
進することができる。
　課税逃れや資産隠しを抑えるために、G20（主
要20か国・地域）の間で防止策の取りまとめ

図 5.1

グローバルな課題とグローバル・ガバナンスのメカニズムとの食い違い

出典：間開発報告書室（HDRO）。

貿易紛争

暴力的紛争

協調を欠
いた介入

代表範囲
の不足

権限/制度
の断片化

協働におけ
る手詰まり

不平等

自然災害食料危機

金融危機

気候変動

政策分野間
の矛盾と新
たな脆弱性

サイロ
（縦割り構造）

グローバル・
ガバナンスの

メカニズム

138 人間開発報告書 2014

興、1930年代の大恐慌後のケインズ主義に触
発された公共支出重視への転換、第2次世界大
戦後のブレトンウッズ体制の確立などである。
そして現在、それらと同様の機構改革の機会
が生まれている。すなわち、グローバル化が
市場効率の最大化と人々の保護の両立につな
がるように、市場システムとグローバル・ガバ
ナンスの構造を再編する機会である（図5.1参
照）。
　グローバルな課題のリストは長く、ここでの
提言も決してすべてを網羅するものではない
が、市場に対する規制、金融・貿易システム
の調整、環境面での脅威の緩和に取り組む余
地がある。これらの問題はすでに注目されて
いるが、食料、移民、公衆衛生などグローバル
な課題分野におけるガバナンスも同等に重要
である。しかも、これらの分野は相互排他的
ではなく多くの部分で重なり合っている。たと
えば、金融構造の調整は食料価格の変動抑制
につながりうるし、貿易体制の変革は移民の

グローバル・ガバナンスの改善

　社会サービスと社会的保護は、国境を越え
た脅威の頻度や規模を抑えることにはつなが
らない。その目的を達成するには、一握りの人々
の利益や力を高めることではなく、ショックの
軽減と、すべての人にとっての最大限の社会
的成果につながるように、グローバル・システ
ムの設計を変える必要がある。グローバル化
した世界で人々を第1に置くためには、世界と
地域の規制システムが不安定性に対応するこ
とと、国境を越えたショックに対処する人々の
能力が公共財によって強化されることが必要
となる。
　気候変動から紛争、経済危機、社会騒乱に
至るまで、グローバル化の進行とともに数々の
課題が重なり合って深刻さを増している。こ
れまで、変化と不確実性の時代には、広範な
影響を伴う新しい制度や規範が生まれてきた。
たとえば、19世紀の自由主義と自由貿易の勃

　国際社会と各国が脆弱な人々に対する応答責任を果たすうえ

で、中心的な手段となるのが「保護する責任」の基本原則である。

ただし、この原則は特定の脆弱性に対応する狭い概念であり、各

国が応答責任を負うのはジェノサイド（大虐殺）、戦争犯罪、民

族浄化、人道に対する罪に対してである。

　保護する責任の原則については、その解釈をめぐり、かなりの

批判と懸念もある一方で、危機下における脆弱な集団の保護に対

象を拡大する機会ももたらしている。保護する責任は、国家主権

は特権でなく責任であるということを中心原理としている。金融

危機から気候変動関連の自然災害に至るまで、人々が無数の脆弱

性に直面しているなかにあって、保護する責任の原則がジェノサ

イドなどの大規模な残虐行為だけに限られるべきではない。保護

する責任は、女性や子ども、若者、高齢者、移民を含む脆弱な集

団に対する国家の保護責任にも拡大することが可能である。現に

「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」において、

国家は人々の生活、安全、身体的健全性、移動、繁栄に対する権

利を保護する責任を負うと規定されている。1

　国連人口基金（UNFPA）は、保護する責任の原則は少なくとも

その精神において、保健や教育などのサービス提供の促進につな

がりうることを示唆している。2　また、移住者の保護を国家に義務

づけようとする取り組みもなされており、保護対象には本国での

紛争を逃れようとする人々も含まれている。3　保護する責任の拡大

において最も重要な部分となるのは、合意による介入の基準、介

入と支援の仕組みであろう。

　これは大胆な一歩であり、異論もないわけではない。しかし、

脆弱な集団の保護に対する強力な集団的コミットメントの必要性

が生じている。より広範な不安定性に対処するうえで、大規模な

残虐行為だけにとどまらない保護の規範が必要である。

BOX 5.5

「保護する責任」原則は拡大可能か？

注：1．UN 1966.　2．UNFPA 2010.　3．Davies and Glanville 2010.
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金融分野　現状の国際金融システムは、脆弱
性の最小化と人間開発の成果の保護に適して
いない。2008年の金融危機が人々と各国に及
ぼした影響が、この点を実証している。この
危機の背景には、世界の主要金融機関の複雑
な金融取引に対する規制の不十分さがあっ
た。49　しかし、その影響は全世界に波及した。
金融システムが健全な状態にあった国々でも
国内総生産（GDP）と雇用が縮小した。失業
が増加し、労働者はそれまでよりも低い賃金
で時短勤務を余儀なくされた。繊維・衣料品
産業だけでも、失業者数は最大の推計値によ
れば中国で1000万人、インドで100万人、パキ
スタンで20万人、インドネシアで10万人、メキ
シコで8万人、カンボジアで7万5000人、ベト
ナムで3万人に及んだ。50　バングラデシュ、カ
ンボジア、インドネシア、ラオス、モンゴル、
タイ、ベトナムでは労働者の賃金所得が最大
で半減した。51　多くの国で若者、低熟練労働者、
都市部の労働者が最大の失業に見舞われた。52

　世界的な景気後退によってギリシャもスペ
インも深刻な影響を被ったように、経済的ショ
ックは豊かな国の人々にも貧しい国の人々にも
影響を及ぼすが、往々にして開発途上国の人々
が最も脆弱になる。景気後退によって米国で
の新車販売台数が減少したことが、タイヤ用
ゴムを供給するリベリアでの人員整理につな
がった。53　米国では、景気後退後に自動車産業
の労働者は失業保護を得ることができたが、
リベリアでは、数千人のゴム樹液採取労働者
の大半が期間契約で雇用されていたために、
公的扶助を得られない状態で失業した。54　経済
危機は、人々の将来の対処能力にも長期的悪
影響を及ぼしうる。貧しい世帯が生計手段を
失った場合、子どもに学校をやめさせたり食
事の量を減らしたりすることになりやすい。55　
カザフスタンでは、一般世帯でも肉や乳製品、

脆弱性の軽減につながりうる。

ガバナンスの原則　グローバルな課題の全体
にわたる調整によって、国々の協働を促進し、
グローバル・ガバナンスの一体性を高めるこ
とが可能である（グローバル・ガバナンスの
構造的問題点についてはBOX5.3を参照）。こ
のような原則を採用することが変革への第一
歩であり、そこから、金融の不安定性や貿易
体制の不均衡、気候変動など個々の問題に対
して、政策と制度の進歩が始まることになる。
　まず、第2次世界大戦後のガバナンス構造を
改革し、脆弱性の高い国々、特に後発開発途
上国（LDCs）と小島嶼開発途上国が周縁に追
いやられてしまわないように、グローバル・ガ
バナンスに対する開発途上国の平等な参加を
実現することが必須である。47　次に、国々のグ
ローバルな協働に対する支持を確保するうえ
で、民間セクターと市民社会の観点も取り入
れられるように参加の輪を広げることである。
第3に、包摂的な協働こそが最大の効果を生み
出すので、意思決定は代表制による機構で行
われる必要がある。G20（主要20か国・地域）
のような特定の目的のために組織されたグル
ープや、一部諸国による会合では意思決定に
透明性が伴わない。48　そして第4に、さまざま
な問題を対象とするグローバルなガバナンス
制度の間で調整と協力を高め、相互の矛盾を
減らし、目標の一体化を図ることができる。
　このような原則に従うことによって、集団的
利益のために国家主権を脇に置くことに消極

的であるかもしれない
国々の間でも、また任務
や政策、プログラムに重
複があったり、調整がな
されていない国際機関の
間でも、協力が高まるこ
とになる。
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適していない
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ことで市場の信用が大きく揺らぎ、格付けの
引き下げがパニックを呼んで市場の不安定化
を引き起こした。58

　現在、グローバルな金融制度は為替レート
と資本規制を管理する総合的なガバナンス・
システムを伴っておらず、場当たり的な断片的
対応しかしていない。超国家的なネットワーク、
すなわち各国の当局者が集まって政策協調を
図る準公式の制度が金融、保険、証券の規制
など個々の課題ごとに対応している。しかし、
これは根本的に技術官僚による機構であり、
したがって広範な規制を追求する役割には限
界があるため、資本フローの危険性の管理よ
りも資本フローの促進に的を合わせることにな
りやすい。実際のところ、バーゼル銀行監督
委員会を部分的な例外として、対象とする業
界の慣行を大きく改めさせることはまれにしか

果物、野菜の量を減らしたり、保健や医療を
先延ばししたりした。56

　近年の開発途上国への民間資本の流入増加
は、開発にとって重要である一方で、多くの
国と人々の脆弱性を高めることにもなってい
る。この脆弱性は、景気の波と反対に動く資
本フローの不安定性から生じている（図5.2参
照）。57　民間資本は収益性によって流入し、リ
スクによって流出する。国際資本フローは景
気の波に従う傾向にある。つまり、資本は経
済の成長期に流入し、下降期に流出する。こ
の景気循環に従う資本の流出は、市場の信用
の低下によって悪化することもあり、それが為
替レートの悪化と経済の縮小につながって国
外にも悪影響が波及する場合がある。1997年7
月に東アジアで起きたのが、この現象だった。
特に格付け機関の評価が予想水準を下回った

図 5.2

1980-2012年の間に開発途上国への純民間資本フローが増加したことにより、多くの国の経済と人々の脆弱性が悪化した

出典：UNCTAD（2014）を基に人間開発報告書室（HDRO）が算出。
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となっている。63　この費用を引き下げれば流
動性が大きく高まることになり、したがって
金融改革の1つの焦点にされるべきである。

●資本フローの不安定性の削減　グローバル
な金融安定化を図る規制によって、国際資
本フローの不安定性を抑えることができる。
国際通貨基金（IMF）は、この方向性で一
定の支援を提供している。64　G20（主要20か
国・地域）も景気の安定を図る資本フロー
管理を推進しているが、資本フロー管理の
適切な方法については国ごとに異なるとい
う立場を取り、各国の政策余地の拡大につ
ながっている。65　国レベルの政策は、各国の
金融部門の規模と規制能力の水準によって
異なりうる。政策決定が他国にも影響を及
ぼす国もあるため、政策の選択にあたって
は国外への波及効果も考慮に入れる必要が
ある。たとえば、米国の連邦準備制度理事
会（FRB）が金融の量的緩和の終了に向かう
姿勢を示すなかで、新興国はドル金利の上
昇と資本流出のおそれに直面している。66　準
備通貨の管理は、その国のマクロ経済政策
の決定と絡んで資本流出に影響する。準備
通貨の管理の仕方によって、過剰な不均衡
と政策の反転を回避することが可能である。

●地域通貨基金　地域レベルの国際金融機関
によって、ショックの拡大を抑え、世界的
波及の危険を軽減することができる。67　加え
て、2国間為替レートの安定化、地域レベル
での金融危機への対処、危機時の金融緩和
による流動性の確保にもつながる。68　地域の
国際金融機関においては、小国の発言力を
高めることも可能である。また、地域全体
のマクロレベルの協調を通じて各国の政策
余地を広げることもできる。すでに通貨ス
ワップ協定としてチェンマイ・イニシアティ
ブのマルチ化などがあり、地域的な通貨プ
ールの制度として、ラテンアメリカ準備基

ない。59　むしろ、国際会計基準審議会のように、
かなりの数の業界代表者がガバナンスに関わ
っている場合もある。いま必要なのはブレトン
ウッズの精神に立ち返った金融システム、つ

まり流動性を確保し、資
本フローの不安定化を抑
え、混乱の広がりを最小
限に抑えることのできる
包括的な金融の仕組みと
制度である。
●流動性の確保　資本逃

避が最も起こりやすい経済下降期や危機発
生時に、多国間や地域機構の準備金を活用で
きれば、国々は金融混乱に対処しやすくなる。
多くの新興国が自己保険さながらに巨額の
外貨準備に頼っている。しかし、この方式
は開発資金の減少という大きな機会費用を
伴う。60　開発途上国は通常、金融危機が発
生すると（つまり資金が最も必要とされる
局面において）民間資本の急減に直面する。
景気刺激策や社会的保護、雇用政策などの
財源を確保するうえで、多国間機構（地域
機構も含む）や機関による支援は欠かせな
い。また、好況期の過剰流動性を回避する
うえで、政府にとっても金融機関にとっても
規制が役立つ。
　人々とコミュニティにとっては、出稼ぎ労
働者の本国送金をしやすくすることが貯蓄
の増加と経済下降期の対処能力の向上につ
ながりうる。2013年時点で開発途上国への
本国送金は総額4140億ドルと推計され、
2016年には5400億ドルに達する可能性があ
る。61　この資金フローの規模は、少なくとも
14の開発途上国の外貨準備の合計額を上回
っている。62

　しかし、本国送金の取引費用は依然とし
て高いままである。2013年時点で200ドルを
国外送金する場合の平均費用は最大で27％

グローバルな
金融安定化を
図る規制によって
国際資本フローの
不安定性を
抑えることができる
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ら資金が加わって信用が拡大することにな
る。72　地域レベルの通貨基金によって世界レ
ベルの基金が補われると同時に、競争環境
の中で双方の資金提供能力が高まることに
なる。

貿易　すべての地域の国々で輸入・輸出依存
度が高まっている（図5.3参照）。人間の能力強
化に大きな投資をしている国々を中心に、グロ
ーバル市場への参入が開発の大きな原動力と
なっている。73　開発途上国は、有利な外部環境
の中で貿易を経済成長につなげることができ
る。しかし世界経済が減速すれば、輸出を主
体とする国々は商品（コモディティ）価格の低
下、交易条件の悪化、外部需要の縮小によっ
て脆弱化する。2008年の世界金融危機の影響
は貿易と雇用と賃金の減少に及んだ。2009年
の第1四半期から第3四半期の間に、世界の商
品貿易は30％減少し、世界全体の輸出高は20
％強落ち込んだ。74　失業率もすべての地域で上
昇し、実質賃金の上昇率は、調査対象53か国
の平均で2007年には4.3％だったのが2008年に

金やアラブ通貨基金、ユーラシア経済共同
体の危機対策基金のほか、東アフリカ共同
体通貨同盟も計画されている。69　ブラジル、
ロシア、インド、中国、南アフリカにより設
立が発表されたBRICS開発銀行も有望なイ
ニシアティブである。70　なかでも特に野心的
な取り組みが、参加各国の中央銀行が通貨
スワップを行うチェンマイ・イニシアティブ
のマルチ化である。1997年のアジア通貨危
機の教訓として、危機の拡大を防ぎ、投機
筋による「売り浴びせ」の中で流動性を確
保するには、域内全体の政策対話が必要と
されることを学び取った結果である。71

　アジア通貨基金とラテンアメリカ通貨基
金を設立すべき時でもあるかもしれない。
その目的は準備金の確保、為替レートの安
定化、加盟国への短期資金の提供、状況の
監視である。これにならう形で他の地域も
通貨基金を設立することができる。加盟が
部分的にとどまって資金提供能力に不足が
ある場合には、開発途上国や新興国を迎え
入れれば、急増している貯蓄と外貨準備か

図 5.3

近年、あらゆる地域の国々で輸出入に依存する度合いが高まっている

出典：World Bank（2014b）を基に人間開発報告書室（HDRO）が算出。
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期間などが認められている。さらに後発開
発途上国に対しては、貿易機会を拡大する
ための技術援助や「貿易のための援助」も
実施されている。76　このような規定は、関税
削減だけでは必ずしも平等な貿易の拡大に
つながらないことを世界の国々が認識した
結果として、数十年の歳月の末に整えられ
たものである。
　2国間貿易協定に流れが傾いている最近の
動向は、開発途上国に貿易のリスクと不安
定性に対処する能力の低下を引き起こし、
平等な貿易に対する多国間の前進を阻害し
ているおそれがある。多くの2国間貿易協定
に特許保護や投資自由化、政府調達など、
貿易とは直接関係のない条項が盛り込まれ
ている。77　さらに、2国間協定の協議におけ
る交渉力の不均衡によって、開発途上国の
資本フロー管理に対する政策能力が阻害さ
れる結果にもなっている。78　世界の国々に長
期的な便益がもたらされるようにするには、
各国の政策余地の縮小に傾いている貿易協
定の流れを引き戻す必要がある。その方法
は、多国間協定を2国間協定よりも優先する
こと、あるいは2国間協定における交渉力の
不均衡を是正することである。

●農業の自由化　突発的な価格変動に対して、
各国は緊急輸入制限をすることが認められ
ているが、現状の世界貿易システムの下で
は、国々と人々が依然として価格と保護と
生産の変動に対する脆弱性を抱えている。
ドーハ開発アジェンダは、「後発開発途上国
（LDCs）の固有の脆弱性と、LDCsがグロー
バル経済において直面している特別な構造
的困難」を認めている。79　2013年にインドネ
シアのバリ島で開かれた第9回世界貿易機関
（WTO）閣僚会合では、開発途上国の食料
安全保障につながる規制緩和と後発開発途
上国の貿易拡大に対する支援が合意され

は1.4％まで低下した。75

　国際競争への適応には一部の人々や企業、
政府の不安定化も伴いうる。輸出の拡大とと
もに労働者の雇用が増加する場合もあれば、
生産の国外移転や企業の閉鎖によって労働者
が失業する場合もある。このような調整が最
も困難になるのが、もともと発言力が弱い立
場にある脆弱な集団である。
　貿易に絡む脆弱性の一部分は、国際貿易協
定や世界貿易機関（WTO）などの国際機関に
よって対応が採られている。しかし世界の貿
易構造は、2国間貿易協定に向かおうとする意
思決定のあり方や、農業分野と知的財産分野
の政策決定における交渉力の不均衡など、一
連の欠陥を抱えている。また、開発よりも市
場アクセスが優先されているという問題もあ
る。さらなるショックと脆弱性を引き起こすこ
となく貿易の統合化を進めようとするなら、こ
のような欠陥にも目を向ける必要がある。
●柔軟な貿易ルール　世界の貿易のガバナン
スは現在も世界貿易機関（WTO）が中心で
ある。部分的な欠点はあるものの、WTOの
多国間ルールは貿易状況の変動に対処する
柔軟性を備えている。最恵国待遇や不当廉
売防止、紛争解決手続きなどを通じて、各

国は他国の行動が自国経
済に及ぼす影響を軽減で
きる。また、南南間の貿
易協定の促進につながる
授権条項も備わってい
る。南南間の貿易協定は、
規模の点では限界があっ
ても、食料輸入価格の突
発的な高騰などの急激な
価格変動に対する緊急防

護策として働きうる。また、後発開発途上
国（LDCs）を優遇する特別保護措置もあり、
上限枠なしの無関税輸出や公約実施の猶予

突発的な価格変動に対して
各国は緊急輸入制限
をすることが
認められているが
現状の世界貿易
システムの下では
国 と々人々が依然として
価格と保護と生産の
変動に対する脆弱性
を抱えている
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る技術や改良への投資を促し、その普及を
拡大することができる。

●サービス貿易　サービスの貿易に関するル
ールも見直しを要する。「サービスの貿易に
関する一般協定」には、人の移動の促進に
つながる内容も盛り込まれており（第4モー
ド）、移住の部分的自由化によって移住者に
便益が生じうる。しかし、人の移動の自由
化に対するコミットメントは最低限の水準で
しかなく、ほぼ企業の経営者や幹部、専門
家の移動とサービス提供にとどまっている。
自由化へのコミットメントを、不法滞在者の
脆弱性削減につながる形で拡大することも
可能である。89

気候変動　気候変動による影響の一部は突如
として現れることが予測され、その場合は適
応の時間的余裕がほとんどない。たとえば、
北極海で晩夏に海氷が消失するようになった
り、海生種と陸生種の絶滅も続いている。熱
波や豪雨は頻度と強度を増していく可能性が
きわめて高い。また、海面水位の上昇も21世
紀後半に規模を増すことになる公算が大きい。
2100年までに地球の海面水位は最大で80セン
チ上昇すると予測されている。90　現在、世界人
口の6％強（ほぼ5億人）が海抜5メートル未満
の土地に住んでいる。91　地表面の太陽光反射
率の変化によるフィードバック効果と、二酸化
炭素吸収源の規模の変化も気候変動の加速に
つながりうる。雪氷面と植生地の縮小は、地
表面から反射される熱が減ることを意味し、
大気中の温室効果ガスとは無関係に温暖化の
進行につながる。また、気候の温暖化によっ
て陸地と海洋の二酸化炭素吸収源の劣化が激
しくなり、貯留されていた大量の二酸化炭素
が大気中に放出されることにもなる。92

　異常気象と食料危機に対する脆弱性が断続
的な脅威となっている（BOX5.6参照）。ニジェ

た。80　この合意は10年間の協議の末にまとま
ったものだが、後発開発途上国の保護や南
の農業労働者の保護については、ごくわず
かの内容しか盛り込まれていない。その一
方で、食料をはじめとする商品価格の急騰
が貧しい人々と脆弱な人々の飢餓に追い打
ちをかけている。81

　農業分野の補助金規制には、先進国が農
業補助金を維持すること、さらには拡大す
ることまでできる抜け穴がある。82　開発途上
国は国内市場において、補助金を受けた外
国産品との競争を余儀なくされると同時に、
輸出市場を失うことにもなっているため、食
料価格の急騰に対する脆弱性が悪化してい
る。83　農業の自由化は、開発途上国の主食の
価格上昇を回避するために、開発途上国の
輸出産品を主な対象とする限定方式で行わ
れる必要がある。84　農業分野の貿易ルールと
改革が開発途上国の食料安全保障と農民の
生計向上につながるようにするうえで、審
査体制を整えることも成果につながる。

●知的財産権　現状の知的財産権制度は、知
識や技術が最大限に普及・活用されるよう
にすることよりも、知的財産の権利の保護
に重点が置かれている。85　しかし現実には、
貧しい国々や人々が医薬品や医療機器を買
えないという状況もある。世界の疾病負荷
は高水準のまま推移するおそれがあるため、
これは貿易だけでなく世界の保健にも関わ
る問題である。86　また、現状の知的財産権制
度は技術革新の広範な普及を制限するもの
であり、低炭素経済への移行を阻害する結
果にもつながっている。87　状況をさらに悪化
させているのが、国レベルでも国際レベル
でも、貧しい集団と脆弱な集団のニーズに
対応する研究開発を促すインセンティブが
働いていないことである。88　知的財産権のル
ール改革によって、強靱性の向上につなが

第５章　進歩を深める──グローバル公共財と協働 145



では2006年から2010年にかけて未曾有の干ば
つが発生し、農村部の大部分が壊滅的被害を
受けた。95　その後、困窮した農民が大挙して都
市部のスラムに流れ込む事態となった。シリ
アの農村部人口1000万人のうち、200万〜300
万人が極度の貧困に陥ったと推計されてい
る。96　このような貧窮に加えて雇用の不足、国
と国際社会の不十分な対応が相まって、人々
の憤りと集団間不平等に対する不満が急激に
高まった。2011年に発生した内戦には、この
ような背景があった。
　人道支援アピールや食料・資金援助によっ
て食料配給を再開できても、根底にある脆弱
性に対処したことにはならない。「サヘル地域
に対する国連統合戦略」は、人道・開発・安
全保障活動の多角的アプローチである。97　しか
し、この戦略も根底にある原因、すなわち気

ールでは2012年前半に深刻な食料・栄養危機
が発生したが、その引き金となったのは2011
年後半から2012年初頭にかけての干ばつだっ
た。ニジェールでは2010年2月から8月にかけ
ても同様の食料・栄養危機が発生していたが、
引き金はやはり干ばつだった。その前には
2004年の干ばつにより、さらに深刻な食料危
機が2005年に発生していた。これらの干ばつ
による影響は周辺の国やサヘル地域（サハラ
砂漠南縁諸国）にも及んでいた。93　ニジェール
の危機には、周辺諸国の国内情勢による悪影
響も加わった。たとえば2012年の危機は、隣
国マリの内戦と、その紛争を逃れて何万人も
のマリ難民が流れ込んでくる事態によって複
雑化した。94

　それよりも知られていない事例として、シリ
ア危機における干ばつの影響がある。シリア

　気候変動が世界のほぼすべての人に対して、そして将来世代に

対しても混乱の拡大を引き起こしていることに疑いの余地はな

い。1　しかし気候変動は、個々の国や地域、セクター、所得集団、

年齢集団、民族集団、性別集団に対して異なる影響を及ぼしてい

る複雑な現象である。1つの世帯内でも影響の度合いに個人差が

ある。気候変動によって最大の損害を受けるのは、気候変動に対

する露出度が高い国々と人々である。

● 小島嶼開発途上国　51か国の小島嶼開発途上国とその人々は外

部的な脅威に直面している。大半の人々が海抜1メートル未満、

あるいは2メートル未満の土地で生活し、海面水位の上昇によ

って国土の一部、場合によっては国土のすべてが居住不可能と

なる危険性が生じている。すでに小島嶼開発途上国は頻発する

異常気象によって被害を受けている。その多くが太平洋の台風

または大西洋のハリケーンにさらされ、人々の財産やインフラ

の損害が開発のための資金の減少につながっている。また、気

象による悪影響は多くの国が主要産業とする観光にも及び、さ

らに海水の酸性化やサンゴの白化現象が伝統的な漁労生活を揺

るがしている。2

● 沿岸都市　世界人口のほぼ45％が沿岸部に暮らし、その大半が

大都市に集中している。3　最も開発水準の高い国々においても、

沿岸部の都市が暴風雨に見舞われ、その被害は往々にして最も

脆弱な人々に集中する。米国ではハリケーン「カトリーナ」と「サ

ンディ」による損害が1490億ドルに及んだ。この額は、開発途

上国の気候変動対策に対する世界の資金拠出額の1.5倍に相当す

る。4　開発途上国では対策に充てられる資金が少ない分、沿岸都

市が受ける被害が大きくなる。

● 小規模農家　降水量と気温の変動による影響が最も切実になる

のが、作物栽培や畜産で自然界に依存している人々と、食料を

自然界に頼っている人々である。特に灌漑施設のない農家は、

予測できない降雨パターンの変化を最も切実に感じている。南

アジアの小規模農家は特に脆弱性が高く、インドだけでも小規

模農家の数は9300万世帯に及ぶ。5　このような集団が、すでに水

不足に直面している。人口の増加が続く一方で、作物の収穫量

は今後数十年間に最大で30％減少するという推計もまとめられ

ている。6

BOX 5.6

気候変動に対して脆弱なのは？

注：1．IPCC 2007, 2012, 2013.　2．World Bank 2013b.　3．UN Atlas of the Oceans 2013.　4．NOAA 2013.　5．IFAD 2013.　6．World Bank 2013b.
出典：Hale 2014.
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援している。101　また、「カーボン・ディスク
ロージャー・プロジェクト（炭素公表プロジェ
クト）」は、企業が投資家に温室効果ガス排出
量を報告するためのツールを提供している。
2013年時点で、このプロジェクトには722の
投資家（合計の資産運用規模は87兆ドル）
が参加し、企業側に気候リスクの軽減を促
している。102　世界の大企業103　がこのような
自主的努力を促進し、インセンティブを高
めるうえで、さらなる行動を採る余地がある。
また、既存の取り組みのカバー範囲を調べ、
規模の拡大と目標の引き上げについて可能
性を見極める評価を行うこともできる。

●多国間の緊急行動　地方自治体や非国家主
体の行動を導き、インセンティブを与えるう
えで、グローバルな取り組みが不可欠であ
る（BOX5.7参照）。個々の気候変動対策は
排出源の一部だけに的を合わせることに適
しているが、「大取引」のような規模にはな
らない。それでも、排出量が削減されれば、
その分だけ適応策の必要性が減るので、取
り組みとしての価値はある。しかしながら、
あくまで部分的な取り組みであることに変
わりはなく、本質的に次善策でしかない。
また、この種の取り組みは、脆弱な集団や
後発開発途上国（LDCs）の多くの人々にと
って特に重要となる適応策の面において限
界がある。
　環境分野におけるグローバル・ガバナン
スを幅広く強化するうえで、多国間組織が
小規模な取り組みを束ね合わせ、多国間プ
ロセスに結びつけることができる。ボトムア
ップ型の行動の活力を多国間プロセスに引
き入れることによって、グローバルな条約 
の採択を促す政治的結集を生み出せる。
2011年12月、「強化された行動のためのダー
バン・プラットフォーム特別作業部会」の
会合において、各国政府は2020年の発効を

候変動に対処していない。気候に関連した脆
弱性の削減に緊急行動を取る必要がある。準
地域レベルでは有望な行動が始まっているが、
すべての人に強靭な未来を確保するには多国
間行動がカギとなる。
●都市間ネットワーク　各国の地方自治体を

支援して力づけることが可能である。特に
都市が気候変動緩和と強靱性の構築に積極
行動を採るようになっている。たとえば、世
界各地の58の大都市によるC40（世界大都
市気候先導グループ）、数千の地方自治体に
よる持続可能性をめざす自治体協議会

（ICLEI）、あるいは「アジア都市の気候変動
に対する復元ネットワーク」のような特定の
地域やセクターのネットワークもある。98　こ
れらの地方自治体は、低炭素型の交通シス
テムや住宅の開発、海面水位の上昇や異常
気象に対する防護などについて、知識の集
積と成功事例の共有を進めている。世界の
二酸化炭素排出量のうち、都市は最大の推
計値で70％を占めており、99　政府が行動計画
をまとめていない国においても、このような
取り組みの拡大にはきわめて大きな気候変
動緩和効果が見込まれる。米国では国とし
ての行動計画が連邦議会に阻止されている
が、都市と州のレベルで誓約された排出削
減規模が国全体の排出量の半分近くに及ん
でいる。100

●民間セクターの自主的な情報開示と排出削
減　非政府主体も二酸化炭素排出量の削減
に向けて取り組んでいる。企業と投資家は、
市民社会とのパートナーシップも組みなが
ら、サプライチェーン（供給網）における気
候変動リスクの特定やビジネスモデルの「炭
素証明」に取り組んでいる。たとえば、世
界自然保護基金（WWF）の「クライメート・
セーバーズ・プログラム（天候救済プログラ
ム）」は、大企業の排出削減戦略の策定を支
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枠組み条約の下で行える。105　このような取
り組みの財源には、2010年のカンクン合意
で設立が決定した緑の気候基金（GCF）を
充てることができる。106

より安定した世界のための協働

目指し、法的拘束力のあ
る新条約の交渉を2015年
までに開始することで合
意した。104　国、都市、企業、
市民社会組織の役割調整
と統合は、国連気候変動

　グローバル・ガバナンスの4つの基本アジェンダは、世界の最

重要課題のうちの自然災害、人道危機、気候変動、持続可能な開

発に関わるものである。しかし、グローバル・ガバナンスの構造

的問題に対処しないかぎり、この4つのアジェンダから永続的な

変革を生み出すことはできない。必要とされるのは、より平等で

包摂的な参加、グローバル・ガバナンス機構間の調整、国際協力

の規範の確立、グローバル市民としての意識向上である。

兵庫行動枠組

　2005年に168か国により採択された兵庫行動枠組は、2015年ま

でにグローバルな災害リスクを減らすことに目標を置いている。1　

この行動枠組は、目標達成のために必要な作業と行動をまとめ上

げたものである。具体的には、各国の制度的能力の構築、早期警

報システムの整備、安全性と脆弱性の文化の支援、強靱性を生み

出す要因の削減、そして災害への備えと対応の強化からなる。

　この枠組から、国・地域・国際レベルで災害リスクの削減に向

かう協働が始まった。しかし、これで十分とは言えず、各国や各

分野で前進の足並みも揃っていない。残されている課題として、

指標の確立と活用、複合的災害に関する早期警報システムの設定、

各国・国際レベルで災害リスク削減を持続可能な開発の政策・計

画と一体化させる能力の強化などがある。

世界人道サミット

　2016年に開催予定の世界人道サミットは、人道活動をグローバ

ルに広げ、その効率と包摂性を高めるとともに、急速に変化する

世界のニーズに沿わせることを目標に掲げる。2　このサミットは、

人道活動に取り組む国際的人道機構を脆弱性削減とリスク管理の

課題に向けて協調させる好機となる。

　増加する複雑な人道危機への対処は、人道的リスクの削減と管

理に対するアプローチの特定と実施から始まる。世界人道サミッ

トは、2つの評価を行う機会となる。1つは、人道活動と開発にた

ずさわる主体がどの程度、プログラムの策定と優先順位付け、資

金の調達に一貫した組織的アプローチをとれるのか。さらに、経 

済・社会・環境の分野にまたがる協調行動が、どの程度可能である

のか。また、人道戦略と開発戦略の策定に関して、人道危機の被災

国と援助資金供与国、そして国際機構の協力を促す場ともなる。

気候変動──2℃以内の上昇に抑える

　2009年のコペンハーゲン合意と2010年のカンクン合意におい

て、気候変動枠組み条約の締約国195か国が、地球の気温上昇を

産業革命前の水準比で2℃以内に抑えることで合意した。3　このコ

ミットメントは、破壊的影響を抑えるうえで、世界が許容できる

気温上昇は2℃が限度であるという一般的な科学的合意に基づい

ている。

　この目標を達成するうえで、国際社会の公約とコミットメント

はまだ十分ではない。気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が

まとめた予測では、世界の平均気温は21世紀末までに1.5℃上昇す

る見通しにあるが、温室効果ガスの排出削減に大規模な行動を採

らないと2℃上昇も十分にありうる。4　この目標達成は技術的・経

済的にまだ可能だが、2020年までに世界を気温上昇2℃未満の軌

道に乗せるために求められる排出水準と、現状の排出水準との落

差を埋めるには、強い政治的意思が必要である。

ポスト2015開発アジェンダと持続可能な開発目標

　ポスト2015開発アジェンダと持続可能な開発目標の策定は、国

際社会が脆弱性の削減を国際開発の枠組みの優先課題に据える絶

好の機会である。ミレニアム開発目標（MDGs）は、貧困削減と

多くの人々の生活向上に寄与した。しかし、前進の継続は保証さ

れない。この観点から、貧困ゼロの達成という目標は貧困ゼロの

維持として延長されるべきであり、他の分野でも前進を維持する

必要がある。自然災害、気候変動、経済危機に対して最も脆弱な

人々を特に力づけて保護しなければならない。今後の開発アジェ

ンダの中心に脆弱性の削減を据えることが、強靭で持続可能な前

進を確保する唯一の方法である。

BOX 5.7

グローバル・ガバナンスの4つの基本アジェンダ

注：1．UNSDR 2005.　2．UNOCHA 2014.　3．UNFCCC 2009, 2011.　4．IPCC 2013.

地方自治体や
非国家主体の
行動を導き
インセンティブを
与えるうえで
グローバルな
取り組みが不可欠である
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が強く、公共財の提供とグローバル・ガバナ
ンスの構造再編に対する適正な組織と権限と
応答責任を備えていない。南の台頭によって、
グローバル・ガバナンスの代表性の裾野を広
げ、その効果を高めるための機会が開けてい
る。111　しかし、その実現には国際協力と国際リ
ーダーシップに対する新たな決断を要する。1
つの方法は、過去の提案をふまえて、上述し
たグローバル・リーダーズ・フォーラムのよう
な組織を設置することである。国家首脳級の
代表グループが定期的に会合をもつことによ
って、国々と国連システムの間で脆弱性を削
減するための協力が促進される。国連の事務
局や基金及び計画に加え、国際通貨基金
（IMF）、国際労働機関（ILO）、世界銀行グル
ープ、世界保健機関（WHO）、そして最終的
には国際移住機関（IOM）と世界貿易機関
（WTO）も加わればよい。112

　2012年6月の国連持続可能な開発会議（リオ
＋20）で創設が決定した「持続可能な開発に
関するハイレベル政治フォーラム」も、グロー
バルな重要課題における政治的リーダーシッ
プの面で有望である。このフォーラムは、国
連経済社会理事会の招集による年次会合と、
国連総会の招集による4年ごとの会合を行う。
発足は2016年で、各国の応答責任の向上と取
り組みの促進を目的とし、先進国と開発途上
国の持続可能な開発の進捗状況を確認する。113

一体性

　グローバル・ガバナンスは縦割り構造にな
る傾向が強く、貿易、気候変動、金融、移住
などの課題ごとに個別の組織が存在している。
この構造のせいで、グローバルな課題を総合
的観点で捉えること、および国々と国際機関
の取り組みの重複や矛盾を特定することがき
わめて難しくなっている。

　課題分野の全般にわたって、国際システム
は行き詰まり状態にあり、国際協働が妨げら
れている。107　その一方で、国際機構は適切な
対応の仕組みについて合意できずにいる。リ
スクを最小限に抑えるための規制が十分に導
入されず、共通の利益を支えるグローバルな
システムが確立されていないために、脆弱性
が増大している。ショックを減らすためのガバ
ナンス改革、人々の対処能力を高めるための
施策などによって、国境を越えた脅威に対す
る脆弱性を削減するには、今よりも強いリーダ
ーシップと国々や国際機構との協働が必要と
なる。また、優先度を決めて重複を減らせる
一貫性の高いアプローチと、市民社会や民間
セクターとの組織的な連携も求められる。

協働

　国際レベルの調整と協力とリーダーシップ
の不足によって、グローバルな課題への対応
と脆弱性の削減に向かう動きが阻害されてい
る。これは新しい問題ではなく、国際協力の
強化については以前からさまざまな提案がな
されてきた。たとえば2006年には、ミレニアム
開発目標（MDGs）の達成に向けて国連経済
社会理事会の政策調整力を高めるうえで、同
理事会のメンバーの半数で構成するグローバ
ル・リーダーズ・フォーラムの設置が提案され
た。108　また、2009年にはスティグリッツ委員会
により、現状の国際協力システムの欠落部分
と重複部分を特定して是正案をまとめるグロ
ーバル経済調整理事会の創設が提案された。109　
このほかにも、国連経済社会理事会の改革に
関する提案がなされている。110

　グローバル・ガバナンスにおいて発言力を
強めたG20（主要20か国・地域）にはブラジル、
中国、インド、メキシコなどの主要新興国が
加わっている。しかし、G20はクラブ的な性格
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いわばグローバルなスチュワードシップ（包括
的管理）委員会である。その任務ははるかに
幅広く、グローバルな動向を追跡しながら、
世界が「バランスの取れた状態」にあるのか
どうかを見極めること、重要な課題が解決に
向けて進展していることを確認すること、新た
な課題が確実にグローバルな政策アジェンダ
に取り込まれるようにすることである。114

市民の関与

　ガバナンスは、市民が直接的に関与するこ
とによって向上する。一般市民との緊密なつ
ながりによって、政府は人々の脆弱性につい
て正確な情報を入手し、政策介入の効果を追
跡することができる。このような関与が効果的
な国家の介入と公的資金につながりうる。115　
市民の関与が効果を発揮するのは、人々が意
思決定に影響力を行使できる自由と安全、能力、
発言力をもっている場合である。それに加え
て必要なのは、市民側が、協働によって所期
の成果を生み出せると確信していることであ
る。116　広範な市民関与の1つの好例に、ブラジ
ルの参加型予算編成がある。117

　国際労働機関（ILO）の3者構成に、国家主
体と非国家主体の協力の可能性を見ることが
できる。すなわち、労働基準などの問題につ
いて、政府、労働組合、使用者の代表が自由
かつオープンに討議し、その結果が3者すべて
の観点を反映する政策につながる。他の国際
機構では非国家主体に同等の重みが与えられ
ておらず、選定された非政府組織が諮問役を
務めるというのが一般的な形である。国連経
済社会理事会では非国家主体の関与の度合い
が比較的高いのに対し、国際通貨基金（IMF）
では関与の度合いがずっと低くなっている。118

　構造的な脆弱性を抱えた集団の権利とその
存在の可視化に関しては、これまで世界的な

　グローバルな協力の焦点を効率よく最重要
分野に向けていくうえで、重複や矛盾など、
グローバル・ガバナンスの構造的問題点を深
くかつ完全に評価する必要がある。この任務
に最も適しているのは、グローバルな課題を
総合的観点から客観的に捉え、当該機関に助
言や提言をする能力をもつ専門家で構成する
非政治的な独立グループである。独立した専
門家グループであれば、国々と国際機構の協
力に優先順位を定めることができる。また、た
とえば貿易政策による保健への悪影響、財政
政策による環境への悪影響など、国連システ
ム内の専門機関間に生じている重複を見極め
て是正策を提言することもできる。さらに加え
て、緊急性をもつ課題に対応がなされている
かを判断し、世界と各国の政策課題に加えら
れるべき新たな課題を特定することもできる。

　このようなグループに
よって、国々と人々の集
団に対する政策の効果を
示す精密な費用対効果分
析も可能になり、国々の
協働が高まりやすくなる。
成果を見通せるようにな
れば、各国が取り組みに
積極的になるからである。
多様な視点を反映させる

ために、開発途上国の専門家、特に後発開発
途上国（LDCs）と小島嶼開発途上国を含む脆
弱国の専門家にも、十分な発言力を確保する
必要がある。
　独立専門家委員会には成功の実績もある。
持続可能性が共通の開発目標となったのはブ
ルントラント委員会の功績であり、開発アジェ
ンダに幸福度の観点が取り入れられたのもス
ティグリッツ＝セン＝フィトゥシ委員会の功 
績である。しかし、これらの委員会は特定の
課題に的を合わせていた。いま必要なのは、

グローバルな
協力の焦点を効率よく
最重要分野に
向けていくうえで
重複や矛盾など
グローバル・ガバナンスの
構造的問題点を
深くかつ完全に
評価する必要がある

150 人間開発報告書2014

い集団の政治参加と社会参加を促すことに 
よって達成可能となる。

＊　　＊　　＊

　包摂性、持続可能性、強靱性を兼ね備えた
グローバルな成長と開発という目標は、繰り返
し打ち出されてきた。しかし、その達成には、
グローバルな公共領域に対する前向きのビジ
ョンと、「私たちが望む世界」の実現は自然お
よび人工の公共財の提供にかかっているとい
う認識が必要である。市場は重要だが、単独
で社会的・環境的保護を十分に提供すること
はできない。国家は単体としても集団としても、
各国の政策の調和化と国際的な集団行動を通
じて、より前向きな協力姿勢に引き戻されなけ
ればならない。各国の政府は、人々に保護と
雇用を提供するための政
策余地を必要としている。
市民社会は政治的意思を
生み出すことができるが、
それは市民が、国境を越
えた協力と公共財がもた
らす価値を認識している
場合だけである。
　進歩には努力を要す
る。ミレニアム開発目標

（MDGs）の多くは2015年までに各国レベルで
達成される見通しにあるが、成功は自動的に
生まれるものではないし、また進歩が定着す
るとも限らない。開発をさらに一歩進めるため
には、開発から得られた成果を脆弱性とショ
ックから守り、強靱性を高めて、進歩を深め
る必要がある。人間開発を個人の生涯および
世代間にわたって持続させるためには、脆弱
な集団を特定して、それに的を絞り、不平等
を削減し、構造的な脆弱性の是正に取り組む
ことが欠かせない。

条約や会議で取り上げられてきた。1990年に
発効した国連の「児童の権利に関する条約」は、
子どもに対する特別な配慮と保護の必要性を
謳っている。119　1994年に北京で開かれた第4回
世界女性会議では、各国が女性の権利の確保
に具体的措置を講じることを誓約した。120　「障
害者の権利に関する条約」は、障がいのある
人々の完全な社会参加を妨げる障壁をなくす
ことを締約国に求めている。121　2014年9月の先
住民族世界会議は、先住民族の権利実現のた
めの世界的協力の促進を目的として開催され
た。122　国際条約の批准国は、関連する国内法
の整備に同意し、その進捗状況を国際社会に
定期的に報告することになる。条約がまだ協
議段階であっても、各国に構造的な脆弱性の
削減に向け行動を促す効果が見込める。
　人々が自分を地球市民と思うようになれば、
つまり資本規制や労働基本権、女性の権利な
どの恩恵を受けるグローバルなコミュニティの
一員と思うようになれば、グローバル公共財
の提供に賛同しやすくなる。123　このことは、国
境を越えた人々のつながりが増すにつれて現
実化しやすくなる。たとえば、移民の増加に
伴って新たな形態の連帯に機会が生まれ、移
住先は違っていても共通の脆弱性を抱える
人々が1つにまとまっていくようになる。124

　協働は個人間の交流と信頼の上に築かれる
が、今日の通信技術とソーシャルネットワーク
が国境を越えた社会的・政治的コミュニティ
の拡大を促す可能性も計り知れない。125　世界
の携帯電話加入件数は68億に達し、ほぼ行き
渡っている。インターネットの利用も増加の一
途にあり、平均年間増加率ではアフリカが27
％で最も高くなっている。126　通信技術も脆弱
な人々の発言力の強化につながる。すなわち、
貧しい人々、女性、マイノリティ集団など、歴
史的に排除されてきた集団、言い換えると公
共政策論議にごくわずかな発言力しかもたな

人々が自分を地球市民と
思うようになれば
つまり資本規制や労働基本権
女性の権利などの
恩恵を受ける
グローバルなコミュニティの
一員と思うようになれば
グローバル公共財の提供に
賛同しやすくなる
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　ここにまとめた17の統計表は、人間開発の主要
な側面を概観したものである。最初の6つの統計表
には、人間開発報告書室（HDRO）が算出した人間開
発指数（HDI）、その構成要素、関連指数がまとめら
れている。続く11の統計表には、より幅広く人間開
発に関係する指標をまとめた。
　これらの統計表のデータは、注記のないかぎり、
2013年11月15日時点でHDROが入手できたもの
を用いた。すべての指数と指標は、算出の方法など
とともに国連開発計画（UNDP）のウェブサイト 
http://hdr.undp.org/en/data から入手できる。
　国および地域は、2013年のHDIによってランキ
ングされている。また、強靱性・信頼性解析により、
ほとんどの国にとって、HDIの小数点第4位以下は
統計的な有意性をもたないことが判明している。1 
したがって、小数点第3位までのHDI値が等しい
場合は同ランクとした。

出典と定義
　HDROは、注記のないかぎり、各国の各指標に
関連するデータの収集に権限と資源と専門知識をも
つ国際機関などのデータを使用している。
　指標の定義と元データの構成要素の出典について
は、各表の末尾にまとめてある。

購買力平価 (PPP)による1人当たり国民総所得（GNI）
　所得を基準として各国の生活水準を比較するうえ
で、HDIの所得部分の算出には、購買力平価（PPP）
で換算した1人当たり国民総所得（GNI）を用いてい
る。これは各国の物価水準の違いによる差異を消す
ためである。
　国際比較プログラム（ICP）は、PPPを算定して国
際比較ができる物価水準と実質経済規模をまとめる
世界最大規模の統計事業である。ICPは2011年に

180か国を対象として行った調査に基づき、2014
年5月7日に PPPなどを公表した。2013年のHDI
の算出には、その PPPを使用した。

方法論の修正

　人間開発報告書室は過去3年間、HDIとその構成
指標をはじめとする人間開発の測定方法について、
代表的な学者や政策立案者たちと集中的な諮問会議
を重ねた。会議を通じて合意が得られた大きなポイ
ントは、構成指標は政策立案者やメディア、市民社
会のリーダーなどにとって直感的に理解できる明確
な指標でなければならないということである。そう
であってこそ、HDIとその構成指標が人間開発の政
策指針として活用され続けることになる。
　現時点で、HDIの将来的な修正に関する正式な
方針がまとまりつつある。本報告書に掲載した各指
数の算出に使用した専用のソフトウエアも、ウェブ
サイトhttp://hdr.undp.org/enで初めて一般公開した。
　前年と同様に本報告書でもHDI、多次元貧困指
数（MPI）、不平等調整済み人間開発指数 (IHDI)、
ジェンダー不平等指数（GII）を算出したが、HDIと
MPIにはわずかな修正を加えた。HDIに関しては、
少なくとも今後5年間は維持することを前提に一定
の上限値を設定した。詳細は、http://hdr.undp.org 
の「Technical note 1」を参照されたい。MPIの修正に
関しては、http://hdr.undp.org の「Technical note 5」
に説明をまとめた。

過去の人間開発報告書との経年比較

　各国の政府機関や国際機関もデータの改善を重ね
ているため、HDIとそのランキングを含めて、本報
告書に掲載したデータを過去の報告書のデータと比
較することはできない。HDIの経年比較については、
一貫性のあるデータを用いて1980-2013年の5年
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期ごとに算出したHDI値をまとめた統計表2を参照
されたい。

国家推計と国際推計の不一致

　国際機関は一貫した方法で各国のデータに調整を
加えるため、各国データと国際データに不一致が生
じる場合がある。また、国によってデータが欠けて
いる場合、国際機関は国際比較ができるように推計
値を算出する。同様に、国によって最新データが得
られない場合もある。人間開発報告書室では、この
ようなデータの不一致を発見した場合、当該国の政
府機関や国際機関に報告を行っている。

各国の分類と集成

　統計表には、複数国のグループの加重平均値も記
載している。原則として、平均値を記載したのは、
そのグループ内の半数以上の国のデータが得られ、
かつその国々の合計人口がグループ全体の総人口の
3分の2以上に達している場合である。各グループ
の平均値は、データが得られた国々のみを対象とし
ている。

人間開発の水準別グループ分類
　各国はHDIの値に基づき、四分位によってグルー
プ分けされている。その基準値は、0.550未満が人
間開発低位国、0.550-0.699が人間開発中位国、
0.700-0.799が人間開発高位国、0.800以上が人間
開発最高位国となる。

地域の分類
　各国の地域分けはUNDPの地域分類に基づく。
後発開発途上国（LDC）と小島嶼開発途上国の定義
は、国連の分類に従っている（www.unohrlls.orgを
参照）。

国に関する注記

　中国のデータは、注記のないかぎり、香港特別行
政区、マカオ特別行政区、台湾省を含まない。
　スーダンのデータには、注記のないかぎり、南スー
ダンが含まれている。

凡例

　「2005-2013」のように2つの年号をダッシュでつ
ないである場合は、注記のないかぎり、そのデータ
が当該期間内で入手できる最新のものであることを
意味している。「2005/2013」のように2つの年号を
スラッシュでつないである場合は、注記のないかぎ
り、そのデータは通期の平均値となっている。上昇
率は通常、その期間の平均年間上昇率である。
　統計表内の記号の意味は次のとおり。
    ..　  データなし
    0または00　「ゼロ」または「ほぼゼロ」
     ─　該当せず

統計に関する謝辞

　本報告書で利用した構成指標などの統計データ
は、各分野で最も権威ある国際機関などから提供を
受けた。特に、以下の機関に謝意を表したい。
Centre for Research on the Epidemiology of Disasters、
Economic Commission for Latin America and the 
Caribbean、Eurostat、Food and Agriculture 
Organization、Gallup、ICF Macro、Internal 
Displacement Monitoring Centre、International Labour 
Organization、International Monetar y Fund、
International Telecommunication Union、Inter-
Parliamentary Union、Luxembourg Income Study、
Organisation for Economic Co-operation and 
De velopment、Oxf ord Povert y  and Hum a n 
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Development Initiative、United Nations Childrenʼs 
Fund、United Nations Conference on Trade and 
Development、United Nations Department of 
Economic and Social Affairs、United Nations 
Economic and Social Commission for West Asia、
United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization Institute for Statistics、Office of the 
United Nations High Commissioner for Refugees、
United Nations Office on Drugs and Crime、United 
Nations World Tourism Organization、World 
Bank、World Health Organization。
　また、Robert Barr（ハーバード大学）と Jong-Wha 
Lee（高麗大学）の両氏が運営する国際教育データ
ベースも、本報告書の指標算出にかけがえのない
データ源となった。

統計表

　統計表1-7は、人間開発指数（HDI）と4つの構成
指数の値をまとめたものである。
　人間開発報告書2010以降、HDI、不平等調整済
み人間開発指数（IHDI）、ジェンダー不平等指数

（GII）、多次元貧困指数（MPI）が算出されている。
さらに本年から、男女別の HDIであるジェンダー開
発指数（GDI）を導入した。
　統計表8-17は、人間開発に関係するより幅広い
指標をまとめたもので、各国の人間開発の総合的な
状況を表している。
　統計表1「人間開発指数（HDI）と構成要素」は、各
国の2013年の HDI値によるランキングと、健康、
教育（2つの指標による）、所得の3つの構成要素の
数値をまとめている。また、2012年の改定 HDI値
を基に、2012年と2013年のランキングの変動も付
記した。

　統計表2「人間開発指数（HDI）の動向 1980-2013」
は、過去の HDI値と2013年の HDI値を経年比較し
たものである。経年データは2013年時点で入手で
きた最新の改定値を用い、2013年のHDI値の算出方
法に合わせて比較できるようにした。また、過去5年
間の各国の HDIランキングの変動と、3つの期間に
おける HDI値の平均年間上昇率も併せて記載した。
　統計表3「不平等調整済み人間開発指数（IHDI）」
は、不平等の2つの関連指標として IHDIと、不平
等に起因する人間開発の損失をまとめたものであ
る。IHDIは、各国の保健・教育・所得の平均水準
よりも踏み込んで、国民の間における成果の分布状
況を捉える。つまり、不平等を考慮に入れた人間開
発の水準である。その IHDIと HDIの差分が、そ
の国の不平等に起因する人間開発の損失となる。ま
た、統計表3には新しい指標として、保健・教育・
所得の各側面における不平等の平均水準（加重平均
ではなく単純平均）を示す人間開発係数も記載した。
また、各国の HDIと IHDIのランキングの差もまと
めてある。その数字がマイナスで表記されている場
合は、不平等を考慮に入れるとランキングが下がる
ことを意味している。さらに、所得不平等の3つの
標準的指標も記載した。すなわち、上位20％と下位
20％の所得比率、上位10％と下位40％の所得比率
を示すパルマ比率、そしてジニ係数である。
　統計表4「ジェンダー不平等指数（GII）」は、リプロ
ダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）、エン
パワーメント、労働市場参加の3つの側面から捉え
たジェンダー不平等を表している。リプロダクティ
ブ・ヘルスは妊産婦死亡率と10代の出生率、エン
パワーメントは国会の女性議員比率と少なくとも中
等教育を受けた人口、労働市場参加は労働力参加率
によって、それぞれ捉えられる。GIIは値が低いほ
ど男女格差が小さいことを表す。
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　統計表5「ジェンダー開発指数（GDI）」はHDIの男
女格差を表す。この表には、各国の男女別のHDI
推計値と、その比率であるGDIをまとめた。GDI
は値が「1」に近いほど男女格差が小さいことを表す。
HDIの3つの側面である平均余命、教育（2つの指標
による）、所得のデータも男女別にまとめた。
　統計表6「多次元貧困指数（MPI）」は、教育と保健
と生活水準において人々が直面している複数の欠乏
を捉えている。MPIは非所得多次元貧困の発生頻度
（多次元貧困の中にいる人口）と、その強度（人々が同
時に抱えている欠乏の相対数）の両方を表す。強度
を基準として、多次元貧困に近い状態と多次元貧困、
つまり厳しい貧困状態に分類される。3つの側面に
おける欠乏が総合的な貧困にどれだけつながってい
るか、それぞれの寄与度も示した。また、所得貧困
のデータとして、1日1.25PPPドル未満（PPPは購買
力平価）で生活している人口と、各国の貧困ラインを
下回る生活をしている人口もまとめた。MPIは10の
構成指標によって算出されるが、本年は構成指標に
修正を施し、5歳未満児の平均体重を5歳未満児の
平均身長に差し替えた。これは、栄養不良を示す指
標として身長の低さのほうが適正だからである。子
どもの死に関しては、調査時点以前の5年間に発生
した場合のみを保健における欠乏と見なしている。
教育における欠乏の基準ラインは、5年間の就学か
ら6年間の就学に引き上げた。これはミレニアム開
発目標（MDGs）に採用されている初等教育の標準的
定義と、機能的識字の国際的な評価基準を反映させ
た結果である。また、世帯の保有資産に関しても、
対象を都市部の世帯だけでなく農村部の世帯にも拡
大した。経年比較ができるように、従来の構成指標
に基づくMPI値も付記した。
　統計表6A「多次元貧困指数（MPI）の動向」には、
一部の国々のMPI値と、2013年時点で一貫性のあ

るデータが入手できた国々を対象として、複数の時
点における各国のMPIと構成指標の経年変化をま
とめた。数値は新方式で算出した。
　統計表7「保健：子どもと青年」には、新生児の保
健（生後6か月間に母乳のみで育てられている新生児
の割合、DTPとはしかの予防接種を受けていない新
生児の割合、新生児死亡率）、子どもの保健（5歳未
満児の発育不良の割合、5歳未満児の肥満の割合、
子ども死亡率）、HIV（エイズウイルス）の感染状況
と予防（0-14歳のHIV感染者数、青年のHIV感染率、
青年のコンドーム使用率、HIV母子感染の予防治療
を受けていない女性の妊娠率）をまとめた。また、産
前ケアに関するデータも掲載した。
　統計表8「成人の保健と医療費」には、男女別の成
人死亡率、アルコール・薬物使用による年齢調整死
亡率、年齢調整肥満率、成人HIV感染率をまとめた。
また、平均余命の指標として60歳時の平均余命、
新生児の健康調整平均余命を記載した。医療の質の
指標としては、人口1万人当たりの医師数、総保健
医療支出の対国内総生産（GDP）比、総保健医療支
出の個人負担分も記載した。
　統計表9「教育」には、標準的な教育指標に加えて、
15歳の生徒の読解力、数学的リテラシー、科学的リ
テラシーの学力テストの平均点など、教育の質に関
する指標をまとめた。また、教育達成度の指標とし
て、成人と青年の識字率、少なくとも中等教育を受
けた成年人口の割合を記載した。各教育レベルの総
就学率は初等教育の中途退学率により補完されてい
る。教育の質に関しては、正式な訓練を受けた初等
教育の教員数、教師1人当たりの生徒数、教育支出
の対国内総生産（GDP）比を指標として記載した。
　統計表10「資源の管理および分配」には、次のよう
なマクロ経済指標をまとめた。国内総生産（GDP）、
総固定資本形成、総税収に占める所得・利子・配当・

読者への手引き 177



譲渡益課税の割合、GDPに占める農業・狩猟業・
林業・漁業の割合、消費者物価指数。総固定資本形
成は、消費でなく投資された国民所得を大まかに表
す指標である。経済の先行きが不透明な時期や景気
後退期には、総固定資本形成は減少するのが通例で
ある。消費者物価指数はインフレ指標である。一般
政府最終消費支出（対GDP比と平均年間増加率を記
載）と研究開発支出は、公的支出の指標である。さ
らに債務の指標として、金融セクターの融資による
国内債務、対外債務残高、債務返済合計をいずれも
対GDP比で示した。食料価格に関しては、食料価
格指数と食料価格変動指数を記載した。
　統計表11「社会的能力」には、3つの構成要素とし
て雇用および雇用関連の脆弱性、社会的保護、男女
別自殺率を指標として記載した。雇用関連の脆弱性
に関しては、脆弱な雇用、若年失業率および総失業
率、児童労働、働く貧困者、法定有給出産休暇の日
数を指標とした。社会的保護に関しては、出生登録
されている5歳未満児の割合、年金受給資格年齢人
口に占める年金受給者の割合を記載した。
　統計表12「個人的な不安感」は、人々の不安定度を
表している。出身国別の難民数、国内避難民数のほ
か、長期失業率、殺人率、ホームレス人口、受刑者
数、孤児数を記載した。また、食料の欠乏の度合い
と、妻への暴力に対する男女別の正当化認知の指標
も付記した。
　統計表13「国際統合」には、グローバル化の諸側面
に関する指標をまとめた。国際貿易に関しては世界
市場との接近度と、国内総生産（GDP）に占める国際
貿易の割合を指標とした。資本フローは外国直接投
資および民間資本の純流入額、政府開発援助
（ODA）、本国送金の流入額を指標とした。人の移
動は純移民比率、移民数、外国人訪問者数を指標と
した。国際通信に関しては、インターネットを利用

している人口の割合、国際電話の発信・着信件数を
指標とした。
　統計表14「環境」は、環境に関わる脆弱性と環境的
脅威の影響を捉えている。表に記載したのは、第1
次エネルギー供給に占める化石燃料と再生可能エネ
ルギーの割合、1人当たり二酸化炭素排出量と年間
増加率、生態系と自然資源の保全度である（自然資
源の減少は国民総所得に対する比率、森林面積とそ
の変化、取水量で捉えた）。また、大気および屋内
空気の汚染、不衛生な水、衛生設備の不備または不
衛生に起因する5歳未満児死亡率も記載した。自然
災害の直接的影響を表す指標も加えてある（死者数
と被害者数）。
　統計表15「人口動態」には、総人口、年齢中位数、
依存率、合計特殊出生率などの主要人口指標をまと
めた。これらの指標から、各国の労働力人口の負担
の重さを捉えることができる。自然出生性比からの
偏差は人口規模維持水準に影響するため、将来に社
会的・経済的問題が発生する可能性を示唆し、また
性差別につながるおそれもある。
　統計表16「補完指標：幸福の認識」には、個人の
主観的な幸福度を捉える指標をまとめた。人間開発
に関係する教育の質、医療の質、生活水準、労働市
場、個人的安全、選択と生活の自由に対する総合的
な満足度など、個人の意見と自己認識を映す諸指標
である。また、他の人々に対する信頼、コミュニティ
に対する満足度のほか、貧困緩和や環境保全に対す
る政府の政策の受け止め方、政府に対する信頼度を
反映する指標も記載した。

注

1. Aguna and Kovacevic (2011) and Høyland, Moene 
and Willumsen (2011).
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アイスランド 13

アイルランド 11

アゼルバイジャン 76

アフガニスタン 169

アラブ首長国連邦 40

アルジェリア 93

アルゼンチン 49

アルバニア 95

アルメニア 87

アンゴラ 149

アンティグア・バーブーダ 61

アンドラ 37

イエメン 154

イスラエル 19

イタリア 26

イラク 120

イラン 75

インド 135

インドネシア 108

ウガンダ 164

ウクライナ 83

ウズベキスタン 116

ウルグアイ 50

英国 14

エクアドル 98

エジプト 110

エストニア 33

エチオピア 173

エリトリア 182

エルサルバドル 115

オーストラリア 2

オーストリア 21

オマーン 56

オランダ 4

ガーナ 138

カーボヴェルデ 123

ガイアナ 121

カザフスタン 70

カタール 31

カナダ 8

ガボン 112

カメルーン 152

ガンビア 172

カンボジア 136

ギニア 179

ギニアビサウ 177

キプロス 32

キューバ 44

ギリシャ 29

キリバス 133

キルギス 125

グアテマラ 125

クウェート 46

グルジア 79

グレナダ 79

クロアチア 47

ケニア 147

コートジボワール 171

コスタリカ 68

コモロ 159

コロンビア 98

コンゴ共和国 140

コンゴ民主共和国 186

サウジアラビア 34

サモア 106

サントメ・プリンシペ 142

ザンビア 141

シエラレオネ 183

ジブチ 170

ジャマイカ 96

シリア 118

シンガポール 9

ジンバブエ 156

スーダン 166

スイス 3

スウェーデン 12

スペイン 27

スリナム 100

スリランカ 73

スロバキア 37

スロベニア 25

スワジランド 148

セーシェル 71

赤道ギニア 144

セネガル 163

セルビア 77

セントクリストファー・ネーヴィス 73

セントビンセント・グレナディーン 91

セントルシア 97

ソロモン諸島 157

タイ 89

韓国 15

タジキスタン 133

タンザニア 159

チェコ 28

チャド 184

中央アフリカ 185

中国 91

チュニジア 90

チリ 41

デンマーク 10

トーゴ 166

ドイツ 6

ドミニカ国 93

ドミニカ共和国 102

トリニダード・トバゴ 64

トルクメニスタン 103

トルコ 69

トンガ 100

ナイジェリア 152

ナミビア 127

ニカラグア 132

ニジェール 187

日本 17

ニュージーランド 7

ネパール 145

ノルウェー 1

バーレーン 44

ハイチ 168

パキスタン 146

パナマ 65

バヌアツ 131

バハマ 51

パプアニューギニア 157

パラオ 60

パラグアイ 111

バルバドス 59

パレスチナ占領地域 107

ハンガリー 43

バングラデシュ 142

東ティモール 128

ブータン 136

フィジー 88

フィリピン 117

フィンランド 24

ブラジル 79

フランス 20

ブルガリア 58

ブルキナファソ 181

ブルネイ 30

ブルンジ 180

米国 5

ベトナム 121

ベナン 165

ベネズエラ 67

ベラルーシ 53

ベリーズ 84

ペルー 82

ベルギー 21

ポーランド 35

ボスニア・ヘルツェゴビナ 86

ボツワナ 109

ボリビア 113

ポルトガル 41

香港 15

ホンジュラス 129

マケドニア（旧ユーゴスラビア） 84

マダガスカル 155

マラウイ 174

マリ 176

マルタ 39

マレーシア 62

南アフリカ 118

ミャンマー 150

メキシコ 71

モーリシャス 63

モーリタニア 161

モザンビーク 178

モルディブ 103

モルドバ 114

モロッコ 129

モンゴル 103

モンテネグロ 51

ヨルダン 77

ラオス 139

ラトビア 48

リトアニア 35

リビア 55

リヒテンシュタイン 18

リベリア 175

ルーマニア 54

ルクセンブルク 21

ルワンダ 151

レソト 162

レバノン 65

ロシア 57
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人間開発指数（HDI）と構成要素

人間開発最高位グループ
  1　ノルウェー
  2　オーストラリア
  3　スイス
  4　オランダ
  5　米国
  6　ドイツ
  7　ニュージーランド
  8　カナダ
  9　シンガポール
 10　デンマーク
 11　アイルランド
 12　スウェーデン
 13　アイスランド
 14　英国
 15　香港
 15　韓国
 17　日本
 18　リヒテンシュタイン
 19　イスラエル
 20　フランス
 21　オーストリア
 21　ベルギー
 21　ルクセンブルク
 24　フィンランド
 25　スロベニア
 26　イタリア
 27　スペイン
 28　チェコ
 29　ギリシャ
 30　ブルネイ
 31　カタール
 32　キプロス
 33　エストニア
 34　サウジアラビア
 35　リトアニア
 35　ポーランド
 37　アンドラ
 37　スロバキア
 39　マルタ
 40　アラブ首長国連邦
 41　チリ
 42　ポルトガル
 43　ハンガリー
 44　バーレーン
 44　キューバ
 46　クウェート
 47　クロアチア
 48　ラトビア
 49　アルゼンチン

人間開発高位グループ
 50　ウルグアイ
 51　バハマ
 51　モンテネグロ
 53　ベラルーシ
 54　ルーマニア
 55　リビア
 56　オマーン
 57　ロシア
 58　ブルガリア
 59　バルバドス
 60　パラオ
 61　アンティグア・バーブーダ

人間開発指数
（HDI） 出生時平均余命 平均就学年数 予測就学年数

1人当たり国民総所得
（GNI）

人間開発指数
（HDI） ランクの変化

HDIランク

値 歳 年 年 2011年米ドル建て購買力平価 値
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 62　マレーシア

 63　モーリシャス

 64　トリニダード・トバゴ

 65　レバノン

 65　パナマ

 67　ベネズエラ

 68　コスタリカ

 69　トルコ

 70　カザフスタン

 71　メキシコ

 71　セーシェル

 73　セントクリストファー・ネーヴィス

 73　スリランカ

 75　イラン

 76　アゼルバイジャン

 77　ヨルダン

 77　セルビア

 79　ブラジル

 79　グルジア

 79　グレナダ

 82　ペルー

 83　ウクライナ

 84　ベリーズ

 84　マケドニア（旧ユーゴスラビア）

 86　ボスニア・ヘルツェゴビナ

 87　アルメニア

 88　フィジー

 89　タイ

 90　チュニジア

 91　中国

 91　セントビンセント・グレナディーン

 93　アルジェリア

 93　ドミニカ国

 95　アルバニア

 96　ジャマイカ

 97　セントルシア

 98　コロンビア

 98　エクアドル

100　スリナム

100　トンガ

102　ドミニカ共和国

人間開発中位グループ
103　モルディブ

103　モンゴル

103　トルクメニスタン

106　サモア

107　パレスチナ

108　インドネシア

109　ボツワナ

110　エジプト

111　パラグアイ

112　ガボン

113　ボリビア

114　モルドバ

115　エルサルバドル

116　ウズベキスタン

117　フィリピン

118　南アフリカ

118　シリア

120　イラク

121　ガイアナ

121　ベトナム

123　カーボヴェルデ

人間開発指数
（HDI） 出生時平均余命 平均就学年数 予測就学年数

1人当たり国民総所得
（GNI）

人間開発指数
（HDI） ランクの変化

HDIランク

値 歳 年 年 2011年米ドル建て購買力平価 値
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人々が進歩し続けるために：脆弱を脱し強靱な社会をつくる



124　ミクロネシア
125　グアテマラ
125　キルギスタン
127　ナミビア
128　東ティモール
129　ホンジュラス
129　モロッコ
131　バヌアツ
132　ニカラグア
133　キリバス
133　タジキスタン
135　インド
136　ブータン
136　カンボジア
138　ガーナ
139　ラオス
140　コンゴ共和国
141　ザンビア
142　バングラデシュ
142　サントメ・プリンシペ
144　赤道ギニア

人間開発低位グループ
145　ネパール
146　パキスタン
147　ケニア
148　スワジランド
149　アンゴラ
150　ミャンマー
151　ルワンダ
152　カメルーン
152　ナイジェリア
154　イエメン
155　マダガスカル
156　ジンバブエ
157　パプアニューギニア
157　ソロモン諸島
159　コモロ
159　タンザニア
161　モーリタニア
162　レソト
163　セネガル
164　ウガンダ
165　ベナン
166　スーダン
166　トーゴ
168　ハイチ
169　アフガニスタン
170　ジブチ
171　コートジボワール
172　ガンビア
173　エチオピア
174　マラウイ
175　リベリア
176　マリ
177　ギニアビサウ
178　モザンビーク
179　ギニア
180　ブルンジ
181　ブルキナファソ
182　エリトリア
183　シエラレオネ
184　チャド
185　中央アフリカ

人間開発指数
（HDI） 出生時平均余命 平均就学年数 予測就学年数

1人当たり国民総所得
（GNI）

人間開発指数
（HDI） ランクの変化

HDIランク

値 歳 年 年 2011年米ドル建て購買力平価 値
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人間開発指数（HDI）と構成要素

186　コンゴ民主共和国

187　ニジェール

他の国または地域
   　朝鮮民主主義人民共和国

   　マーシャル諸島

   　モナコ

   　ナウル

   　サンマリノ

   　ソマリア

   　南スーダン

   　ツバル

HDIランクごとのグループ
   　人間開発最高位グループ

   　人間開発高位グループ

   　人間開発中位グループ

   　人間開発低位グループ

地域
   　アラブ諸国

   　東アジア・太平洋諸国

   　欧州・中央アジア

   　ラテンアメリカ・カリブ海諸国

   　南アジア

   　サハラ以南アフリカ

後発開発途上国
小島嶼開発途上国
世界

注）
a　データは2012年、あるいは入手できる直近のもの

による。

b　UNESCO統計研究所（2013b）のデータを基に人

間開発報告書室（HDRO）がアップデートした。

c　シンガポール教育省の算出。

d　UNDESA（2011）からの値。

e　最新アップデート以前のスイスと同じ成人の平均

就学年とした。

f　スイスの購買力平価（PPP）および成長率を用い

て推計した。

g　HDIの計算上、1人あたりGNIは上限を75,000ドル

とした。

h　国連統計部（2014）による自国通貨での1人当た

りGNIおよびGDPデフレータ（名目GDPを実質GDPで

割った値）さらには、世界銀行（2014）からのGDP

に対するPPPの交換レートに基づく。

i　最新アップデート以前のスペインと同じ成人の平

均就学年とした。

j　スペインの購買力平価（PPP）および成長率を用

いて推計した。

k　UNESCO統計研究所（2011）のデータに基づいた。

l　UNESCO統計研究所（2013a）からの予測就学年に

基づいた。

m　ECLAC（2013）に基づいた予測成長率。

n　UNESCO統計研究所（2012）からの予測就学年に

基づいた。

o　UNESCO統計研究所（2013b）からの最終学歴の

推定値にデータに基づいた。

p　クロスカントリー回帰分析によった。

q　ブラジルの国立教育研究所（2013）からのデータ

を基にHDROが算出。

r　2005-2012にわたっての国連児童基金複数指標ク

ラスター調査（MICS）からのデータに基づく。

s　世界銀行の国際所得分布データベースにある世帯

調査のデータに基づく。

t　サモア統計局（日付不明）からのデータを基に

HDROが算出。

u　UNESCWA（2013）からの予測成長率に基づく。

v　国連人口部からの2013年10月の覚書による未発表

の暫定予測。

w　ICF Macroによる人口保健調査（DHS）からのデ

ータに基づく。

定義）

人間開発指数（HDI）：長寿で健康な生活、知識、人

間らしい生活水準といった人間開発の3つの基本次元

における平均達成度を測る指数。指数の算出方法に

ついてはウェブサイトhttp://hdr.undp.org/のテクニ

カルノート1を参照。

出生時平均余命：出生時における年齢別死亡率のパ

ターンが終生にわたって続くものとして、新生児に

見込まれる余命年数。

平均就学年数：25歳以上の人々が受けた学校教育の

平均年数で、各教育レベル習得に使われる公式な期

間を使って変換される。

予測就学年数：入学時の年齢別就学率のパターンが

生涯を通じて続くものとして、入学年齢にある子ど

もに見込まれうる就学年数。

1人当たり国民総所得（GNI）：国際ドル価によるPPP

で換算されるその国の生産高から、他の国の生産物

を使用するために支払う部分を引いた1国の総所得

を、年央人口で割って算出する。

主なデータ源）

第1、6列：HDROがUNDESA（2013a）、Barro and 

Lee（2013）、UNESCO統計研究所（2013b）、国連統

計部（2014）、World Bank（2014）およびIMF（2014）．

のデータから算出。

第2列：UNDESA 2013a.

第3列：Barro and Lee（2013）、UNESCO統 計 研 究 所

（2013b）および、UNESCO統計研究所の教育達成に

関する調査（2013b）およびBarro and Lee（2013）

の方法論でHDROが推計した。

第4列：UNESCO統計研究所2013b.

第5列：HDROが世界銀行（2014）、IMF（2014）、国

連統計部（2014）のデータを基に算出。

第7列：第1列および第6列のデータを基に算出。

人間開発指数
（HDI） 出生時平均余命 平均就学年数 予測就学年数

1人当たり国民総所得
（GNI）

人間開発指数
（HDI） ランクの変化

HDIランク

値 歳 年 年 2011年米ドル建て購買力平価 値
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人間開発指数（HDI）の動向1980–2013

人間開発最高位グループ
  1　ノルウェー
  2　オーストラリア
  3　スイス
  4　オランダ
  5　米国
  6　ドイツ
  7　ニュージーランド
  8　カナダ
  9　シンガポール
 10　デンマーク
 11　アイルランド
 12　スウェーデン
 13　アイスランド
 14　英国
 15　香港
 15　韓国
 17　日本
 18　リヒテンシュタイン
 19　イスラエル
 20　フランス
 21　オーストリア
 21　ベルギー
 21　ルクセンブルク
 24　フィンランド
 25　スロベニア
 26　イタリア
 27　スペイン
 28　チェコ
 29　ギリシャ
 30　ブルネイ
 31　カタール
 32　キプロス
 33　エストニア
 34　サウジアラビア
 35　リトアニア
 35　ポーランド
 37　アンドラ
 37　スロバキア
 39　マルタ
 40　アラブ首長国連邦
 41　チリ
 42　ポルトガル
 43　ハンガリー
 44　バーレーン
 44　キューバ
 46　クウェート
 47　クロアチア
 48　ラトビア
 49　アルゼンチン

人間開発高位グループ
 50　ウルグアイ
 51　バハマ
 51　モンテネグロ
 53　ベラルーシ
 54　ルーマニア
 55　リビア
 56　オマーン
 57　ロシア
 58　ブルガリア
 59　バルバドス
 60　パラオ
 61　アンティグア・バーブーダ
 62　マレーシア

人間開発指数（HDI） HDIランク 年平均HDI成長

値 変動 ％

HDIランク
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 63　モーリシャス

 64　トリニダード・トバゴ

 65　レバノン

 65　パナマ

 67　ベネズエラ

 68　コスタリカ

 69　トルコ

 70　カザフスタン

 71　メキシコ

 71　セーシェル

 73　セントクリストファー・ネーヴィス

 73　スリランカ

 75　イラン

 76　アゼルバイジャン

 77　ヨルダン

 77　セルビア

 79　ブラジル

 79　グルジア

 79　グレナダ

 82　ペルー

 83　ウクライナ

 84　ベリーズ

 84　マケドニア（旧ユーゴスラビア）

 86　ボスニア・ヘルツェゴビナ

 87　アルメニア

 88　フィジー

 89　タイ

 90　チュニジア

 91　中国

 91　セントビンセント・グレナディーン

 93　アルジェリア

 93　ドミニカ国

 95　アルバニア

 96　ジャマイカ

 97　セントルシア

 98　コロンビア

 98　エクアドル

100　スリナム

100　トンガ

102　ドミニカ共和国

人間開発中位グループ
103　モルディブ

103　モンゴル

103　トルクメニスタン

106　サモア

107　パレスチナ

108　インドネシア

109　ボツワナ

110　エジプト

111　パラグアイ

112　ガボン

113　ボリビア

114　モルドバ

115　エルサルバドル

116　ウズベキスタン

117　フィリピン

118　南アフリカ

118　シリア

120　イラク

121　ガイアナ

121　ベトナム

123　カーボヴェルデ

124　ミクロネシア

125　グアテマラ

人間開発指数（HDI） HDIランク 年平均HDI成長

値 変動 ％

HDIランク

TABLE 2 185

人間開発報告書 2014
人々が進歩し続けるために：脆弱を脱し強靱な社会をつくる

人間開発指数（HDI）の動向1980–2013



125　キルギスタン
127　ナミビア
128　東ティモール
129　ホンジュラス
129　モロッコ
131　バヌアツ
132　ニカラグア
133　キリバス
133　タジキスタン
135　インド
136　ブータン
136　カンボジア
138　ガーナ
139　ラオス
140　コンゴ共和国
141　ザンビア
142　バングラデシュ
142　サントメ・プリンシペ
144　赤道ギニア

人間開発低位グループ
145　ネパール
146　パキスタン
147　ケニア
148　スワジランド
149　アンゴラ
150　ミャンマー
151　ルワンダ
152　カメルーン
152　ナイジェリア
154　イエメン
155　マダガスカル
156　ジンバブエ
157　パプアニューギニア
157　ソロモン諸島
159　コモロ
159　タンザニア
161　モーリタニア
162　レソト
163　セネガル
164　ウガンダ
165　ベナン
166　スーダン
166　トーゴ
168　ハイチ
169　アフガニスタン
170　ジブチ
171　コートジボワール
172　ガンビア
173　エチオピア
174　マラウイ
175　リベリア
176　マリ
177　ギニアビサウ
178　モザンビーク
179　ギニア
180　ブルンジ
181　ブルキナファソ
182　エリトリア
183　シエラレオネ
184　チャド
185　中央アフリカ
186　コンゴ民主共和国
187　ニジェール

人間開発指数（HDI） HDIランク 年平均HDI成長

値 変動 ％

HDIランク
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人間開発指数（HDI）の動向1980–2013

他の国または地域
   　朝鮮民主主義人民共和国

   　マーシャル諸島

   　モナコ

   　ナウル

   　サンマリノ

   　ソマリア

   　南スーダン

   　ツバル

HDIランクごとのグループ
   　人間開発最高位グループ

   　人間開発高位グループ

   　人間開発中位グループ

   　人間開発低位グループ

地域
   　アラブ諸国

   　東アジア・太平洋諸国

   　欧州・中央アジア

   　ラテンアメリカ・カリブ海諸国

   　南アジア

   　サハラ以南アフリカ

後発開発途上国
小島嶼開発途上国
世界

注）
a　正の値は、ランクが改善したもの。

定義）

人間開発指数（HDI）：長寿で健康な生活、知識、人

間らしい生活水準といった人間開発の3つの基本次元

における平均達成度を測る指数。指数の算出方法に

ついてはウェブサイトhttp://hdr.undp.org/のテクニ

カルノート1を参照。

年平均HDI成長率：一定期間のHDIの平滑化された年

間成長は複合年間成長率として算出。

主なデータ源）

第1–9列：UNDESA（2013a）、Barro and Lee（2013）、

UNESCO統計研究所（2013b）、国連統計部（2014）、

世界銀行（2014）and IMF（2014）のデータを基に

HDROが算出。

第10–14列：第1–9列のデータを基に算出。

人間開発指数（HDI） HDIランク 年平均HDI成長

値 変動 ％

HDIランク
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不平等調整済み人間開発指数（IHDI）

人間開発最高位グループ
  1　ノルウェー
  2　オーストラリア
  3　スイス
  4　オランダ
  5　米国
  6　ドイツ
  7　ニュージーランド
  8　カナダ
  9　シンガポール
 10　デンマーク
 11　アイルランド
 12　スウェーデン
 13　アイスランド
 14　英国
 15　香港
 15　韓国
 17　日本
 18　リヒテンシュタイン
 19　イスラエル
 20　フランス
 21　オーストリア
 21　ベルギー
 21　ルクセンブルク
 24　フィンランド
 25　スロベニア
 26　イタリア
 27　スペイン
 28　チェコ
 29　ギリシャ
 30　ブルネイ
 31　カタール
 32　キプロス
 33　エストニア
 34　サウジアラビア
 35　リトアニア
 35　ポーランド
 37　アンドラ
 37　スロバキア
 39　マルタ
 40　アラブ首長国連邦
 41　チリ
 42　ポルトガル
 43　ハンガリー
 44　バーレーン
 44　キューバ
 46　クウェート
 47　クロアチア
 48　ラトビア
 49　アルゼンチン

人間開発高位グループ
 50　ウルグアイ
 51　バハマ
 51　モンテネグロ
 53　ベラルーシ
 54　ルーマニア
 55　リビア
 56　オマーン
 57　ロシア
 58　ブルガリア

人間開発指数
（HDI）

不平等調整済み
人間開発指数
（IHDI）

人間不平等
係数

出生時
平均余命
における
不平等

不平等
調整済み
出生時平均
余命指数

教育に
おける
不平等a

不平等
調整済み
教育指数

所得に
おける
不平等a

不平等
調整済み
所得指数 所得不平等

値 値
総合損失
（％）

ランクの
変動b 値 （％） 値 （％） 値 （％） 値

五分位
所得比 パルマ比 ジニ係数

HDIランク
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 59　バルバドス

 60　パラオ

 61　アンティグア・バーブーダ

 62　マレーシア

 63　モーリシャス

 64　トリニダード・トバゴ

 65　レバノン

 65　パナマ

 67　ベネズエラ

 68　コスタリカ

 69　トルコ

 70　カザフスタン

 71　メキシコ

 71　セーシェル

 73　セントクリストファー・ネーヴィス

 73　スリランカ

 75　イラン

 76　アゼルバイジャン

 77　ヨルダン

 77　セルビア

 79　ブラジル

 79　グルジア

 79　グレナダ

 82　ペルー

 83　ウクライナ

 84　ベリーズ

 84　マケドニア（旧ユーゴスラビア）

 86　ボスニア・ヘルツェゴビナ

 87　アルメニア

 88　フィジー

 89　タイ

 90　チュニジア

 91　中国

 91　セントビンセント・グレナディーン

 93　アルジェリア

 93　ドミニカ国

 95　アルバニア

 96　ジャマイカ

 97　セントルシア

 98　コロンビア

 98　エクアドル

100　スリナム

100　トンガ

102　ドミニカ共和国

人間開発中位グループ
103　モルディブ

103　モンゴル

103　トルクメニスタン

106　サモア

107　パレスチナ

108　インドネシア

109　ボツワナ

110　エジプト

111　パラグアイ

112　ガボン

113　ボリビア

114　モルドバ

115　エルサルバドル

116　ウズベキスタン

117　フィリピン

人間開発指数
（HDI）

不平等調整済み
人間開発指数
（IHDI）

人間不平等
係数

出生時
平均余命
における
不平等

不平等
調整済み
出生時平均
余命指数

教育に
おける
不平等a

不平等
調整済み
教育指数

所得に
おける
不平等a

不平等
調整済み
所得指数 所得不平等

値 値
総合損失

（％）
ランクの

変動b 値 （％） 値 （％） 値 （％） 値
五分位
所得比 パルマ比 ジニ係数

HDIランク
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118　南アフリカ
118　シリア
120　イラク
121　ガイアナ
121　ベトナム
123　カーボヴェルデ
124　ミクロネシア
125　グアテマラ
125　キルギスタン
127　ナミビア
128　東ティモール
129　ホンジュラス
129　モロッコ
131　バヌアツ
132　ニカラグア
133　キリバス
133　タジキスタン
135　インド
136　ブータン
136　カンボジア
138　ガーナ
139　ラオス
140　コンゴ共和国
141　ザンビア
142　バングラデシュ
142　サントメ・プリンシペ
144　赤道ギニア

人間開発低位グループ
145　ネパール
146　パキスタン
147　ケニア
148　スワジランド
149　アンゴラ
150　ミャンマー
151　ルワンダ
152　カメルーン
152　ナイジェリア
154　イエメン
155　マダガスカル
156　ジンバブエ
157　パプアニューギニア
157　ソロモン諸島
159　コモロ
159　タンザニア
161　モーリタニア
162　レソト
163　セネガル
164　ウガンダ
165　ベナン
166　スーダン
166　トーゴ
168　ハイチ
169　アフガニスタン
170　ジブチ
171　コートジボワール
172　ガンビア
173　エチオピア
174　マラウイ
175　リベリア
176　マリ

人間開発指数
（HDI）

不平等調整済み
人間開発指数
（IHDI）

人間不平等
係数

出生時
平均余命
における
不平等

不平等
調整済み
出生時平均
余命指数

教育に
おける
不平等a

不平等
調整済み
教育指数

所得に
おける
不平等a

不平等
調整済み
所得指数 所得不平等

値 値
総合損失
（％）

ランクの
変動b 値 （％） 値 （％） 値 （％） 値

五分位
所得比 パルマ比 ジニ係数

HDIランク
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不平等調整済み人間開発指数（IHDI）

177　ギニアビサウ

178　モザンビーク

179　ギニア

180　ブルンジ

181　ブルキナファソ

182　エリトリア

183　シエラレオネ

184　チャド

185　中央アフリカ

186　コンゴ民主共和国

187　ニジェール

他の国または地域
   　朝鮮民主主義人民共和国

   　マーシャル諸島

   　モナコ

   　ナウル

   　サンマリノ

   　ソマリア

   　南スーダン

   　ツバル

HDIランクごとのグループ
   　人間開発最高位グループ

   　人間開発高位グループ

   　人間開発中位グループ

   　人間開発低位グループ

地域
   　アラブ諸国

   　東アジア・太平洋諸国

   　欧州・中央アジア

   　ラテンアメリカ・カリブ海諸国

   　南アジア

   　サハラ以南アフリカ

後発開発途上国
小島嶼開発途上国
世界

注）
a　不平等を推定するために利用できる調査リスト

は、ウェブサイトhttp://hdr.undp.orgを参照。

b　不平等調整済み人間開発指数（IHDI）が算出され

ている国々に基づいている。

c　データは2013年か、入手できる直近のものによる。

定義）

人間開発指数（HDI）：長寿で健康な生活、知識、人

間らしい生活水準といった人間開発の3つの基本次元

における平均達成度を測る指数。指数の算出方法に

ついてはウェブサイトhttp://hdr.undp.org/のテクニ

カルノート1を参照。

不平等調整済み人間開発指数（IHDI）：人間開発にお

ける3つの基本次元における不平等を考慮した人間開

発指数の値。指数の算出方法についての詳細は、ウ

ェブサイトのhttp://hdr.undp.orgを参照。

総合損失：IHDIとHDIとの差異の割合。

HDIランクからの差異：IHDIとHDIのランクの差異は、

IHDIが算出された国々のためにだけ算出される。

人間不平等係数：人間開発における3つの基本次元に

おける不平等の平均。ウェブサイトhttp://hdr.undp.

orgのテクニカルノート2を参照。

出生時平均余命における不平等：出生時平均余命分

布における不平等は、アトキンソンの不平等指数を

用いた生命表のデータに基づいた。

不平等調整済み出生時平均余命指数：HDIの余命分布

における不平等を調整した平均余命指数で、主なデ

ータ源から参照できる生命表のデータに基づいた。

教育における不平等：就学年数分布における不平等

は、アトキンソンの不平等指数を用いた世帯調査か

ら推計されたデータに基づいた。

不平等調整済み教育指数：就学年数分布における不

平等を調整した教育指数で、主なデータ源から参照

できる世帯調査のデータに基づいた。

所得における不平等：所得分布における不平等は、

アトキンソンの不平等指数を用いた世帯調査から推

計されたデータに基づいた。

不平等調整済み所得指数：所得分布における不平等

を調査した所得指数で、主なデータ源から参照でき

る世帯調査のデータに基づいた。

五分位所得比：国民のもっとも裕福な20％の平均所

得の、もっとも貧しい20％の平均所得に対する比率。

パルマ比：国民総所得（GNI）の総人口に占めるもっ

とも裕福な10％をもっとも貧しい40％で割った比率。

これはパルマの業績によるもので（2011）、彼は、所

得の中間層はほとんどGNIの中間あたりを占めてお

り、残る半分はもっとも裕福な10％ともっとも貧し

い40％に分かれるが、これは国によってまちまちで

ある。

ジニ係数：国内の個人または世帯間の所得（あるい

は消費）分布に関して、完全に平等な分配からの偏

差を示す指数。係数が0が完全なる平等で、100が完

全なる不平等を表す。

主なデータ源）

第1列：UNDESA（2013a）、Barro and Lee（2013）、

UNESCO統計研究所（2013b）、国連統計部（2014）、

世界銀行（2014）and IMF（2014）のデータを基に

HDROが算出。

第2列：テクニカルノート2（ウェブサイトhttp://hdr.

undp.org）の方法論を用い、第7、9および11列の値

の幾何平均として算出。

第3列：第1および第2列のデータを基に算出。

第4列：第2列のデータを基に算出し、さらにIHDIが

算出されている国のため、HDIランクを再度計算し直

した。

第5列：テクニカルノート2（ウェブサイトhttp://hdr.

undp.org）の方法論を用い、第6、8および第10列の

値の算術平均として算出。

第6列：UNDESA（2013a）からの簡易生命表を基に

算出。

第7列：第6列および未調整の出生時平均余命指数を

基に算出。

第8、10列： テ ク ニ カ ル ノ ー ト2（ ウ ェ ブ サ イ ト

http://hdr.undp.org）の方法論を用い、ルクセンブル

ク所得研究のデータベース、Eurostatの欧州所得・生

活状況調査、世界銀行の国際所得分配に関するデー

タベース、国連児童基金（ユニセフ）の複数指標ク

ラスター調査、ICF Macro人口保健調査を基に算出。

第9列：第8列および未調整の教育指数のデータを基

に算出。

第11列：第10列および未調整の所得指数データを基

に算出。

第12、13列： 世 界 銀 行（2013a） の デ ー タ を 基 に

HDROが算出。

第14列：世界銀行2013a.

人間開発指数
（HDI）

不平等調整済み
人間開発指数
（IHDI）

人間不平等
係数

出生時
平均余命
における
不平等

不平等
調整済み
出生時平均
余命指数

教育に
おける
不平等a

不平等
調整済み
教育指数

所得に
おける
不平等a

不平等
調整済み
所得指数 所得不平等

値 値
総合損失

（％）
ランクの

変動b 値 （％） 値 （％） 値 （％） 値
五分位
所得比 パルマ比 ジニ係数

HDIランク
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ジェンダー不平等指数（GII）

人間開発最高位グループ
  1　ノルウェー
  2　オーストラリア
  3　スイス
  4　オランダ
  5　米国
  6　ドイツ
  7　ニュージーランド
  8　カナダ
  9　シンガポール
 10　デンマーク
 11　アイルランド
 12　スウェーデン
 13　アイスランド
 14　英国
 15　香港
 15　韓国
 17　日本
 18　リヒテンシュタイン
 19　イスラエル
 20　フランス
 21　オーストリア
 21　ベルギー
 21　ルクセンブルク
 24　フィンランド
 25　スロベニア
 26　イタリア
 27　スペイン
 28　チェコ
 29　ギリシャ
 30　ブルネイ
 31　カタール
 32　キプロス
 33　エストニア
 34　サウジアラビア
 35　リトアニア
 35　ポーランド
 37　アンドラ
 37　スロバキア
 39　マルタ
 40　アラブ首長国連邦
 41　チリ
 42　ポルトガル
 43　ハンガリー
 44　バーレーン
 44　キューバ
 46　クウェート
 47　クロアチア
 48　ラトビア
 49　アルゼンチン

人間開発高位グループ
 50　ウルグアイ
 51　バハマ
 51　モンテネグロ
 53　ベラルーシ
 54　ルーマニア
 55　リビア
 56　オマーン
 57　ロシア
 58　ブルガリア
 59　バルバドス
 60　パラオ

ジェンダー
不平等指数 妊産婦死亡率 15-19歳の女性出生率

国会における
議席数 少なくとも中等教育を受けた人口 労働力率

25歳以上の割合（％） 15歳以上の割合（％）

値 ランク

出生10万人
当たり死亡率 15-19歳の女性1000人

当りの出生率
女性が占める
割合（％）

HDIランク

女性 男性 女性 男性
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 61　アンティグア・バーブーダ

 62　マレーシア

 63　モーリシャス

 64　トリニダード・トバゴ

 65　レバノン

 65　パナマ

 67　ベネズエラ

 68　コスタリカ

 69　トルコ

 70　カザフスタン

 71　メキシコ

 71　セーシェル

 73　セントクリストファー・ネーヴィス

 73　スリランカ

 75　イラン

 76　アゼルバイジャン

 77　ヨルダン

 77　セルビア

 79　ブラジル

 79　グルジア

 79　グレナダ

 82　ペルー

 83　ウクライナ

 84　ベリーズ

 84　マケドニア（旧ユーゴスラビア）

 86　ボスニア・ヘルツェゴビナ

 87　アルメニア

 88　フィジー

 89　タイ

 90　チュニジア

 91　中国

 91　セントビンセント・グレナディーン

 93　アルジェリア

 93　ドミニカ国

 95　アルバニア

 96　ジャマイカ

 97　セントルシア

 98　コロンビア

 98　エクアドル

100　スリナム

100　トンガ

102　ドミニカ共和国

人間開発中位グループ
103　モルディブ

103　モンゴル

103　トルクメニスタン

106　サモア

107　パレスチナ

108　インドネシア

109　ボツワナ

110　エジプト

111　パラグアイ

112　ガボン

113　ボリビア

114　モルドバ

115　エルサルバドル

116　ウズベキスタン

117　フィリピン

118　南アフリカ

118　シリア

120　イラク

121　ガイアナ

ジェンダー
不平等指数 妊産婦死亡率 15-19歳の女性出生率

国会における
議席数 少なくとも中等教育を受けた人口 労働力率

25歳以上の割合（％） 15歳以上の割合（％）

値 ランク

出生10万人
当たり死亡率 15-19歳の女性1000人

当りの出生率
女性が占める

割合（％）

HDIランク

女性 男性 女性 男性
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121　ベトナム
123　カーボヴェルデ
124　ミクロネシア
125　グアテマラ
125　キルギスタン
127　ナミビア
128　東ティモール
129　ホンジュラス
129　モロッコ
131　バヌアツ
132　ニカラグア
133　キリバス
133　タジキスタン
135　インド
136　ブータン
136　カンボジア
138　ガーナ
139　ラオス
140　コンゴ共和国
141　ザンビア
142　バングラデシュ
142　サントメ・プリンシペ
144　赤道ギニア

人間開発低位グループ
145　ネパール
146　パキスタン
147　ケニア
148　スワジランド
149　アンゴラ
150　ミャンマー
151　ルワンダ
152　カメルーン
152　ナイジェリア
154　イエメン
155　マダガスカル
156　ジンバブエ
157　パプアニューギニア
157　ソロモン諸島
159　コモロ
159　タンザニア
161　モーリタニア
162　レソト
163　セネガル
164　ウガンダ
165　ベナン
166　スーダン
166　トーゴ
168　ハイチ
169　アフガニスタン
170　ジブチ
171　コートジボワール
172　ガンビア
173　エチオピア
174　マラウイ
175　リベリア
176　マリ
177　ギニアビサウ
178　モザンビーク
179　ギニア
180　ブルンジ
181　ブルキナファソ
182　エリトリア

ジェンダー
不平等指数 妊産婦死亡率 15-19歳の女性出生率

国会における
議席数 少なくとも中等教育を受けた人口 労働力率

25歳以上の割合（％） 15歳以上の割合（％）

値 ランク

出生10万人
当たり死亡率 15-19歳の女性1000人

当りの出生率
女性が占める
割合（％）

HDIランク

女性 男性 女性 男性
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ジェンダー不平等指数（GII）

183　シエラレオネ

184　チャド

185　中央アフリカ

186　コンゴ民主共和国

187　ニジェール

他の国または地域
   　朝鮮民主主義人民共和国

   　マーシャル諸島

   　モナコ

   　ナウル

   　サンマリノ

   　ソマリア

   　南スーダン

   　ツバル

HDIランクごとのグループ
   　人間開発最高位グループ

   　人間開発高位グループ

   　人間開発中位グループ

   　人間開発低位グループ

地域
   　アラブ諸国

   　東アジア・太平洋諸国

   　欧州・中央アジア

   　ラテンアメリカ・カリブ海諸国

   　南アジア

   　サハラ以南アフリカ

後発開発途上国
小島嶼開発途上国
世界

注）
a　データは2010-2015年の予測値の年平均とした。

b　データは定められた期間内で入手可能な直近の年

を参照。

c　年齢25–64歳の人々を参照。

d　年齢25–74歳の人々を参照。

e　UNESCO統計研究所からのデータを基にBarro and 

Lee（2013）による2010の推定。

f　ジェンダー不平等指数の算出に際しては、0.1％の

値を用いた。

g　輪番制のように任命された特殊な36人の代表者は

含まない。

h　2012年を参照。

i　定められた年より早いものを参照。

定義）

ジェンダー不平等指数：人間開発の3つの次元である

リプロダクティブ・ヘルス、エンパワーメント、労

働市場における男女間の不平等をはかる合成指数。

詳細と算出の方法については、ウェブサイトhttp://

hdr.undp.orgのテクニカルノート3を参照。

妊産婦死亡率：出生10万人当たりの妊娠に関連して

死亡した人数。

15–19歳の女性の出産率：15-19歳の女性による出産

を、同年齢の女性1000人当たりの数字で表したもの。

国会における議席数：国会における女性が占める議

席の割合は、総議席数に占める割合で表される。二

院制の立法システムの国では、議席の占有は両院に

基づいて算出される。

少なくとも中等教育を受けた人口：25歳以上の人た

ちの中で、少なくとも中等教育（必ずしも修了して

いなくてもよい）を受けた割合。

労働力参加率：就労しているか積極的に求職活動を

行っている労働市場に参加している労働年齢人口（15

歳以上）の割合は、生産年齢人口の割合として表さ

れる。

主なデータ源）

第1列：UN Maternal Mortality Estimation Group

（2013）、UNDESA（2013a）、IPU（2013）、Barro and 

Lee（2013）、UNESCO統計研究所（2013b）、ILO（2013a）

のデータを基にHDROが算出。

第2列：第1列のデータを基に算出。

第3列：UN Maternal Mortality Estimation Group 

2013.

第4列：UNDESA 2013a.

第5列：IPU 2013.

第6、7列：UNESCO統計研究所2013b.

第8、9列：ILO 2013a.

ジェンダー
不平等指数 妊産婦死亡率 15-19歳の女性出生率

国会における
議席数 少なくとも中等教育を受けた人口 労働力率

25歳以上の割合（％） 15歳以上の割合（％）

値 ランク

出生10万人
当たり死亡率 15-19歳の女性1000人

当りの出生率
女性が占める

割合（％）

HDIランク

女性 男性 女性 男性
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ジェンダー開発指数（GDI）

人間開発最高位グループ
  1　ノルウェー
  2　オーストラリア
  3　スイス
  4　オランダ
  5　米国
  6　ドイツ
  7　ニュージーランド
  8　カナダ
  9　シンガポール
 10　デンマーク
 11　アイルランド
 12　スウェーデン
 13　アイスランド
 14　英国
 15　香港
 15　韓国
 17　日本
 18　リヒテンシュタイン
 19　イスラエル
 20　フランス
 21　オーストリア
 21　ベルギー
 21　ルクセンブルク
 24　フィンランド
 25　スロベニア
 26　イタリア
 27　スペイン
 28　チェコ
 29　ギリシャ
 30　ブルネイ
 31　カタール
 32　キプロス
 33　エストニア
 34　サウジアラビア
 35　リトアニア
 35　ポーランド
 37　アンドラ
 37　スロバキア
 39　マルタ
 40　アラブ首長国連邦
 41　チリ
 42　ポルトガル
 43　ハンガリー
 44　バーレーン
 44　キューバ
 46　クウェート
 47　クロアチア
 48　ラトビア
 49　アルゼンチン

人間開発高位グループ
 50　ウルグアイ
 51　バハマ
 51　モンテネグロ
 53　ベラルーシ
 54　ルーマニア
 55　リビア
 56　オマーン
 57　ロシア
 58　ブルガリア
 59　バルバドス
 60　パラオ

ジェンダー開発指数 人間開発指数（HDI） 出生時平均余命 平均就学年数 予測就学年数
推定1人当たり
国民総所得a

男性のHDI
に対する女性
のHDIの比率 ランクb

値 年 年 年 2011ドル建てPPP

女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性

HDIランク
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 61　アンティグア・バーブーダ

 62　マレーシア

 63　モーリシャス

 64　トリニダード・トバゴ

 65　レバノン

 65　パナマ

 67　ベネズエラ

 68　コスタリカ

 69　トルコ

 70　カザフスタン

 71　メキシコ

 71　セーシェル

 73　セントクリストファー・ネーヴィス

 73　スリランカ

 75　イラン

 76　アゼルバイジャン

 77　ヨルダン

 77　セルビア

 79　ブラジル

 79　グルジア

 79　グレナダ

 82　ペルー

 83　ウクライナ

 84　ベリーズ

 84　マケドニア（旧ユーゴスラビア）

 86　ボスニア・ヘルツェゴビナ

 87　アルメニア

 88　フィジー

 89　タイ

 90　チュニジア

 91　中国

 91　セントビンセント・グレナディーン

 93　アルジェリア

 93　ドミニカ国

 95　アルバニア

 96　ジャマイカ

 97　セントルシア

 98　コロンビア

 98　エクアドル

100　スリナム

100　トンガ

102　ドミニカ共和国

人間開発中位グループ
103　モルディブ

103　モンゴル

103　トルクメニスタン

106　サモア

107　パレスチナ

108　インドネシア

109　ボツワナ

110　エジプト

111　パラグアイ

112　ガボン

113　ボリビア

114　モルドバ

115　エルサルバドル

116　ウズベキスタン

117　フィリピン

118　南アフリカ

118　シリア

120　イラク

ジェンダー開発指数 人間開発指数（HDI） 出生時平均余命 平均就学年数 予測就学年数
推定1人当たり
国民総所得a

男性のHDI
に対する女性
のHDIの比率 ランクb

値 年 年 年 2011ドル建てPPP

女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性

HDIランク
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121　ガイアナ
121　ベトナム
123　カーボヴェルデ
124　ミクロネシア
125　グアテマラ
125　キルギスタン
127　ナミビア
128　東ティモール
129　ホンジュラス
129　モロッコ
131　バヌアツ
132　ニカラグア
133　キリバス
133　タジキスタン
135　インド
136　ブータン
136　カンボジア
138　ガーナ
139　ラオス
140　コンゴ共和国
141　ザンビア
142　バングラデシュ
142　サントメ・プリンシペ
144　赤道ギニア

人間開発低位グループ
145　ネパール
146　パキスタン
147　ケニア
148　スワジランド
149　アンゴラ
150　ミャンマー
151　ルワンダ
152　カメルーン
152　ナイジェリア
154　イエメン
155　マダガスカル
156　ジンバブエ
157　パプアニューギニア
157　ソロモン諸島
159　コモロ
159　タンザニア
161　モーリタニア
162　レソト
163　セネガル
164　ウガンダ
165　ベナン
166　スーダン
166　トーゴ
168　ハイチ
169　アフガニスタン
170　ジブチ
171　コートジボワール
172　ガンビア
173　エチオピア
174　マラウイ
175　リベリア
176　マリ
177　ギニアビサウ
178　モザンビーク
179　ギニア

ジェンダー開発指数 人間開発指数（HDI） 出生時平均余命 平均就学年数 予測就学年数
推定1人当たり
国民総所得a

男性のHDI
に対する女性
のHDIの比率 ランクb

値 年 年 年 2011ドル建てPPP

女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性

HDIランク
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ジェンダー開発指数（GDI）

180　ブルンジ

181　ブルキナファソ

182　エリトリア

183　シエラレオネ

184　チャド

185　中央アフリカ

186　コンゴ民主共和国

187　ニジェール

他の国または地域
   　朝鮮民主主義人民共和国

   　マーシャル諸島

   　モナコ

   　ナウル

   　サンマリノ

   　ソマリア

   　南スーダン

   　ツバル

HDIランクごとのグループ
   　人間開発最高位グループ

   　人間開発高位グループ

   　人間開発中位グループ

   　人間開発低位グループ

地域
   　アラブ諸国

   　東アジア・太平洋諸国

   　欧州・中央アジア

   　ラテンアメリカ・カリブ海諸国

   　南アジア

   　サハラ以南アフリカ

後発開発途上国
小島嶼開発途上国
世界

注）
a　集計されていない所得データは使用できないの

で、データはおおざっぱな推計である。方法論に関

する詳細は、定義とウェブサイトhttp://hdr.undp.org

を参照。

b　国々はHDI値におけるジェンダー格差からの絶対

偏差によってランク付けされる。

c　データは定められた期間内で入手可能な直近の年

を参照。

d　UNESCO統 計 研 究 所（2013b） お よ びBarro and 

Lee（2013）の方法論による教育達成に関するデータ

に基づきHDROがアップデートした。

e　シンガポール教育省による算出。

f　男性にとってのHDI算出のため、推計された勤労

所得の上限は75,000ドルとした。

g　UNESCO統計研究所（2011）に基づいた。

h　予測就学年数はUNESCO統計研究所（2013a）に

基づいた。

i　UNESCO統計研究所（2013a）の教育達成の分布の

推計に基づいた。

j　複数指標クラスター調査による最新のデータに基

づきHDROが算出。

k　サモア統計局（日付不明）からの2011年の国勢調

査のデータを基にHDROが算出。

l　国の最新の人口保健調査のデータに基づきHDRO

が推計。

定義）

ジェンンダー開発指数：3つの次元である保健、教育、

そして生活水準における女性と男性の間での人間開

発達成における格差を反映する複合指標。指標の算

出に関する詳細は、ウェブサイトhttp://hdr.undp.org

を参照。

男性のHDIに対する女性のHDIの比率：男性のHDI値

に対する女性の対比。

人間開発指数（HDI）：長寿で健康な生活、知識、人

間らしい生活水準といった人間開発の3つの基本次元

における平均達成度を測る指数。指数の算出方法に

ついてはウェブサイトhttp://hdr.undp.org/のテクニ

カルノート1を参照。

出生時平均余命：出生時における年齢別死亡率のパ

ターンが終生にわたって続くものとして、新生児に

見込まれうる余命年数。

平均就学年数：25歳以上の人々が受けた学校教育の

平均年数で、各教育レベル習得に使われる公式な期

間を使って変換される。

予測就学年数：入学時の年齢別就学率のパターンが

生涯を通じて続くものとして、入学年齢にある子ど

もに見込まれうる就学年数。

推定1人当たり国民総所得（GNI）：男性の賃金に対す

る女性の賃金の比率、経済活動人口における男女の

割合、2011年のpppで表すGNIから算出。詳細はウェ

ブサイトhttp://hdr.undp.org/のテクニカルノート4を

参照。

主なデータ源）

第1、2列：第3、4列のデータを基に算出。

第3、4列：UNDESA（2013a）、Barro and Lee（2013）、

国連統計部（2014）、UNESCO統計研究所（2013b）、

世界銀行（2014）およびILO（2014）からのデータを

基にHDROが算出。

第5、6列：UNDESA 2013a.

第7、8列：Barro and Lee（2013）、UNESCO統計研究

所（2013b）、およびBarro and Lee（2013）の方法論

とUNESCO統計研究所（2013b）の教育達成に関する

データを基にHDROが推計。

第9、10列：UNESCO統計研究所2013.

第11、12列：ILO（2013a）、UNDESA（2013a） お よ

び世界銀行（2014）からのデータを基にHDROが算出。

ジェンダー開発指数 人間開発指数（HDI） 出生時平均余命 平均就学年数 予測就学年数
推定1人当たり
国民総所得a

男性のHDI
に対する女性
のHDIの比率 ランクb

値 年 年 年 2011ドル建てPPP

女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性

HDIランク
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多次元貧困指数（MPI）

アフガニスタン

アルバニア

アルゼンチン

アルメニア

アゼルバイジャン

バングラデシュ

ベラルーシ

ベリーズ

ベナン

ブータン

ボリビア

ボスニア・ヘルツェゴビナ

ブラジル

ブルキナファソ

ブルンジ

カンボジア

カメルーン

中央アフリカ

中国

コロンビア

コンゴ共和国

コンゴ民主共和国

コートジボワール

ジブチ

ドミニカ共和国

エジプト

エチオピア

ガボン

ガンビア

グルジア

ガーナ

ギニア

ギニアビサウ

ガイアナ

ハイチ

ホンジュラス

インド

インドネシア

イラク

ヨルダン

カザフスタン

ケニア

キルギス

ラオス

レソト

リベリア

マダガスカル

マラウイ

モルディブ

マリ

モーリタニア

メキシコ

モルドバ

モンゴル

モンテネグロ

モザンビーク

ナミビア

ネパール

ニカラグア

ニジェール

ナイジェリア

多次元貧困指数b

改訂された仕様c 2010年仕様d
多次元貧困状況にある

人口e

指標 人数 指標 人数 人数 剥奪強度
多次元貧困
に近い人口e

厳しい貧困
にある人口e

全体的な貧困への
剥奪の関与

（％）

（％）

所得貧困ライン
以下の人口

1日のPPPが
1.25ドル

国内貧困
ライン

年/調査a 値 ％ 値 ％ 単位：1000 ％ ％ ％ 教育 保健 生活水準

200 人間開発報告書2014

パキスタン

パレスチナ占領地域

ペルー

フィリピン

ルワンダ

サントメ・プリンシペ

セネガル

セルビア

シエラレオネ

ソマリア

南アフリカ

スリナム

スワジランド

シリア

タジキスタン

タンザニア

タイ

マケドニア（旧ユーゴスラビア）

東ティモール

トーゴ

トリニダード・トバゴ

チュニジア

ウガンダ

ウクライナ

ウズベキスタン

バヌアツ

ベトナム

イエメン

ザンビア

ジンバブエ

注）
a　Dは人口保健調査からのデータ、Mは複合指標ク

ラスター調査からのデータ、Nは全国調査からのデー

タを指す。（全国調査の一覧はウェブサイトhttp://

hdr.undp.orgを参照）。

b　すべての指標がすべての国で利用可能という訳で

はない。したがって国をまたいでの比較には注意が

必要となる。また、データが欠落している場合には、

指標は調整してトータルで100％にした。

c　改訂された仕様は、2010年仕様に比べ、いくつか

の指標において剥奪のやや修正された定義によった。

詳細はウェブサイトhttp://hdr.undp.orgのテクニカル

ノート5を参照。

d　2010年仕様のものはAlkire and Santos（2010）の

方法論を基にした。

e　改訂された仕様はウェブサイトhttp://hdr.undp.

orgのテクニカルノート5に基づいた。

f　データは定められた期間内で入手可能な直近の年

を参照。

g　栄養摂取に関する欠けている指標。

h　その国の都市部のみを参照。

i　電気に関する欠けた指標。

j　乳幼児死亡率に関する欠けている指標。

k　部屋の間取りに関する欠けた指標。

l　国の一部（9つの地方）だけを参照。

m　調理用燃料の欠けている指標。

n　就学に関する欠けている指標。

定義）

多次元貧困指数（MPI）：欠乏の強度を考慮した多次

元貧困にある人口の割合。多次元貧困指数の算出に

関する詳細はウェブサイトhttp://hdr.undp.orgのテク

ニカルノート5を参照。

多次元貧困状況にある人数：少なくとも33％の剥奪

のスコアをつけられた人口の割合。

多次元貧困の剥奪強度：多次元貧困の状態にある人

たちによって体験された剥奪の平均割合。

多次元貧困に近い人口：剥奪の数値が20–33％であ

る、多次元剥奪に苦しめられる危険性のある人口の

割合。

厳しい貧困にある人口：剥奪の数値が50％以上であ

る、多次元貧困にある人口の割合。

全体的な貧困への剥奪の関与：各次元における剥奪

に起因する多次元貧困指数の割合。

1日のPPPが1.25ドル以下の人口：1日のPPPが1.25ド

ルという国際的な貧困ライン以下で生活する人の割

合。

経済的貧困ライン以下の人口：各国の貧困に関する

権威が妥当と考えた、国の貧困ライン以下で生活し

ている人たちの割合。国の推計は世帯調査から推計

する人口加重下位集団を基にした。

主なデータ源）

第1列：ICFマクロ人口保健調査、INICEFの多重指標ク

ラスター調査、および2005年から2012年に行われた

いくつかの全国家計調査から算出。

第2、3列および第6–12列：ウェブサイトhttp://hdr.

undp.orgで利用できるテクニカルノート5に記述され

ている修正方法論を用いて、第1列であげたさまざま

な家庭調査から、教育、保健、生活水準に関する剥

奪を基にHDROが算出。

第4、5列：Alkire, Conconi and Seth 2014.

第13、14列：世界銀行2013a.

多次元貧困指数b

改訂された仕様c 2010年仕様d
多次元貧困状況にある

人口e

指標 人数 指標 人数 人数 剥奪強度
多次元貧困
に近い人口e

厳しい貧困
にある人口e

全体的な貧困への
剥奪の関与

（％）

（％）

所得貧困ライン
以下の人口

1日のPPPが
1.25ドル

国内貧困
ライン

年/調査a 値 ％ 値 ％ 単位：1000 ％ ％ ％ 教育 保健 生活水準
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多次元貧困指数（MPI）：特定の国の経時的な変化

バングラデシュ

バングラデシュ

ベリーズ

ベリーズ

ボスニア・ヘルツェゴビナ

ボスニア・ヘルツェゴビナ

ブラジル

ブラジル

ブルキナファソ

ブルキナファソ

ブルンジ

ブルンジ

カンボジア

カンボジア

カメルーン

カメルーン

中央アフリカ

中央アフリカ

コンゴ共和国

コンゴ共和国

コートジボワール

コートジボワール

ガーナ

ガーナ

ガイアナ

ガイアナ

ハイチ

ハイチ

ホンジュラス

ホンジュラス

インドネシア

インドネシア

イラク

イラク

カザフスタン

カザフスタン

ラオス

ラオス

メキシコ

メキシコ

モザンビーク

モザンビーク

ネパール

ネパール

ニカラグア

ニカラグア

ニジェール

ニジェール

ナイジェリア

ナイジェリア

パキスタン

パキスタン

ペルー

ペルー

ペルー

ペルー

ルワンダ

ルワンダ

セネガル

セネガル

セルビア

セルビア

シエラレオネ

多次元貧困状況にある人口c 全体的な貧困への剥奪の関与

多次元貧困指数b 人数 剥奪強度 （％）
多次元貧困
に近い人口e

厳しい貧困
にある人口e

年/調査a 値 ％ 単位：1000 ％ ％ ％ 教育 保健 生活水準
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シエラレオネ

南アフリカ

南アフリカ

スリナム

スリナム

タジキスタン

タジキスタン

マケドニア（旧ユーゴスラビア）

マケドニア（旧ユーゴスラビア）

トーゴ

トーゴ

ウガンダ

ウガンダ

ジンバブエ

ジンバブエ

注）
a　Dは人口保健調査からのデータ、Mは複合指標ク

ラスター調査からのデータ、Nは全国調査からのデー

タを指す。（全国調査の一覧はウェブサイトhttp://

hdr.undp.orgを参照）。

b　すべての指標がすべての国で利用可能という訳で

はない。したがって国をまたいでの比較には注意が

必要となる。また、データが欠落している場合には、

指標は調整してトータルで100％にした。

c　改訂された仕様は、2010年仕様に比べ、いくつか

の指標において剥奪のやや修正された定義によった。

詳細はウェブサイトhttp://hdr.undp.orgのテクニカル

ノート5を参照。

d　乳幼児死亡率に関する欠けている指標。

e　栄養摂取に関する欠けている指標。

f　部屋の間取りに関する欠けた指標。

g　調理用燃料の欠けている指標。

h　電気に関する欠けた指標。

定義）

多次元貧困指数（MPI）：欠乏の強度を考慮した多次

元貧困にある人口の割合。多次元貧困指数の算出に

関する詳細はウェブサイトhttp://hdr.undp.orgのテク

ニカルノート5を参照。

多次元貧困状況にある人数：少なくとも33％の剥奪

のスコアをつけられた人口。

多次元貧困の剥奪強度：多次元貧困の状態にある人

たちによって体験された剥奪の平均割合。

多次元貧困に近い人口：剥奪の数値が20–33％であ

る、多次元剥奪に苦しめられる危険性のある人口の

割合。

厳しい貧困にある人口：剥奪の数値が50％以上であ

る、多次元貧困にある人口の割合。

全体的な貧困への剥奪の関与：各次元における剥奪

に起因する多次元貧困指数の割合。

経済的貧困ライン以下の人口：各国の貧困に関する

権威が妥当と考えた、国の貧困ライン以下で生活し

ている人たちの割合。国の推計は世帯調査から推計

する人口加重下位集団を基にした。

主なデータ源）

第1、2列：ICFマクロ人口保健調査、INICEFの多重指

標クラスター調査、および2005年から2012年に行わ

れたいくつかの全国家計調査から算出。

第3–10列：ウェブサイトhttp://hdr.undp.orgで利用

できるテクニカルノート5に記述されている修正方法

論を用いて、第1列であげたさまざまな家庭調査から、

教育、保健、生活水準に関する剥奪を基にHDROが算

出。

多次元貧困状況にある人口c 全体的な貧困への剥奪の関与

多次元貧困指数b 人数 剥奪強度 （％）
多次元貧困
に近い人口e

厳しい貧困
にある人口e

年/調査a 値 ％ 単位：1000 ％ ％ ％ 教育 保健 生活水準
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保健：子どもと青年

人間開発最高位グループ
  1　ノルウェー
  2　オーストラリア
  3　スイス
  4　オランダ
  5　米国
  6　ドイツ
  7　ニュージーランド
  8　カナダ
  9　シンガポール
 10　デンマーク
 11　アイルランド
 12　スウェーデン
 13　アイスランド
 14　英国
 15　香港
 15　韓国
 17　日本
 18　リヒテンシュタイン
 19　イスラエル
 20　フランス
 21　オーストリア
 21　ベルギー
 21　ルクセンブルク
 24　フィンランド
 25　スロベニア
 26　イタリア
 27　スペイン
 28　チェコ
 29　ギリシャ
 30　ブルネイ
 31　カタール
 32　キプロス
 33　エストニア
 34　サウジアラビア
 35　リトアニア
 35　ポーランド
 37　アンドラ
 37　スロバキア
 39　マルタ
 40　アラブ首長国連邦
 41　チリ
 42　ポルトガル
 43　ハンガリー
 44　バーレーン
 44　キューバ
 46　クウェート
 47　クロアチア
 48　ラトビア
 49　アルゼンチン

人間開発高位グループ
 50　ウルグアイ
 51　バハマ
 51　モンテネグロ
 53　ベラルーシ
 54　ルーマニア
 55　リビア
 56　オマーン

HDIランク

母乳で
育てられた
乳幼児

3種混合ワクチン
を接種していない

児童 死亡率
産前ケア
実施率 栄養失調の子ども

HIV感染率

HIV予防率

5歳児以下に占める割合（%） 15-24歳に占める割合（%） 15-24歳に占める割合（%）

若者
0-14歳の
子ども

複数のパートナーと
つき合う若者の
コンドーム使用

母子感染を
防ぐ治療を
受けていない
HIVに感染
している妊婦a1歳に占める割合（%）出生児1000人当たり

月齢
0-5か月の
割合（％） DTP 麻疹 幼児 5歳以下

生児出生の
割合（％）

発育不全
（中程度ある
いは深刻な）

過体重
（中程度ある
いは深刻な）（千単位） 女性 男性 女性 男性 （％）
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 57　ロシア

 58　ブルガリア

 59　バルバドス

 60　パラオ

 61　アンティグア・バーブーダ

 62　マレーシア

 63　モーリシャス

 64　トリニダード・トバゴ

 65　レバノン

 65　パナマ

 67　ベネズエラ

 68　コスタリカ

 69　トルコ

 70　カザフスタン

 71　メキシコ

 71　セーシェル

 73　セントクリストファー・ネーヴィス

 73　スリランカ

 75　イラン

 76　アゼルバイジャン

 77　ヨルダン

 77　セルビア

 79　ブラジル

 79　グルジア

 79　グレナダ

 82　ペルー

 83　ウクライナ

 84　ベリーズ

 84　マケドニア（旧ユーゴスラビア）

 86　ボスニア・ヘルツェゴビナ

 87　アルメニア

 88　フィジー

 89　タイ

 90　チュニジア

 91　中国

 91　セントビンセント・グレナディーン

 93　アルジェリア

 93　ドミニカ国

 95　アルバニア

 96　ジャマイカ

 97　セントルシア

 98　コロンビア

 98　エクアドル

100　スリナム

100　トンガ

102　ドミニカ共和国

人間開発中位グループ
103　モルディブ

103　モンゴル

103　トルクメニスタン

106　サモア

107　パレスチナ

108　インドネシア

109　ボツワナ

110　エジプト

111　パラグアイ

112　ガボン

113　ボリビア

HDIランク

母乳で
育てられた
乳幼児

3種混合ワクチン
を接種していない

児童 死亡率
産前ケア
実施率 栄養失調の子ども

HIV感染率

HIV予防率

5歳児以下に占める割合（%） 15-24歳に占める割合（%） 15-24歳に占める割合（%）

若者
0-14歳の

子ども

複数のパートナーと
つき合う若者の
コンドーム使用

母子感染を
防ぐ治療を

受けていない
HIVに感染

している妊婦a1歳に占める割合（%）出生児1000人当たり

月齢
0-5か月の
割合（％） DTP 麻疹 幼児 5歳以下

生児出生の
割合（％）

発育不全
（中程度ある

いは深刻な）

過体重
（中程度ある

いは深刻な）（千単位） 女性 男性 女性 男性 （％）
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114　モルドバ
115　エルサルバドル
116　ウズベキスタン
117　フィリピン
118　南アフリカ
118　シリア
120　イラク
121　ガイアナ
121　ベトナム
123　カーボヴェルデ
124　ミクロネシア
125　グアテマラ
125　キルギスタン
127　ナミビア
128　東ティモール
129　ホンジュラス
129　モロッコ
131　バヌアツ
132　ニカラグア
133　キリバス
133　タジキスタン
135　インド
136　ブータン
136　カンボジア
138　ガーナ
139　ラオス
140　コンゴ共和国
141　ザンビア
142　バングラデシュ
142　サントメ・プリンシペ
144　赤道ギニア

人間開発低位グループ
145　ネパール
146　パキスタン
147　ケニア
148　スワジランド
149　アンゴラ
150　ミャンマー
151　ルワンダ
152　カメルーン
152　ナイジェリア
154　イエメン
155　マダガスカル
156　ジンバブエ
157　パプアニューギニア
157　ソロモン諸島
159　コモロ
159　タンザニア
161　モーリタニア
162　レソト
163　セネガル
164　ウガンダ
165　ベナン
166　スーダン
166　トーゴ
168　ハイチ
169　アフガニスタン
170　ジブチ

HDIランク

母乳で
育てられた
乳幼児

3種混合ワクチン
を接種していない

児童 死亡率
産前ケア
実施率 栄養失調の子ども

HIV感染率

HIV予防率

5歳児以下に占める割合（%） 15-24歳に占める割合（%） 15-24歳に占める割合（%）

若者
0-14歳の
子ども

複数のパートナーと
つき合う若者の
コンドーム使用

母子感染を
防ぐ治療を
受けていない
HIVに感染
している妊婦a1歳に占める割合（%）出生児1000人当たり

月齢
0-5か月の
割合（％） DTP 麻疹 幼児 5歳以下

生児出生の
割合（％）

発育不全
（中程度ある
いは深刻な）

過体重
（中程度ある
いは深刻な）（千単位） 女性 男性 女性 男性 （％）

206 人間開発報告書2014

保健：子どもと青年

171　コートジボワール

172　ガンビア

173　エチオピア

174　マラウイ

175　リベリア

176　マリ

177　ギニアビサウ

178　モザンビーク

179　ギニア

180　ブルンジ

181　ブルキナファソ

182　エリトリア

183　シエラレオネ

184　チャド

185　中央アフリカ

186　コンゴ民主共和国

187　ニジェール

他の国または地域
   　朝鮮民主主義人民共和国

   　マーシャル諸島

   　モナコ

   　ナウル

   　サンマリノ

   　ソマリア

   　南スーダン

   　ツバル

HDIランクごとのグループ
   　人間開発最高位グループ

   　人間開発高位グループ

   　人間開発中位グループ

   　人間開発低位グループ

地域
   　アラブ諸国

   　東アジア・太平洋諸国

   　欧州・中央アジア

   　ラテンアメリカ・カリブ海諸国

   　南アジア

   　サハラ以南アフリカ

後発開発途上国
小島嶼開発途上国
世界

注）
a　見積もりには上限がある。

b　データは定められた期間内で入手可能な直近の年

を参照。

c　定められた年より早いものを参照。

d　5あるいはそれ以下。

e　0.1あるいはそれ以下。

f　小さな分母を基にした（加重しない場合は通常は

25–49）。

g　99あるいはそれ以上。

定義）

母乳で育てられた乳幼児：調査に先立つ24時間以内

に母乳だけを与えられた月齢0-5か月の乳幼児の割合。

3種混合ワクチン（DPT）の接種を受けなかった乳幼

児：ジフテリア・百日咳・破傷風の3種混合ワクチン

の初回接種を受けていないで育った乳幼児の割合。

麻疹に対する免疫のない乳幼児：麻疹ワクチンの初

回接種を受けていないで育った乳幼児の割合。

乳幼児死亡率：出生から1歳までの間に亡なる確率

で、出生児1000人に対する数で表す。

5歳未満児の死亡率：出生から5歳までの間に亡なる

確率で、出生児1000人に対する数で表す。

産前ケア実施率：生児出産の割合として、妊娠中に

少なくとも1度は妊娠に関して、熟練した医療従事者

が提供する産前ケアを利用したことのある女性の割

合。

発育不全の子ども：世界保健機構（WHO）の子ども

の成長基準の年齢に対する身長の中央値を下回る標

準偏差が2つ以上ある月齢0-59か月の子どもの割合。

過体重児：世界保健機構（WHO）の子どもの成長基

準の身長に対する体重が中央値を上回る標準偏差が2

つ以上ある月齢0-59か月の子どもの割合。

HIVと共に生きる子ども：HIVと共に生きる子ども

（0-14歳）の推定数。

HIV感染率（青年）：HIVと共に生きる青年（15-24歳）

の割合。

複数のパートナーとつき合う若者のコンドームの使

用：過去12か月間に複数の性的パートナーがいたと

報告し、直前のセックスでコンドームを使用した、

若者（15-24歳）の割合で、複数のパートナーのいる

すべての若者に占める割合として表わす。

母子感染を防ぐ治療を受けていないHIVに感染してい

る妊婦：母子感染を防ぐために抗レトロウイルス薬

を受けていないHIVに感染している妊婦の割合で、

HIVに感染しているすべての妊婦に占める割合として

表わす。

主なデータ源）

第1、6–13列：UNICEF 2014。

第2、3列：UNICEF（2014） か ら の デ ー タ を 基 に

HDROが算出。

第4、5列：機関間乳幼児死亡率評価グループ2013に

よる。

第14列：WHO 2013a。

HDIランク

母乳で
育てられた
乳幼児

3種混合ワクチン
を接種していない

児童 死亡率
産前ケア
実施率 栄養失調の子ども

HIV感染率

HIV予防率

5歳児以下に占める割合（%） 15-24歳に占める割合（%） 15-24歳に占める割合（%）

若者
0-14歳の

子ども

複数のパートナーと
つき合う若者の
コンドーム使用

母子感染を
防ぐ治療を

受けていない
HIVに感染

している妊婦a1歳に占める割合（%）出生児1000人当たり

月齢
0-5か月の
割合（％） DTP 麻疹 幼児 5歳以下

生児出生の
割合（％）

発育不全
（中程度ある

いは深刻な）

過体重
（中程度ある

いは深刻な）（千単位） 女性 男性 女性 男性 （％）
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成人の保健と医療費

人間開発最高位グループ
  1　ノルウェー
  2　オーストラリア
  3　スイス
  4　オランダ
  5　米国
  6　ドイツ
  7　ニュージーランド
  8　カナダ
  9　シンガポール
 10　デンマーク
 11　アイルランド
 12　スウェーデン
 13　アイスランド
 14　英国
 15　香港
 15　韓国
 17　日本
 18　リヒテンシュタイン
 19　イスラエル
 20　フランス
 21　オーストリア
 21　ベルギー
 21　ルクセンブルク
 24　フィンランド
 25　スロベニア
 26　イタリア
 27　スペイン
 28　チェコ
 29　ギリシャ
 30　ブルネイ
 31　カタール
 32　キプロス
 33　エストニア
 34　サウジアラビア
 35　リトアニア
 35　ポーランド
 37　アンドラ
 37　スロバキア
 39　マルタ
 40　アラブ首長国連邦
 41　チリ
 42　ポルトガル
 43　ハンガリー
 44　バーレーン
 44　キューバ
 46　クウェート
 47　クロアチア
 48　ラトビア
 49　アルゼンチン

人間開発高位グループ
 50　ウルグアイ
 51　バハマ
 51　モンテネグロ
 53　ベラルーシ
 54　ルーマニア
 55　リビア
 56　オマーン
 57　ロシア

成人の死亡率 年齢調整死亡率

1000人当たり 10万人当たり 60歳での 健康調整 医師 総計 自己負担

HDIランク

成人の
年齢調整
肥満率

成人の
HIV
感染率

平均余命 医療費

年

女性 男性
アルコール
使用による

薬物使用
による

20歳以上に
占める割合
（％）

15-49歳に
占める割合
（％） 年 1万人当たり

GDPに
占める
割合（％）

保健医療支
出の割合
（％）女性 男性
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 58　ブルガリア

 59　バルバドス

 60　パラオ

 61　アンティグア・バーブーダ

 62　マレーシア

 63　モーリシャス

 64　トリニダード・トバゴ

 65　レバノン

 65　パナマ

 67　ベネズエラ

 68　コスタリカ

 69　トルコ

 70　カザフスタン

 71　メキシコ

 71　セーシェル

 73　セントクリストファー・ネーヴィス

 73　スリランカ

 75　イラン

 76　アゼルバイジャン

 77　ヨルダン

 77　セルビア

 79　ブラジル

 79　グルジア

 79　グレナダ

 82　ペルー

 83　ウクライナ

 84　ベリーズ

 84　マケドニア（旧ユーゴスラビア）

 86　ボスニア・ヘルツェゴビナ

 87　アルメニア

 88　フィジー

 89　タイ

 90　チュニジア

 91　中国

 91　セントビンセント・グレナディーン

 93　アルジェリア

 93　ドミニカ国

 95　アルバニア

 96　ジャマイカ

 97　セントルシア

 98　コロンビア

 98　エクアドル

100　スリナム

100　トンガ

102　ドミニカ共和国

人間開発中位グループ
103　モルディブ

103　モンゴル

103　トルクメニスタン

106　サモア

107　パレスチナ

108　インドネシア

109　ボツワナ

110　エジプト

111　パラグアイ

112　ガボン

113　ボリビア

114　モルドバ

115　エルサルバドル

成人の死亡率 年齢調整死亡率

1000人当たり 10万人当たり 60歳での 健康調整 医師 総計 自己負担

HDIランク

成人の
年齢調整
肥満率

成人の
HIV
感染率

平均余命 医療費

年

女性 男性
アルコール
使用による

薬物使用
による

20歳以上に
占める割合

（％）

15-49歳に
占める割合

（％） 年 1万人当たり

GDPに
占める

割合（％）

保健医療支
出の割合

（％）女性 男性
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116　ウズベキスタン
117　フィリピン
118　南アフリカ
118　シリア
120　イラク
121　ガイアナ
121　ベトナム
123　カーボヴェルデ
124　ミクロネシア
125　グアテマラ
125　キルギスタン
127　ナミビア
128　東ティモール
129　ホンジュラス
129　モロッコ
131　バヌアツ
132　ニカラグア
133　キリバス
133　タジキスタン
135　インド
136　ブータン
136　カンボジア
138　ガーナ
139　ラオス
140　コンゴ共和国
141　ザンビア
142　バングラデシュ
142　サントメ・プリンシペ
144　赤道ギニア

人間開発低位グループ
145　ネパール
146　パキスタン
147　ケニア
148　スワジランド
149　アンゴラ
150　ミャンマー
151　ルワンダ
152　カメルーン
152　ナイジェリア
154　イエメン
155　マダガスカル
156　ジンバブエ
157　パプアニューギニア
157　ソロモン諸島
159　コモロ
159　タンザニア
161　モーリタニア
162　レソト
163　セネガル
164　ウガンダ
165　ベナン
166　スーダン
166　トーゴ
168　ハイチ
169　アフガニスタン
170　ジブチ
171　コートジボワール
172　ガンビア
173　エチオピア

成人の死亡率 年齢調整死亡率

1000人当たり 10万人当たり 60歳での 健康調整 医師 総計 自己負担

HDIランク

成人の
年齢調整
肥満率

成人の
HIV
感染率

平均余命 医療費

年

女性 男性
アルコール
使用による

薬物使用
による

20歳以上に
占める割合
（％）

15-49歳に
占める割合
（％） 年 1万人当たり

GDPに
占める
割合（％）

保健医療支
出の割合
（％）女性 男性

210 人間開発報告書2014

成人の保健と医療費

174　マラウイ

175　リベリア

176　マリ

177　ギニアビサウ

178　モザンビーク

179　ギニア

180　ブルンジ

181　ブルキナファソ

182　エリトリア

183　シエラレオネ

184　チャド

185　中央アフリカ

186　コンゴ民主共和国

187　ニジェール

他の国または地域
   　朝鮮民主主義人民共和国

   　マーシャル諸島

   　モナコ

   　ナウル

   　サンマリノ

   　ソマリア

   　南スーダン

   　ツバル

HDIランクごとのグループ
   　人間開発最高位グループ

   　人間開発高位グループ

   　人間開発中位グループ

   　人間開発低位グループ

地域
   　アラブ諸国

   　東アジア・太平洋諸国

   　欧州・中央アジア

   　ラテンアメリカ・カリブ海諸国

   　南アジア

   　サハラ以南アフリカ

後発開発途上国
小島嶼開発途上国
世界

成人の死亡率 年齢調整死亡率

1000人当たり 10万人当たり 60歳での 健康調整 医師 総計 自己負担

HDIランク

成人の
年齢調整
肥満率

成人の
HIV
感染率

平均余命 医療費

年

女性 男性
アルコール
使用による

薬物使用
による

20歳以上に
占める割合

（％）

15-49歳に
占める割合

（％） 年 1万人当たり

GDPに
占める

割合（％）

保健医療支
出の割合

（％）女性 男性

注）
a　データは2010-2015にわたっての算出値の年平均。

b　データは定められた期間内で入手可能な直近の年

を参照。

c　0.1あるいはそれ以下。

定義）

成人の死亡率：15歳の人が60歳になるまでに死亡す

る確率は、1000人あたりの数字で表わす。

アルコール使用による年齢調整死亡率：10万人当た

りのアルコール使用による年齢別死亡率の加重平均

で、ここでのウェイト（重さ）は、WHOの標準人口

の当該年齢層における割合。

薬物使用による年齢調整死亡率：10万人当たりの薬

物使用による年齢別死亡率の加重平均で、ここでの

ウェイト（重さ）は、WHOの標準人口の当該年齢層

における割合。

成人の年齢調整肥満率：20歳以上の成人の間での年

齢別肥満率の加重平均（肥満は体表1平方メートル当

たり30kgの肥満度指数を有するものと定義）は、20

歳以上の総人口に占める割合として表される。

成人のHIV感染率：HIVに感染した15-49歳の人たちの

割合。

60歳の平均余命：年齢別死亡率の実勢パターンが生

涯にわたって変わらないとすれば、60歳の人が生き

続けられると期待できる追加年数。

健康調整平均余命：これまでに病気や怪我などによ

り完全な健康で生きられなかった年数を考慮に入れ、

人が完全な健康体で生きることが想定される平均的

な年数。

1万人当たりの医師の数：1万人当たりの専門医およ

び一般医を含む医師の数。

総計保健医療支出：政府予算（中央でも地方でも）、

外部借入と贈与（国際機関および民間組織からの寄

付を含む）、さらに社会的または強制的な健康保険資

金で、GDPに占める割合で表す。

自己負担医療費：家計から公的および民間のヘルス

ケアサービスへの直接的支払い、払い戻しができな

い費用の分担、このようなサービスのための免責金

額、自己負担、そして料金などの支払いで、保健医

療支出総計に占める割合として表される。

主なデータ源）

第1–6列および第10列：WHO 2013a.

第7列：UNDESA 2013a.

第8、9列：Salomon and others 2012.

第11列：世界銀行2013a.

第12列：WHO 2013b.
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教育

人間開発最高位グループ
  1　ノルウェー
  2　オーストラリア
  3　スイス
  4　オランダ
  5　米国
  6　ドイツ
  7　ニュージーランド
  8　カナダ
  9　シンガポール
 10　デンマーク
 11　アイルランド
 12　スウェーデン
 13　アイスランド
 14　英国
 15　香港
 15　韓国
 17　日本
 18　リヒテンシュタイン
 19　イスラエル
 20　フランス
 21　オーストリア
 21　ベルギー
 21　ルクセンブルク
 24　フィンランド
 25　スロベニア
 26　イタリア
 27　スペイン
 28　チェコ
 29　ギリシャ
 30　ブルネイ
 31　カタール
 32　キプロス
 33　エストニア
 34　サウジアラビア
 35　リトアニア
 35　ポーランド
 37　アンドラ
 37　スロバキア
 39　マルタ
 40　アラブ首長国連邦
 41　チリ
 42　ポルトガル
 43　ハンガリー
 44　バーレーン
 44　キューバ
 46　クウェート
 47　クロアチア
 48　ラトビア
 49　アルゼンチン

人間開発高位グループ
 50　ウルグアイ
 51　バハマ
 51　モンテネグロ
 53　ベラルーシ
 54　ルーマニア
 55　リビア
 56　オマーン

識字率 総就学率 教育の質

成人 青年

少なくとも
中等教育を
受けた人口 就学前 初等 中等 高等

小学校
中退率

教育する
訓練を
受けた
小学校教師 15歳の生徒の能力

教師1人
当たりの
生徒数

教育
支出額

15歳以上
の割合
（％）

15-24歳
の割合
（％）

25歳以上
の割合
（％）

就学前
の子ども
の割合

初等教育
就学年齢
人口

中等教育
就学年齢
人口

高等教育
就学年齢
人口

初等教育
年齢層
の割合 （％） 数学a 読解b 科学c

教師1人
当たりの
生徒の数

GDPに
占める
割合（％）

HDIランク
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 57　ロシア

 58　ブルガリア

 59　バルバドス

 60　パラオ

 61　アンティグア・バーブーダ

 62　マレーシア

 63　モーリシャス

 64　トリニダード・トバゴ

 65　レバノン

 65　パナマ

 67　ベネズエラ

 68　コスタリカ

 69　トルコ

 70　カザフスタン

 71　メキシコ

 71　セーシェル

 73　セントクリストファー・ネーヴィス

 73　スリランカ

 75　イラン

 76　アゼルバイジャン

 77　ヨルダン

 77　セルビア

 79　ブラジル

 79　グルジア

 79　グレナダ

 82　ペルー

 83　ウクライナ

 84　ベリーズ

 84　マケドニア（旧ユーゴスラビア）

 86　ボスニア・ヘルツェゴビナ

 87　アルメニア

 88　フィジー

 89　タイ

 90　チュニジア

 91　中国

 91　セントビンセント・グレナディーン

 93　アルジェリア

 93　ドミニカ国

 95　アルバニア

 96　ジャマイカ

 97　セントルシア

 98　コロンビア

 98　エクアドル

100　スリナム

100　トンガ

102　ドミニカ共和国

人間開発中位グループ
103　モルディブ

103　モンゴル

103　トルクメニスタン

106　サモア

107　パレスチナ

108　インドネシア

109　ボツワナ

110　エジプト

111　パラグアイ

112　ガボン

113　ボリビア

識字率 総就学率 教育の質

成人 青年

少なくとも
中等教育を
受けた人口 就学前 初等 中等 高等

小学校
中退率

教育する
訓練を
受けた

小学校教師 15歳の生徒の能力

教師1人
当たりの

生徒数
教育
支出額

15歳以上
の割合
（％）

15-24歳
の割合
（％）

25歳以上
の割合
（％）

就学前
の子ども

の割合

初等教育
就学年齢

人口

中等教育
就学年齢

人口

高等教育
就学年齢

人口

初等教育
年齢層
の割合 （％） 数学a 読解b 科学c

教師1人
当たりの
生徒の数

GDPに
占める

割合（％）

HDIランク
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114　モルドバ
115　エルサルバドル
116　ウズベキスタン
117　フィリピン
118　南アフリカ
118　シリア
120　イラク
121　ガイアナ
121　ベトナム
123　カーボヴェルデ
124　ミクロネシア
125　グアテマラ
125　キルギスタン
127　ナミビア
128　東ティモール
129　ホンジュラス
129　モロッコ
131　バヌアツ
132　ニカラグア
133　キリバス
133　タジキスタン
135　インド
136　ブータン
136　カンボジア
138　ガーナ
139　ラオス
140　コンゴ共和国
141　ザンビア
142　バングラデシュ
142　サントメ・プリンシペ
144　赤道ギニア

人間開発低位グループ
145　ネパール
146　パキスタン
147　ケニア
148　スワジランド
149　アンゴラ
150　ミャンマー
151　ルワンダ
152　カメルーン
152　ナイジェリア
154　イエメン
155　マダガスカル
156　ジンバブエ
157　パプアニューギニア
157　ソロモン諸島
159　コモロ
159　タンザニア
161　モーリタニア
162　レソト
163　セネガル
164　ウガンダ
165　ベナン
166　スーダン
166　トーゴ
168　ハイチ
169　アフガニスタン
170　ジブチ

識字率 総就学率 教育の質

成人 青年

少なくとも
中等教育を
受けた人口 就学前 初等 中等 高等

小学校
中退率

教育する
訓練を
受けた
小学校教師 15歳の生徒の能力

教師1人
当たりの
生徒数

教育
支出額

15歳以上
の割合
（％）

15-24歳
の割合
（％）

25歳以上
の割合
（％）

就学前
の子ども
の割合

初等教育
就学年齢
人口

中等教育
就学年齢
人口

高等教育
就学年齢
人口

初等教育
年齢層
の割合 （％） 数学a 読解b 科学c

教師1人
当たりの
生徒の数

GDPに
占める
割合（％）

HDIランク
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教育

171　コートジボワール

172　ガンビア

173　エチオピア

174　マラウイ

175　リベリア

176　マリ

177　ギニアビサウ

178　モザンビーク

179　ギニア

180　ブルンジ

181　ブルキナファソ

182　エリトリア

183　シエラレオネ

184　チャド

185　中央アフリカ

186　コンゴ民主共和国

187　ニジェール

他の国または地域
   　朝鮮民主主義人民共和国

   　マーシャル諸島

   　モナコ

   　ナウル

   　サンマリノ

   　ソマリア

   　南スーダン

   　ツバル

HDIランクごとのグループ
   　人間開発最高位グループ

   　人間開発高位グループ

   　人間開発中位グループ

   　人間開発低位グループ

地域
   　アラブ諸国

   　東アジア・太平洋諸国

   　欧州・中央アジア

   　ラテンアメリカ・カリブ海諸国

   　南アジア

   　サハラ以南アフリカ

後発開発途上国
小島嶼開発途上国
世界

識字率 総就学率 教育の質

成人 青年

少なくとも
中等教育を
受けた人口 就学前 初等 中等 高等

小学校
中退率

教育する
訓練を
受けた

小学校教師 15歳の生徒の能力

教師1人
当たりの

生徒数
教育
支出額

15歳以上
の割合
（％）

15-24歳
の割合
（％）

25歳以上
の割合
（％）

就学前
の子ども

の割合

初等教育
就学年齢

人口

中等教育
就学年齢

人口

高等教育
就学年齢

人口

初等教育
年齢層
の割合 （％） 数学a 読解b 科学c

教師1人
当たりの
生徒の数

GDPに
占める

割合（％）

HDIランク

注）
a　経済協力開発機構（OECD）加盟国での平均値は

494。

b　OECD加盟国の平均値は496.

c　OECD加盟国の平均値は501.

d　データは定められた期間内で入手可能な直近の年

を参照。

e　25–64歳の人口を参照。

f　25–74歳の人口を参照。

g　UNESCO統計研究所のデータを基にBarro and Lee

（2013）が2010年を予測。

定義）

成人識字率：15歳以上の人の中で、理解力を持って、

日常生活に関する簡単な文章の読み書きができる人

の割合。

青年層の識字率：15-24歳の人の中で、理解力を持っ

て、日常生活に関する簡単な文章の読み書きができ

る人の割合。

少なくとも中等教育を受けた人口：25歳以上の人の

中で、少なくとも中等教育を受けた人の割合。

総就学率：就学前教育、初等教育、中等あるいは高

等教育といった一定レベルにおける総就学率で、年

齢に関係なく、同じ教育レベルを学ぶための公式な

就学年齢人口に占める割合として表す。

小学校中退率：小学校に入学したが、初等教育の最

終学年に至る前に中退した生徒の割合。この数字は、

100から最終学年まで残った残存率を引いたかたちで

算出され、推定された流動率は同年齢集団を通して

不変であり、中退者は再入学しないという前提にな

っている。

教育する訓練を受けた小学校教師：初等教育レベル

の教育に必要な最低限組織化された訓練（勤務前で

も、勤務後でも）を受けた小学校教師の割合。

15歳の生徒の読解、数学、科学の能力：社会に出て

いくのに必要なこれらの教科における、15歳の生徒

の技能や知識に関するテストの得点。

教師1人当たりの生徒数：初等教育で、ある学年にお

ける教師1人当たりの生徒の数。

教育支出額：教育に関する総公共支出（経常支出お

よび資本支出）は、GDPに占める割合として表される。

主なデータ源）

第1–9列および第13列：UNESCO統計研究所2013。

第10–12列：OECD 2013.

第14列：世界銀行2013a.
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資源の管理および分配

人間開発最高位グループ
  1　ノルウェー
  2　オーストラリア
  3　スイス
  4　オランダ
  5　米国
  6　ドイツ
  7　ニュージーランド
  8　カナダ
  9　シンガポール
 10　デンマーク
 11　アイルランド
 12　スウェーデン
 13　アイスランド
 14　英国
 15　香港
 15　韓国
 17　日本
 18　リヒテンシュタイン
 19　イスラエル
 20　フランス
 21　オーストリア
 21　ベルギー
 21　ルクセンブルク
 24　フィンランド
 25　スロベニア
 26　イタリア
 27　スペイン
 28　チェコ
 29　ギリシャ
 30　ブルネイ
 31　カタール
 32　キプロス
 33　エストニア
 34　サウジアラビア
 35　リトアニア
 35　ポーランド
 37　アンドラ
 37　スロバキア
 39　マルタ
 40　アラブ首長国連邦
 41　チリ
 42　ポルトガル
 43　ハンガリー
 44　バーレーン
 44　キューバ
 46　クウェート
 47　クロアチア
 48　ラトビア
 49　アルゼンチン

人間開発高位グループ
 50　ウルグアイ
 51　バハマ
 51　モンテネグロ
 53　ベラルーシ
 54　ルーマニア
 55　リビア
 56　オマーン
 57　ロシア

HDIランク

債務 価格

GDP

1人
当たり
GDP

総固定
資本形成

一般政府
最終消費支出

所得、利益、
および
キャピタル
ゲイン
への税金

研究
開発費

農業、狩猟、
林業、漁業
の割合（％）

2011年
PPP

10億ドル
2011年
PPPドル

GDP比
（％）

総GDP比
（％）

年平均
成長率
（％）

総税収に
占める
割合（％）

GDP比
（％）

GDP比
（％）

GDP比
（％）

GNI比
（％）

GNI比
（％）

2005年を
100とする 指数 VIX指数

金融部門に
よって
提供される
国内信用

対外債務
残高

債務返済
合計

消費者
物価指数

国内食料
価格水準
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 58　ブルガリア

 59　バルバドス

 60　パラオ

 61　アンティグア・バーブーダ

 62　マレーシア

 63　モーリシャス

 64　トリニダード・トバゴ

 65　レバノン

 65　パナマ

 67　ベネズエラ

 68　コスタリカ

 69　トルコ

 70　カザフスタン

 71　メキシコ

 71　セーシェル

 73　セントクリストファー・ネーヴィス

 73　スリランカ

 75　イラン

 76　アゼルバイジャン

 77　ヨルダン

 77　セルビア

 79　ブラジル

 79　グルジア

 79　グレナダ

 82　ペルー

 83　ウクライナ

 84　ベリーズ

 84　マケドニア（旧ユーゴスラビア）

 86　ボスニア・ヘルツェゴビナ

 87　アルメニア

 88　フィジー

 89　タイ

 90　チュニジア

 91　中国

 91　セントビンセント・グレナディーン

 93　アルジェリア

 93　ドミニカ国

 95　アルバニア

 96　ジャマイカ

 97　セントルシア

 98　コロンビア

 98　エクアドル

100　スリナム

100　トンガ

102　ドミニカ共和国

人間開発中位グループ
103　モルディブ

103　モンゴル

103　トルクメニスタン

106　サモア

107　パレスチナ

108　インドネシア

109　ボツワナ

110　エジプト

111　パラグアイ

112　ガボン

113　ボリビア

114　モルドバ

115　エルサルバドル

HDIランク

債務 価格

GDP

1人
当たり
GDP

総固定
資本形成

一般政府
最終消費支出

所得、利益、
および
キャピタル
ゲイン
への税金

研究
開発費

農業、狩猟、
林業、漁業
の割合（％）

2011年
PPP

10億ドル
2011年

PPPドル
GDP比
（％）

総GDP比
（％）

年平均
成長率
（％）

総税収に
占める

割合（％）
GDP比
（％）

GDP比
（％）

GDP比
（％）

GNI比
（％）

GNI比
（％）

2005年を
100とする 指数 VIX指数

金融部門に
よって
提供される
国内信用

対外債務
残高

債務返済
合計

消費者
物価指数

国内食料
価格水準
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116　ウズベキスタン
117　フィリピン
118　南アフリカ
118　シリア
120　イラク
121　ガイアナ
121　ベトナム
123　カーボヴェルデ
124　ミクロネシア
125　グアテマラ
125　キルギスタン
127　ナミビア
128　東ティモール
129　ホンジュラス
129　モロッコ
131　バヌアツ
132　ニカラグア
133　キリバス
133　タジキスタン
135　インド
136　ブータン
136　カンボジア
138　ガーナ
139　ラオス
140　コンゴ共和国
141　ザンビア
142　バングラデシュ
142　サントメ・プリンシペ
144　赤道ギニア

人間開発低位グループ
145　ネパール
146　パキスタン
147　ケニア
148　スワジランド
149　アンゴラ
150　ミャンマー
151　ルワンダ
152　カメルーン
152　ナイジェリア
154　イエメン
155　マダガスカル
156　ジンバブエ
157　パプアニューギニア
157　ソロモン諸島
159　コモロ
159　タンザニア
161　モーリタニア
162　レソト
163　セネガル
164　ウガンダ
165　ベナン
166　スーダン
166　トーゴ
168　ハイチ
169　アフガニスタン
170　ジブチ
171　コートジボワール
172　ガンビア
173　エチオピア

HDIランク

債務 価格

GDP

1人
当たり
GDP

総固定
資本形成

一般政府
最終消費支出

所得、利益、
および
キャピタル
ゲイン
への税金

研究
開発費

農業、狩猟、
林業、漁業
の割合（％）

2011年
PPP

10億ドル
2011年
PPPドル

GDP比
（％）

総GDP比
（％）

年平均
成長率
（％）

総税収に
占める
割合（％）

GDP比
（％）

GDP比
（％）

GDP比
（％）

GNI比
（％）

GNI比
（％）

2005年を
100とする 指数 VIX指数

金融部門に
よって
提供される
国内信用

対外債務
残高

債務返済
合計

消費者
物価指数

国内食料
価格水準
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資源の管理および分配

174　マラウイ

175　リベリア

176　マリ

177　ギニアビサウ

178　モザンビーク

179　ギニア

180　ブルンジ

181　ブルキナファソ

182　エリトリア

183　シエラレオネ

184　チャド

185　中央アフリカ

186　コンゴ民主共和国

187　ニジェール

他の国または地域
   　朝鮮民主主義人民共和国

   　マーシャル諸島

   　モナコ

   　ナウル

   　サンマリノ

   　ソマリア

   　南スーダン

   　ツバル

HDIランクごとのグループ
   　人間開発最高位グループ

   　人間開発高位グループ

   　人間開発中位グループ

   　人間開発低位グループ

地域
   　アラブ諸国

   　東アジア・太平洋諸国

   　欧州・中央アジア

   　ラテンアメリカ・カリブ海諸国

   　南アジア

   　サハラ以南アフリカ

後発開発途上国
小島嶼開発途上国
世界

注）
a　データは定められた期間内で入手可能な直近の年

を参照。

b　定められた年よりも早いものを参照。

c　タンザニア本土のみ。

d　南スーダンを除く。

定義）

国内総生産（GDP）：経済において、その国に居住す

る者の生産による粗付加価値の総計で、製品の税を

加え、製品の値に含まれない補助金を引いたもの。

2005年の国際ドル建て購買力平価（PPP）レートで表

される。

1人当たりGDP：同じ期間の総人口で割った、ある特

定期間のGDP。

総固定資本形成：ビジネス部門、政府および家計（非

法人企業は除く）による、新規または既存の固定資

産の購入値から、固定資産の処分を差し引いたもの

で、GDPに占める割合で表す。固定資産に関する消

却のための調整はされていない。

一般政府最終消費支出：GDPに占める割合で表され

た、財やサービス（従業員への支払い、および、ほ

とんどの国防と安全保障上の支出は含むが、政府の

資本形成の一部である政府の軍事支出を除く）の購

入のためのすべての政府の現在の支出。

所得、利益、およびキャピタルゲインへの税金：個

人の実際の、または推定純所得、企業や会社の利益、

換金するか否かにかかわらず、土地や債券、その他

の資産のキャピタルゲインに課せられる税金。

研究開発費：知識および新たなアプリケーションの

ための知識の利用を増やすために、体系的に行われ

ている創造的な仕事に関する、公的および民間の現

在の支出で、GDPに占める割合として表す。これは、

基礎研究、応用研究、および実験開発を含む。

農業、狩猟、林業、漁業の割合：農業、狩猟、林業、

漁業の部門における粗付加価値で、GDPに占める割

合として表す。

金融部門によって提供される国内信用：純額である

中央政府への信用を除き、さまざまな分野への信用

の総額で、対GDP比として表される。

GNIに占める割合としての対外債務残高：外国通貨、

商品またはサービスで返済可能な非居住者に対する

債務で、GNIに占める割合として表される。

債務返済合計：GDPに占める割合で表された、IMFへ

の長期借入金、短期借入金の利息、および返済（買

い戻しや料金）に外貨で支払われた元本の返済と利

息の合計。

消費者物価指数：たとえば年1回といった特定の間隔

で変更、あるいは固定される基準となる財およびサ

ービスを得るのに平均的な消費者にかかるコストの

変化を反映する指標。

国内食料価格水準指数：一般的なPPPレートで割った

食品のPPPレート。この指数は、その国の一般的な消

費バスケットの価格に対する食料の価格を示す。

国内食料価格水準VIX指数：国内の食料価格水準指数

の変動の尺度で、過去5年間にわたっての動向から逸

脱の標準偏差として算出する。

主なデータ源）

第1、2列：世界銀行2014.

第3–7列および第9–12列：世界銀行2013a.

第8列：国連統計部2013a.

第13、14列：FAO 2013a.

HDIランク

債務 価格

GDP

1人
当たり
GDP

総固定
資本形成

一般政府
最終消費支出

所得、利益、
および
キャピタル
ゲイン
への税金

研究
開発費

農業、狩猟、
林業、漁業
の割合（％）

2011年
PPP

10億ドル
2011年

PPPドル
GDP比
（％）

総GDP比
（％）

年平均
成長率
（％）

総税収に
占める

割合（％）
GDP比
（％）

GDP比
（％）

GDP比
（％）

GNI比
（％）

GNI比
（％）

2005年を
100とする 指数 VIX指数

金融部門に
よって
提供される
国内信用

対外債務
残高

債務返済
合計

消費者
物価指数

国内食料
価格水準
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社会的能力

人間開発最高位グループ
  1　ノルウェー
  2　オーストラリア
  3　スイス
  4　オランダ
  5　米国
  6　ドイツ
  7　ニュージーランド
  8　カナダ
  9　シンガポール
 10　デンマーク
 11　アイルランド
 12　スウェーデン
 13　アイスランド
 14　英国
 15　香港
 15　韓国
 17　日本
 18　リヒテンシュタイン
 19　イスラエル
 20　フランス
 21　オーストリア
 21　ベルギー
 21　ルクセンブルク
 24　フィンランド
 25　スロベニア
 26　イタリア
 27　スペイン
 28　チェコ
 29　ギリシャ
 30　ブルネイ
 31　カタール
 32　キプロス
 33　エストニア
 34　サウジアラビア
 35　リトアニア
 35　ポーランド
 37　アンドラ
 37　スロバキア
 39　マルタ
 40　アラブ首長国連邦
 41　チリ
 42　ポルトガル
 43　ハンガリー
 44　バーレーン
 44　キューバ
 46　クウェート
 47　クロアチア
 48　ラトビア
 49　アルゼンチン

人間開発高位グループ
 50　ウルグアイ
 51　バハマ
 51　モンテネグロ
 53　ベラルーシ
 54　ルーマニア
 55　リビア
 56　オマーン
 57　ロシア

HDIランク

雇用と脆弱性 老齢年金受給者a 自殺率

就業者率 脆弱な雇用 青年失業 失業率 児童労働

ワーキング
プアーの割合
（1日2ドル
PPP）

強制的な
マタニティ
有給休暇 出生届

老齢年金受給者に占める割合
（％） （10万人当たり）

25歳以上に
占める割合（％）

総雇用に
占める割合（％）

15-24歳に
占める割合（％）

15歳以上に
占める割合（％）

5-14歳に
占める割合（％）

総雇用に
占める割合（％） 日数

5歳以下に
占める割合（％） 総計 女性 男性 女性 男性
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 58　ブルガリア

 59　バルバドス

 60　パラオ

 61　アンティグア・バーブーダ

 62　マレーシア

 63　モーリシャス

 64　トリニダード・トバゴ

 65　レバノン

 65　パナマ

 67　ベネズエラ

 68　コスタリカ

 69　トルコ

 70　カザフスタン

 71　メキシコ

 71　セーシェル

 73　セントクリストファー・ネーヴィス

 73　スリランカ

 75　イラン

 76　アゼルバイジャン

 77　ヨルダン

 77　セルビア

 79　ブラジル

 79　グルジア

 79　グレナダ

 82　ペルー

 83　ウクライナ

 84　ベリーズ

 84　マケドニア（旧ユーゴスラビア）

 86　ボスニア・ヘルツェゴビナ

 87　アルメニア

 88　フィジー

 89　タイ

 90　チュニジア

 91　中国

 91　セントビンセント・グレナディーン

 93　アルジェリア

 93　ドミニカ国

 95　アルバニア

 96　ジャマイカ

 97　セントルシア

 98　コロンビア

 98　エクアドル

100　スリナム

100　トンガ

102　ドミニカ共和国

人間開発中位グループ
103　モルディブ

103　モンゴル

103　トルクメニスタン

106　サモア

107　パレスチナ

108　インドネシア

109　ボツワナ

110　エジプト

111　パラグアイ

112　ガボン

113　ボリビア

114　モルドバ

115　エルサルバドル

HDIランク

雇用と脆弱性 老齢年金受給者a 自殺率

就業者率 脆弱な雇用 青年失業 失業率 児童労働

ワーキング
プアーの割合
（1日2ドル
PPP）

強制的な
マタニティ
有給休暇 出生届

老齢年金受給者に占める割合
（％） （10万人当たり）

25歳以上に
占める割合（％）

総雇用に
占める割合（％）

15-24歳に
占める割合（％）

15歳以上に
占める割合（％）

5-14歳に
占める割合（％）

総雇用に
占める割合（％） 日数

5歳以下に
占める割合（％） 総計 女性 男性 女性 男性
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116　ウズベキスタン
117　フィリピン
118　南アフリカ
118　シリア
120　イラク
121　ガイアナ
121　ベトナム
123　カーボヴェルデ
124　ミクロネシア
125　グアテマラ
125　キルギスタン
127　ナミビア
128　東ティモール
129　ホンジュラス
129　モロッコ
131　バヌアツ
132　ニカラグア
133　キリバス
133　タジキスタン
135　インド
136　ブータン
136　カンボジア
138　ガーナ
139　ラオス
140　コンゴ共和国
141　ザンビア
142　バングラデシュ
142　サントメ・プリンシペ
144　赤道ギニア

人間開発低位グループ
145　ネパール
146　パキスタン
147　ケニア
148　スワジランド
149　アンゴラ
150　ミャンマー
151　ルワンダ
152　カメルーン
152　ナイジェリア
154　イエメン
155　マダガスカル
156　ジンバブエ
157　パプアニューギニア
157　ソロモン諸島
159　コモロ
159　タンザニア
161　モーリタニア
162　レソト
163　セネガル
164　ウガンダ
165　ベナン
166　スーダン
166　トーゴ
168　ハイチ
169　アフガニスタン
170　ジブチ
171　コートジボワール
172　ガンビア
173　エチオピア

HDIランク

雇用と脆弱性 老齢年金受給者a 自殺率

就業者率 脆弱な雇用 青年失業 失業率 児童労働

ワーキング
プアーの割合
（1日2ドル
PPP）

強制的な
マタニティ
有給休暇 出生届

老齢年金受給者に占める割合
（％） （10万人当たり）

25歳以上に
占める割合（％）

総雇用に
占める割合（％）

15-24歳に
占める割合（％）

15歳以上に
占める割合（％）

5-14歳に
占める割合（％）

総雇用に
占める割合（％） 日数

5歳以下に
占める割合（％） 総計 女性 男性 女性 男性
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174　マラウイ

175　リベリア

176　マリ

177　ギニアビサウ

178　モザンビーク

179　ギニア

180　ブルンジ

181　ブルキナファソ

182　エリトリア

183　シエラレオネ

184　チャド

185　中央アフリカ

186　コンゴ民主共和国

187　ニジェール

他の国または地域
   　朝鮮民主主義人民共和国

   　マーシャル諸島

   　モナコ

   　ナウル

   　サンマリノ

   　ソマリア

   　南スーダン

   　ツバル

HDIランクごとのグループ
   　人間開発最高位グループ

   　人間開発高位グループ

   　人間開発中位グループ

   　人間開発低位グループ

地域
   　アラブ諸国

   　東アジア・太平洋諸国

   　欧州・中央アジア

   　ラテンアメリカ・カリブ海諸国

   　南アジア

   　サハラ以南アフリカ

後発開発途上国
小島嶼開発途上国
世界

HDIランク

雇用と脆弱性 老齢年金受給者a 自殺率

就業者率 脆弱な雇用 青年失業 失業率 児童労働

ワーキング
プアーの割合
（1日2ドル
PPP）

強制的な
マタニティ
有給休暇 出生届

老齢年金受給者に占める割合
（％） （10万人当たり）

25歳以上に
占める割合（％）

総雇用に
占める割合（％）

15-24歳に
占める割合（％）

15歳以上に
占める割合（％）

5-14歳に
占める割合（％）

総雇用に
占める割合（％） 日数

5歳以下に
占める割合（％） 総計 女性 男性 女性 男性

注）
a　法の定めた年金支給に関するデータは、国によっ

て異なるので、比較には注意が必要となる。

b　データは定められた期間内で入手可能な直近の年

を参照。

c　登録された失業者のみ。

d　定められた期間より早い年を参照。

e　標準定義とは異なり、その国の単に一部を参照。

f　新人求職者は含まない。

g　主要都市および大都市地域のみ。

h　都市部のみでの登録された失業者。

i　基準外のかたちでの休職者も含む。

j　12–14歳の若者も含む。.

k　都市部のみ。

l　週40時間未満の労働も含む。

定義）

就業者率：現在就労している25歳以上の人口の割合。

脆弱な雇用：無給の家族労働や自営業に従事してい

る雇用労働者の割合。

青年失業：現在は、有給雇用または自営業でないが、

仕事に従事することが可能で、有給雇用または自営

業を求めるステップにある15-24歳の労働力人口の割

合。

失業率：現在は、有給雇用または自営業でないが、

仕事に従事することが可能で、有給雇用または自営

業を求めるステップにある15歳以上の労働力人口の

割合。

児童労働：基準となる週の間に少なくとも1時間は経

済活動をするか、少なくとも28時間の家事労働をす

る5-11歳の児童の割合、あるいは、基準となる週の

間に少なくとも14時間の経済活動あるいは28時間の

家事労働をする12-14歳の児童の割合。

ワーキングプアーの割合：1日2ドル（PPPで）生活し

ている自営業者は、15歳以上の総就業人口に占める

割合で表される。

強制的なマタニティ有給休暇：女性従業員が、生ま

れたばかりの子どもの世話をする権利を有する有給

休暇の長さ。

出生届：調査の時点で登録されていた5歳未満の子ど

もの割合。それは、出生証明書がインタビュアーに

よって確認された子どもたちと、母親あるいは介護

者が出生を届け出たという子どもたちを含む。

老齢年金受給者：老齢年金を受給している法令の年

金を受ける資格のある年齢を上回った人々（拠出年

金、無拠出年金、あるいは双方）、年金受給資格のあ

る人口における割合として表される。

自殺率：総人口、性別、年齢別に、故意に自らの手

で危害を加え死に至った死者の総数を該当人口で割

った数で、10万人当たりの人数で表す。

主なデータ源）

第1、2、3および6列：ILO 2013a.

第4列：ILO 2014b.

第5、8列：UNICEF 2014.

第7列：世界銀行2013b.

第9–11列：ILO 2014a.

第12、13列：WHO 2013c.
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個人的な不安感

人間開発最高位グループ
  1　ノルウェー
  2　オーストラリア
  3　スイス
  4　オランダ
  5　米国
  6　ドイツ
  7　ニュージーランド
  8　カナダ
  9　シンガポール
 10　デンマーク
 11　アイルランド
 12　スウェーデン
 13　アイスランド
 14　英国
 15　香港
 15　韓国
 17　日本
 18　リヒテンシュタイン
 19　イスラエル
 20　フランス
 21　オーストリア
 21　ベルギー
 21　ルクセンブルク
 24　フィンランド
 25　スロベニア
 26　イタリア
 27　スペイン
 28　チェコ
 29　ギリシャ
 30　ブルネイ
 31　カタール
 32　キプロス
 33　エストニア
 34　サウジアラビア
 35　リトアニア
 35　ポーランド
 37　アンドラ
 37　スロバキア
 39　マルタ
 40　アラブ首長国連邦
 41　チリ
 42　ポルトガル
 43　ハンガリー
 44　バーレーン
 44　キューバ
 46　クウェート
 47　クロアチア
 48　ラトビア
 49　アルゼンチン

人間開発高位グループ
 50　ウルグアイ
 51　バハマ
 51　モンテネグロ
 53　ベラルーシ
 54　ルーマニア
 55　リビア
 56　オマーン
 57　ロシア
 58　ブルガリア
 59　バルバドス

脆弱な集団 態度

HDIランク

出生国別の
難民a 国内避難民b

ホームレスの
人々 孤児 刑務所人口 長期失業率

食料不足の
深刻さ 殺人率 妻を殴ることへの正当化

1000人単位 1000人単位
人口に占める
割合（％） 1000人単位 10万人当たり

労働人口に
占める割合（％）

1人1日当たり
のカロリー 10万人当たり

15-49歳の女性に
占める割合（％）

15-49歳の男性に
占める割合（％）
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 60　パラオ

 61　アンティグア・バーブーダ

 62　マレーシア

 63　モーリシャス

 64　トリニダード・トバゴ

 65　レバノン

 65　パナマ

 67　ベネズエラ

 68　コスタリカ

 69　トルコ

 70　カザフスタン

 71　メキシコ

 71　セーシェル

 73　セントクリストファー・ネーヴィス

 73　スリランカ

 75　イラン

 76　アゼルバイジャン

 77　ヨルダン

 77　セルビア

 79　ブラジル

 79　グルジア

 79　グレナダ

 82　ペルー

 83　ウクライナ

 84　ベリーズ

 84　マケドニア（旧ユーゴスラビア）

 86　ボスニア・ヘルツェゴビナ

 87　アルメニア

 88　フィジー

 89　タイ

 90　チュニジア

 91　中国

 91　セントビンセント・グレナディーン

 93　アルジェリア

 93　ドミニカ国

 95　アルバニア

 96　ジャマイカ

 97　セントルシア

 98　コロンビア

 98　エクアドル

100　スリナム

100　トンガ

102　ドミニカ共和国

人間開発中位グループ
103　モルディブ

103　モンゴル

103　トルクメニスタン

106　サモア

107　パレスチナ

108　インドネシア

109　ボツワナ

110　エジプト

111　パラグアイ

112　ガボン

113　ボリビア

114　モルドバ

115　エルサルバドル

116　ウズベキスタン

117　フィリピン

118　南アフリカ

118　シリア

脆弱な集団 態度

HDIランク

出生国別の
難民a 国内避難民b

ホームレスの
人々 孤児 刑務所人口 長期失業率

食料不足の
深刻さ 殺人率 妻を殴ることへの正当化

1000人単位 1000人単位
人口に占める

割合（％） 1000人単位 10万人当たり
労働人口に

占める割合（％）
1人1日当たり

のカロリー 10万人当たり
15-49歳の女性に
占める割合（％）

15-49歳の男性に
占める割合（％）
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120　イラク
121　ガイアナ
121　ベトナム
123　カーボヴェルデ
124　ミクロネシア
125　グアテマラ
125　キルギスタン
127　ナミビア
128　東ティモール
129　ホンジュラス
129　モロッコ
131　バヌアツ
132　ニカラグア
133　キリバス
133　タジキスタン
135　インド
136　ブータン
136　カンボジア
138　ガーナ
139　ラオス
140　コンゴ共和国
141　ザンビア
142　バングラデシュ
142　サントメ・プリンシペ
144　赤道ギニア

人間開発低位グループ
145　ネパール
146　パキスタン
147　ケニア
148　スワジランド
149　アンゴラ
150　ミャンマー
151　ルワンダ
152　カメルーン
152　ナイジェリア
154　イエメン
155　マダガスカル
156　ジンバブエ
157　パプアニューギニア
157　ソロモン諸島
159　コモロ
159　タンザニア
161　モーリタニア
162　レソト
163　セネガル
164　ウガンダ
165　ベナン
166　スーダン
166　トーゴ
168　ハイチ
169　アフガニスタン
170　ジブチ
171　コートジボワール
172　ガンビア
173　エチオピア
174　マラウイ
175　リベリア
176　マリ
177　ギニアビサウ
178　モザンビーク
179　ギニア

脆弱な集団 態度

HDIランク

出生国別の
難民a 国内避難民b

ホームレスの
人々 孤児 刑務所人口 長期失業率

食料不足の
深刻さ 殺人率 妻を殴ることへの正当化

1000人単位 1000人単位
人口に占める
割合（％） 1000人単位 10万人当たり

労働人口に
占める割合（％）

1人1日当たり
のカロリー 10万人当たり

15-49歳の女性に
占める割合（％）

15-49歳の男性に
占める割合（％）
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注）
a　データは、1951年の国連条約、1967年の国連議定

書、および1969年のアフリカ統一機構条約で承認さ

れたものを参照。政府の数字が存在しない場合、国

連難民高等弁務官事務所（UNHCR）は、10年のデー

タを基に25の先進国の個別に難民認定を行った難民

人口を推定している。

b　この見通しに関する、より詳細な見解は、ウェブ

サイトwww.internal-displacement.org.を参照。

c　データは定められた期間内で入手可能な直近の年

を参照。

d　ごく限られた国では、本国よりも出生国で難民や

亡命の調査を記録している。これはアメリカで発生

したとして報告された難民の数に影響している。

e　アフリカ、アメリカ、およびオセアニアの地域を

除く。

f　1974年に住む場所を失った20万人を超すギリシャ

系およびトルコ系キプロス人を含む。

g　国際的に承認されていない北キプロス・トルコ共

和国は含まれない。

h　国内で強制退去させられた非リビヤ人は含まない。

i　北コーカサスの内外で強制移動民としてチェチェ

ンや北オセチアから国内移動させられた人たちを含

む。

j　政府の委託を受けたハジェテベ大学の調査を基づ

いた。

k　移動中に生まれた子ども同様、ナゴルノ・カラバ

フや周辺地域から国内で移動した人たちも含む。

l　 南 オ セ チ ア の 国 内 移 民1万 人 同 様、1990年 代 と

2008年に移動した人たちも含む。また、帰国したか、

子どもたちと一緒にふたたび移動した、国内避難民

の立場の人たちも含む。

m　グルジアからの独立を宣言したアブハジアと南オ

セチアを除く。

n　公判前、あるいは行政拘禁中の人を除外する。

o　判決が下った囚人のみ。

p　国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）の

責任のもと、パレスチナ難民が含まれる。

q　国際的に承認されていないトランスドニエストル

（沿ドニエストル共和国）を除く。

r　2012年での武力紛争や部族の暴力や犯罪が原因

で、政府が認めたキャンプや移転地に住む人々、お

よび国内避難民を含む。しかし、どこかに帰還ある

いは定住が持続しなかった人やホストと共に暮らし

ている国内避難民は除く。

s　ヨルダンやシリアに住むイラク人の難民の数は、

政府の推定値である。UNHCRは、2013年12月31日現

在、両国で90,500人のイラク人を登録し、支援して

いる。

t　約30万人のベトナム万民が融和されており、実際、

中国政府からの保護を受けている。

u　カイバル・パクトゥンクワ州と連邦直轄部族地域

にいる、公式に国内避難民の登録基準を満たしてい

る避難民だけが含まれる。

v　2007年の選挙後の暴力による避難民、および暴力

以前の出来事で住むところがなくなった人たちを含

む。

w　1994年の大量虐殺に関連する裁判を待ち、判決

をくだされる数千人が含まれる。

x　内務省の刑務所のみ。

y　南スーダンの国民を含む可能性がある。

z　2002–2007年の紛争時の避難民を除く。

aa　政府の管理下だけの刑務所。

ab　被害者へのアクセスが限られているので、概数。

ac　標準的な定義とは異なる、あるいは国内の一部

地域のみに触れる。

ad　南スーダンからの難民や庇護申請者の未確定な

数字は、スーダンのデータに含まれるだろう。

定義）

出生国別の難民：人種、宗教、国籍、政治的意見、

あるいは特定の社会的集団の構成員であることなど、

迫害を受ける十分な恐れから本国を逃れてきた人の

数で、彼らは、本国に戻ることもできないし、戻る

ことを希望していない。

国内避難民（IDP）：特に武力紛争、一般化した暴力

的状況、また人権侵害、あるいは自然災害、人為的

災害の影響を避けるために、あるいは結果として、

自宅や常居所を離れることを余儀なくされた人の数

で、彼らは国際的に認められた国境を越えてはいない。

ホームレスの人々：自然災害の結果、寝起きするた

めの住まいを失った人々。わずかばかりの身の回り

の品をもち、路上や戸口、桟橋、その他で寝る人た

ちで、総人口に占める割合で表される。

孤児：何らかの理由で片親あるいは両親を亡くした

0-17歳の子どもの数。

刑務所人口：成人および少年受刑者（注記がない限

り裁判前の拘禁者を含む）の数は、10万人当たりで

表す。

長期失業率：現時点では働いていないが、いつでも

働ける状況にあり、少なくとも12か月の間には有給

雇用、あるいは自営業につくための明確な準備をし

ている15歳以上の労働人口（就業、失業も含む）の

割合。

食料不足の深刻さ：他のすべての要素は変わらない

として、その状態から栄養不足を改善するのに必要

なキロカロリーの数値。

殺人率：他者によって意図的に負わされた非合法な

死であり、10万人当たりの人数で表す。

妻を殴ることの正当化：夫は妻が食べ物を焦がした

り、夫に口答えしたり、断りもなく外出したり、子

どもを放ったらかしにしたり、性的な関係を拒否し

たりするといった、少なくとも1つの理由で、妻を叩

いたり、殴ったりすることが正当化されると考えて

いる15-49歳の男女に占める割合。

主なデータ源）

第1列：UNHCR 2013.

第2列：IDMC 2013.

第3列：国連統計部 2013.

第4、9、10列：UNICEF 2014.

第5列：国際刑務所研究センター 2013.

第6列：ILO 2013a.

第7列：FAO 2013a.

第8列：UNODC 2013.

180　ブルンジ

181　ブルキナファソ

182　エリトリア

183　シエラレオネ

184　チャド

185　中央アフリカ

186　コンゴ民主共和国

187　ニジェール

他の国または地域
   　朝鮮民主主義人民共和国

   　マーシャル諸島

   　モナコ

   　ナウル

   　サンマリノ

   　ソマリア

   　南スーダン

   　ツバル

HDIランクごとのグループ
   　人間開発最高位グループ

   　人間開発高位グループ

   　人間開発中位グループ

   　人間開発低位グループ

地域
   　アラブ諸国

   　東アジア・太平洋諸国

   　欧州・中央アジア

   　ラテンアメリカ・カリブ海諸国

   　南アジア

   　サハラ以南アフリカ

後発開発途上国
小島嶼開発途上国
世界

脆弱な集団 態度

HDIランク

出生国別の
難民a 国内避難民b

ホームレスの
人々 孤児 刑務所人口 長期失業率

食料不足の
深刻さ 殺人率 妻を殴ることへの正当化

1000人単位 1000人単位
人口に占める

割合（％） 1000人単位 10万人当たり
労働人口に

占める割合（％）
1人1日当たり

のカロリー 10万人当たり
15-49歳の女性に
占める割合（％）

15-49歳の男性に
占める割合（％）
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国際統合

人間開発最高位グループ
  1　ノルウェー
  2　オーストラリア
  3　スイス
  4　オランダ
  5　米国
  6　ドイツ
  7　ニュージーランド
  8　カナダ
  9　シンガポール
 10　デンマーク
 11　アイルランド
 12　スウェーデン
 13　アイスランド
 14　英国
 15　香港
 15　韓国
 17　日本
 18　リヒテンシュタイン
 19　イスラエル
 20　フランス
 21　オーストリア
 21　ベルギー
 21　ルクセンブルク
 24　フィンランド
 25　スロベニア
 26　イタリア
 27　スペイン
 28　チェコ
 29　ギリシャ
 30　ブルネイ
 31　カタール
 32　キプロス
 33　エストニア
 34　サウジアラビア
 35　リトアニア
 35　ポーランド
 37　アンドラ
 37　スロバキア
 39　マルタ
 40　アラブ首長国連邦
 41　チリ
 42　ポルトガル
 43　ハンガリー
 44　バーレーン
 44　キューバ
 46　クウェート
 47　クロアチア
 48　ラトビア
 49　アルゼンチン

人間開発高位グループ
 50　ウルグアイ
 51　バハマ
 51　モンテネグロ
 53　ベラルーシ
 54　ルーマニア
 55　リビア
 56　オマーン
 57　ロシア
 58　ブルガリア

HDIランク

貿易 金融フロー 人の移動 通信

疎外感 国際貿易

海外直接
投資
純フロー

民間資本
フロー

政府開発
援助（ODA）
純受取額a 送金流入

金を除く
総外貨
準備 純移住率

移民の
ストック

海外からの
観光客

インター
ネット
利用者

国際電話の通話料
（1人当たり通話時間）

km
GDPに占める
割合（％）

GDPに占める
割合（％）

GDPに占める
割合（％）

GNIに占める
割合（％）

GDPに占める
割合（％）

GDPに占める
割合（％）

1000人
当たり

人口に占める
割合（％） 1000人単位

人口に占める
割合（％） 着信 発信
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 59　バルバドス

 60　パラオ

 61　アンティグア・バーブーダ

 62　マレーシア

 63　モーリシャス

 64　トリニダード・トバゴ

 65　レバノン

 65　パナマ

 67　ベネズエラ

 68　コスタリカ

 69　トルコ

 70　カザフスタン

 71　メキシコ

 71　セーシェル

 73　セントクリストファー・ネーヴィス

 73　スリランカ

 75　イラン

 76　アゼルバイジャン

 77　ヨルダン

 77　セルビア

 79　ブラジル

 79　グルジア

 79　グレナダ

 82　ペルー

 83　ウクライナ

 84　ベリーズ

 84　マケドニア（旧ユーゴスラビア）

 86　ボスニア・ヘルツェゴビナ

 87　アルメニア

 88　フィジー

 89　タイ

 90　チュニジア

 91　中国

 91　セントビンセント・グレナディーン

 93　アルジェリア

 93　ドミニカ国

 95　アルバニア

 96　ジャマイカ

 97　セントルシア

 98　コロンビア

 98　エクアドル

100　スリナム

100　トンガ

102　ドミニカ共和国

人間開発中位グループ
103　モルディブ

103　モンゴル

103　トルクメニスタン

106　サモア

107　パレスチナ

108　インドネシア

109　ボツワナ

110　エジプト

111　パラグアイ

112　ガボン

113　ボリビア

114　モルドバ

115　エルサルバドル

116　ウズベキスタン

117　フィリピン

HDIランク

貿易 金融フロー 人の移動 通信

疎外感 国際貿易

海外直接
投資

純フロー
民間資本

フロー

政府開発
援助（ODA）

純受取額a 送金流入

金を除く
総外貨
準備 純移住率

移民の
ストック

海外からの
観光客

インター
ネット
利用者

国際電話の通話料
（1人当たり通話時間）

km
GDPに占める

割合（％）
GDPに占める

割合（％）
GDPに占める

割合（％）
GNIに占める

割合（％）
GDPに占める

割合（％）
GDPに占める

割合（％）
1000人
当たり

人口に占める
割合（％） 1000人単位

人口に占める
割合（％） 着信 発信
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118　南アフリカ
118　シリア
120　イラク
121　ガイアナ
121　ベトナム
123　カーボヴェルデ
124　ミクロネシア
125　グアテマラ
125　キルギスタン
127　ナミビア
128　東ティモール
129　ホンジュラス
129　モロッコ
131　バヌアツ
132　ニカラグア
133　キリバス
133　タジキスタン
135　インド
136　ブータン
136　カンボジア
138　ガーナ
139　ラオス
140　コンゴ共和国
141　ザンビア
142　バングラデシュ
142　サントメ・プリンシペ
144　赤道ギニア

人間開発低位グループ
145　ネパール
146　パキスタン
147　ケニア
148　スワジランド
149　アンゴラ
150　ミャンマー
151　ルワンダ
152　カメルーン
152　ナイジェリア
154　イエメン
155　マダガスカル
156　ジンバブエ
157　パプアニューギニア
157　ソロモン諸島
159　コモロ
159　タンザニア
161　モーリタニア
162　レソト
163　セネガル
164　ウガンダ
165　ベナン
166　スーダン
166　トーゴ
168　ハイチ
169　アフガニスタン
170　ジブチ
171　コートジボワール
172　ガンビア
173　エチオピア
174　マラウイ
175　リベリア
176　マリ

HDIランク

貿易 金融フロー 人の移動 通信

疎外感 国際貿易

海外直接
投資
純フロー

民間資本
フロー

政府開発
援助（ODA）
純受取額a 送金流入

金を除く
総外貨
準備 純移住率

移民の
ストック

海外からの
観光客

インター
ネット
利用者

国際電話の通話料
（1人当たり通話時間）

km
GDPに占める
割合（％）

GDPに占める
割合（％）

GDPに占める
割合（％）

GNIに占める
割合（％）

GDPに占める
割合（％）

GDPに占める
割合（％）

1000人
当たり

人口に占める
割合（％） 1000人単位

人口に占める
割合（％） 着信 発信
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国際統合

177　ギニアビサウ

178　モザンビーク

179　ギニア

180　ブルンジ

181　ブルキナファソ

182　エリトリア

183　シエラレオネ

184　チャド

185　中央アフリカ

186　コンゴ民主共和国

187　ニジェール

他の国または地域
   　朝鮮民主主義人民共和国

   　マーシャル諸島

   　モナコ

   　ナウル

   　サンマリノ

   　ソマリア

   　南スーダン

   　ツバル

HDIランクごとのグループ
   　人間開発最高位グループ

   　人間開発高位グループ

   　人間開発中位グループ

   　人間開発低位グループ

地域
   　アラブ諸国

   　東アジア・太平洋諸国

   　欧州・中央アジア

   　ラテンアメリカ・カリブ海諸国

   　南アジア

   　サハラ以南アフリカ

後発開発途上国
小島嶼開発途上国
世界

HDIランク

貿易 金融フロー 人の移動 通信

疎外感 国際貿易

海外直接
投資

純フロー
民間資本

フロー

政府開発
援助（ODA）

純受取額a 送金流入

金を除く
総外貨
準備 純移住率

移民の
ストック

海外からの
観光客

インター
ネット
利用者

国際電話の通話料
（1人当たり通話時間）

km
GDPに占める

割合（％）
GDPに占める

割合（％）
GDPに占める

割合（％）
GNIに占める

割合（％）
GDPに占める

割合（％）
GDPに占める

割合（％）
1000人
当たり

人口に占める
割合（％） 1000人単位

人口に占める
割合（％） 着信 発信

注）
a　負の値は、援助国によって支払われた純ODAを指

す。

b　データは2012年、あるいは入手可能な直近の年の

ものによった。

c　データは2011年、あるいは入手可能な最新の年の

ものによった。

d　データは2010-2015の年次予測値の平均である。

e　データは定められた期間内で入手可能な直近の年

を参照。

f　スヴァールバル諸島・ヤンマイエン島を含む。

g　クリスマス島、ココス（キーリング）諸島、およ

びノーフォーク島を含む。

h　カナリア諸島、セウタ、メリリャを含む。

i　キプロス北部も含む。

j　サバ州およびサラワク州を含む。

k　アガレガ諸島、ロドリゲス島、セントブランドン

島を含む。

l　ナゴルノ・カラバブを含む。

m　コソボを含む。

n　アブハジアおよび南オセチアを含む。

o　東エルサレムを含む。パレスチナの外国生まれの

移民の一笛はない。

p　トランスニストリアを含む。

定義）

疎外感：1つの国の中心地とすべての他の国々の中心

地との2国間の距離の合計として算出した、世界市場

からのGDP加重平均距離で、世界のGDPに占める割

合によって加重した。

国際貿易：対外貿易と経済統合への開放性の基本的

な指標。この指標は、国の経済規模（GDP）に関連

して、外需（輸出）に従事する国内生産者、国内消

費者および外国からの供給（輸入）従事する生産者

への依存度を示す。取引は、財およびサービスの輸

出入の総計で、GDPに占める割合として計測される。

海外直接投資の純フロー：自己資金、収益の送金、

長期資金と短期資金の総額は、国内総生産（GDP）

の割合として表される。

民間資本フロー：純海外直接投資、およびポートフ

ォリオ投資でGDPに占める割合で表される。

政府開発援助（ODA）純受取額：譲許的条件（元本

返済の純額）で行われる貸付金の支出と政府開発援

助の被援助国のリストのパート1に属する国と地域の

経済発展と福利厚生を促進する公的機関による贈与

で構成されており、被援助国の国民総所得（GNI）の

割合で表される。

送金流入：国際的な移民あるいは難民から、本国、

または以前住んでいた国の受取人に対して送られた

所得や物資。

金を除く総外貨準備：特別引出権の合計、IMF加盟国

によって保有される外貨準備額、および金融当局の

管理下にある外国為替の保有高から金の保有高を除

いたもので、GDPに占める割合で表す。

純移住率：国への移入民と移出民の数の差の平均人

口に対する比率で、1000人当たりで表す。

移民のストック：ある国への移民のストック比率で、

当該国の人口に占める割合として表す。移民の定義

は国によって異なるが、一般的に外国生まれの人の

ストック、あるいは市民権に照らしての外国人のス

トック、または両者の組み合わせが含まれる。

海外からの観光客：国境での1泊以上の滞在者、観光

客、日帰り客、および旅行客といった非居住者の到着。

インターネット利用者：世界規模のネットワークに

アスセスしている人の割合。

国際電話の通話量（着信）：国外から国内宛への通話

（固定電話および携帯電話）で、1人当たりの通話時

間で表される。

国際電話の通話量（発信）：国内から国外宛への通話

（固定電話および携帯電話）で、1人当たりの通話時

間で表される。

主なデータ源）

第1列：世界銀行からのデータ（2013a）およびCEPII

（2013）からの地理的距離に関するデータの基づき

HDROが算出。

第2列：世界銀行（2013a）からのデータを基に算出。

第3–7列、第10および第11列：世界銀行2013a.

第8列：UNDESA 2013a.

第9列：UNDESA 2013c.

第12列および第13列：ITU（2013）からの通話の送

受信に関するデータに基づきHDROが算出。
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環境

人間開発最高位グループ
  1　ノルウェー
  2　オーストラリア
  3　スイス
  4　オランダ
  5　米国
  6　ドイツ
  7　ニュージーランド
  8　カナダ
  9　シンガポール
 10　デンマーク
 11　アイルランド
 12　スウェーデン
 13　アイスランド
 14　英国
 15　香港
 15　韓国
 17　日本
 18　リヒテンシュタイン
 19　イスラエル
 20　フランス
 21　オーストリア
 21　ベルギー
 21　ルクセンブルク
 24　フィンランド
 25　スロベニア
 26　イタリア
 27　スペイン
 28　チェコ
 29　ギリシャ
 30　ブルネイ
 31　カタール
 32　キプロス
 33　エストニア
 34　サウジアラビア
 35　リトアニア
 35　ポーランド
 37　アンドラ
 37　スロバキア
 39　マルタ
 40　アラブ首長国連邦
 41　チリ
 42　ポルトガル
 43　ハンガリー
 44　バーレーン
 44　キューバ
 46　クウェート
 47　クロアチア
 48　ラトビア
 49　アルゼンチン

人間開発高位グループ
 50　ウルグアイ
 51　バハマ
 51　モンテネグロ
 53　ベラルーシ
 54　ルーマニア
 55　リビア
 56　オマーン
 57　ロシア

自然災害 環境上の脅威の影響

HDIランク

一次エネルギー
供給 電化率

1人当たり
温室効果ガス排出量

天然資源
の枯渇 森林地域

清浄水の
取水 5歳以上の子どもの死亡理由 自然災害の影響

荒廃地
に住む
人々 死者の数

受けた
人口

5歳以下の子ども
10万人当たりの

化石
燃料

再生可能な
エネルギー源

全体に占める
割合（％）

人口に占める
割合（％）

単位：
トン

年平均
成長率
（％）

GNIに占める
割合（％）

全陸地
面積に
占める
割合（％）

変化の
割合
（％）

再生可能な
総水資源に
占める割合
（％）

屋外での
大気汚染

室内での
大気汚染

不安全な水
改良されない
公衆衛生および
劣悪な衛生状態 （％）

年、
100万人
当たりの

100万人
当たりの
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 58　ブルガリア

 59　バルバドス

 60　パラオ

 61　アンティグア・バーブーダ

 62　マレーシア

 63　モーリシャス

 64　トリニダード・トバゴ

 65　レバノン

 65　パナマ

 67　ベネズエラ

 68　コスタリカ

 69　トルコ

 70　カザフスタン

 71　メキシコ

 71　セーシェル

 73　セントクリストファー・ネーヴィス

 73　スリランカ

 75　イラン

 76　アゼルバイジャン

 77　ヨルダン

 77　セルビア

 79　ブラジル

 79　グルジア

 79　グレナダ

 82　ペルー

 83　ウクライナ

 84　ベリーズ

 84　マケドニア（旧ユーゴスラビア）

 86　ボスニア・ヘルツェゴビナ

 87　アルメニア

 88　フィジー

 89　タイ

 90　チュニジア

 91　中国

 91　セントビンセント・グレナディーン

 93　アルジェリア

 93　ドミニカ国

 95　アルバニア

 96　ジャマイカ

 97　セントルシア

 98　コロンビア

 98　エクアドル

100　スリナム

100　トンガ

102　ドミニカ共和国

人間開発中位グループ
103　モルディブ

103　モンゴル

103　トルクメニスタン

106　サモア

107　パレスチナ

108　インドネシア

109　ボツワナ

110　エジプト

111　パラグアイ

112　ガボン

113　ボリビア

114　モルドバ

115　エルサルバドル

自然災害 環境上の脅威の影響

HDIランク

一次エネルギー
供給 電化率

1人当たり
温室効果ガス排出量

天然資源
の枯渇 森林地域

清浄水の
取水 5歳以上の子どもの死亡理由 自然災害の影響

荒廃地
に住む
人々 死者の数

受けた
人口

5歳以下の子ども
10万人当たりの

化石
燃料

再生可能な
エネルギー源

全体に占める
割合（％）

人口に占める
割合（％）

単位：
トン

年平均
成長率
（％）

GNIに占める
割合（％）

全陸地
面積に
占める

割合（％）

変化の
割合

（％）

再生可能な
総水資源に
占める割合

（％）
屋外での
大気汚染

室内での
大気汚染

不安全な水
改良されない

公衆衛生および
劣悪な衛生状態 （％）

年、
100万人
当たりの

100万人
当たりの
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116　ウズベキスタン
117　フィリピン
118　南アフリカ
118　シリア
120　イラク
121　ガイアナ
121　ベトナム
123　カーボヴェルデ
124　ミクロネシア
125　グアテマラ
125　キルギスタン
127　ナミビア
128　東ティモール
129　ホンジュラス
129　モロッコ
131　バヌアツ
132　ニカラグア
133　キリバス
133　タジキスタン
135　インド
136　ブータン
136　カンボジア
138　ガーナ
139　ラオス
140　コンゴ共和国
141　ザンビア
142　バングラデシュ
142　サントメ・プリンシペ
144　赤道ギニア

人間開発低位グループ
145　ネパール
146　パキスタン
147　ケニア
148　スワジランド
149　アンゴラ
150　ミャンマー
151　ルワンダ
152　カメルーン
152　ナイジェリア
154　イエメン
155　マダガスカル
156　ジンバブエ
157　パプアニューギニア
157　ソロモン諸島
159　コモロ
159　タンザニア
161　モーリタニア
162　レソト
163　セネガル
164　ウガンダ
165　ベナン
166　スーダン
166　トーゴ
168　ハイチ
169　アフガニスタン
170　ジブチ
171　コートジボワール
172　ガンビア
173　エチオピア

自然災害 環境上の脅威の影響

HDIランク

一次エネルギー
供給 電化率

1人当たり
温室効果ガス排出量

天然資源
の枯渇 森林地域

清浄水の
取水 5歳以上の子どもの死亡理由 自然災害の影響

荒廃地
に住む
人々 死者の数

受けた
人口

5歳以下の子ども
10万人当たりの

化石
燃料

再生可能な
エネルギー源

全体に占める
割合（％）

人口に占める
割合（％）

単位：
トン

年平均
成長率
（％）

GNIに占める
割合（％）

全陸地
面積に
占める
割合（％）

変化の
割合
（％）

再生可能な
総水資源に
占める割合
（％）

屋外での
大気汚染

室内での
大気汚染

不安全な水
改良されない
公衆衛生および
劣悪な衛生状態 （％）

年、
100万人
当たりの

100万人
当たりの
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環境

174　マラウイ

175　リベリア

176　マリ

177　ギニアビサウ

178　モザンビーク

179　ギニア

180　ブルンジ

181　ブルキナファソ

182　エリトリア

183　シエラレオネ

184　チャド

185　中央アフリカ

186　コンゴ民主共和国

187　ニジェール

他の国または地域
   　朝鮮民主主義人民共和国

   　マーシャル諸島

   　モナコ

   　ナウル

   　サンマリノ

   　ソマリア

   　南スーダン

   　ツバル

HDIランクごとのグループ
   　人間開発最高位グループ

   　人間開発高位グループ

   　人間開発中位グループ

   　人間開発低位グループ

地域
   　アラブ諸国

   　東アジア・太平洋諸国

   　欧州・中央アジア

   　ラテンアメリカ・カリブ海諸国

   　南アジア

   　サハラ以南アフリカ

後発開発途上国
小島嶼開発途上国
世界

自然災害 環境上の脅威の影響

HDIランク

一次エネルギー
供給 電化率

1人当たり
温室効果ガス排出量

天然資源
の枯渇 森林地域

清浄水の
取水 5歳以上の子どもの死亡理由 自然災害の影響

荒廃地
に住む
人々 死者の数

受けた
人口

5歳以下の子ども
10万人当たりの

化石
燃料

再生可能な
エネルギー源

全体に占める
割合（％）

人口に占める
割合（％）

単位：
トン

年平均
成長率
（％）

GNIに占める
割合（％）

全陸地
面積に
占める

割合（％）

変化の
割合

（％）

再生可能な
総水資源に
占める割合

（％）
屋外での
大気汚染

室内での
大気汚染

不安全な水
改良されない

公衆衛生および
劣悪な衛生状態 （％）

年、
100万人
当たりの

100万人
当たりの

注）
a　データは2012年、あるいは入手可能な最新のデー

タによった。

b　データは定められた期間内で入手可能な直近の年

を参照。

定義）

化石燃料：石炭、石油、天延がスなど地質学的過去

においてバイオマスから形成された天然資源由来の

総エネルギー供給に占める割合。

再生可能なエネルギー源：太陽光、風力、バイオマス、

地熱、水力、海洋資源、およびある種の廃棄物を含む、

つねに自然のプロセスの中から生まれるエネルギー

供給の割合。原子力エネルギーは含まない。

電化率：電気へのアクセス権をもつ人の割合は総人

口に占める割合として表した。送電線の有無は問わ

ず商業的に販売されている電気、および、自家発電

は含まれるが、不正な接続は除く。

1人当たり温室効果ガス排出量：メタン、亜酸化窒素、

およびほかの温室効果ガスである、ハイドロフルオ

ラカーボン、六フッ化硫黄の排出量を年中人口で割

ったもの。二酸化炭素排出量は含まない。

天然資源の枯渇：エネルギー、鉱物、および森林の

枯渇を金銭的に表したもので、国民総所得（GNI）の

割合として示される。

森林地域：5m以上の樹木で覆われた0.5ha以上の土地

で，樹冠面積の割合が10％以上のもの、あるいはこ

のままでこの値に到達できるもの。また、農業、あ

るいは都市での土地利用農業生産システム、（たとえ

ば、果樹のプランテーションや農林業システム）、さ

らには都市の公園や庭園の木立については、おおむ

ね除外する。また、森林再生の過程にある領域で、

まだ5m以上の樹木、樹冠面積の割合が10％に至って

いないものでも再生すると見込まれる領域は含まれ

る。

清浄水の取水：ある年の浄水の取水の総量は、再生

可能な水源の総量の割合として表される。

屋外での大気汚染による死者：屋外の大気汚染によ

る呼吸器感染および疾病、肺がん、心血管系疾患が

原因で亡くなった5歳以下の子どもの死者。

室内での大気汚染による死者：固形燃料による室内

の煙に起因する急性呼吸器感染症が原因の5歳以下の

子どもの死者。

不安全な水、改良されない公衆衛生、および劣悪な

衛生状態による死者：劣悪な水や公衆衛生、さらに

は衛生状態に起因する下痢による5歳以下の子どもの

死者数。

荒廃地に住む人々：厳しい、荒廃地に住む人々の割

合。土地の劣化の推定値はバイオマス、土壌の健全さ、

水量、生物多様性を考慮する。

自然災害による死亡者数：自然災害の結果として亡

くなったと推定された死者および行方不明と確認さ

れた100万人あたりの人数。自然災害は、気候学上、

水文学上、さらに気象的災害や干ばつ、極端な温度、

洪水、大衆運動、雨の多い嵐や山火事などに分類さ

れる。

自然災害に遭遇した人々：自然災害の結果、住むと

ころがなくなったり、避難を余儀なくされ、さらに

は負傷といった緊急事態の期間中、差し迫った援助

を必要と人たち。

主なデータ源）

第1、2列：世界銀行（2013a）からの総一次エネルギ

ー供給に関するデータに基づきHDROが算出。

第3–5および7列：世界銀行2013a.

第6列：世界銀行（2013a）を基にHDROが算出。

第8列：世界銀行（2013a）からの森林と全陸地面積

とのデータを基にHDROが算出。

第9列：FAO 2013b.

第10–12列：WHO 2013a.

第13列：FAO 2013a.

第14、15列：CRED EM-DAT 2013およびUNDESA 

2013a.
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人口動態

人間開発最高位グループ
  1　ノルウェー
  2　オーストラリア
  3　スイス
  4　オランダ
  5　米国
  6　ドイツ
  7　ニュージーランド
  8　カナダ
  9　シンガポール
 10　デンマーク
 11　アイルランド
 12　スウェーデン
 13　アイスランド
 14　英国
 15　香港
 15　韓国
 17　日本
 18　リヒテンシュタイン
 19　イスラエル
 20　フランス
 21　オーストリア
 21　ベルギー
 21　ルクセンブルク
 24　フィンランド
 25　スロベニア
 26　イタリア
 27　スペイン
 28　チェコ
 29　ギリシャ
 30　ブルネイ
 31　カタール
 32　キプロス
 33　エストニア
 34　サウジアラビア
 35　リトアニア
 35　ポーランド
 37　アンドラ
 37　スロバキア
 39　マルタ
 40　アラブ首長国連邦
 41　チリ
 42　ポルトガル
 43　ハンガリー
 44　バーレーン
 44　キューバ
 46　クウェート
 47　クロアチア
 48　ラトビア
 49　アルゼンチン

人間開発高位グループ
 50　ウルグアイ
 51　バハマ
 51　モンテネグロ
 53　ベラルーシ
 54　ルーマニア
 55　リビア
 56　オマーン
 57　ロシア
 58　ブルガリア
 59　バルバドス

HDIランク

人口 扶養率

合計 5歳以下 65歳以上 年平均人口増加率 都市人口a 中央値年齢
100人当たりの
15-64歳の人たち 合計特殊出生率

出生時における
男女の割合b

単位：100万
単位：
100万

単位：
100万 （％）

人口に
占める
割合（％） 単位：年

0-14歳の
若者

65歳以上
の老人 女性当たりの出産数

女子に対する
男子の出生数

236 人間開発報告書2014

 60　パラオ

 61　アンティグア・バーブーダ

 62　マレーシア

 63　モーリシャス

 64　トリニダード・トバゴ

 65　レバノン

 65　パナマ

 67　ベネズエラ

 68　コスタリカ

 69　トルコ

 70　カザフスタン

 71　メキシコ

 71　セーシェル

 73　セントクリストファー・ネーヴィス

 73　スリランカ

 75　イラン

 76　アゼルバイジャン

 77　ヨルダン

 77　セルビア

 79　ブラジル

 79　グルジア

 79　グレナダ

 82　ペルー

 83　ウクライナ

 84　ベリーズ

 84　マケドニア（旧ユーゴスラビア）

 86　ボスニア・ヘルツェゴビナ

 87　アルメニア

 88　フィジー

 89　タイ

 90　チュニジア

 91　中国

 91　セントビンセント・グレナディーン

 93　アルジェリア

 93　ドミニカ国

 95　アルバニア

 96　ジャマイカ

 97　セントルシア

 98　コロンビア

 98　エクアドル

100　スリナム

100　トンガ

102　ドミニカ共和国

人間開発中位グループ
103　モルディブ

103　モンゴル

103　トルクメニスタン

106　サモア

107　パレスチナ

108　インドネシア

109　ボツワナ

110　エジプト

111　パラグアイ

112　ガボン

113　ボリビア

114　モルドバ

115　エルサルバドル

116　ウズベキスタン

117　フィリピン

118　南アフリカ

118　シリア

HDIランク

人口 扶養率

合計 5歳以下 65歳以上 年平均人口増加率 都市人口a 中央値年齢
100人当たりの

15-64歳の人たち 合計特殊出生率
出生時における
男女の割合b

単位：100万
単位：
100万

単位：
100万 （％）

人口に
占める

割合（％） 単位：年
0-14歳の

若者
65歳以上

の老人 女性当たりの出産数
女子に対する
男子の出生数
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120　イラク
121　ガイアナ
121　ベトナム
123　カーボヴェルデ
124　ミクロネシア
125　グアテマラ
125　キルギスタン
127　ナミビア
128　東ティモール
129　ホンジュラス
129　モロッコ
131　バヌアツ
132　ニカラグア
133　キリバス
133　タジキスタン
135　インド
136　ブータン
136　カンボジア
138　ガーナ
139　ラオス
140　コンゴ共和国
141　ザンビア
142　バングラデシュ
142　サントメ・プリンシペ
144　赤道ギニア

人間開発低位グループ
145　ネパール
146　パキスタン
147　ケニア
148　スワジランド
149　アンゴラ
150　ミャンマー
151　ルワンダ
152　カメルーン
152　ナイジェリア
154　イエメン
155　マダガスカル
156　ジンバブエ
157　パプアニューギニア
157　ソロモン諸島
159　コモロ
159　タンザニア
161　モーリタニア
162　レソト
163　セネガル
164　ウガンダ
165　ベナン
166　スーダン
166　トーゴ
168　ハイチ
169　アフガニスタン
170　ジブチ
171　コートジボワール
172　ガンビア
173　エチオピア
174　マラウイ
175　リベリア
176　マリ
177　ギニアビサウ
178　モザンビーク
179　ギニア

HDIランク

人口 扶養率

合計 5歳以下 65歳以上 年平均人口増加率 都市人口a 中央値年齢
100人当たりの
15-64歳の人たち 合計特殊出生率

出生時における
男女の割合b

単位：100万
単位：
100万

単位：
100万 （％）

人口に
占める
割合（％） 単位：年

0-14歳の
若者

65歳以上
の老人 女性当たりの出産数

女子に対する
男子の出生数
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人口動態

180　ブルンジ

181　ブルキナファソ

182　エリトリア

183　シエラレオネ

184　チャド

185　中央アフリカ

186　コンゴ民主共和国

187　ニジェール

他の国または地域
   　朝鮮民主主義人民共和国

   　マーシャル諸島

   　モナコ

   　ナウル

   　サンマリノ

   　ソマリア

   　南スーダン

   　ツバル

HDIランクごとのグループ
   　人間開発最高位グループ

   　人間開発高位グループ

   　人間開発中位グループ

   　人間開発低位グループ

地域
   　アラブ諸国

   　東アジア・太平洋諸国

   　欧州・中央アジア

   　ラテンアメリカ・カリブ海諸国

   　南アジア

   　サハラ以南アフリカ

後発開発途上国
小島嶼開発途上国
世界

注）
a　データは都市や首都圏を構成する国内的な定義に

基づいているため、国をまたいでの比較には注意が

必要となる。

b　出生時の自然な性比は、一般的に想定して、経験

上、女性の出生1に対して、男性は1.05であると確認

されている。

c　中位出生率変量に基づく見通し。

d　スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島を含む。

e　クリスマス島、ココス諸島（キーリング諸島）、

およびノーフォーク諸島を含む。

f　オーランド諸島を含む。

g　カナリア諸島、セウタ、メリリャを含む。

h　北部キプロスを含む。

i　サバ州およびサラワク州を含む。

j　アガレガ諸島、ロドリゲス島、およびセントブラ

ンドン島を含む。

k　ナゴルノ・カラバフを含む。

l　コソボを含む。

m　アブハジアおよび南オセチアを含む。

n　東エルサレムを含む。

o　トランスニストリアを含む。

p　ザンジバルを含む。

T　新たなデータソースによる。

定義）

人口：7月1日現在、国や地域に暮らす人々。

5歳以下の人口：7月1日現在、国や地域に暮らす5歳

以下の事実上の人口。

65歳以上人口：7月1日現在、国や地域に暮らす65歳

以上の事実上の人口。

年平均人口増加率：定められた一定期間の年平均で

の指数関数的成長率。

都市人口：7月1日現在、それぞれの国や地域で用い

られている基準にしたがって、事実上、都市に分類

されている地域に生活している住民。

中央値年齢：人口分布を2等分する年齢で、その年齢

の上に人口の50％、その下に人口の50％に分かれる。

幼年人口扶養指数：年齢別人口15-64歳に対する年齢

人口0-14歳の比率で、生産年齢（15-64歳）にある

100人あたりの扶養数で表される。

老年人口扶養指数：15-64歳の人口に対する65歳以上

の人口の比率で、生産年齢（15-64歳）にある100人

あたりの扶養数で表される。

合計特殊出生率：女性が妊娠可能な時期が終わるま

で生き、各年齢で一般的な出生率に基づいて出産し

た、当該女性に生まれることになる子どもの数。

出生時における男女の割合：女子の出生数に対する

男子の出生数。

主なデータ源）

第1–6列、および第8–13列：UNDESA 2013a.

第7列：UNDESA 2013b.

HDIランク

人口 扶養率

合計 5歳以下 65歳以上 年平均人口増加率 都市人口a 中央値年齢
100人当たりの

15-64歳の人たち 合計特殊出生率
出生時における
男女の割合b

単位：100万
単位：
100万

単位：
100万 （％）

人口に
占める

割合（％） 単位：年
0-14歳の

若者
65歳以上

の老人 女性当たりの出産数
女子に対する
男子の出生数
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補足指標：幸福の認識

人間開発最高位グループ
  1　ノルウェー
  2　オーストラリア
  3　スイス
  4　オランダ
  5　米国
  6　ドイツ
  7　ニュージーランド
  8　カナダ
  9　シンガポール
 10　デンマーク
 11　アイルランド
 12　スウェーデン
 13　アイスランド
 14　英国
 15　香港
 15　韓国
 17　日本
 18　リヒテンシュタイン
 19　イスラエル
 20　フランス
 21　オーストリア
 21　ベルギー
 21　ルクセンブルク
 24　フィンランド
 25　スロベニア
 26　イタリア
 27　スペイン
 28　チェコ
 29　ギリシャ
 30　ブルネイ
 31　カタール
 32　キプロス
 33　エストニア
 34　サウジアラビア
 35　リトアニア
 35　ポーランド
 37　アンドラ
 37　スロバキア
 39　マルタ
 40　アラブ首長国連邦
 41　チリ
 42　ポルトガル
 43　ハンガリー
 44　バーレーン
 44　キューバ
 46　クウェート
 47　クロアチア
 48　ラトビア
 49　アルゼンチン

人間開発高位グループ
 50　ウルグアイ
 51　バハマ
 51　モンテネグロ
 53　ベラルーシ
 54　ルーマニア
 55　リビア
 56　オマーン
 57　ロシア

個人的な幸福の認識 コミュニティに関する認識 政府に関する認識

HDIランク

教育の質 医療の質 生活水準 仕事 安全性
選択の
自由

総合生活
満足度
指数

地域労働
市場

他者への
信頼 コミュニティ

貧困への
取組み

環境を
守るため
の活動

中央政府
への信頼

満足と
答えた
割合（％）

満足と
答えた
割合（％）

満足と
答えた
割合（％）

満足と
答えた
割合（％）

安全と
答えた
割合（％）

満足と
答えた
割合（％）

0：ほとんど
満足しない
10：大満足

良いと
答えた
割合（％）

信頼すると
答えた
割合（％）

満足と
答えた
割合（％）

満足と
答えた
割合（％）

満足と
答えた
割合（％）

信頼すると
答えた割合
（％）
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 58　ブルガリア

 59　バルバドス

 60　パラオ

 61　アンティグア・バーブーダ

 62　マレーシア

 63　モーリシャス

 64　トリニダード・トバゴ

 65　レバノン

 65　パナマ

 67　ベネズエラ

 68　コスタリカ

 69　トルコ

 70　カザフスタン

 71　メキシコ

 71　セーシェル

 73　セントクリストファー・ネーヴィス

 73　スリランカ

 75　イラン

 76　アゼルバイジャン

 77　ヨルダン

 77　セルビア

 79　ブラジル

 79　グルジア

 79　グレナダ

 82　ペルー

 83　ウクライナ

 84　ベリーズ

 84　マケドニア（旧ユーゴスラビア）

 86　ボスニア・ヘルツェゴビナ

 87　アルメニア

 88　フィジー

 89　タイ

 90　チュニジア

 91　中国

 91　セントビンセント・グレナディーン

 93　アルジェリア

 93　ドミニカ国

 95　アルバニア

 96　ジャマイカ

 97　セントルシア

 98　コロンビア

 98　エクアドル

100　スリナム

100　トンガ

102　ドミニカ共和国

人間開発中位グループ
103　モルディブ

103　モンゴル

103　トルクメニスタン

106　サモア

107　パレスチナ

108　インドネシア

109　ボツワナ

110　エジプト

111　パラグアイ

112　ガボン

113　ボリビア

114　モルドバ

115　エルサルバドル

個人的な幸福の認識 コミュニティに関する認識 政府に関する認識

HDIランク

教育の質 医療の質 生活水準 仕事 安全性
選択の
自由

総合生活
満足度
指数

地域労働
市場

他者への
信頼 コミュニティ

貧困への
取組み

環境を
守るため
の活動

中央政府
への信頼

満足と
答えた

割合（％）

満足と
答えた

割合（％）

満足と
答えた

割合（％）

満足と
答えた

割合（％）

安全と
答えた

割合（％）

満足と
答えた

割合（％）

0：ほとんど
満足しない
10：大満足

良いと
答えた

割合（％）

信頼すると
答えた

割合（％）

満足と
答えた

割合（％）

満足と
答えた

割合（％）

満足と
答えた

割合（％）

信頼すると
答えた割合

（％）
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116　ウズベキスタン
117　フィリピン
118　南アフリカ
118　シリア
120　イラク
121　ガイアナ
121　ベトナム
123　カーボヴェルデ
124　ミクロネシア
125　グアテマラ
125　キルギスタン
127　ナミビア
128　東ティモール
129　ホンジュラス
129　モロッコ
131　バヌアツ
132　ニカラグア
133　キリバス
133　タジキスタン
135　インド
136　ブータン
136　カンボジア
138　ガーナ
139　ラオス
140　コンゴ共和国
141　ザンビア
142　バングラデシュ
142　サントメ・プリンシペ
144　赤道ギニア

人間開発低位グループ
145　ネパール
146　パキスタン
147　ケニア
148　スワジランド
149　アンゴラ
150　ミャンマー
151　ルワンダ
152　カメルーン
152　ナイジェリア
154　イエメン
155　マダガスカル
156　ジンバブエ
157　パプアニューギニア
157　ソロモン諸島
159　コモロ
159　タンザニア
161　モーリタニア
162　レソト
163　セネガル
164　ウガンダ
165　ベナン
166　スーダン
166　トーゴ
168　ハイチ
169　アフガニスタン
170　ジブチ
171　コートジボワール
172　ガンビア
173　エチオピア

個人的な幸福の認識 コミュニティに関する認識 政府に関する認識

HDIランク

教育の質 医療の質 生活水準 仕事 安全性
選択の
自由

総合生活
満足度
指数

地域労働
市場

他者への
信頼 コミュニティ

貧困への
取組み

環境を
守るため
の活動

中央政府
への信頼

満足と
答えた
割合（％）

満足と
答えた
割合（％）

満足と
答えた
割合（％）

満足と
答えた
割合（％）

安全と
答えた
割合（％）

満足と
答えた
割合（％）

0：ほとんど
満足しない
10：大満足

良いと
答えた
割合（％）

信頼すると
答えた
割合（％）

満足と
答えた
割合（％）

満足と
答えた
割合（％）

満足と
答えた
割合（％）

信頼すると
答えた割合
（％）
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補足指標：幸福の認識

174　マラウイ

175　リベリア

176　マリ

177　ギニアビサウ

178　モザンビーク

179　ギニア

180　ブルンジ

181　ブルキナファソ

182　エリトリア

183　シエラレオネ

184　チャド

185　中央アフリカ

186　コンゴ民主共和国

187　ニジェール

他の国または地域
   　朝鮮民主主義人民共和国

   　マーシャル諸島

   　モナコ

   　ナウル

   　サンマリノ

   　ソマリア

   　南スーダン

   　ツバル

HDIランクごとのグループ
   　人間開発最高位グループ

   　人間開発高位グループ

   　人間開発中位グループ

   　人間開発低位グループ

地域
   　アラブ諸国

   　東アジア・太平洋諸国

   　欧州・中央アジア

   　ラテンアメリカ・カリブ海諸国

   　南アジア

   　サハラ以南アフリカ

後発開発途上国
小島嶼開発途上国
世界

個人的な幸福の認識 コミュニティに関する認識 政府に関する認識

HDIランク

教育の質 医療の質 生活水準 仕事 安全性
選択の
自由

総合生活
満足度
指数

地域労働
市場

他者への
信頼 コミュニティ

貧困への
取組み

環境を
守るため
の活動

中央政府
への信頼

満足と
答えた

割合（％）

満足と
答えた

割合（％）

満足と
答えた

割合（％）

満足と
答えた

割合（％）

安全と
答えた

割合（％）

満足と
答えた

割合（％）

0：ほとんど
満足しない
10：大満足

良いと
答えた

割合（％）

信頼すると
答えた

割合（％）

満足と
答えた

割合（％）

満足と
答えた

割合（％）

満足と
答えた

割合（％）

信頼すると
答えた割合

（％）

注）
a　データは定められた期間内で入手可能な直近の年

を参照。

定義）

教育の質への満足度：「教育制度について満足してい

ますか、いませんか」というGallup World Pollの世論

調査に対して「満足」と答えた割合。

医療の質への満足度：「あなたが受けられる医療の質

に満足していますか、いませんか」というGallup 

World Pollの世論調査に対して「満足」と答えた割合。

生活水準への満足度：「あなたが買うことができ、や

ることができるすべてのもの、生活水準に満足して

いますか」というGallup World Pollの世論調査に対し

て「満足」と答えた割合。

仕事への満足度：「自分の仕事に満足していますか、

いませんか」というGallup World Pollの世論調査に「満

足」と答えた割合。

安全性の認識：「あなたの住んでいる街や地域で夜1

人歩いて安全だと思いますか」というGallup World 

Pollの世論調査に対して「はい」と答えた割合。

選択の自由に関する満足度：「この国で、あなたの人

生で何をしようか選択する自由に満足していますか、

いませんか」というGallup World Pollの世論調査に対

して「満足」と答えた割合。

総合生活満足度指数：「下から順にゼロから10までの

ステップのあるはしご想像してください。はしごの

最上部は、あなたにとってもっとも可能性に満ちた

人生を表し、はしごの最下部はあなたにとって最悪

の可能性の人生を表しているとしましょう。はしご

のステップが高ければ高いほど、あなたの人生は素

晴らしく感じられ、低ければ低いほど悪く感じると

すれば、いま、あなたがいるのは、はしごのどのあ

たりだと感じていますか。どのあたりのステップが

あなたの感じとしては、しっくりしていますか」と

いうGallup World Pollの世論調査に対する平均的な回

答。

地域労働市場への満足度：「いま住んでいる街や地域

の雇用状況を考えるとき、いま、仕事を探すのに良

い時期か悪い時期かいずれでしょうか」というGallup 

World Pollの世論調査に「良い時期である」と答えた

割合。

他者への信頼：「一般的に言って、ほとんどの人々は

信頼に値すると思うか、人と付き合うには注意が必

要だと思うかどちらですか」というGallup World Poll

の世論調査に「信頼に値する」と答える割合。

コミュニティへの満足度：「あなたが住んでいる地域

や街に満足していますか、不満ですか」というGallup 

World Pollの世論調査に「満足している」と答えた割

合。

貧困への取り組みの満足度：「この国で、あなたは貧

困に取り組む努力に満足していますか」というGallup 

World Pollの世論調査に「満足している」と答えた割

合。

環境を守るための活動への満足度：「この国で、環境

を守る努力に満足していますか、それとも不満です

か」というGallup World Pollの世論調査に「満足して

いる」と答えた割合。

中央政府への信頼：「この国で、あなたは中央政府を

信頼していますか」というGallup World Poll世論調査

に「はい」と答えた割合。

主なデータ源）

第1–13列：Gallup 2013.
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アラブ諸国  （20の国と領域）

アラブ首長国連邦、アルジェリア、イエメン、イラク、エジプト、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、

ジブチ、シリア、スーダン、ソマリア、チュニジア、バーレーン、パレスチナ、モロッコ、ヨルダン、リビア、

レバノン

東アジアおよび太平洋諸国  （24か国）

インドネシア、カンボジア、朝鮮民主主義人民共和国、キリバス、サモア、ソロモン諸島、タイ、中国、ツバル、

トンガ、ナウル、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、東ティモール、フィジー、フィリピン、ベトナム、

マーシャル諸島、マレーシア、ミクロネシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス

欧州および中央アジア（17か国）

アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、

セルビア、タジキスタン、トルクメニスタン、トルコ、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、

マケドニア（旧ユーゴスラビア）、モルドバ、モンテネグロ、

ラテンアメリカ・カリブ海諸国（33か国）

アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、

グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネイヴィス、

セントビンセント・グレナディーン諸島、セントルシア、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、

ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、

ボリビア、ホンジュラス、メキシコ

南アジア（9か国）

アフガニスタン、イラン、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、モルディブ

サハラ以南アフリカ（46か国）

アンゴラ、ウガンダ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カーボヴェルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、

ギニアビサウ、ケニア、コートジボワール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、

ザンビア、シエラレオネ、ジンバブエ、スワジランド、セーシェル、赤道ギニア、セネガル、タンザニア、チャド、

中央アフリカ、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、

マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ、南スーダン、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、

リベリア、ルワンダ、レソト

注：ここで挙げた国は国連の分類による後発開発途上国（LDCＳ）および小島嶼開発途上国の統計が含まれる。
これらは以下のウェブサイトhttp://www.unohrlls.orgを参照。

地 域
統計関連参考文献
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各国の人間開発ランク2013および2012年から2013年への変化

注：プラスまたはマイナスの数字および矢印は、2012-2013年のランク変動を示す。算定に用いたデータの種別と計算方法はすべて共通。空白は変化がなかったことを示す。

アイスランド 13 0 

アイルランド 11 −3 ↓
アゼルバイジャン 76 −1 ↓
アフガニスタン 169 0 

アラブ首長国連邦 40 0 

アルジェリア 93 0 

アルゼンチン 49 0 

アルバニア 95 2 ↑
アルメニア 87 0 

アンゴラ 149 0 

アンティグア・バーブーダ 61 −1 ↓
アンドラ 37 0 

イエメン 154 0 

イスラエル 19 0 

イタリア 26 0 

イラク 120 0 

イラン 75 −2 ↓
インド 135 0 

インドネシア 108 0 

ウガンダ 164 0 

ウクライナ 83 0 

ウズベキスタン 116 0 

ウルグアイ 50 2 ↑
英国 14 0 

エクアドル 98 0 

エジプト 110 −2 ↓
エストニア 33 0 

エチオピア 173 0 

エリトリア 182 0 

エルサルバドル 115 0 

オーストラリア 2 0 

オーストリア 21 0 

オマーン 56 0 

オランダ 4 0 

ガーナ 138 0 

カーボヴェルデ 123 −2 ↓
ガイアナ 121 0 

カザフスタン 70 0 

カタール 31 0 

カナダ 8 0 

ガボン 112 −1 ↓
カメルーン 152 0 

ガンビア 172 0 

カンボジア 136 1 ↑
ギニア 179 −1 ↓
ギニアビサウ 177 0 

キプロス 32 0 

キューバ 44 0 

ギリシャ 29 0 

キリバス 133 0 

キルギス 125 1 ↑
グアテマラ 125 0 

クウェート 46 −2 ↓
グルジア 79 2 ↑
グレナダ 79 −1 ↓
クロアチア 47 0 

ケニア 147 0 

コートジボワール 171 0 

コスタリカ 68 −1 ↓
コモロ 159 −1 ↓
コロンビア 98 0 

コンゴ共和国 140 0 

コンゴ民主共和国 186 1 ↑

サウジアラビア 34 0 

サモア 106 −2 ↓
サントメ・プリンシペ 142 −1 ↓
ザンビア 141 2 ↑
シエラレオネ 183 1 ↑
ジブチ 170 0 

ジャマイカ 96 −3 ↓
シリア 118 −4 ↓
シンガポール 9 3 ↑
ジンバブエ 156 4 ↑
スーダン 166 0 

スイス 3 0 

スウェーデン 12 −1 ↓
スペイン 27 0 

スリナム 100 1 ↑
スリランカ 73 2 ↑
スロバキア 37 1 ↑
スロベニア 25 0 

スワジランド 148 0 

セーシェル 71 −1 ↓
赤道ギニア 144 −3 ↓
セネガル 163 −3 ↓
セルビア 77 1 ↑
セントクリストファー・ネーヴィス 73 0 

セントビンセント・グレナディーン 91 0 

セントルシア 97 −4 ↓
ソロモン諸島 157 0 

タイ 89 0 

韓国 15 1 ↑
タジキスタン 133 1 ↑
タンザニア 159 1 ↑
チェコ 28 0 

チャド 184 −1 ↓
中央アフリカ 185 0 

中国 91 2 ↑
チュニジア 90 0 

チリ 41 1 ↑
デンマーク 10 0 

トーゴ 166 1 ↑
ドイツ 6 0 

ドミニカ国 93 −1 ↓
ドミニカ共和国 102 0 

トリニダード・トバゴ 64 0 

トルクメニスタン 103 1 ↑
トルコ 69 0 

トンガ 100 0 

ナイジェリア 152 1 ↑
ナミビア 127 0 

ニカラグア 132 0 

ニジェール 187 −1 ↓
日本 17 −1 ↓
ニュージーランド 7 0 

ネパール 145 0 

ノルウェー 1 0 

バーレーン 44 0 

ハイチ 168 0 

パキスタン 146 0 

パナマ 65 2 ↑
バヌアツ 131 −3 ↓
バハマ 51 0 

パプアニューギニア 157 −1 ↓
パラオ 60 0 

パラグアイ 111 0

バルバドス 59 −1 ↓
パレスチナ占領地域 107 0 

ハンガリー 43 0 

バングラデシュ 142 1 ↑
東ティモール 128 1 ↑
ブータン 136 0 

フィジー 88 0 

フィリピン 117 1 ↑
フィンランド 24 0 

ブラジル 79 1 ↑
フランス 20 0 

ブルガリア 58 0 

ブルキナファソ 181 0 

ブルネイ 30 0 

ブルンジ 180 0 

米国 5 0 

ベトナム 121 0 

ベナン 165 0 

ベネズエラ 67 −1 ↓
ベラルーシ 53 1 ↑
ベリーズ 84 0 

ペルー 82 0 

ベルギー 21 0 

ポーランド 35 −1 ↓
ボスニア・ヘルツェゴビナ 86 0 

ボツワナ 109 −1 ↓
ボリビア 113 0 

ポルトガル 41 0 

香港 15 0 

ホンジュラス 129 0 

マケドニア（旧ユーゴスラビア） 84 1 ↑
マダガスカル 155 0 

マラウイ 174 0 

マリ 176 0 

マルタ 39 0 

マレーシア 62 0 

ミクロネシア 124 0 

南アフリカ 118 1 ↑
ミャンマー 150 0 

メキシコ 71 −1 ↓
モーリシャス 63 0 

モーリタニア 161 −2 ↓
モザンビーク 178 1 ↑
モルディブ 103 0 

モルドバ 114 2 ↑
モロッコ 129 2 ↑
モンゴル 103 3 ↑
モンテネグロ 51 1 ↑
ヨルダン 77 0 

ラオス 139 0 

ラトビア 48 0 

リトアニア 35 1 ↑
リビア 55 −5 ↓
リヒテンシュタイン 18 −2 ↓
リベリア 175 0 

ルーマニア 54 1 ↑
ルクセンブルク 21 0 

ルワンダ 151 0 

レソト 162 1 ↑
レバノン 65 0 

ロシア 57 0  


